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第１章　基本的法令、方針等
第１節　政策評価に係る法令

１�　行政機関が行う政策の評価に関
する法律

� 平成13年法律第86号
� 平成15年法律第23号
� 平成24年法律第47号
� 平成25年法律第28号
� 平成27年法律第65号
� 平成27年法律第66号
� 平成30年法律第80号
� 最終改正　令和３年法律第36号
目次
　第一章　総則（第一条―第四条）
　第二章　政策評価に関する基本方針（第五条）
　第三章　行政機関が行う政策評価（第六条―第十一条）
　第四章　総務省が行う政策の評価（第十二条―第十八条）
　第五章　雑則（第十九条―第二十二条）
　附則（抄）

第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、行政機関が行う政策の評価に関す
る基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客
観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切
な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公
表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資する
とともに、政府の有するその諸活動について国民に説
明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において「行政機関」とは、次に掲げ
る機関をいう。
一	 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四
条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣
府（次号に掲げる機関を除く。）

二	 宮内庁並びに内閣府設置法第四条第三項に規定す
る事務をつかさどる機関たる同法第四十九条第一項
に規定する機関（国家公安委員会にあっては、警察
庁を除く。）及び警察庁

三	 デジタル庁設置法（令和三年法律第三十六号）第
四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデ
ジタル庁
四	 各省（国家行政組織法（昭和二十三年法律第
百二十号）第五条第一項の規定により各省大臣の分
担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省と
し、総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省に
あっては第六号に掲げる機関を除く。）
五	 公害等調整委員会
六	 原子力規制委員会
２	 この法律において「政策」とは、行政機関が、その
任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的
を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の
行為についての方針、方策その他これらに類するもの
をいう。

（政策評価の在り方）
第三条　行政機関は、その所掌に係る政策について、適
時に、その政策効果（当該政策に基づき実施し、又は
実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活
及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる
影響をいう。以下同じ。）を把握し、これを基礎として、
必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特
性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、
その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければ
ならない。
２	 前項の規定に基づく評価（以下「政策評価」という。）
は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次
に掲げるところにより、行われなければならない。
一	 政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を
用い、できる限り定量的に把握すること。
二	 政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の
活用を図ること。

（政策評価の結果の取扱い）
第四条　政府は、政策評価の結果の取扱いについては、
前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及
び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってそ
の総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立
案に当たりその適切な活用を図るように努めなければ
ならない。

第
１
節

政
策
評
価
に
係
る
法
令

－ 1 －
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第二章　政策評価に関する基本方針
第五条　政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進を図
るため、政策評価に関する基本方針（以下「基本方針」
という。）を定めなければならない。
２	 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条
第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるもの
とする。
一	 政策評価の実施に関する基本的な方針
二	 政策評価の観点に関する基本的な事項
三	 政策効果の把握に関する基本的な事項
四	 事前評価（政策を決定する前に行う政策評価をい
う。以下同じ。）の実施に関する基本的な事項
五	 事後評価（政策を決定した後に行う政策評価をい
う。以下同じ。）の実施に関する基本的な事項
六	 学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的
な事項
七	 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な
事項
八	 インターネットの利用その他の方法による政策評
価に関する情報の公表に関する基本的な事項
九	 その他政策評価の実施に関する重要事項
３	 基本方針においては、前項に掲げる事項のほか、第
二十条から第二十二条までの規定に基づき実施し、又
は実施しようとしている措置その他政策評価を円滑か
つ着実に実施するために必要な措置に関する事項を定
めるものとする。
４	 総務大臣は、審議会等（国家行政組織法第八条に規
定する機関をいう。）で政令で定めるものの意見を聴
いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけ
ればならない。
５	 総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があった
ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
６	 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章　行政機関が行う政策評価
（基本計画）
第六条　行政機関の長（行政機関が、公正取引委員会、
国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委
員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である
場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安
委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公
害等調整委員会又は原子力規制委員会。以下同じ。）は、
基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策に

ついて、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に
関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定め
なければならない。
２	 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
一	 計画期間
二	 政策評価の実施に関する方針
三	 政策評価の観点に関する事項
四	 政策効果の把握に関する事項
五	 事前評価の実施に関する事項
六	 計画期間内において事後評価の対象としようとす
る政策その他事後評価の実施に関する事項
七	 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
八	 政策評価の結果の政策への反映に関する事項
九	 インターネットの利用その他の方法による政策評
価に関する情報の公表に関する事項
十	 政策評価の実施体制に関する事項
十一	 その他政策評価の実施に関し必要な事項
３	 行政機関の長は、前項第六号の政策としては、当該
行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等
に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定め
るものとする。
４	 行政機関の長は、基本計画を定めたときは、遅滞な
く、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなけ
ればならない。
５	 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
（事後評価の実施計画）
第七条　行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施
に関する計画（以下「実施計画」という。）を定めな
ければならない。
２	 実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政
策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定め
なければならない。
一	 前条第二項第六号の政策のうち、計画期間内にお
いて事後評価の対象としようとする政策
二	 計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに
該当する政策
イ	 当該政策が決定されたときから、当該政策の特
性に応じて五年以上十年以内において政令で定め
る期間を経過するまでの間に、当該政策がその実
現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動
が行われていないこと。

－ 2 －

03_CW6_A6260D01.indd   2 2025/06/20   15:07:32



ロ	 当該政策が決定されたときから、当該政策の特
性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年
以上十年以内において政令で定める期間を加えた
期間が経過したときに、当該政策がその実現を目
指した効果が発揮されていないこと。

三	 前二号に掲げるもののほか、計画期間内において
事後評価の対象としようとする政策

３	 行政機関の長は、実施計画を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知すると
ともに、公表しなければならない。

（事後評価の実施）
第八条　行政機関は、基本計画及び実施計画に基づき、
事後評価を行わなければならない。

（事前評価の実施）
第九条　行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件
に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び
政府開発援助を実施することを目的とする政策その他
の政策のうち政令で定めるものを決定しようとすると
きは、事前評価を行わなければならない。
一	 当該政策に基づく行政上の一連の行為の実施によ
り国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及
ぼすこと又は当該政策がその実現を目指す効果を発
揮することができることとなるまでに多額の費用を
要することが見込まれること。
二	 事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の
事前評価の方法が開発されていること。

（評価書の作成等）
第十条　行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次
に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければなら
ない。
一	 政策評価の対象とした政策
二	 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施
した時期
三	 政策評価の観点
四	 政策効果の把握の手法及びその結果
五	 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
六	 政策評価を行う過程において使用した資料その他
の情報に関する事項
七	 政策評価の結果
２	 行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成し
たときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとと
もに、当該評価書及びその要旨を公表しなければなら

ない。
（政策への反映状況の通知及び公表）
第十一条　行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該
行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況
について、総務大臣に通知するとともに、公表しなけ
ればならない。

第四章　総務省が行う政策の評価
（総務省が行う政策の評価）
第十二条　総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ
ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確
保する見地から評価する必要があると認めるもの、又
は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってそ
の総合的な推進を図る見地から評価する必要があると
認めるものについて、統一性又は総合性を確保するた
めの評価を行うものとする。
２	 総務省は、行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、
当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要が
ある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応
するために当該行政機関により政策評価が行われる必
要がある場合において当該行政機関によりその実施が
確保されないと認めるとき、又は行政機関から要請が
あった場合において当該行政機関と共同して評価を行
う必要があると認めるときは、当該行政機関の政策に
ついて、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保する
ための評価を行うものとする。
３	 前二項の規定による評価は、その対象とする政策に
ついて、その政策効果を把握し、これを基礎として、
必要性、効率性又は有効性の観点その他政策の特性に
応じて必要な観点から、行うものとする。

（総務省が行う政策の評価に関する計画）
第十三条　総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間
についての前条第一項及び第二項の規定による評価に
関する計画を定めなければならない。
２	 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなけ
ればならない。
一	 前条第一項及び第二項の規定による評価の実施に
関する基本的な方針
二	 計画期間内において前条第一項の規定による評価
の対象としようとする政策
三	 当該年度において前条第一項の規定による評価の
対象としようとする政策
四	 その他前条第一項及び第二項の規定による評価の
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実施に関する重要事項
３	 総務大臣は、第一項の計画を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第十四条　総務省は、前条第一項の計画に基づき、第
十二条第一項及び第二項の規定による評価を実施しな
ければならない。

（資料の提出の要求及び調査等）
第十五条　総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規
定による評価を行うため必要な範囲において、行政機
関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は行政機
関の業務について実地に調査することができる。
２	 総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定によ
る評価に関連して、次に掲げる業務について、書面に
より又は実地に調査することができる。この場合にお
いて、調査を受けるものは、その調査を拒んではなら
ない。
一	 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法
人をいう。）の業務

二	 法律により直接に設立される法人又は特別の法律
により特別の設立行為をもって設立すべきものとさ
れる法人（総務省設置法（平成十一年法律第九十一
号）第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法
人を除く。）の業務

三	 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関
し行政官庁の認可を要する法人（その資本金の二分
の一以上が国からの出資による法人であって、国の
補助に係る業務を行うものに限る。）の業務

四	 国の委任又は補助に係る業務
３	 総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定によ
る評価の目的を達成するために必要な最小限度におい
て、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二
条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当
する地方公共団体の業務（行政機関の業務と一体とし
て把握される必要があるものに限り、前項第四号に掲
げる業務に該当するものを除く。）について、書面に
より又は実地に調査することができる。この場合にお
いては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を
聴くものとする。
４	 総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定によ
る評価の実施上の必要により、公私の団体その他の関
係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求める

ことができる。
（評価書の作成等）
第十六条　総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規
定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲
げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
２	 総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したと
きは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行
政機関の長に送付するとともに、当該評価書及びその
要旨並びに当該意見の内容を公表しなければならない。

（勧告等）
第十七条　総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規
定による評価の結果必要があると認めるときは、関係
する行政機関の長に対し、当該評価の結果を政策に反
映させるために必要な措置をとるべきことを勧告する
とともに、当該勧告の内容を公表しなければならない。
２	 総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、
当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった
措置について報告を求めることができる。
３	 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定によ
る評価の結果を政策に反映させるため特に必要がある
と認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該評価の結
果の政策への反映について内閣法（昭和二十二年法律
第五号）第六条の規定による措置がとられるよう意見
を具申するものとする。

（評価及び監視との連携の確保）
第十八条　総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規
定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第一
項第十一号の規定による評価及び監視との連携を確保
するように努めなければならない。

第五章　雑則
（国会への報告）
第十九条　政府は、毎年、政策評価及び第十二条第一項
又は第二項の規定による評価（以下「政策評価等」と
いう。）の実施状況並びにこれらの結果の政策への反
映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出す
るとともに、公表しなければならない。

（政策評価等の方法に関する調査研究の推進等）
第二十条　政府は、政策効果の把握の手法その他政策評
価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進すると
ともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び
資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じな
ければならない。
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（政策評価等に関する情報の活用）
第二十一条　総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑
な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評
価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措
置を講ずるものとする。

（所在に関する情報の提供）
第二十二条　総務大臣は、政策評価の結果その他の政策
評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図
るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措
置を講ずるものとする。

附　則　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して六月
を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（検討）
第二条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合
において、この法律の施行の状況について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（事後評価の実施計画に関する経過措置）
第三条　この法律の施行後第七条第一項の規定により国
家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官が最初に定
める実施計画についての同項の規定の適用について
は、同項中「一年ごとに」とあるのは、「一年未満で、
国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官の定める
期間を計画期間として」とする。

（事後評価の実施に関する経過措置）
第四条　第七条第二項（第二号に係る部分に限る。）の
規定は、この法律の施行前に決定された政策であって、
同号イ又はロに規定する期間がこの法律の施行の日以
後に経過したものについても、適用する。

附　則　（平成一五年四月九日法律第二三号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。
第三条　前条に定めるもののほか、この法律の施行に関
し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成二四年六月二七日法律第四七号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（平成二五年五月三一日法律第二八号）　抄
　　この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める
日から施行する。
二	 第三条、第二十八条、第二十九条（行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律第十二条
の改正規定に限る。）及び第四十四条（内閣府設置
法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正
規定を除く。）の規定　番号利用法附則第一条第二
号に掲げる規定の施行の日

附　則　（平成二七年九月九日法律第六五号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して二年を超え
ない範囲内において政令で定める日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。
二	 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第
七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、
第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第
三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条
の規定　平成二十八年一月一日

附　則　（平成二七年九月一一日法律第六六号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年七月二七日法律第八〇号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して三年を超え
ない範囲内において政令で定める日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。
三	 第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一
項（第四十四号に係る部分に限る。）、第二百四十三
条第一項（第四号（第二百三十九条第一項第四十四
号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）及び第
三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七
条から第十条まで、第十二条、第十四条（特定複合
観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第
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二項の改正規定に限る。）、第十五条及び第十六条の
規定　公布の日から起算して一年六月を超えない範
囲内において政令で定める日

　　　　	（令和元年政令第一三四号で令和二年一月七日か
ら施行）

附　則　（令和三年五月一九日法律第三六号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
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２　行政機関が行う政策の評価に関する法律の概要 第
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３�　行政機関が行う政策の評価に関
する法律施行令

� 平成13年９月27日政令第323号
� 平成14年３月20日政令第� 49号
� 平成19年４月４日政令第157号
� 平成20年８月27日政令第259号
� 平成22年５月28日政令第143号
� 平成24年９月14日政令第235号
� 平成27年３月27日政令第� 95号
� 最終改正　令和３年７月２日政令第195号

　内閣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成
十三年法律第八十六号）第五条第四項（同条第六項におい
て準用する場合を含む。）の規定に基づき、この政令を制
定する。
（法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの）
第一条　行政機関が行う政策の評価に関する法律（以下
「法」という。）第五条第四項（同条第六項において
準用する場合を含む。）の審議会等で政令で定めるも
のは、政策評価審議会とする。

（法第七条第二項第二号の政令で定める期間）
第二条　法第七条第二項第二号イの政令で定める期間
は、五年とする。
２	 法第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五
年とする。

（法第九条の政令で定める政策）
第三条　法第九条の政令で定める政策は、次に掲げる政
策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていな
いものその他の事前評価を行わないことについて相当
の理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企
画及び立案をする行政機関の長（法第二条第一項第二
号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣、同項第五号
に掲げる機関にあっては総務大臣、同項第六号に掲げ
る機関にあっては環境大臣）が共同で発する命令で定
めるものを除く。
一	 個々の研究開発（人文科学のみに係るものを除く。
次号において同じ。）であって十億円以上の費用を要
することが見込まれるものの実施を目的とする政策
二	 個々の研究開発であって十億円以上の費用を要す
ることが見込まれるものを実施する者に対し、その
実施に要する費用の全部又は一部を補助することを

目的とする政策
三	 道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備
する事業その他の個々の公共的な建設の事業（施設
の維持又は修繕に係る事業を除く。次号において単
に「個々の公共的な建設の事業」という。）であっ
て十億円以上の費用を要することが見込まれるもの
の実施を目的とする政策
四	 個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の
費用を要することが見込まれるものを実施する者に
対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助
することを目的とする政策
五	 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与によ
る協力（条約その他の国際約束に基づく技術協力又
はこれに密接な関連性を有する事業のための施設
（船舶を含む。）の整備（当該施設の維持及び運営
に必要な設備及び資材の調達を含む。）を目的とし
て行われるものに限る。）であって当該資金供与の
額が十億円以上となることが見込まれるもの及び有
償の資金供与による協力（資金の供与の条件が開発
途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償
還期間等について緩やかな条件が付されているもの
であって、独立行政法人国際協力機構法（平成十四
年法律第百三十六号）第十三条第一項第二号イの規
定に基づき外務大臣が指定する者に対して、その行
う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに
限る。）であって当該資金供与の額が百五十億円以
上となることが見込まれるものの実施を目的とする
政策
六	 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃
により、規制（国民の権利を制限し、又はこれに義
務を課する作用（租税、裁判手続、補助金の交付の
申請手続その他の総務省令で定めるものに係る作用
を除く。）をいう。以下この号において同じ。）を新
設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更（提
出すべき書類の種類、記載事項又は様式の軽微な変
更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響
を及ぼすことが見込まれないものとして総務省令で
定める変更を除く。）をすることを目的とする政策
七	 次に掲げる措置について、法律又は法律に基づく
命令（告示を含む。）の改正によりその内容を拡充
する措置又はその期限を変更する措置（期限を繰り
上げるものを除く。）が講ぜられることを目的とす
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る政策
イ	 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法
律（平成二十二年法律第八号）第三条第一項に規
定する法人税関係特別措置
ロ	 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）
第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置
等のうち税額又は所得の金額を減少させることを
内容とするもの（法人の道府県民税（都民税を含
む。）、法人の事業税又は法人の市町村民税に係る
ものに限る。）

八	 前号に掲げるもののほか、国税又は地方税につい
て、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）
又は地方税法の改正により税額又は所得の金額を減
少させることを内容とする措置（法人税、法人の道
府県民税（都民税を含む。）、法人の事業税又は法人
の市町村民税に係るものに限る。）が講ぜられるこ
とを目的とする政策

附　則　抄
（施行期日）
１	 この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法
律の一部の施行の日（平成十三年九月二十八日）から
施行する。

附　則　（平成一四年三月二〇日政令第四九号）
　この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年四月四日政令第一五七号）
　この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年八月二七日政令第二五九号）　抄
　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二二年五月二八日政令第一四三号）
　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年九月一四日政令第二三五号）　抄
（施行期日）
第一条　この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の
日（平成二十四年九月十九日）から施行する。

附　則　（平成二七年三月二七日政令第九五号）　抄
（施行期日）
第一条　この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（令和三年七月二日政令第一九五号）　抄
（施行期日）
１	 この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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４�　行政機関が行う政策の評価に関
する法律施行規則

� 平成19年総務省令第95号
� 最終改正　平成28年総務省令第19号

（令第三条第六号の総務省令で定めるもの）
第一条　行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令
（以下「令」という。）第三条第六号の総務省令で定
めるものは、次に掲げるものとする。
一	 国税又は地方税の賦課又は徴収
二	 一定の要件に該当する者が法令により直接に被保
険者、加入者等とされる保険、年金、共済、基金等
であって当該者がその給付又はこれに類するものを
受けるものの保険料、掛金その他これらに類するも
のの賦課又は徴収
三	 裁判手続及びこれに付随する手続
四	 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的
として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処
分（その双方を名宛人とするものに限る。）に係る
手続
五	 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁
決その他の処分に係る手続
六	 聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳
述のための手続
七	 犯罪の捜査又は少年事件の調査
八	 国税若しくは地方税の犯則事件、金融商品取引の
犯則事件又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）に基づ
く犯則事件の調査
九	 裁判の執行
十	 補助金等若しくは間接補助金等（補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律
第百七十九号）第二条第一項に規定する補助金等若
しくは同条第四項に規定する間接補助金等のうち国
民に対して交付されるものをいう。）の交付の申請
手続又は政府若しくは地方公共団体がその債務につ
いて保証契約をする法人に対する貸付け若しくは出
資の申込みの手続
十一	 自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第
七十六条の規定に基づく防衛出動及び同法第七十七
条の二の規定に基づく防御のための施設を構築する

措置
（令第三条第六号の総務省令で定める変更）
第二条　令第三条第六号の総務省令で定める変更は、次
の各号に掲げる行為をすべき書面の種類、記載事項若
しくは様式又は第一号若しくは第二号に掲げる行為を
すべき電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。）の種類、記録事項若しくは様
式若しくは第三号若しくは第四号に掲げる行為をすべ
き電磁的記録の記録事項の軽微な変更とする。
一	 保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え
付け、又は常備すること。
二	 作成し、記載し、記録し、又は調製すること。
三	 掲示し、提示し、縦覧若しくは閲覧に供し、又は
謄写させること。
四	 交付し、若しくは提出し、又は提供すること。

附　則
　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附　則（平成二十八年三月一八日総務省令第一九号）
　この省令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年
四月一日）から施行する。
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５　総務省設置法（抄）

� 平成11年法律第91号
� 最終改正　令和３年法律第37号

（所掌事務）
第四条　総務省は、前条第一項の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
九	 政策評価（国家行政組織法第二条第二項、内閣府
設置法（平成十一年法律第八十九号）第五条第二項
及びデジタル庁設置法（令和三年法律第三十六号）
第五条第二項の規定による評価をいう。以下この号
及び次号において同じ。）に関する基本的事項の企
画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジ
タル庁の事務の総括に関すること。

十	 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若
しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的
かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。

十一	 各行政機関の業務の実施状況の評価（当該行政
機関の政策についての評価を除く。）及び監視を行
うこと。

十二	 第十号の規定による評価並びに前号の規定によ
る評価及び監視（次号において「行政評価等」とい
う。）に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関
し必要な調査を行うこと。
イ	 独立行政法人の業務
ロ	 第八号に規定する法人［注１］の業務
ハ	 特別の法律により設立され、かつ、その設立に
関し行政官庁の認可を要する法人（その資本金の
二分の一以上が国からの出資による法人であっ
て、国の補助に係る業務を行うものに限る。）の
業務
ニ	 国の委任又は補助に係る業務

十三	 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調
査に該当するもののほか、地方自治法（昭和二十二
年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務
（各行政機関の業務と一体として把握される必要が
あるものに限る。）の実施状況に関し調査を行うこと。

十四	 各行政機関の業務、第十二号に規定する業務及
び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情
の申出についての必要なあっせんに関すること。

十五	 行政相談委員に関すること。
（勧告及び調査等）
第六条　総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第四条
第一項第四号［注２］及び第十一号に掲げる事務につ
いて必要があると認めるときは、関係行政機関の長に
対し勧告をすることができる。
２	 総務大臣は、第四条第一項第十一号の規定による評
価又は監視（以下この条において「評価又は監視」と
いう。）を行うため必要な範囲において、各行政機関
の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機
関の業務について実地に調査することができる。
３	 総務大臣は、評価又は監視に関連して、第四条第一
項第十二号に規定する業務について、書面により又は
実地に調査することができる。この場合において、調
査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
４	 総務大臣は、評価又は監視の目的を達成するために
必要な最小限度において、第四条第一項第十三号に規
定する地方公共団体の業務について、書面により又は
実地に調査することができる。この場合においては、
あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くもの
とする。
５	 総務大臣は、評価又は監視の実施上の必要により、
公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出
に関し、協力を求めることができる。
６	 総務大臣は、評価又は監視の結果関係行政機関の長
に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、
その勧告に基づいてとった措置について報告を求める
ことができる。
７	 総務大臣は、評価又は監視の結果行政運営の改善を
図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大
臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法（昭和
二十二年法律第五号）第六条の規定による措置がとら
れるよう意見を具申するものとする。
８	 総務大臣は、評価又は監視の結果綱紀を維持するた
め必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対
し、これに関し意見を述べることができる。

［注１］	　法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特
別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人（独立行
政法人を除く。）

［注２］	　行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する
こと。
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６　総務省組織令（抄）

� 平成12年政令第246号
� 最終改正　令和３年政令第195号

第一章　本省
　第二節　内部部局等
　　第一款　大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等
（行政評価局の所掌事務）
第六条　行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一	 政策評価（国家行政組織法第二条第二項、内閣府
設置法（平成十一年法律第八十九号）第五条第二項
及びデジタル庁設置法（令和三年法律第三十六号）
第五条第二項の規定による評価をいう。以下同じ。）
に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価
に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関す
ること。
二	 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若
しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的
かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
三	 各行政機関の業務の実施状況の評価（当該行政機
関の政策についての評価を除く。）及び監視を行う
こと。
四	 第二号の規定による評価並びに前号の規定による
評価及び監視（以下これらの評価及び監視を「行政
評価等」という。）に関連して、次に掲げる業務の
実施状況に関し必要な調査を行うこと。
イ	 独立行政法人の業務
ロ	 前条第七号に規定する法人［注１］の業務
ハ	 特別の法律により設立され、かつ、その設立に
関し行政官庁の認可を要する法人（その資本金の
二分の一以上が国からの出資による法人であっ
て、国の補助に係る業務を行うものに限る。）の
業務
ニ	 国の委任又は補助に係る業務
五	 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査
に該当するもののほか、地方自治法（昭和二十二年
法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第
一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務
（各行政機関の業務と一体として把握される必要が
あるものに限る。）の実施状況に関し調査を行うこと。
六	 各行政機関の業務、第四号に規定する業務及び前

号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申
出についての必要なあっせんに関すること。
七	 行政相談委員に関すること。

　　第三款　課の設置等
　　　第四目　行政評価局
（行政評価局に置く課等）
第四十条　行政評価局に、次の四課及び評価監視官七人
及び行政相談管理官一人を置く。
総務課
企画課
政策評価課
行政相談課

（総務課の所掌事務）
第四十一条　総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一	 行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関する
こと。
二	 前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務
で他の所掌に属しないものに関すること。

（企画課の所掌事務）
第四十一条の二　企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一	 行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企
画及び立案に関すること。
二	 政策評価審議会の庶務に関すること。

（政策評価課の所掌事務）
第四十二条　政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一	 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並び
に政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の
総括に関すること。
二	 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するため
の評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並
びにその実施の調整に関すること。

（行政相談企画課の所掌事務）
第四十三条　行政相談企画課は、次に掲げる事務をつか
さどる。
一	 各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務
及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関
する苦情の申出についての必要なあっせんに関する
基本的事項の企画及び立案に関すること。
二	 行政相談委員に関すること。

（評価監視官の職務）
第四十四条　評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事
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務を分掌する。
一	 行政評価等を行うこと（政策評価課の所掌に属す
るものを除く。）。
二	 行政評価等に関連して、第六条第四号に規定する
業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
三	 行政評価等に関連して、第六条第五号に規定する
地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

（行政相談管理官の職務）
第四十四条の二　行政相談管理官は、各行政機関の業務、
第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定す
る地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての
必要なあっせんに関する事務（行政相談企画課の所掌
に属するものを除く。）をつかさどる。

［注１］	　法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特
別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人（独立行
政法人を除く。）

７　国家行政組織法（抄）

� 昭和23年法律第120号
� 最終改正　令和３年法律第36号

（組織の構成）
第二条（略）
２	 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策につ
いて、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の
行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡
を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するよう
にしなければならない。内閣府及びデジタル庁との政
策についての調整及び連絡についても、同様とする。

（行政機関の長の権限）
第十五条　各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その
機関の任務（各省にあつては、各省大臣が主任の大臣
として分担管理する行政事務に係るものに限る。）を
遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る
必要があると認めるときは、その必要性を明らかにし
た上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出
及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関
し意見を述べることができる。
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８　内閣府設置法（抄）

� 平成11年法律第89号
� 最終改正　令和３年法律第39号

（組織の構成）
第五条
２	 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、
自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁
及び国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）
第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、
その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能
を発揮しなければならない。

９　デジタル庁設置法（抄）

� 令和３年法律第36号
� 最終改正　令和３年法律第39号

（組織の構成）
第五条
２	 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい
て、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府
及び国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）
第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、
その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能
を発揮しなければならない。
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10　復興庁設置法（抄）

� 平成23年法律第125号
� 最終改正　令和３年法律第36号

（組織の構成）
第五条
２	 復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、
自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デ
ジタル庁及び国家行政組織法（昭和二十三年法律第
百二十号）第一条の国の行政機関と相互の調整を図る
とともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、
行政機能を発揮しなければならない。

附　則　抄
（他の法律の適用の特例）
第三条
２	 復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行
う政策の評価に関する法律（平成十三年法律第八十六
号）第二条第一項の規定の適用については、同項中「三
　デジタル庁設置法（令和三年法律第三十六号）第四
条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタ
ル庁」とあるのは、「／三　デジタル庁設置法（令和
三年法律第三十六号）第四条第二項に規定する事務を
つかさどる機関たるデジタル庁／三の二　復興庁設置
法（平成二十三年法律第百二十五号）第四条第二項に
規定する事務をつかさどる機関たる復興庁／」とする。
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第２節　政策評価に係る方針

１　政策評価に関する基本方針（概要）
政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
方
針
（
閣
議
決
定
）
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

・
複
雑
困
難
な
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
機
動
的
か
つ
柔
軟
な
政
策
展
開
が
有
効
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
政
策
評
価
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
く
。

・
政
策
評
価
の
機
能
を
最
大
限
活
用
し
た
新
た
な
挑
戦
や
前
向
き
な
軌
道
修
正
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
、
行
政
の
無
謬
性
に
と
ら
わ
れ
な
い

望
ま
し
い
行
動
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
。

・
各
府
省
は
、
次
期
基
本
計
画
期
間
を
試
行
的
取
組
の
期
間
と
位
置
付
け
、
政
策
の
特
性
に
応
じ
た
評
価
を
試
行

【
基
本
的
考
え
方
】

各
府
省

・
政
策
の
特
性
に
応
じ
た
評
価
手
法
導
入

→
目
的
に
対
応
し
た
形
で
政
策
効
果

の
把
握
が
で
き
、
政
策
の
改
善
に

有
益
な
情
報
を
得
ら
れ
る
。

・
意
思
決
定
過
程
で
の
活
用

→
政
策
評
価
や
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー

等
の
評
価
関
連
作
業
か
ら
の
有
益

な
情
報
を
意
思
決
定
過
程
で
活
用

機
動
的
か
つ
柔
軟
な
政
策
展
開
の
実
現

新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定

（
令
和
５
年
度
内
め
ど
）

評
価
手
法
（
適
切
な
目
標
・
指
標
設
定
の

考
え
方
等
）
や
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る

活
用
方
法
等
を
提
示
し
て
、
各
府
省
の

政
策
評
価
を
後
押
し
（
策
定
後
も
随
時

改
定
）

総
務
省
（
行
政
評
価
局
）

・
政
策
評
価
の
取
組
の
継
続
的

な
改
善
を
促
進

・
政
策
効
果
の
把
握
・
分
析

手
法
を
研
究

政
策
評
価
審
議
会

有
効
性
の
観
点
か
ら
の
評
価

手
法
や
各
府
省
の
意
思
決
定

過
程
に
お
け
る
政
策
評
価
の

活
用
の
在
り
方
を
整
理
・

分
析

１
政
策
効
果
の
把
握
・
分
析
機
能
の
強
化

・
有
効
性
の
観
点
か
ら
の
評
価
を
一
層
重
視
し
、
政
策
効
果

の
把
握
・
分
析
機
能
を
強
化
。
そ
の
た
め
、
画
一
的
・

統
一
的
な
制
度
運
用
を
転
換
し
、
政
策
の
特
性
に
応
じ
た

評
価
が
可
能
と
な
る
よ
う
評
価
方
式
等
を
見
直
し

２
意
思
決
定
過
程
で
の
活
用

・
政
策
評
価
や
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
等
の
評
価
関
連
情
報
を

集
約
す
る
こ
と
で
、
評
価
書
等
の
質
的
充
実
を
図
り
、

意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
活
用
を
推
進

３
制
度
官
庁
の
役
割

・
評
価
手
法
の
改
善
や
知
見
を
随
時
整
理
・
共
有
し
、

デ
ー
タ
利
活
用
・
人
材
育
成
支
援
等
を
含
め
、
政
策
評
価
の

取
組
の
継
続
的
な
改
善
を
促
進

・
各
府
省
で
の
新
た
な
評
価
手
法
の
導
入
や
意
思
決
定
過
程

で
の
活
用
等
の
試
行
的
取
組
を
整
理
・
分
析
。
結
果
を

「
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
反
映
し
、
更
に
各
府
省
の
取
組
の

質
を
高
め
て
い
く
政
策
評
価
制
度
の

PD
CA
サ
イ
ク
ル

を
確
立

【
主
な
内
容
】
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２　政策評価に関する基本方針

� 平成17年12月16日
閣 議 決 定

� 平成19年３月30日
一 部 変 更

� 平成22年５月25日
一 部 変 更

� 平成27年３月24日
一 部 変 更

� 平成29年７月28日
一 部 変 更

� 令和５年３月28日
一 部 変 更

　我が国の行政において、国民的視点に立ち、かつ、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的な政策の評価機能を強化
し、これによる評価の結果を政策に適切に反映していくことが課題となっているとの認識の下、中央省庁等改革により政策
評価制度が導入された。政策評価制度は、政策の効果等に関し、科学的な知見を活用しつつ合理的な手法により測定又は分
析し、一定の尺度に照らして客観的な判断を行うことにより、政策の企画立案やそれに基づく実施を的確に行うことに資す
る情報を提供するものであり、その結果を政策に適切に反映させ、政策に不断の見直しや改善を加え、もって、効率的で質
の高い行政及び成果重視の行政を推進するとともに、国民に対する行政の説明責任（アカウンタビリティ）を徹底するもの
と位置付けられる。
　政策評価については、各府省が、その所掌する政策について自ら評価を行うことが基本となる。また、各府省とは異なる
評価専担組織としての総務省が、府省の枠を超えて、政策評価の総合性及び一層厳格な客観性を担保するため、各府省の政
策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行う。
　これにより、各府省が行う政策評価と総務省が行う政策の評価とは、それぞれに分担する機能を的確に発揮することで、
内閣の統轄の下における的確な政策評価の実施を確保するものとする。
　このような政策評価制度について、明確な枠組みを与え、その実効性を高めるとともに、これに対する国民の信頼を一層
向上させる観点から、我が国は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「法」という。）を
制定した。これにより、各行政機関において、明確な計画の下、政策を決定した後においてその評価を行うべき責務を明ら
かにし、また、適切な形で政策決定前における評価の実施も確保するとともに、総務省が行う政策の評価について、手続的
側面も含めて、その内容等を明確にした。
　以後、政府は、この法の下、行政機関の政策について、適時に、その効果を把握し、これを基礎として必要な評価を行い、
政策の見直しや改善を推進していくこととなった。
　この「政策評価に関する基本方針」は、法の下における政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、法第５条の規定に
基づき、各行政機関の長が定める基本計画の指針となるべき事項を定めるとともに、政府の政策評価活動において基本とす
べき方針を明らかにするものである。

Ⅰ　政策評価に関する基本計画の指針
１　政策評価の実施に関する基本的な方針
⑴　政策評価の実施に関する基本的な考え方
　政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、
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効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うことにより、政策の企画立
案や政策に基づく活動を的確に行うための重要な情報を提供するものであり、政策の決定とは異なるものである。政
策評価は、これを「企画立案（Plan）」、「実施（Do）」、「評価（Check）」、「改善（Action）」を主要な要素とする政策
のマネジメント・サイクルの中に制度化されたシステムとして明確に組み込み、その客観的かつ厳格な実施を確保し、
政策評価の結果を始めとする政策評価に関する一連の情報を公表することにより、政策の不断の見直しや改善につな
げるとともに、国民に対する行政の説明責任の徹底を図るものである。
　政策評価が政策のマネジメント・サイクルに組み込まれ、このサイクルが有効に機能することにより、政策の質の
向上がもたらされるとともに、併せて行政の政策形成能力の向上や職員の意識改革が進み、これらにより、国民本位
の効率的で質の高い行政や国民的視点に立った成果重視の行政が実現されることとなる。さらに、政策評価に関する
一連の情報の公表によって、国民に対する行政の説明責任の徹底が図られることにより、政策やそれに基づく活動に
ついての透明性が確保され、ひいては行政に対する国民の信頼の向上が図られることとなる。
　社会経済の急速な変化に伴って、我が国の行政が対応すべき課題は、絶えず、時に予想外の方向に変化するととも
に、一層複雑、困難なものとなっている。こうした課題に対応していくためには、政策の現状を適切に把握し、それ
までの進捗を評価した上で必要な軌道修正を行う機動的かつ柔軟な政策展開を図っていくことが有効であると考えら
れる。
　機動的かつ柔軟な政策展開には、政策の進捗状況の的確な把握とその結果を改善方策の検討・実施に反映していく
ことが必要になるが、これらは政策評価が本来果たすべき機能であり、政策評価を活用して新たな挑戦や前向きな軌
道修正を積極的に行うことが、行政の無謬性にとらわれない望ましい行動として高く評価されることを目指すべきで
ある。
　このため、今後は、政策の進捗状況や効果を適切に把握する機能を強化するために、有効性の観点からの評価を一
層重視し、政策効果の把握・分析にこれまで以上に積極的に取り組むものとする。また、政策評価により得られた情
報を政策の見直しや改善を含む意思決定過程において活用することを推進するものとする。
　有効性の観点からの評価を充実させるためには、政策の特性に応じた指標の設定や分析手法の選択が必要となる。
このため、従来採用してきた評価の手法にとらわれることなく、デジタル技術の進展等により新たに使用可能となった
データや分析手法の活用等も念頭に置いて、時代の変化に応じた新たな評価の手法を模索していくことが重要である。
　また、政策評価や行政事業レビュー等の評価関連作業から得られる情報の意思決定過程における活用の在り方につ
いても、各行政機関の政策の特性や活用する目的等に合わせて設計する必要がある。
　このため、本基本方針を踏まえて各行政機関の長が初めて策定する基本計画の期間を試行的取組の期間と位置付け、
新たな政策評価の手法の導入や意思決定過程における活用方法等の試行的な取組など、各行政機関における創意工夫
が行われる余地を拡大するものとする。
　また、総務省は、政策評価の方法に関する調査、研究及び開発の実施やその成果、動向を基に、政策評価審議会（以
下「審議会」という。）での議論も踏まえ、政策効果の把握・分析手法や意思決定過程における活用方法等の整理を
随時行い、各行政機関に共有する。政策評価の品質を高める観点から、政策評価制度のPDCAサイクルを回すことに
より各行政機関における政策評価の取組の継続的な改善を促進する役割を果たすものとする。
　政府は、このような政策評価制度の目的を政府全体として的確に実現していくため、法及び本基本方針等に基づき
制度の全政府的な実施を確保しつつ、各行政機関におけるそれぞれの政策の特性等に応じた効果的な取組を政策評価
の重点化・効率化を図りながら進めていくとともに、政策評価の実施の過程を通じて制度の改善・発展を図っていく
ものとする。

⑵　政策評価の方式
　政策評価に期待される役割を十分に果たすとともに、政策評価の効率的な実施を確保するため、政策評価を行うに
当たっては、政策の特性等に応じて合目的的に、「事業評価方式」、「実績評価方式」及び「総合評価方式」（別紙）を
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始めとした適切な方式を用いるものとする。
　なお、これまでの評価の方式も参考としつつ、政策の特性等に応じ意思決定に有益な情報が得られるよう、上記方
式の要素の組み合わせ方の変更も含め、評価の方式の不断の見直しを行うものとする。

２　政策評価の観点に関する基本的な事項
　政策評価の実施に当たっては、評価の対象とする政策の特性に応じて適切な観点を選択、具体化し、総合的に評価す
るものとする。その際、前述のとおり、政策の進捗状況や効果を適切に把握する機能をより発揮するよう、有効性の観
点からの評価を一層重視し、政策効果の把握・分析にこれまで以上に積極的に取り組むものとする。
　政策評価の観点としては、法第３条第１項に明示された必要性、効率性及び有効性の観点がある。このうち、必要性
の観点からの評価は、政策効果からみて、対象とする政策に係る行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行政目
的に照らして妥当性を有しているか、行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があるかなどを明らかにす
ることにより行うものとする。また、効率性の観点からの評価は、政策効果と当該政策に基づく活動の費用等との関係
を明らかにすることにより行うものとする。有効性の観点からの評価は、得ようとする政策効果と当該政策に基づく活
動により実際に得られている、又は得られると見込まれる政策効果との関係を明らかにすることにより行うものとする。
　上記のほか、政策の特性に応じて選択して用いる観点としては、公平性の観点や優先性の観点などが考えられる。こ
の公平性の観点からの評価は、行政目的に照らして政策効果や費用の負担が公平に分配されているか、あるいは分配さ
れるものとなっているかを明らかにすることにより行うものである。また、優先性の観点からの評価は、これらの観点
からの評価を踏まえて当該政策を他の政策よりも優先すべきかを明らかにすることにより行うものである。
　政策評価の観点の基本的な適用の考え方については、基本計画において示すものとする。

３　政策効果の把握に関する基本的な事項
ア�　政策効果の把握に当たっては、政策評価の対象とする政策が、どのような目的の下にどのような手段を用いるもの
かという対応関係を明らかにすることが重要であることから、政策体系をあらかじめ明示することを基本とする。な
お、各行政機関の所掌する政策が、複数行政機関に関係する政策（上位目的）と関連する場合は、複数行政機関に関
係する政策との関係をあらかじめ明らかにするよう努めるものとする。
イ�　政策効果の把握は、対象とする政策の特性に応じた、適用可能であり、かつ、政策効果の把握に要するコスト、得
られる結果の分析精度等を考慮した適切な手法を用いるものとする。その際、政策の改善に有益な情報を特定し、そ
れを指標として適切に設定するために、企画立案段階から、政策の実施により得られると想定される効果の発現経路
を明確にし、その効果を把握する手法を検討するよう努めるものとする。
　政策効果を把握する手法は、できる限り定量的に把握することができる手法を用いるものとする。その際、政策目的
の実現に資する情報を得るという目的を果たせるよう、指標の設定・測定が目的化しないように留意するものとする。
また、当該政策の推進にとって定性的に把握する手法が合理的であると考えられる場合には、これによる代用や併用に
ついても検討するものとする。
　また、すべてにおいて、初めから高度かつ厳格な手法の適用を画一的に行うより、簡易な手法であっても、その有用
性が認められているものがあれば当該手法を適用し、政策評価の実施の過程を通じ知見を蓄積して手法の高度化を進め
ていくことにより政策評価の質の向上を図っていく等の取組を進めていくものとする。
ウ�　政策効果の把握の基本的な考え方については、基本計画において示すものとする。
エ�　政策効果の把握に当たっては、政策の特性も踏まえ、より包括的な政府活動の目的に照らした効果・影響について
もできる限り把握するよう努めるものとする。
オ�　また、政策効果の把握に関しては、当該政策に基づく活動の実施過程を通じて政策効果の把握に必要な情報・デー
タや事実が効果的・効率的に入手できるよう、その収集・報告の方法等についてあらかじめ配慮するよう努めるもの
とする。その際、関係者に協力を求める必要がある場合にあっては、その理解が得られる範囲内で適切な効果の把握
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に努めるものとする。
カ�　なお、政策に基づく具体的活動の実施主体が行政機関以外であり、政策効果の把握のために必要となる場合にあっ
ては、当該実施主体に対し把握しようとする政策効果やその把握のための方法等について示すなどにより、できる限
りその理解と協力を得るよう努め、適切に政策効果の把握を行うものとする。

４　事前評価の実施に関する基本的な事項
ア�　事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込まれる政策効果を基礎として、的
確な政策の採択や実施の可否の検討に有用な情報を提供する見地から行うものとする。その際、複数の政策代替案の
中からの適切な政策の選択、政策の改善・見直しの過程を可能な限り明らかにするよう努めるものとする。
イ�　事前評価については、法第９条の規定に基づき実施が義務付けられた政策以外のものであっても、同条第１号に該
当するものについては、政策効果の把握の手法等に関する研究・開発を積極的に進め、その状況を踏まえつつ順次実
施に向けて取り組むものとする。
ウ�　事前評価については、得ようとする効果や事後的な評価方法等を明らかにし、政策効果が発現した段階においてそ
の結果の妥当性を検証すること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めていくもの
とする。
エ�　事前評価において使用する方式の基本的な適用の考え方その他事前評価の取組方針については、基本計画において
示すものとする。
オ�　研究開発を対象とする事前評価の実施に当たっては、法及び本基本方針で定めるところによるほか、「国の研究開
発評価に関する大綱的指針」（平成28年12月21日内閣総理大臣決定）を踏まえて行うものとする。
カ�　規制の事前評価については、その実施が義務付けられている規制以外のものについても、積極的かつ自主的に事前
評価を行うよう努めるものとする。
キ�　国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税特別措置等」という。）に係る政策
の事前評価については、平成22年度税制改正大綱（平成21年12月22日閣議決定）において、租税特別措置等の抜本的
な見直しの方針が打ち出されたことを踏まえ、その実施が義務付けられている租税特別措置等（以下「特定租税特別
措置等」という。）以外の措置（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。）に係る政
策についても、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努めるものとする。

５　事後評価の実施に関する基本的な事項
ア�　事後評価は、政策の決定後において、政策効果を把握し、これを基礎として、政策の見直し・改善や新たな政策の
企画立案及びそれに基づく実施に反映させるための情報を提供する見地から行うものとする。
イ�　事後評価の実施に当たっては、行政目的と手段の関係を念頭に置きつつ、政策評価の結果を政策に適切に反映する
ために合理的と認められる単位により行うものとする。なお、各行政機関の任務やそれと一体不可分な根幹的な基本
方針などの目的については、これに照らして評価を行うものとしてとらえられるのが通常である。
ウ�　事後評価は、社会経済情勢の変化等による政策の見直し・改善の必要、政策効果の発現状況等を勘案して適切なタ
イミングで行うものとする。
エ�　事後評価において使用する方式の基本的な適用の考え方その他事後評価の取組方針については、基本計画において
示すものとする。また、実施計画において事後評価の対象とする政策を定めるに当たっては、法第７条第２項各号の
区分に沿ってこれを定めるものとする。
オ�　研究開発を対象とする事後評価の実施に当たっては、法及び本基本方針で定めるところによるほか、「国の研究開
発評価に関する大綱的指針」を踏まえて行うものとする。
カ�　各行政機関の長は、基本計画における事後評価の対象政策として、その任務を達成するために社会経済情勢等に応
じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定めることとされているところ、次の各号に掲げる政策については、当
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該各号に定めるとおり事後評価を行うものとする。
ア�　租税特別措置等に係る政策　平成22年度税制改正大綱において、租税特別措置等の抜本的な見直しの方針が打ち
出されたことを踏まえ、各行政機関の長は、租税特別措置等（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延
べを行うものに限る。）に係る政策で各行政機関の所掌に係るものについては、基本計画において事後評価の対象
として定めるものとする。
　�　この場合、特定租税特別措置等に係る政策については、必ず基本計画に明記することとし、特定租税特別措置等
以外の措置に係る政策についても、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努めるものとする。
イ�　規制に係る政策　規制改革実施計画（平成28年６月２日閣議決定）において、規制所管府省は規制シートの作成
に当たり、事前評価時に想定された費用・便益や想定外の効果の発現状況について事後検証を実施するとされたこ
と及び総務省において事後検証について点検を行うこととされたことを踏まえ、各行政機関の長は、事前評価を実
施した規制に係る政策については、基本計画において事後評価の対象として定めるものとする。
　�　この場合、事前評価の実施が義務付けられている規制に係る政策については、必ず基本計画に明記することとし、
それ以外の規制に係る政策についても、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努めるものとする。また、
規制の見直し時期が到来する際に実施計画において事後評価の対象として定める。

６　学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項
　法第３条第２項第２号の学識経験を有する者の知見の政策の特性に応じての活用は、政策評価の客観的かつ厳格な実
施を確保するため、高い識見、高度の専門的知識・能力を活用することや国民生活・社会経済への政策の関わりに関す
る実践的知識を活用することを基本として、評価の対象とする政策の特性、評価の内容に応じた適切な方法で行うもの
とする。その際、政策効果の把握・分析機能の強化や、意思決定過程における政策評価や行政事業レビュー等の評価関
連作業から得られる情報の活用を推進する観点にも留意するものとする。なお、政策の特性に応じた知見の活用の基本
的な考え方及びその方法については、基本計画において示すものとする。

７　政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項
　政策評価の結果については、各行政機関において、政策評価の結果が政策の企画立案作業（予算要求（定員等を含む。）、
税制改正要望、法令等による制度の新設・改廃といった作業）における重要な情報として適時的確に活用され、当該政
策に適切に反映されるようにする必要がある。このため、各行政機関の実情に応じて、政策評価担当組織が中心となっ
て、政策の所管部局等における政策評価の結果の取りまとめや当該結果の政策への反映を推進するとともに、予算、税
制、法令等の取りまとめ部局との間の連携を確保するなど、政策評価の結果の政策への反映の実効性を高めるための仕
組み等を設けるものとし、その内容については、基本計画において示すものとする。
　また、政策評価と予算・決算、税制との連携を強化するため、関連する閣議決定等の趣旨を踏まえ、必要な取組を進
めるとものとする。
　総務省は、政策評価の結果の政策への反映に関し、各行政機関における取組を推進するために必要な措置を講ずるも
のとする。

８　インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する基本的な事項
ア�　法第10条第１項に規定する評価書の作成に当たっては、政策評価の結果の外部からの検証を可能とすることの重要
性を踏まえ、同項各号に掲げられている事項について可能な限り具体的かつ明確に記載し、その際、評価結果の政策
への反映の方向性を明らかにするものとする。なお、評価の際に使用したデータ、仮定、外部要因等についても明ら
かにするものとする。
イ�　評価書の要旨は、当該評価書の主な内容を簡潔に記述することにより、評価の結果を分かりやすく示すものとする
よう留意する。
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ウ�　なお、評価書の公表に当たっては、公表することにより国及び公共の安全を害する情報や個人のプライバシー、企
業秘密に関する情報等の取扱いに関し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の考え
方に基づき適切に対応するものとする。
エ�　政策評価の結果の政策への反映状況の公表は、政策評価の結果と当該結果に基づく措置状況（内容、時期、今後の
予定等）についてできる限り具体的に公表することにより行うものとする。
オ�　評価書や政策評価の結果の政策への反映状況等の公表に当たっては、インターネットのホームページへの掲載のほ
か、プレスリリース、広報拠点への備置き、窓口での配布等、国民が容易に内容を把握できるよう、適切な手段によ
り行うものとし、その具体的な方法については、基本計画において示すものとする。

９　その他政策評価の実施に関する重要事項
⑴　実施体制
　政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、各行政機関において、政策評価担当組織と政策所管部局等との
適切な役割分担の下で、各行政機関の実情に応じ、組織として一体的な政策評価への取組を可能とするための体制を
整備するものとする。実施体制及び政策評価担当組織の果たす役割については基本計画において示すものとする。
　また、このような体制を効果的・効率的に機能させていくため、政策評価担当組織の職員を始め政策評価を担当す
る職員の人材の確保とその評価能力の向上に積極的に取り組むものとする。

⑵　国民の意見・要望を受け付けるための窓口の整備
　各行政機関において、政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付けるための窓口を整備するものとし、当該
窓口については基本計画において明らかにするほか、インターネットのホームページ等を活用して積極的な周知を図
るものとする。また、寄せられた意見・要望については、関係する部局等において適切に活用するものとする。

⑶　地方公共団体との連携・協力
　政策評価の実施に当たっては、国と地方公共団体は、適切な役割分担の下で相互に協力する関係に立って共に行政
活動を行い、それぞれ自らの行政活動の効果を把握し評価を行うものであることを踏まえ、評価の対象とする政策の
特性等に応じて、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に関し必要な情報や意見の交換を行い、地方公共団体との
適切な連携・協力を図るものとする。

Ⅱ　法第20条から第22条までの規定に基づく措置に関する事項
１　法第20条の規定に基づく措置
⑴　調査、研究及び開発の推進
　調査、研究及び開発の推進に当たっては、政策の特性等を踏まえ、政策効果の把握の手法その他の評価の方法の開
発、政策効果の把握の手法の信頼性や精度について調査及び研究、類似事業間における評価指標や政策効果の把握の
手法の共通化のための調査及び研究等について重点的に取り組むものとする。
　また、これらの調査、研究及び開発の成果についての各行政機関の間での情報の交換を推進するものとする。
　総務省は、各行政機関において、有効性の観点からの評価を一層重視し、政策効果の把握・分析の取組が行われる
よう、各行政機関の取組例も参考に、審議会での議論も踏まえ、効果の把握・分析の手法等の調査研究を進めるとと
もに、得られた知見や方法を整理して共有するなど、各行政機関における政策評価の取組の継続的な改善を促進する
役割を果たすものとする。

⑵　職員の人材の確保及び資質の向上
　職員の人材の確保及び資質の向上については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成12年
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法律第125号）を活用した公認会計士等の専門的・実務的な知識を有する者の採用、退職公務員のその再任用を含め
た活用、評価の分野における官民交流、政策評価担当職員の人事交流、職員の意識改革を進めるための周知活動等の
推進を図るものとする。また、総務省は、各行政機関の協力を得て、各行政機関における政策評価に従事する職員に
対して体系的かつ継続的な研修の実施を図るものとする。
　総務省が実施する研修の企画に当たっては、政策効果の把握・分析機能の強化や、意思決定過程における政策評価
や行政事業レビュー等の評価関連作業から得られる情報の活用を促進する観点にも留意するものとする。

２　法第21条の規定に基づく措置
　総務省は、政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し検討を進めるとともに、政策評価等の実施に必要な情
報の行政機関相互間における活用の促進のためのシステムの整備を図るものとする。
　また、各行政機関における政策効果の把握の取組の進展によりこれまで以上に統計データ、行政記録情報、ビッグデー
タ等を活用する必要性が高まることに備え、総務省は、各行政機関における政策効果の把握・分析のための統計の整備
やデータ利活用の技術的支援に取り組むものとする。

３　法第22条の規定に基づく措置
　総務省は、各行政機関の協力を得て、広く国民の利便に資する観点から、政策評価に関する情報の所在に関する情報
を一元的かつ容易に検索できるクリアリング・ハウス機能の充実を図るものとする。
　また、総務省本省及び管区行政評価局等を始めとする窓口においても、これらの情報を入手できるよう利便を図るも
のとする。

Ⅲ　その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項
１　連絡会議の開催
　総務省は、政策評価の質の向上を図る観点から、各行政機関間の連絡を密にし、政策評価制度の円滑かつ効率的な実
施を図るとともに政策評価に関する取組を促進するため、各行政機関により構成される連絡会議を開催するものとする。
　また、総務省は、政策評価の円滑かつ効率的な実施に資するよう、連絡会議における連絡・協議を経て、必要なガイ
ドラインを策定・改廃するものとする。

２　各行政機関が実施する政策評価及び総務省が実施する政策の評価
⑴　各行政機関及び総務省による評価の機能分担
　政策評価制度が目的とする国民本位の効率的で質の高い行政の実現、国民的視点に立った成果重視の行政への転換
及び国民に対する行政の説明責任の徹底を図るため、各行政機関による政策評価と各行政機関とは異なる評価専担組
織としての総務省による政策の評価とが、それぞれに分担する機能を的確に発揮していくものとする。このため、政
策を企画立案し遂行する立場にある各行政機関は、所掌する政策について、当該行政機関の任務を的確に達成する見
地から評価を行い、その結果を政策に適切に反映させ、さらに、各行政機関の枠を超えた評価専担組織の立場にある
総務省は、各行政機関の政策について、政府全体としての統一性を確保し又は総合的な推進を図る見地からの評価を
行うとともに、各行政機関の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行い、その結果に基づき関係
行政機関に意見を通知し、また、必要に応じ勧告を行う。これにより、各行政機関の政策の個別的な観点からの見直
し・改善や、政府における政策についての統一性や総合性を確保する観点からの見直し・改善を進め、もって、政府
全体としてのより的確な政策の実現を図っていくものとする。
　このような制度上の枠組みの下、各行政機関及び総務省は、評価の効果的かつ効率的な運用を図るため、評価の実
施体制、業務量、緊急性等を勘案しつつ、次により、内閣としての重要政策を踏まえつつ、それぞれの評価活動の重
点的かつ計画的な実施を図るものとする。その際、政策評価等の実施の目的にかんがみ、評価活動を、政府全体とし
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て、総合・一体的な形で展開し、国民の期待に応えることができるよう取り組むものとする。

⑵　各行政機関の評価活動
　各行政機関は、所掌する次のような政策について、重点的かつ計画的な評価の実施を図るものとする。
　①�　施政方針演説等内閣の基本的な方針等により重点的に取り組むべきこととされた行政分野において、当該行政

機関が所掌する主要な政策
　②　内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、見直しや改善の必要があると認められる主要な政策
　③　国民からの評価に対するニーズが高く、評価を実施する必要があると認められる政策
　④　各行政機関において重点的に取り組むこととした政策

⑶　総務省の評価活動
　総務省は、政策を所掌する各行政機関とは異なる評価専担組織として、各行政機関が担い得ない、あるいは各行政
機関による政策評価だけでは十分に達成でき得ない評価を効果的かつ効率的に行う観点から、次のような評価活動を
実施する。
ア　統一性又は総合性を確保するための評価活動
　ア�　総務省が行う統一性又は総合性を確保するための評価は、各行政機関の政策についての統一性又は総合性の確
保に関し政府として指向すべき一定の方向性を踏まえ、行うものとする。その際、各行政機関の政策それぞれに共
通する側面について統一した観点により横断的に評価し、又は複数の行政機関の所掌に関係する政策について、
その総合的な推進を図る見地から、全体として評価するものとする。なお、関係施策が極めて多岐にわたっている
政策については、評価の結果を政策に適切に反映するために合理的と認められる単位により評価するものとする。

　イ�　これを踏まえ、次の政策について、重点的かつ計画的に評価を実施するものとする（これらの対象の選定につ
いて、総務省は、審議会の調査審議を踏まえるものとする。）。

　　①　法令や閣議決定等に基づき政府全体としての取組が求められている主要な行政課題に係る各行政機関の政策
　　②　行政機関に共通的な行政制度・システムを活用する政策
　　③�　複数の行政機関の所掌に関係する政策であって、法令や閣議決定等に基づき政策の総合性の確保に関する目

的や講ずべき措置が明らかになっている主要なもの
　　④�　その他、①から③までに掲げる政策に準ずるものとして、国民からの評価に対するニーズが高く、統一性又

は総合性の確保に関し緊急に採り上げて機動的に評価を実施する必要があると認められるもの
　ウ�　評価の実施に当たっては、各行政機関の政策評価の実施状況に留意するとともに、十分な連絡を図り、各行政

機関が評価の過程において収集した情報等の有効な活用を図るなど、効率的な運用に努めるものとする。
　エ�　総務大臣は、関係行政機関における政策の企画立案に資するため、政策効果の発現状況に関する認識、評価対

象に関する課題等に関し、意見を通知するものとし、さらに、評価対象とした政策について、統一性又は総合性
の確保に関し政府として指向すべき一定の方向性に照らし、関係行政機関が具体的な措置を講ずる必要があると
認める場合には、当該行政機関の長に対して勧告を行うものとする。

イ　政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動
　�　政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価について、次により、重点的かつ計画的に一連の評価活
動に取り組む。
　①�　各行政機関が実施した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客観性・

厳格性の達成水準等に関する審査
　②�　各行政機関が実施した政策評価のうち改めて政策評価が行われるべきもの又は社会経済情勢の変化等に的確に

対応するために政策評価が行われるべきものに関する評価の実施の必要性の認定（必要性の認定に関し、審議会
の調査審議を踏まえるものとし、この場合において、審議会は、改めて評価を行うことの必要性等について、関
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係行政機関から説明及び意見の聴取を行う機会を設けるものとする。）
　③�　上記②の結果に基づき政策評価を実施すべき旨を通知した場合において当該行政機関にゆだねていては評価の

客観的かつ厳格な実施が確保されないと認めるときに実施すべき評価（当該評価の実施に関し、審議会の調査審
議を踏まえるものとし、この場合において、審議会は、評価の客観的かつ厳格な実施が確保されないと認める状
況について、関係行政機関から説明及び意見の聴取を行う機会を設けるものとする。）

　④�　行政機関からの要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるときに実施
する評価

３　基本方針の見直し
　本基本方針については、政策評価の実施状況、政策効果の把握の手法その他政策評価の方法に関する調査、研究及び
開発の成果や動向等を踏まえ、所要の見直しを行うものとする。

附　則
１�　本基本方針の施行前に法第６条第１項に基づき定められた基本計画については、本基本方針の施行後最初に基本計画を
定めるまでの間は、本基本方針の規定にかかわらず、なお従前の例による。
２�　前項の規定にかかわらず、各行政機関の長は、本基本方針の施行後最初に基本計画を定めるまでの間は、法第６条第２
項第６号に掲げる基本計画において定める事項及び第７条第２項各号に掲げる事後評価の実施に関する計画において定め
る事項については、本基本方針の規定を踏まえたものとして、事後評価の実施に関する計画において定めることができる。

� （別紙）
［事業評価方式］
　個々の事業や施策の実施を目的とする政策を決定する前に、その採否、選択等に資する見地から、当該事業又は施策を対
象として、あらかじめ期待される政策効果やそれらに要する費用等を推計・測定し、政策の目的が国民や社会のニーズ又は
上位の目的に照らして妥当か、行政関与の在り方からみて行政が担う必要があるか、政策の実施により費用に見合った政策
効果が得られるかなどの観点から評価するとともに、必要に応じ事後の時点で事前の時点に行った評価内容を踏まえ検証す
る方式
（注）「事業評価」は、個別公共事業に係る事前及び事後の評価を指すものとして用いられることがある。

［実績評価方式］
　政策を決定した後に、政策の不断の見直しや改善に資する見地から、政策の目的と手段の対応関係を明示しつつ、あらか
じめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定し、これに対する実績を定期的・継続的に測定するとともに、目標期間が終
了した時点で目標期間全体における取組や最終的な実績等を総括し､ 目標の達成度合いについて評価する方式

［総合評価方式］
　政策の決定から一定期間を経過した後を中心に、問題点の解決に資する多様な情報を提供することにより政策の見直しや
改善に資する見地から、特定のテーマについて、当該テーマに係る政策効果の発現状況を様々な角度から掘り下げて分析し、
政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する方式
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政策評価に関する基本方針変更　新旧対照表

変更後 現行

政策評価に関する基本方針

　我が国の行政において、国民的視点に立ち、かつ、内外
の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的な政策の評価機能
を強化し、これによる評価の結果を政策に適切に反映して
いくことが課題となっているとの認識の下、中央省庁等改
革により政策評価制度が導入された。政策評価制度は、政
策の効果等に関し、科学的な知見を活用しつつ合理的な手
法により測定又は分析し、一定の尺度に照らして客観的な
判断を行うことにより、政策の企画立案やそれに基づく実
施を的確に行うことに資する情報を提供するものであり、
その結果を政策に適切に反映させ、政策に不断の見直しや
改善を加え、もって、効率的で質の高い行政及び成果重視
の行政を推進するとともに、国民に対する行政の説明責任
（アカウンタビリティ）を徹底するものと位置付けられる。
　政策評価については、各府省が、その所掌する政策につ
いて自ら評価を行うことが基本となる。また、各府省とは
異なる評価専担組織としての総務省が、府省の枠を超えて、
政策評価の総合性及び一層厳格な客観性を担保するため、
各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行
い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するため
の評価を行う。
　これにより、各府省が行う政策評価と総務省が行う政策
の評価とは、それぞれに分担する機能を的確に発揮するこ
とで、内閣の統轄の下における的確な政策評価の実施を確
保するものとする。
　このような政策評価制度について、明確な枠組みを与え、
その実効性を高めるとともに、これに対する国民の信頼を
一層向上させる観点から、我が国は、行政機関が行う政策
の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「法」と
いう。）を制定した。これにより、各行政機関において、明
確な計画の下、政策を決定した後においてその評価を行う
べき責務を明らかにし、また、適切な形で政策決定前にお
ける評価の実施も確保するとともに、総務省が行う政策の
評価について、手続的側面も含めて、その内容等を明確に
した。
　以後、政府は、この法の下、行政機関の政策について、
適時に、その効果を把握し、これを基礎として必要な評価
を行い、政策の見直しや改善を推進していくこととなった。
　この「政策評価に関する基本方針」は、法の下における
政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、法第５条の
規定に基づき、各行政機関の長が定める基本計画の指針と
なるべき事項を定めるとともに、政府の政策評価活動にお
いて基本とすべき方針を明らかにするものである。

政策評価に関する基本方針

　我が国の行政において、国民的視点に立ち、かつ、内外
の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的な政策の評価機能
を強化し、これによる評価の結果を政策に適切に反映して
いくことが課題となっているとの認識の下、中央省庁等改
革により政策評価制度が導入された。政策評価制度は、政
策の効果等に関し、科学的な知見を活用しつつ合理的な手
法により測定又は分析し、一定の尺度に照らして客観的な
判断を行うことにより、政策の企画立案やそれに基づく実
施を的確に行うことに資する情報を提供するものであり、
その結果を政策に適切に反映させ、政策に不断の見直しや
改善を加え、もって、効率的で質の高い行政及び成果重視
の行政を推進するとともに、国民に対する行政の説明責任
（アカウンタビリティ）を徹底するものと位置付けられる。
　政策評価については、各府省が、その所掌する政策につ
いて自ら評価を行うことが基本となる。また、各府省とは
異なる評価専担組織としての総務省が、府省の枠を超えて、
政策評価の総合性及び一層厳格な客観性を担保するため、
各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行
い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するため
の評価を行う。
　これにより、各府省が行う政策評価と総務省が行う政策
の評価とは、それぞれに分担する機能を的確に発揮するこ
とで、内閣の統轄の下における的確な政策評価の実施を確
保するものとする。
　このような政策評価制度について、明確な枠組みを与え、
その実効性を高めるとともに、これに対する国民の信頼を
一層向上させる観点から、我が国は、行政機関が行う政策
の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「法」と
いう。）を制定した。これにより、各行政機関において、明
確な計画の下、政策を決定した後においてその評価を行う
べき責務を明らかにし、また、適切な形で政策決定前にお
ける評価の実施も確保するとともに、総務省が行う政策の
評価について、手続的側面も含めて、その内容等を明確に
した。
　以後、政府は、この法の下、行政機関の政策について、
適時に、その効果を把握し、これを基礎として必要な評価
を行い、政策の見直しや改善を推進していくこととなった。
　この「政策評価に関する基本方針」は、法の下における
政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、法第５条の
規定に基づき、各行政機関の長が定める基本計画の指針と
なるべき事項を定めるとともに、政府の政策評価活動にお
いて基本とすべき方針を明らかにするものである。
　なお、平成14年４月１日の法の施行から３年が経過した
ことから、法附則第２条の規定に基づき、法の施行状況に
検討を加え、政策評価の改善・充実に向けた必要な措置と
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Ⅰ　政策評価に関する基本計画の指針
１　政策評価の実施に関する基本的な方針
⑴　政策評価の実施に関する基本的な考え方
　政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、
適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として、
必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の
特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うこと
により、政策の企画立案や政策に基づく活動を的確
に行うための重要な情報を提供するものであり、政
策の決定とは異なるものである。政策評価は、これ
を「企画立案（Plan）」、「実施（Do）」、「評価（Check）」、
「改善（Action）」を主要な要素とする政策のマネジ
メント・サイクルの中に制度化されたシステムとし
て明確に組み込み、その客観的かつ厳格な実施を確
保し、政策評価の結果を始めとする政策評価に関す
る一連の情報を公表することにより、政策の不断の
見直しや改善につなげるとともに、国民に対する行
政の説明責任の徹底を図るものである。
　政策評価が政策のマネジメント・サイクルに組み
込まれ、このサイクルが有効に機能することにより、
政策の質の向上がもたらされるとともに、併せて行
政の政策形成能力の向上や職員の意識改革が進み、
これらにより、国民本位の効率的で質の高い行政や
国民的視点に立った成果重視の行政が実現されるこ
ととなる。さらに、政策評価に関する一連の情報の
公表によって、国民に対する行政の説明責任の徹底
が図られることにより、政策やそれに基づく活動に
ついての透明性が確保され、ひいては行政に対する
国民の信頼の向上が図られることとなる。
　社会経済の急速な変化に伴って、我が国の行政が
対応すべき課題は、絶えず、時に予想外の方向に変
化するとともに、一層複雑、困難なものとなってい
る。こうした課題に対応していくためには、政策の
現状を適切に把握し、それまでの進捗を評価した上
で必要な軌道修正を行う機動的かつ柔軟な政策展開
を図っていくことが有効であると考えられる。
　機動的かつ柔軟な政策展開には、政策の進捗状況
の的確な把握とその結果を改善方策の検討・実施に
反映していくことが必要になるが、これらは政策評
価が本来果たすべき機能であり、政策評価を活用し
て新たな挑戦や前向きな軌道修正を積極的に行うこ
とが、行政の無謬性にとらわれない望ましい行動と
して高く評価されることを目指すべきである。
　このため、今後は、政策の進捗状況や効果を適切
に把握する機能を強化するために、有効性の観点か
らの評価を一層重視し、政策効果の把握・分析にこ
れまで以上に積極的に取り組むものとする。また、

して、本基本方針を改定するものである。
Ⅰ　政策評価に関する基本計画の指針
１　政策評価の実施に関する基本的な方針
⑴　政策評価の実施に関する基本的な考え方
　政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、
適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として、
必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の
特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うこと
により、政策の企画立案や政策に基づく活動を的確
に行うための重要な情報を提供するものであり、政
策の決定とは異なるものである。政策評価は、これ
を「企画立案（Plan）」、「実施（Do）」、「評価（See）」
を主要な要素とする政策のマネジメント・サイクル
の中に制度化されたシステムとして明確に組み込
み、その客観的かつ厳格な実施を確保し、政策評価
の結果を始めとする政策評価に関する一連の情報を
公表することにより、政策の不断の見直しや改善に
つなげるとともに、国民に対する行政の説明責任の
徹底を図るものである。
　政策評価が政策のマネジメント・サイクルに組み
込まれ、このサイクルが有効に機能することにより、
政策の質の向上がもたらされるとともに、併せて行
政の政策形成能力の向上や職員の意識改革が進み、
これらにより、国民本位の効率的で質の高い行政や
国民的視点に立った成果重視の行政が実現されるこ
ととなる。さらに、政策評価に関する一連の情報の
公表によって、国民に対する行政の説明責任の徹底
が図られることにより、政策やそれに基づく活動に
ついての透明性が確保され、ひいては行政に対する
国民の信頼の向上が図られることとなる。

変更後 現行
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政策評価により得られた情報を政策の見直しや改善
を含む意思決定過程において活用することを推進す
るものとする。
　有効性の観点からの評価を充実させるためには、
政策の特性に応じた指標の設定や分析手法の選択が
必要となる。このため、従来採用してきた評価の手
法にとらわれることなく、デジタル技術の進展等に
より新たに使用可能となったデータや分析手法の活
用等も念頭に置いて、時代の変化に応じた新たな評
価の手法を模索していくことが重要である。
　また、政策評価や行政事業レビュー等の評価関連
作業から得られる情報の意思決定過程における活用
の在り方についても、各行政機関の政策の特性や活
用する目的等に合わせて設計する必要がある。
　このため、本基本方針を踏まえて各行政機関の長
が初めて策定する基本計画の期間を試行的取組の期
間と位置付け、新たな政策評価の手法の導入や意思
決定過程における活用方法等の試行的な取組など、
各行政機関における創意工夫が行われる余地を拡大
するものとする。
　また、総務省は、政策評価の方法に関する調査、
研究及び開発の実施やその成果、動向を基に、政策
評価審議会（以下「審議会」という。）での議論も踏
まえ、政策効果の把握・分析手法や意思決定過程に
おける活用方法等の整理を随時行い、各行政機関に
共有する。政策評価の品質を高める観点から、政策
評価制度のPDCAサイクルを回すことにより各行政
機関における政策評価の取組の継続的な改善を促進
する役割を果たすものとする。
　政府は、このような政策評価制度の目的を政府全
体として的確に実現していくため、法及び本基本方
針等に基づき制度の全政府的な実施を確保しつつ、
各行政機関におけるそれぞれの政策の特性等に応じ
た効果的な取組を政策評価の重点化・効率化を図り
ながら進めていくとともに、政策評価の実施の過程
を通じて制度の改善・発展を図っていくものとする。
⑵　政策評価の方式
　政策評価に期待される役割を十分に果たすととも
に、政策評価の効率的な実施を確保するため、政策
評価を行うに当たっては、政策の特性等に応じて合
目的的に、「事業評価方式」、「実績評価方式」及び「総
合評価方式」（別紙）を始めとした適切な方式を用い
るものとする。

　なお、これまでの評価の方式も参考としつつ、政
策の特性等に応じ意思決定に有益な情報が得られる
よう、上記方式の要素の組み合わせ方の変更も含め、
評価の方式の不断の見直しを行うものとする。

　政府は、このような政策評価制度の目的を政府全
体として的確に実現していくため、法及び本基本方
針等に基づき制度の全政府的な実施を確保しつつ、
各行政機関におけるそれぞれの政策の特性等に応じ
た効果的な取組を政策評価の重点化・効率化を図り
ながら進めていくとともに、政策評価の実施の過程
を通じて制度の改善・発展を図っていくものとする。
⑵　政策評価の方式
　政策評価に期待される役割を十分に果たすととも
に、政策評価の効率的な実施を確保するため、政策
評価を行うに当たっては、政策の特性等に応じて合
目的的に、「事業評価方式」、「実績評価方式」及び「総
合評価方式」（別紙）やこれらの主要な要素を組み合
わせた一貫した仕組みなど、適切な方式を用いるも
のとする。
　また、政策評価の体系的かつ合理的で的確な実施
を確保するため、政策体系をあらかじめ明らかにす
ることを基本とし、その実施に当たっては、政策評
価の対象とする政策が、どのような目的の下にどの

変更後 現行
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２　政策評価の観点に関する基本的な事項
　政策評価の実施に当たっては、評価の対象とする政
策の特性に応じて適切な観点を選択、具体化し、総合
的に評価するものとする。その際、前述のとおり、政
策の進捗状況や効果を適切に把握する機能をより発揮
するよう、有効性の観点からの評価を一層重視し、政
策効果の把握・分析にこれまで以上に積極的に取り組
むものとする。
　政策評価の観点としては、法第３条第１項に明示さ
れた必要性、効率性及び有効性の観点がある。このう
ち、必要性の観点からの評価は、政策効果からみて、
対象とする政策に係る行政目的が国民や社会のニーズ
又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有してい
るか、行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担
う必要があるかなどを明らかにすることにより行うも
のとする。また、効率性の観点からの評価は、政策効
果と当該政策に基づく活動の費用等との関係を明らか
にすることにより行うものとする。有効性の観点から
の評価は、得ようとする政策効果と当該政策に基づく
活動により実際に得られている、又は得られると見込
まれる政策効果との関係を明らかにすることにより行
うものとする。
　上記のほか、政策の特性に応じて選択して用いる観
点としては、公平性の観点や優先性の観点などが考え
られる。この公平性の観点からの評価は、行政目的に
照らして政策効果や費用の負担が公平に分配されてい
るか、あるいは分配されるものとなっているかを明ら
かにすることにより行うものである。また、優先性の
観点からの評価は、これらの観点からの評価を踏まえ
て当該政策を他の政策よりも優先すべきかを明らかに
することにより行うものである。
　政策評価の観点の基本的な適用の考え方について
は、基本計画において示すものとする。
３　政策効果の把握に関する基本的な事項
ア�　政策効果の把握に当たっては、政策評価の対象と
する政策が、どのような目的の下にどのような手段
を用いるものかという対応関係を明らかにすること
が重要であることから、政策体系をあらかじめ明示
することを基本とする。なお、各行政機関の所掌す
る政策が、複数行政機関に関係する政策（上位目的）
と関連する場合は、複数行政機関に関係する政策と
の関係をあらかじめ明らかにするよう努めるものと

ような手段を用いるものかという対応関係を明らか
にした上で行うものとする。
　なお、各行政機関の所掌する政策が、複数行政機
関に関係する政策（上位目的）と関連する場合は、
複数行政機関に関係する政策との関係をあらかじめ
明らかにするよう努めるものとする。

２　政策評価の観点に関する基本的な事項
　政策評価の実施に当たっては、評価の対象とする政
策の特性に応じて適切な観点を選択、具体化し、総合
的に評価するものとする。

　政策評価の観点としては、法第３条第１項に明示さ
れた必要性、効率性及び有効性の観点がある。このう
ち、必要性の観点からの評価は、政策効果からみて、
対象とする政策に係る行政目的が国民や社会のニーズ
又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有してい
るか、行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担
う必要があるかなどを明らかにすることにより行うも
のとする。また、効率性の観点からの評価は、政策効
果と当該政策に基づく活動の費用等との関係を明らか
にすることにより行うものとする。有効性の観点から
の評価は、得ようとする政策効果と当該政策に基づく
活動により実際に得られている、又は得られると見込
まれる政策効果との関係を明らかにすることにより行
うものとする。
　上記のほか、政策の特性に応じて選択して用いる観
点としては、公平性の観点や優先性の観点などが考え
られる。この公平性の観点からの評価は、行政目的に
照らして政策効果や費用の負担が公平に分配されてい
るか、あるいは分配されるものとなっているかを明ら
かにすることにより行うものである。また、優先性の
観点からの評価は、これらの観点からの評価を踏まえ
て当該政策を他の政策よりも優先すべきかを明らかに
することにより行うものである。
　政策評価の観点の基本的な適用の考え方について
は、基本計画において示すものとする。
３　政策効果の把握に関する基本的な事項
（新設）

変更後 現行
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する。
イ�　政策効果の把握は、対象とする政策の特性に応じ
た、適用可能であり、かつ、政策効果の把握に要す
るコスト、得られる結果の分析精度等を考慮した適
切な手法を用いるものとする。その際、政策の改善
に有益な情報を特定し、それを指標として適切に設
定するために、企画立案段階から、政策の実施によ
り得られると想定される効果の発現経路を明確に
し、その効果を把握する手法を検討するよう努める
ものとする。
　政策効果を把握する手法は、できる限り定量的に
把握することができる手法を用いるものとする。そ
の際、政策目的の実現に資する情報を得るという目
的を果たせるよう、指標の設定・測定が目的化しな
いように留意するものとする。また、当該政策の推
進にとって定性的に把握する手法が合理的であると
考えられる場合には、これによる代用や併用につい
ても検討するものとする。
　また、すべてにおいて、初めから高度かつ厳格な
手法の適用を画一的に行うより、簡易な手法であっ
ても、その有用性が認められているものがあれば当
該手法を適用し、政策評価の実施の過程を通じ知見
を蓄積して手法の高度化を進めていくことにより政
策評価の質の向上を図っていく等の取組を進めてい
くものとする。
ウ～カ　（略）

４・５　（略）
６�　学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な
事項
　法第３条第２項第２号の学識経験を有する者の知見
の政策の特性に応じての活用は、政策評価の客観的か
つ厳格な実施を確保するため、高い識見、高度の専門
的知識・能力を活用することや国民生活・社会経済へ
の政策の関わりに関する実践的知識を活用することを
基本として、評価の対象とする政策の特性、評価の内
容に応じた適切な方法で行うものとする。その際、政
策効果の把握・分析機能の強化や、意思決定過程にお
ける政策評価や行政事業レビュー等の評価関連作業か
ら得られる情報の活用を推進する観点にも留意するも
のとする。なお、政策の特性に応じた知見の活用の基
本的な考え方及びその方法については、基本計画にお
いて示すものとする。

７～９　（略）
Ⅱ�　法第20条から第22条までの規定に基づく措置に関する
事項
１　法第20条の規定に基づく措置
⑴　調査、研究及び開発の推進
　調査、研究及び開発の推進に当たっては、政策の

ア�　政策効果の把握に当たっては、対象とする政策の
特性に応じた、適用可能であり、かつ、政策効果の
把握に要するコスト、得られる結果の分析精度等を
考慮した適切な手法を用いるものとする。
　その際、できる限り政策効果を定量的に把握する
ことができる手法を用いるものとし、これが困難で
ある場合、又はこれが政策評価の客観的かつ厳格な
実施の確保に結びつかない場合においては、政策効
果を定性的に把握する手法を用いるものとする。こ
の場合においても、できる限り、客観的な情報・デー
タや事実を用いることにより、政策評価の客観的か
つ厳格な実施の確保を図るものとする。

　また、すべてにおいて、初めから高度かつ厳格な
手法の適用を画一的に行うより、簡易な手法であっ
ても、その有用性が認められているものがあれば当
該手法を適用し、政策評価の実施の過程を通じ知見
を蓄積して手法の高度化を進めていくことにより政
策評価の質の向上を図っていく等の取組を進めてい
くものとする。
イ～オ　（略）
４・５　（略）
６�　学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な
事項
　法第３条第２項第２号の学識経験を有する者の知見
の政策の特性に応じての活用は、政策評価の客観的か
つ厳格な実施を確保するためのものであることを踏ま
え、高い識見、高度の専門的知識・能力を活用するこ
とや国民生活・社会経済への政策の関わりに関する実
践的知識を活用することを基本として、評価の対象と
する政策の特性、評価の内容に応じた適切な方法で行
うものとする。政策の特性に応じた知見の活用の基本
的な考え方及びその方法については、基本計画におい
て示すものとする。

７～９　（略）
Ⅱ�　法第20条から第22条までの規定に基づく措置に関する
事項
１　法第20条の規定に基づく措置
⑴　調査、研究及び開発の推進
　調査、研究及び開発の推進に当たっては、政策の
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特性等を踏まえ、政策効果の把握の手法その他の評
価の方法の開発、政策効果の把握の手法の信頼性や
精度について調査及び研究、類似事業間における評
価指標や政策効果の把握の手法の共通化のための調
査及び研究等について重点的に取り組むものとする。

　また、これらの調査、研究及び開発の成果につい
ての各行政機関の間での情報の交換を推進するもの
とする。
　総務省は、各行政機関において、有効性の観点か
らの評価を一層重視し、政策効果の把握・分析の取
組が行われるよう、各行政機関の取組例も参考に、
審議会での議論も踏まえ、効果の把握・分析の手法
等の調査研究を進めるとともに、得られた知見や方
法を整理して共有するなど、各行政機関における政
策評価の取組の継続的な改善を促進する役割を果た
すものとする。
⑵　職員の人材の確保及び資質の向上
　職員の人材の確保及び資質の向上については、一
般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法
律（平成12年法律第125号）を活用した公認会計士等
の専門的・実務的な知識を有する者の採用、退職公
務員のその再任用を含めた活用、評価の分野におけ
る官民交流、政策評価担当職員の人事交流、職員の
意識改革を進めるための周知活動等の推進を図るも
のとする。また、総務省は、各行政機関の協力を得て、
各行政機関における政策評価に従事する職員に対し
て体系的かつ継続的な研修の実施を図るものとする。
　総務省が実施する研修の企画に当たっては、政策
効果の把握・分析機能の強化や、意思決定過程にお
ける政策評価や行政事業レビュー等の評価関連作業
から得られる情報の活用を促進する観点にも留意す
るものとする。

２　法第21条の規定に基づく措置
　総務省は、政策評価等の実施に必要な情報の活用の
促進に関し検討を進めるとともに、政策評価等の実施
に必要な情報の行政機関相互間における活用の促進の
ためのシステムの整備を図るものとする。
　また、各行政機関における政策効果の把握の取組の
進展によりこれまで以上に統計データ、行政記録情報、
ビッグデータ等を活用する必要性が高まることに備
え、総務省は、各行政機関における政策効果の把握・
分析のための統計の整備やデータ利活用の技術的支援
に取り組むものとする。

３　（略）
Ⅲ�　その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要
な措置に関する事項
１　連絡会議の開催

特性等を踏まえ、事前評価に必要な政策効果の把握
の手法その他の事前評価の方法の開発、政策効果の
把握の手法の信頼性や精度について調査及び研究、
類似事業間における評価指標や政策効果の把握の手
法の共通化のための調査及び研究等について重点的
に取り組むものとする。
　また、これらの調査、研究及び開発の成果につい
ての各行政機関の間での情報の交換を推進するもの
とする。

⑵　職員の人材の確保及び資質の向上
　職員の人材の確保及び資質の向上については、一
般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法
律（平成12年法律第125号）を活用した公認会計士等
の専門的・実務的な知識を有する者の採用、退職公
務員のその再任用を含めた活用、評価の分野におけ
る官民交流、政策評価担当職員の人事交流、職員の
意識改革を進めるための周知活動等の推進を図るも
のとする。また、総務省は、各行政機関の協力を得て、
各行政機関における政策評価に従事する職員に対し
て体系的かつ継続的な研修の実施を図るものとする。

２　法第21条の規定に基づく措置
　総務省は、政策評価等の実施に必要な情報の活用の
促進に関し検討を進めるとともに、政策評価等の実施
に必要な情報の行政機関相互間における活用の促進の
ためのシステムの整備を図るものとする。

３　（略）
Ⅲ�　その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要
な措置に関する事項
１　連絡会議の開催
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　総務省は、政策評価の質の向上を図る観点から、各
行政機関間の連絡を密にし、政策評価制度の円滑かつ
効率的な実施を図るとともに政策評価に関する取組を
促進するため、各行政機関により構成される連絡会議
を開催するものとする。
　また、総務省は、政策評価の円滑かつ効率的な実施
に資するよう、連絡会議における連絡・協議を経て、
必要なガイドラインを策定・改廃するものとする。

２�　各行政機関が実施する政策評価及び総務省が実施す
る政策の評価
⑴・⑵　（略）
⑶　総務省の評価活動
（略）
ア　統一性又は総合性を確保するための評価活動
ア　（略）
イ�　これを踏まえ、次の政策について、重点的か
つ計画的に評価を実施するものとする（これら
の対象の選定について、総務省は、審議会の調
査審議を踏まえるものとする。）。

　①～④　（略）
ウ・エ　（略）
イ　（略）

３　（略）
附　則
１�　本基本方針の施行前に法第６条第１項に基づき定めら
れた基本計画については、本基本方針の施行後最初に基
本計画を定めるまでの間は、本基本方針の規定にかかわ
らず、なお従前の例による。
２�　前項の規定にかかわらず、各行政機関の長は、本基本
方針の施行後最初に基本計画を定めるまでの間は、法第
６条第２項第６号に掲げる基本計画において定める事項
及び第７条第２項各号に掲げる事後評価の実施に関する
計画において定める事項については、本基本方針の規定
を踏まえたものとして、事後評価の実施に関する計画に
おいて定めることができる。

　総務省は、政策評価の質の向上を図る観点から、各
行政機関間の連絡を密にし、政策評価制度の円滑かつ
効率的な実施を図るとともに政策評価に関する取組を
促進するため、各行政機関により構成される連絡会議
を開催するものとする。
　また、総務省は、政策評価の円滑かつ効率的な実施
に資するよう、連絡会議における連絡・協議を経て、「政
策評価の実施に関するガイドライン」、「規制の政策評
価の実施に関するガイドライン」、「政策評価に関する
情報の公表に関するガイドライン」、「租税特別措置等
に係る政策評価の実施に関するガイドライン」及び「目
標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」を
策定する。
２�　各行政機関が実施する政策評価及び総務省が実施す
る政策の評価
⑴・⑵　（略）
⑶　総務省の評価活動
（略）
ア　統一性又は総合性を確保するための評価活動
ア　（略）
イ�　これを踏まえ、次の政策について、重点的か
つ計画的に評価を実施するものとする（これら
の対象の選定について、総務省は、政策評価審
議会（以下「審議会」という。）の調査審議を踏
まえるものとする。）。
　①～④　（略）
ウ・エ　（略）
イ　（略）

３　（略）
附　則
　本基本方針の施行後、Ⅰ５カ（イ）　に基づき基本計画に
おいて規制に係る政策を事後評価の対象として定めるまで
の間にあっては、各行政機関の長は、実施計画において規
制に係る政策を事後評価の対象として定めることとする。
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第３節　政策評価に係るガイドライン

１　政策評価全般
⑴　政策評価の円滑かつ効果的な実施について

� 総 評 政 第 ９ 号
� 平成15年６月４日

（各府省官房長等宛て）
� 総務省行政評価局長

政策評価の円滑かつ効果的な実施について

　各行政機関におかれては、行政機関が行う政策の評価に
関する法律（平成13年法律第86号）、「政策評価に関する基
本方針」（平成13年12月28日閣議決定）等に基づき政策評
価の実施に積極的に取り組まれているところであるが、政
策評価の実施について、様々な課題が提起されており、こ
れらに対応することが求められていることから、下記事項
を踏まえ、各行政機関のそれぞれの政策の特性や現状の取
組実態等に配慮しつつ、政策評価の円滑かつ効果的な実施
に努められたい。

記

１　政策評価の結果の政策への反映の推進
　各行政機関は、政策のマネジメント・サイクルの中に
政策評価を制度化されたシステムとして明確に組み込む
ため、次の措置を講ずるものとする。
①�　基本計画及び実施計画に基づいて実施した事前評価
又は事後評価に係る政策評価書については、原則とし
て政策の企画立案作業（予算要求（定員等を含む。）、
法令等による制度の新設・改廃といった作業。以下同
じ。）が行われる前に、遅くともその作業過程の途上
において、当該政策の企画立案部局に提供できるよう
に作成すること。また、原則として予算（定員等を含
む。以下同じ。）、法令等の取りまとめ作業が行われる
前に、遅くともその作業過程の途上において、予算、
法令等の取りまとめ部局に提供できるように作成する
こと。
②�　政策の企画立案又は予算、法令等の取りまとめ部局
において重要な情報として的確に活用される政策評価

書とするため、これらの部局で活用できる有用な情報
を産出する評価の実施に努め、その結果を政策評価書
に記載すること。
③�　政策評価担当組織は、上記①及び②の実効性を高め
るため、政策の企画立案又は予算、法令等の取りまと
め部局との連携を密にすること。

２　政策評価の適時の実施と政策評価書の迅速な公表の推進
　「１」を踏まえ、各行政機関は、概算要求に向けて政
策評価を実施する場合において、政策評価の結果が概算
要求に係る政策の企画立案作業や概算要求の取りまとめ
作業に重要な情報として的確に活用され概算要求に適切
に反映されるよう速やかに政策評価書を作成し、これを
公表するものとする。

３　政策評価の結果の予算要求への反映状況についての公表
　総務省は、各行政機関における政策評価の結果の予算
要求への反映状況について概算要求が行われた時点で取
りまとめ、これを公表するものとする。これらの取りま
とめの検討に当たっては、各行政機関の作業負担、作業
の効率的・効果的な実施等に配慮するものとする。
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⑵　政策評価の実施に関するガイドライン

� 平成17年12月16日
� 政策評価各府省連絡会議了承
� 平成22年５月28日
� 一 部 改 正
� 平成24年３月27日
� 一 部 改 正
� 平成27年４月１日
� 一 部 改 正
� 令和５年３月31日
� 一 部 改 正

　本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「法」という。）に基づく政策
評価の円滑かつ効率的な実施のための標準的な指針として、これまでの成果を踏まえて「政策評価に関する基本方針」（平
成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）に基づき策定するものである。なお、各行政機関がその説明責任を
果たし、国民本位で成果重視の行政運営を行うため、評価の目的や所掌する政策等を踏まえた効果的な取組が妨げられるも
のではない。
　今後、政策評価の更なる改善・充実のため、各行政機関における政策評価の取組の進展や政策評価に関する調査・研究の
成果を踏まえ、本ガイドラインについて必要な見直しを行うものとする。

１　政策の体系化
　政策効果の把握に当たっては、政策評価の対象とする政策が、どのような目的の下にどのような手段を用いるものかと
いう対応関係を明らかにすることが重要であることから、政策体系をあらかじめ明示することを基本とする。
　なお、各行政機関の所掌する政策が、複数行政機関に関係する政策（上位目的）と関連する場合は、複数行政機関に関
係する政策の目標と各関係行政機関が所掌する政策手段との関係をあらかじめ明らかにするように努めるものとする。

　⑴　「政策（狭義）」、「施策」、「事務事業」の区分
　各行政機関が所掌する政策は、いわゆる「政策（狭義）」、「施策」、「事務事業」の区分に対応しており、そのレベル
は区々であると考えられる。政策評価の対象とする政策が、どのような目的の下にどのような手段を用いるものかとい
う対応関係を明らかにするよう、「政策（狭義）―施策―事務事業」などの政策体系をあらかじめ明示した上で評価を
実施することが必要となる。
　いわゆる「政策（狭義）」、「施策」、「事務事業」の区分については、一般に以下のような考え方で整理することがで
きる。

「政策（狭義）」：特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり。
「施策」：上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、「政策（狭義）」

を実現するための具体的な方策や対策ととらえられるもの。
「事務事業」：上記の「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、行政

活動の基礎的な単位となるもの。

　ただし、上記のような「政策（狭義）」、「施策」及び「事務事業」の区分は、相対的なものであり、一つの「理念型」
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ということができる。現実の政策の態様は多様であることから、施策が複数の階層から成る場合や事務事業に相当する
ものが存在しない場合、一つの施策や事務事業が複数の政策体系に属する場合など、三つの区分に明確に分けることが
困難なこともあり得る。

　⑵　政策体系の明示
　政策体系については、あらかじめ明示し、基本計画あるいは実施計画を策定する際に併せて公表することを基本とす
る。また、政策体系に変更・追加があった場合は、適切に対応するものとする。

　⑶　政策評価と予算・決算の連携強化
　「政策（狭義）―施策―事務事業」などの政策体系については、政策評価担当組織と予算等取りまとめ部局や政策の
所管部局が連携し、政策評価と予算・決算の連携強化に資するものとなるように努めるものとする。

　⑷　重要政策に関する評価
　政策評価の重点化・効率化を図ることとし、施政方針演説等で示された内閣としての重要政策については、関係する
行政機関は所掌する政策について、それとの関係や目標、方針を明確に示した政策体系を整備した上で評価を適時的確
に実施するものとする。
　特に、施政方針演説等で数値目標など達成目標が掲げられた政策については、その手段を分かりやすく提示し、進捗
状況の把握及び必要な分析を行うことにより目標の達成状況が明らかになるように評価するものとする。
　なお、各行政機関において重点的に取り組むこととした政策についても同様とする。

２　評価の方式
　基本方針に掲げられている「事業評価方式」、「実績評価方式」及び「総合評価方式」の三つの評価の方式も参考としつ
つ、政策の特性等に応じ、政策の見直しや改善を含む意思決定に有益な情報が得られるよう、評価の方式の不断の見直し
を行うこととする。その際、基本方針に基づき、各行政機関において、試行的取組の期間等に新たな政策評価の手法の導
入や意思決定過程における活用方法等の試行的な取組を行うに当たっては、目標管理型の政策評価の実施に関するガイド
ライン（平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承）に定められた考え方、内容等に限らず、評価の目的や評価の対
象とする政策等を踏まえた方式を模索していくこととする。
　前述の三つの評価の方式の具体的内容及びそれらを用いた評価に当たっての留意点は以下のとおりである。

　⑴　事業評価方式
ア　事前の時点
①�　評価対象政策の目的が国民や社会のニーズに照らして妥当か、上位の目的に照らして妥当か、行政の関与の在り
方からみて行政が担う必要があるかについて検討する。
②�　評価対象政策の実施により、費用に見合った効果が得られるかについて検討する。このため、可能な限り予測さ
れる効果やそのために必要となる費用を推計・測定し、それらを比較する。その際、効果については、受益の帰属
する範囲や対象を極力特定し、可能な限り定量化する。また、費用については、評価対象政策に係る直接的な支出
のみならず、付随的に発生するそれ以外の費用（例えば社会費用）についても可能な限り含める。
③�　上位の目的の実現のために必要な効果が得られるかについて検討し、どのような効果が発現したことをもって得
ようとする効果が得られたとするか、その状態を具体的に特定する。
④�　評価対象政策の実施により得ようとする効果が実際に得られたかどうかを事後に評価・検証するための方法や時
期を特定し、あらかじめ明らかにする。
⑤�　法第９条の規定に基づき実施が義務付けられた政策以外のものであっても、新規に開始しようとする政策や国の
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補助事業に係る政策については積極的に評価を実施するよう努める。
イ　事後の時点
①�　事前評価を実施した政策や、既存の政策のうち国民生活や社会経済への影響が大きいものや多額の費用を要した
ものについて、事後に把握した政策効果の評価・検証を行う。
②�　当初見込んでいた効果が実際に得られたのか、得られなかった場合はどのような事情によるのか等について留意
し、それにより得られたデータや知見を以後の政策評価や政策の企画立案に活用する。

　⑵　実績評価方式
①�　評価対象政策について、国民に対して「いつまでに、何について、どのようなことを実現するのか」を分かりやす
く示す、成果（アウトカム）に着目した目標（以下「基本目標」という。）を設定する。なお、成果に着目した目標
の設定が困難、あるいは適切でない場合にはアウトプットに着目した目標を設定する。
②�　具体的な達成水準を示すことが困難な基本目標については、これに関連した測定可能な指標を用いて、それぞれの
指標ごとに達成水準を示す具体的な目標（以下「達成目標」という。）を設定する。達成目標は、可能な限り客観的
に達成度を測定できるような定量的又は定性的な指標を用いて具体的に示す。
③�　目標の設定に当たっては、諸外国の事例の調査研究の成果や各行政機関の取組を参考にしつつ、達成すべき水準を
具体的に特定するとともに、目標の達成時期を明確にする。また、目標の達成度合いを判定する基準を具体的にあら
かじめ明示する。
　�　なお、達成しようとする水準の特定が困難な場合は、評価において求められる必要な要素等も勘案しつつ、政策の
特性等に応じたより適切な評価の方式を用いることを検討する。
④�　成果に着目した目標は、その達成が一般に行政機関が必ずしも統制できない外部要因の影響を受けることを排除で
きず、達成の度合いを全面的に行政機関に帰するとすることは適切でない場合もある。このため、成果に着目した目
標を設定した場合には、目標達成に影響を及ぼす可能性がある外部要因についても、可能な限りあらかじめ明らかに
する。なお、アウトプットに着目した目標についても同様とする。
⑤�　目標や指標については、指標の測定のための情報・データの入手が過重な負担を生ずることのないように、あらか
じめその入手方法について検討し、対象となる政策の特性に応じて適切に設定する。また、それらを用いた考え方や
根拠、目標を達成する手段、費用等をあらかじめ明示する。これらの事前の想定等を明示するに当たっては、使いや
すく分かりやすいものとする。
⑥�　目標については、定期的・継続的に実績を測定し、必要に応じて、随時、関係する政策の改善・見直し又は目標自
体の見直しを行う。また、目標期間が終了した時点で、目標期間全体における取組や目標に対する最終的な実績等を
総括し、目標がどの程度達成されたかについて評価し、必要に応じて、評価対象政策や次の目標期間の目標設定の在
り方について見直しを行う。
⑦�　目標が達成されないなど問題のある施策等については、必要に応じて、事業評価方式や総合評価方式を用いて、施
策等を構成する個々の事務事業等にまで掘り下げた分析・検証したり、政策効果の発現状況を様々な角度から掘り下
げるなど、当該政策に係る問題点を把握するとともにその原因について分析・検証を行う。
⑧�　実績評価方式を用いた評価を効率的かつ柔軟に実施するため、あらかじめ設定した目標の達成度に関して毎年度実
績の測定を行い、一定期間経過後に総括的な評価を行うなど、業務量・緊急性等を勘案しつつ対応することも考えら
れる。
⑨　評価書の作成に当たっては、使いやすく分かりやすいものとする。
⑩�　上記①から⑨の事項については、あらかじめ設定された目標の達成度合いについて評価する内容を含む事後評価に
ついても準用する。
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　⑶　総合評価方式
①�　評価対象政策の効果の発現状況を様々な角度から具体的に明らかにし、その際、政策の直接的効果や、因果関係、
場合によっては、外部要因の影響についても掘り下げた分析を行い、さらに、必要に応じ波及効果（副次的効果）の
発生状況及びその発生のプロセスなどについても分析する。
②　評価対象政策に係る問題点を把握し、その原因を分析する。
③�　評価対象政策の目的が依然として妥当性を有しているかについて検討する。また、必要に応じて、行政関与の在り
方からみて行政が担う必要があるかなどについて検討する。
④�　必要に応じて、政策の効果とそのために必要な費用（マイナスの効果や間接費用を含む。）を比較・検討する。また、
国民にとってより効率的で質の高い代替案はないかについて検討する。
⑤　関連する政策との間で整合性が確保されているかについて検討する。
⑥　場合によっては、他の政策よりも優先的に実施する必要があるかについても検討する。
⑦�　評価の対象については、例えば、政策自体の在り方にもかかわるテーマを評価する場合には、政策（狭義）から施
策、必要に応じて事務事業までを評価し、政策（狭義）を実現する具体的手段である施策に焦点を当てたテーマを設
定して評価を行う場合には、施策を中心として必要に応じて事務事業までを評価するなど、設定した評価のテーマに
応じて柔軟にとらえる。なお、分野横断的なテーマを設定して複数の施策を対象として評価を実施する場合も考えら
れる。
⑧　制度の改正など政策の大幅な見直しの検討を行う場合には総合評価方式を用いた評価を実施することを検討する。
⑨�　総合評価方式を用いた評価と事業評価方式を用いた評価との関係については、例えば、総合評価方式を用いた評価
において、事業評価方式を用いた事前の評価結果、事後の検証・評価結果を活用したり、総合評価方式を用いた評価
の中で、事業評価方式を用いた評価の事前の評価、事後の検証・評価を実施することも考えられる。
⑩�　総合評価方式を用いた評価は、政策の実施前の時点においても、必要に応じて評価を行うことがあり得る。その際、
類似の総合評価方式を用いた評価の結果を参考にしたり、他の評価の方式の評価により蓄積された情報・データを用いる。

　⑷　その他
①�　⑴～⑶に掲げる評価の方式に限らず、企画立案時に行った評価結果が記載された審議会答申、白書、計画のフォロー
アップ、予算編成プロセスで活用される行政事業レビューシート（「行政事業レビューの実施等について」（平成25年
４月５日閣議決定）に基づく行政事業レビューの取組において作成されるもの。）等の評価関連作業についても、意
思決定に有益な情報を提供するものであり、これら評価関連作業から得られる情報が、政策評価結果と内容が重複し
ていたり、評価に活用できたりするものであることも考えられる。有効性の観点からの評価を充実させ、意思決定に
有益な情報を得られる評価の実施に注力する上で、評価関連作業や政策評価から得られる情報の活用の在り方を整理
し、効率的に評価を実施していくことも必要である。そのため、重複しているものや活用できるものがある場合には、
評価関連作業において作成したものを評価書として代替又は活用することを推奨する。
②�　評価書は、内容を簡潔に記述することにより、評価の結果を分かりやすく示すものとするよう留意する。評価書が
既に簡潔で分かりやすいものとなっている場合には、当該評価書を要旨と兼ねるものとして位置付け得るものとする。

３　評価手法
　各行政機関は、評価に要するコスト等も勘案の上、評価の目的、評価対象の性質等に応じた適用可能で合理的な評価手
法により政策評価を実施するものとする。その際、以下の点を踏まえるものとする。
①�　政策評価の実施に当たっては、まずは定量的な評価手法の開発を進めるよう努め、可能な限り具体的な指標・数値に
よる定量的な評価手法を用いるよう努める。
②�　定量的な評価手法の適用が困難である場合又は客観性の確保に結び付かない場合などにおいては、定性的な評価手法
を適用するものとし、その際、可能な限り、客観的な情報・データや事実に基づくものとしたり、評価において学識経
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験者等を活用するなど、評価の客観性の確保に留意する。
③�　評価手法の中には、情報・データの収集、評価の実施に膨大なコストや事務負担を要するものがある。政策評価の実
施のためには一定のコスト等がかかることは避けられない一方、分析精度は高いが、コスト等も大きいような評価手法
を画一的に適用することは効率的ではない。また、評価手法の中には、分析精度や適用範囲等について技術的な限界が
あるものもあり、高度な分析精度を求めるあまり、定量的な評価手法の適用を過度に求めることは効率的ではない場合
もあることに留意する必要がある。
　このため、アどのような情報を求めて評価を行うか、イどの程度の分析精度が必要か、ウ評価のためにどの程度の時
間やコスト等をかけるべきかなどについても事前に検討した上で、適切な評価手法を選択する。
④　評価手法を選択する際には、事後的に評価結果が検証可能かといった点についても留意する。

４　学識経験者の知見の活用
　学識経験者の知見の活用に当たっては、例えば、計画策定など評価活動全般にわたるものについては学識経験者から成
る政策評価に関する会議を活用したり、個々の政策の分野に応じて専門的知見を有する学識経験者の意見を個別、具体的
に聴いたりするなど、評価の対象とする政策の特性、評価の内容、評価作業の効率性等を踏まえつつ、様々な統計データ
の活用を始め、デジタル技術の進展等により新たに使用可能となったデータや分析手段の活用等も念頭に、政策効果を把
握する機能の強化や、意思決定過程における政策評価や行政事業レビュー等の評価関連作業から得られる情報の活用を推
進する観点にも留意するものとする。
　また、学識経験者の意見内容やそれらを評価結果に反映した場合はその具体的な反映内容を評価書に明記すること等に
より公表するものとする。
　なお、政策評価審議会と各行政機関の学識経験者等から成る政策評価に関する会議が、適宜、各行政機関における政策
評価の取組の実態等についての情報を交換できるようにするなど、総務省において必要な取組を行うものとする。

５　評価結果の政策への反映
　政策評価の結果を適切に政策に反映することが重要であり、各行政機関において以下のような取組を進めるものとする。
ア�　政策評価の結果が予算要求等の政策の企画立案作業に重要な情報として的確に反映されるよう速やかに評価書を作成
し、これを公表する。
イ�　評価結果を適切に政策に反映するよう、例えば、省議等において重要な政策決定が行われる際にできる限り評価結果
に基づいた議論が行われるようにし、概算要求等の際には政策評価担当組織と予算等取りまとめ部局が合同ヒアリング
を行うなど、政策評価担当組織と予算等取りまとめ部局の連携を強化する。
　総務省は、各行政機関の協力を得て、評価結果の予算要求等への反映状況について取りまとめ公表する。その際、政策
の廃止、縮小や重点化などの反映状況を具体的に公表する。

６　政策評価の基盤整備
　総務省は、各行政機関の政策評価の実施に資するよう、基本方針に基づく連絡会議を通じて、次のような活動を行い、
基盤整備を図るものとする。また、各行政機関においても、必要な取組を進めるよう努めるものとする。
ア　調査研究等の実施、成果の提供
イ　実践面も含めた研修の実施
ウ　政策評価を実施するに当たって参考となる手引書や情報の提供・交換
エ　政策評価に関する広報活動

附　則
　本ガイドラインは、令和５年４月１日から施行する。
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政策評価の実施に関するガイドライン　新旧対照表
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改正 現行

政策評価の実施に関するガイドライン

平成17年12月16日
政策評価各府省連絡会議了承

平成22年５月28日
一部改正

平成24年３月27日
一部改正

平成27年４月１日
一部改正

令和５年３月31日
一部改正

　本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する
法律（平成13年法律第86号。以下「法」という。）に基づく
政策評価の円滑かつ効率的な実施のための標準的な指針と
して、これまでの成果を踏まえて「政策評価に関する基本
方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」とい
う。）に基づき策定するものである。なお、各行政機関がそ
の説明責任を果たし、国民本位で成果重視の行政運営を行
うため、評価の目的や所掌する政策等を踏まえた効果的な
取組が妨げられるものではない。
　今後、政策評価の更なる改善・充実のため、各行政機関
における政策評価の取組の進展や政策評価に関する調査・
研究の成果を踏まえ、本ガイドラインについて必要な見直
しを行うものとする。
１　政策の体系化
　政策効果の把握に当たっては、政策評価の対象とする
政策が、どのような目的の下にどのような手段を用いる
ものかという対応関係を明らかにすることが重要である
ことから、政策体系をあらかじめ明示することを基本と
する。
　なお、各行政機関の所掌する政策が、複数行政機関に
関係する政策（上位目的）と関連する場合は、複数行政
機関に関係する政策の目標と各関係行政機関が所掌する
政策手段との関係をあらかじめ明らかにするように努め
るものとする。

政策評価の実施に関するガイドライン

平成17年12月16日
政策評価各府省連絡会議了承

平成22年５月28日
一部改正

平成24年３月27日
一部改正

平成27年４月１日
一部改正

　行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律
第86号。以下「法」という。）附則第２条において、「政府は、
この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律
の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする」と規定されている。
　平成17年４月に法施行から３年が経過したことから、法
の施行状況に検討を加え、政策評価の改善・充実に必要な
措置として、「政策評価に関する基本方針」（平成13年12月
28日閣議決定。以下「基本方針」という。）を改定すること
とした。
　本ガイドラインは、これまでの成果を踏まえて基本方針
に基づき策定するものであり、法に基づく政策評価の円滑
かつ効率的な実施のための標準的な指針を示したものであ
る。なお、各行政機関がその説明責任を果たし、国民本位
で成果重視の行政運営を行うため、評価の目的や所掌する
政策等を踏まえた効果的な取組が妨げられるものではない。

　今後、政策評価の更なる改善・充実のため、各行政機関
における政策評価の取組の進展や政策評価に関する調査・
研究の成果を踏まえ、本ガイドラインについて必要な見直
しを行うものとする。
１　政策の体系化
　政策評価の体系的かつ合理的で的確な実施を確保する
ため、政策体系をあらかじめ明らかにすることを基本と
し、その実施に当たっては、政策評価の対象とする政策
が、どのような目的の下にどのような手段を用いるもの
かという対応関係を明らかにした上で行うものとする。
　なお、各行政機関の所掌する政策が、複数行政機関に
関係する政策（上位目的）と関連する場合は、複数行政
機関に関係する政策の目標と各関係行政機関が所掌する
政策手段との関係をあらかじめ明らかにするように努め
るものとする。
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⑴　「政策（狭義）」、「施策」、「事務事業」の区分
　各行政機関が所掌する政策は、いわゆる「政策（狭
義）」、「施策」、「事務事業」の区分に対応しており、そ
のレベルは区々であると考えられる。政策評価の対象
とする政策が、どのような目的の下にどのような手段
を用いるものかという対応関係を明らかにするよう、
「政策（狭義）－施策－事務事業」などの政策体系を
あらかじめ明示した上で評価を実施することが必要と
なる。
　いわゆる「政策（狭義）」、「施策」、「事務事業」の区
分については、一般に以下のような考え方で整理する
ことができる。
「政策�（狭義）」：特定の行政課題に対応するための基

本的な方針の実現を目的とする行政活動の大き
なまとまり。

「施策�」：上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方
針の実現を目的とする行政活動のまとまりであ
り、「政策（狭義）」を実現するための具体的な
方策や対策ととらえられるもの。

「事務�事業」：上記の「具体的な方策や対策」を具現化
するための個々の行政手段としての事務及び事
業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの。

　ただし、上記のような「政策（狭義）」、「施策」及び
「事務事業」の区分は、相対的なものであり、一つの「理
念型」ということができる。現実の政策の態様は多様
であることから、施策が複数の階層から成る場合や事
務事業に相当するものが存在しない場合、一つの施策
や事務事業が複数の政策体系に属する場合など、三つ
の区分に明確に分けることが困難なこともあり得る。
⑵～⑷　（略）
２　評価の方式
　基本方針に掲げられている「事業評価方式」、「実績評
価方式」及び「総合評価方式」の三つの評価の方式も参
考としつつ、政策の特性等に応じ、政策の見直しや改善
を含む意思決定に有益な情報が得られるよう、評価の方
式の不断の見直しを行うこととする。その際、基本方針
に基づき、各行政機関において、試行的取組の期間等に
新たな政策評価の手法の導入や意思決定過程における活
用方法等の試行的な取組を行うに当たっては、目標管理
型の政策評価の実施に関するガイドライン（平成25年12
月20日政策評価各府省連絡会議了承）に定められた考え
方、内容等に限らず、評価の目的や評価の対象とする政
策等を踏まえた方式を模索していくこととする。
　前述の三つの評価の方式の具体的内容及びそれらを用
いた評価に当たっての留意点は以下のとおりである。
⑴　（略）
⑵　実績評価方式
①～④　（略）

⑴　「政策（狭義）」、「施策」、「事務事業」の区分
　各行政機関が所掌する政策は、いわゆる「政策（狭
義）」、「施策」、「事務事業」の区分に対応しており、そ
のレベルは区々であると考えられる。このため、政策
評価の体系的かつ合理的で的確な実施を確保するため
には、「政策（狭義）－施策－事務事業」などの政策体
系をあらかじめ明示した上で評価を実施することが必
要となる。

　いわゆる「政策（狭義）」、「施策」、「事務事業」の区
分については、一般に以下のような考え方で整理する
ことができる。
「政策�（狭義）」：特定の行政課題に対応するための基

本的な方針の実現を目的とする行政活動の大き
なまとまり。

「施策�」：上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方
針の実現を目的とする行政活動のまとまりであ
り、「政策（狭義）」を実現するための具体的な
方策や対策ととらえられるもの。

「事務�事業」：上記の「具体的な方策や対策」を具現化
するための個々の行政手段としての事務及び事
業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの。

　ただし、上記のような「政策（狭義）」、「施策」及び
「事務事業」の区分は、相対的なものであり、一つの「理
念型」ということができる。現実の政策の態様は多様
であることから、施策が複数の階層から成る場合や事
務事業に相当するものが存在しない場合、一つの施策
や事務事業が複数の政策体系に属する場合など、三つ
の区分に明確に分けることが困難なこともあり得る。
⑵～⑷　（略）
２　評価の方式
　基本方針に掲げられている「事業評価方式」、「実績評
価方式」及び「総合評価方式」の三つの標準的な評価の
方式の具体的内容及びそれらを用いた評価の実施に当
たっての留意点は以下のとおりである。

⑴　（略）
⑵　実績評価方式
①～④　（略）

変更後 現行
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⑤�　目標や指標については、指標の測定のための情報・
データの入手が過重な負担を生ずることのないよう
に、あらかじめその入手方法について検討し、対象
となる政策の特性に応じて適切に設定する。また、
それらを用いた考え方や根拠、目標を達成する手段、
費用等をあらかじめ明示する。これらの事前の想定
等を明示するに当たっては、使いやすく分かりやす
いものとする。

⑥～⑧　（略）
⑨�　評価書の作成に当たっては、使いやすく分かりや
すいものとする。

⑩　（略）
⑶　総合評価方式
①～⑩　（略）
⑪　（削る）

⑷　その他
①�　⑴～⑶に掲げる評価の方式に限らず、企画立案時
に行った評価結果が記載された審議会答申、白書、
計画のフォローアップ、予算編成プロセスで活用さ
れる行政事業レビューシート（「行政事業レビューの
実施等について」（平成25年４月５日閣議決定）に基
づく行政事業レビューの取組において作成されるも
の。）等の評価関連作業についても、意思決定に有益
な情報を提供するものであり、これら評価関連作業
から得られる情報が、政策評価結果と内容が重複し
ていたり、評価に活用できたりするものであること
も考えられる。有効性の観点からの評価を充実させ、
意思決定に有益な情報を得られる評価の実施に注力
する上で、評価関連作業や政策評価から得られる情
報の活用の在り方を整理し、効率的に評価を実施し
ていくことも必要である。そのため、重複している
ものや活用できるものがある場合には、評価関連作
業において作成したものを評価書として代替又は活
用することを推奨する。
②�　評価書は、内容を簡潔に記述することにより、評
価の結果を分かりやすく示すものとするよう留意す
る。評価書が既に簡潔で分かりやすいものとなって
いる場合には、当該評価書を要旨と兼ねるものとし
て位置付け得るものとする。

３　（略）

⑤�　目標や指標については、指標の測定のための情報・
データの入手が過重な負担を生ずることのないよう
に、あらかじめその入手方法について検討し、対象
となる政策の特性に応じて適切に設定する。また、
それらを用いた考え方や根拠、目標を達成する手段、
費用等をあらかじめ明示する。これらの事前の想定
等を明示するに当たっては、使いやすく分かりやす
いものとしていくことに加えて、国民への説明責任
を徹底するため、各行政機関間の統一性及び一覧性
の確保を図ることとし、統一的な標準様式によるこ
とを基本とする。
⑥～⑧　（略）
⑨�　評価書の作成に当たっては、使いやすく分かりや
すいものとしていくことに加えて、国民への説明責
任を徹底するため、各行政機関間の統一性及び一覧
性の確保を図ることとし、統一的な標準様式による
ことを基本とする。また、当該評価書を要旨を兼ね
るものとして位置付け得るものとする。
⑩　（略）
⑶　総合評価方式
①～⑩　（略）
⑪�　審議会等の答申や白書等による分析結果を評価に
積極的に活用することも検討する。

（新設）

３　（略）

変更後 現行
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４　学識経験者の知見の活用
　学識経験者の知見の活用に当たっては、例えば、計画
策定など評価活動全般にわたるものについては学識経験
者から成る政策評価に関する会議を活用したり、個々の
政策の分野に応じて専門的知見を有する学識経験者の意
見を個別、具体的に聴いたりするなど、評価の対象とす
る政策の特性、評価の内容、評価作業の効率性等を踏ま
えつつ、様々な統計データの活用を始め、デジタル技術
の進展等により新たに使用可能となったデータや分析手
段の活用等も念頭に、政策効果を把握する機能の強化や、
意思決定過程における政策評価や行政事業レビュー等の
評価関連作業から得られる情報の活用を推進する観点に
も留意するものとする。
　また、学識経験者の意見内容やそれらを評価結果に反
映した場合はその具体的な反映内容を評価書に明記する
こと等により公表するものとする。
　なお、政策評価審議会と各行政機関の学識経験者等か
ら成る政策評価に関する会議が、適宜、各行政機関にお
ける政策評価の取組の実態等についての情報を交換でき
るようにするなど、総務省において必要な取組を行うも
のとする。
５・６　（略）
附　則
　本ガイドラインは、令和５年４月１日から施行する。

４　学識経験者の知見の活用
　学識経験者の知見の活用に当たっては、例えば、計画
策定など評価活動全般にわたるものについては学識経験
者から成る政策評価に関する会議を活用したり、個々の
政策の分野に応じて専門的知見を有する学識経験者の意
見を個別、具体的に聴いたりするなど、評価の対象とす
る政策の特性、評価の内容、評価作業の効率性等に応じ
たものとなるよう留意するものとする。

　また、学識経験者の意見内容やそれらを評価結果に反
映した場合はその具体的な反映内容を評価書に明記する
こと等により公表するものとする。
　なお、政策評価審議会と各行政機関の学識経験者等か
ら成る政策評価に関する会議が、適宜、各行政機関にお
ける政策評価の取組の実態等についての情報を交換でき
るようにするなど、総務省において必要な取組を行うも
のとする。
５・６　（略）
（新設）

変更後 現行
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⑷�　政策評価に関する情報の公表に関するガイ
ドライン

� 平成22年５月28日
� 政策評価各府省連絡会議了承

　本ガイドラインは、「政策評価に関する基本方針」（平成
17年12月16日閣議決定）に定められている政策評価に関す
る情報の公表に関する基本的な事項を踏まえて、評価書の
作成等について標準的な指針を示したものである。
　本ガイドラインについては、各行政機関における取組の
進展等を踏まえ、所要の見直しを行う。

１　評価書・要旨の作成等
　国民による様々な評価や判断に資するよう政策に関す
る情報を提供することは政策評価の主たる目的の一つで
あり、必要に応じ、評価の対象とした政策に関する情報
を分かりやすく伝える一方で、その詳細な情報について
も国民に提供するため、評価書とその要旨の役割分担を
明確にするものとする。
　また、政策評価を行う過程において使用した資料につ
いては、外部からの検証を可能とするため、適切に保存
するものとする。

　⑴　評価書・要旨の役割分担
　評価書については、法定記載事項を明確に記載し、
評価結果やそれに至るプロセスを行政の外部から検証
できるようにすることに留意するものとする。
　要旨については、評価として備えるべき要素を盛り
込みつつ、国民にとって当該評価書の主な内容が端的
に分かるよう簡潔に作成するものとする。
　各行政機関は、評価書及び要旨の役割の違いに留意
しつつ、⑵に掲げる事項を踏まえ、所管する政策の特
性に応じた評価書の様式を規定するものとする。

　⑵　評価書の作成等に当たっての留意事項
ア�　法定記載事項ごとに記載する標準的な内容は、主
として以下のとおりである。
①　政策評価の対象とした政策
　評価対象政策の目的、目標、手段、根拠法令、
政策体系上の位置付け、背景等を記載する。個々
の公共事業の評価については、概要図又はその所

在情報も記載する。
②�　政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実
施した時期
　部局又は機関については、おおむね課レベルま
で記載するとともに、時期についてはできる限り
具体的に記載する。
③　政策評価の観点
　必要性、効率性、有効性等の観点について、具
体的に当該政策についてどのように当てはめたの
かを記載する。
④　政策効果の把握の手法及びその結果
　政策効果の把握の際に使用した仮定や前提条件
等も含めて記載する。
⑤　学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
　学識経験者の知見の活用の時期及び方法並びに
意見の反映内容の概要を記載する。
⑥�　政策評価を行う過程において使用した資料その
他の情報に関する事項
　評価の過程で使用したデータ、文献等のバック
データの概要、若しくはその所在に関する情報に
ついて記載する。その際、外部からの検証可能性
が確保されることが必要であることに留意する。
ⅰ�　記載に当たっての留意事項は、以下のとおり
である。
ⅰ　データ
・�　データの名称、作成者及び作成時期を評
価書に記載する。また、データには、基準
時点又は対象期間を付記する。
・�　統計法（平成19年法律第53号）第２条第
３項に定める公的統計については、使用し
た集計表の所在情報を評価書に記載する。
ただし、意識調査等については、調査方法、
質問用紙及び使用した集計表の所在情報を
評価書に記載する。
・�　公的統計その他のデータを加工して効果
等を予測・検証したものについては、計算
方法及び計算結果とともに、使用したデー
タの所在情報を評価書に記載する。
・�　定性的なデータ（ケーススタディ、イン
タビュー等における個別事例）については、
データの代表性や客観性に留意して、調査
方法を評価書に記載する。
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ⅱ　文献等
・�　文献等の名称、作成者及び作成時期を評
価書に記載する。

ⅱ�　個々の公共事業の評価については、以下にも
留意する。
・�　便益の算定に関して需要等の予測を行う場
合、予測モデル、当該予測に用いたデータ及
び予測結果の所在情報を評価書に記載する。
・�　費用便益分析については、使用した公的統
計その他のデータの所在情報を評価書に記載
する。
・�　費用便益分析マニュアル等については、公
表する。　

⑦　政策評価の結果
　政策効果の把握の結果を基礎として、学識経験
者の意見等も踏まえ、必要性、効率性、有効性等
の観点に照らして、総合的に導き出された判定、
評価の結論的なコメント及び評価結果の政策への
反映の方向性を記載する。

イ�　政策のコスト・効果については評価書に記載する
などして明示するよう努める。
ウ�　国民にとって分かりやすいものとなるよう、専門
的な用語には解説や注釈を付し、また、図表やグラ
フを積極的に活用する。
エ�　外部からの検証可能性を確保するため、政策評価
の基礎となるデータなど評価に関する情報につい
て、データの解析容易性（ＣＳＶ形式によるデータ
の提供）、印刷容易性（印刷範囲を設定した表計算
ソフトで利用可能なスプレッドシート形式による
データの提供）などに配慮した形で公表するよう努
める。
　また、各行政機関は、学識経験者等が実施する政
策評価の研究を契機とした政策評価の高度化に資す
る観点から、行政機関が収集した統計調査の調査票
情報を学術研究等に活用する統計法に基づく委託に
よる統計の作成等（オーダーメード集計。同法第34
条）及び匿名データの作成・提供（同法第35条及び
第36条）を積極的に進める。さらに、公的統計の提
供も併せて積極的に推進する。
オ�　データ等が不足して外部から検証することができ
ないなどの意見・要望が寄せられた場合は、それら
を基に、外部からの検証可能性を確保するための適

切かつ必要な措置を講ずるよう努める。また、各行
政機関に共通する制度上の課題が生じた場合には、
総務省が考え方を整理して各行政機関に提示する。

２　学識経験者等からなる政策評価に関する会議の公開等
　学識経験者等からなる政策評価に関する会議を開催し
ている場合は、議事要旨、議事録、会議資料を公表する
とともに、会議は原則公開するものとし、一般傍聴を可
能とすることやインターネット配信等の取組を進める。
　各行政機関の国民の意見・要望を受け付けるための窓
口については、その所在や受け付けることとする意見・
要望の内容が国民にとって分かりやすいものとなるよう
努めるとともに、意見・要望の活用の結果について公表
するものとする。

３　その他
　本ガイドラインが定着するまでの間、総務省はフォ
ローアップを行う。
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２　目標管理型の政策評価

⑴�　目標管理型の政策評価の実施に関するガイ
ドライン

� 平成25年12月20日
� 政策評価各府省連絡会議了承

　本ガイドラインは、目標管理型の政策評価（注）の実施
に当たっての基本的考え方、実施内容等を明確化し、各行
政機関における取組の標準的な指針を示したものである。
　本ガイドラインについては、各行政機関の取組の進展等
を踏まえ、必要に応じ、目標管理型の政策評価の改善及び
充実のため、所要の見直しを行う。

（注）「目標管理型の政策評価」とは、行政機関が行う政策の評価に
関する法律（平成13年法律第86号）第６条第２項第６号に定め
る「事後評価の対象としようとする政策」に係る評価のうち「政
策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基
本方針」という。）の別紙に定める実績評価方式を用いた政策評
価及びあらかじめ設定された目標の達成度合いについて評価す
る内容を含む、いわゆる「施策」レベルの政策の事後評価をいう。

記

１　実施に当たっての基本的考え方
　目標管理型の政策評価の実施に当たっては、政策イン
フラとしての利便性を向上させる観点から、政策の目的、
目標、達成手段等から成る政策体系を明確化した上で、
目標の達成度合いについて各行政機関共通の標準的な表
示方法を用いて行うものとする。あわせて、政策の見直
しにより貢献していく観点から踏み込んだ評価を実施す
る取組を進め、また、評価作業の効率化に努めるものと
する。

２　事前分析表の作成
⑴　趣旨
　目標管理型の政策評価においては、目標を適切に設
定することが重要である。その上で、目的、目標（指
標）、それらの達成手段、各手段がいかに目標等の実
現に寄与するか等に係る事前の想定が明確でなけれ
ば、事後において当該想定を検証し、政策の改善に反
映させていくことが困難となる。逆に、事前の想定が
明確であれば、当該想定を検証する事後の評価の簡素
合理化を図っていくことも可能となり得る。

　評価対象となる施策レベルの政策について、要する
コスト（予算・決算情報）とともに、上記のような事
前の想定を分かりやすく重要な情報に焦点を絞った形
であらかじめ整理、公表し、事後に実績を踏まえて検
証していくことは、各行政機関の政策体系の一層の明
確化、外部検証の促進、各行政機関の長等によるマネ
ジメントの強化等に有効と考えられる。
　これらの事前の想定を明示するに当たっては、使い
やすく分かりやすいものとしていくことに加えて、国
民への説明責任を徹底するため、各行政機関間の統一
性・一覧性の確保を図ることが必要であることから、
各行政機関は、別紙１の様式を基本として、評価対象
となる施策ごとに毎年度事前分析表を作成するものと
する。
　なお、評価の対象となる施策の特性や予算の構成等
により、下記の場合など当該様式に修正を加える必要
がある場合は、当該様式の要素を盛り込んだ上で、統
一性・一覧性の確保に留意しつつ修正を行い作成する
ものとする。
・�従前からの評価との連続性の確保や評価結果の活用
等のため、当該様式で定められた事項名とは異なる
ものを併記することが適当な場合
・�記載内容を分かりやすくする等のために、当該様式
の記載事項の他に必要な情報を記入する欄を追加す
る場合（なお、記入すべき情報の分量が多く統一性・
一覧性が著しく損なわれるおそれがある場合は、別
紙に記入するなど適宜工夫するものとする。）
・�評価対象施策の位置付けの明確化等のため、各行政
機関の政策体系の整理に対応した構成とすることが
適当な場合

⑵　事前分析表の作成対象等
　事前分析表の作成対象は、目標管理型の政策評価を
実施する全ての施策とする。
⑶　その他
　作成した事前分析表については、公表するとともに、
総務省行政評価局に送付するものとする。

３　評価書の統一性・一覧性の確保及び評価書の活用
⑴　統一性・一覧性の確保
　目標管理型の政策評価に係る評価書（以下「評価書」
という。）についても、使いやすく分かりやすいもの
としていくことに加えて、国民に対する説明責任を徹
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底するため、各行政機関間の統一性・一覧性の確保を
図ることが必要であることから、各行政機関は、別紙
２の様式を基本として、評価対象となる施策ごとに評
価書を作成するものとする。その際、施策ごとの目標
達成度合いについては、各行政機関共通の区分として、
「目標超過達成」、「目標達成」、「相当程度進展あり」、
「進展が大きくない」、「目標に向かっていない」の５
段階区分を適用し、明示する。
　なお、評価の対象となる施策の特性や予算の構成等
により、下記の場合など当該様式に修正を加える必要
がある場合は、当該様式の要素を盛り込んだ上で、統
一性・一覧性の確保に留意しつつ修正を行い作成する
ものとする。
・�測定結果の分析を踏まえた区分など、従前からの評
価との連続性の確保や評価結果の活用等のため、当
該様式で定められた事項名とは異なるものを併記す
ることが適当な場合
・�記載内容を分かりやすくする等のために、当該様式
の記載事項の他に必要な情報を記入する欄を追加す
る場合（なお、記入すべき情報の分量が多く統一性・
一覧性が著しく損なわれるおそれがある場合は、別
紙に記入するなど適宜工夫するものとする。）
・�評価対象施策の位置付けの明確化等のため、各行政
機関の政策体系の整理に対応した構成とすることが
適当な場合

⑵　その他
　評価書については、原則として８月末を目途に作成、
公表し、総務省行政評価局に送付するものとする。
　その際、基本方針Ⅰ９⑵にいう窓口において、当該
評価書に関する外部からの意見・要望を受け付け、寄
せられた意見・要望については関係する部局等で適切
に活用するものとする。
　また、評価対象施策の改善・見直し等に資するため、
評価書の積極的な活用を図るものとする。

４　政策の見直しに資する踏み込んだ評価の推進
　各行政機関は、政策の見直しにより貢献していく観点
から、下記の点に踏み込んだ総括的な評価を行う。その
際、毎年行っている評価について、業務量、緊急性等を
勘案した周期で行う（基本計画期間内に少なくとも一度
は行う。）こととする一方で、評価を行わない年度にお
いては、あらかじめ設定した目標等の達成度に関して毎

年度実績の測定（モニタリング）を行うといったメリハ
リのある対応等により、評価作業の効率化に努めるもの
とする。
・�想定していなかった外部要因や、目標に掲げられなかっ
た費用等の要素についての分析
・�事前分析表に掲げた達成手段が、当該施策目標へ有効
かつ効率的に寄与しているかについての検証
・�設定していた目標の妥当性と必要な見直し、新たな目
標設定の在り方
・�施策の実施に当たって、目標を達成しなかった原因の
分析や、目標達成に効果のあった取組や工夫等、以後
の施策の企画立案、実施に活用すべきこと

　上記の総括的な評価を行わない年度においてモニタリン
グを行う場合においては、各行政機関は、事前分析表（別
紙１の様式）に記入することを基本とする。
　なお、モニタリングの結果、総括的な評価の必要がある
と認められる場合には、当該年度において総括的な評価を
行う。

５　政策評価と行政事業レビューとの連携の確保について
⑴　政策評価と行政事業レビューの相互活用
　各行政機関は、施策と当該施策を構成する事務事業
に係る状況を一体的に把握し、政策の見直し・重点化、
予算の縮減・効率化等に資するため、目標管理型の政
策評価の実施に当たって、５⑵及び⑶に掲げる取組を
通じ、行政事業レビューとの間で情報等の相互活用を
図るものとする。
⑵　施策と事務事業との対応関係の整理
　各行政機関は、施策と当該施策を構成する事務事業
に係る行政事業レビューの対象事業との対応関係につ
いて、事前分析表の達成手段欄において明確化するも
のとする。
⑶　実施過程における関係部局間の連携等
　各行政機関は、目標管理型の政策評価と行政事業レ
ビューの実施に当たり、「行政事業レビュー実施要領」
において政策評価との連携の取組が推奨されているこ
とを踏まえ、政策評価担当組織と行政事業レビューの
取りまとめ部局との連携を確保するものとする。
（参考）�行政事業レビュー実施要領10⑶政策評価との

連携
②�　このため、各府省は、以下のような取組を進めて
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いくことが推奨される。
ア�　合同のチームによるレビューと政策評価の一体
的な推進
イ�　レビューの外部有識者会合と、政策評価に関す
る外部の有識者によって構成される同種の会合の
合同開催

６　実施時期と経過措置
　本ガイドラインは平成26年度以降に行う政策評価につ
いて適用する。
　平成26年度に実施する施策に係る事前分析表について
は、既に作成しているなど特段の事情がある場合には、
従前の様式を用いることができるものとする。
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選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

○
○
の
形
成
を
通
じ
△
△
の
構
築

達
成

す
べ

き
目

標
目

標
設

定
の

考
え
方

・
根

拠
…
…
と
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
、
○
○
計
画
（
閣
議

決
定
）
に
お
い
て
、
「
○
○
○
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

政
策

評
価

実
施

予
定

時
期

測
定

指
標

施
策

名
□
□
な
△
△
の
向
上

担
当

部
局

名
　
　
　
作

成
責

任
者

名
　
　
　
　
(※

記
入

は
任

意
）

○
○
局
○
○
課

○
○
課
長
　
○
○
　
○

○

○
○
○
事
業
計
画
の
推
進

（
※
５
か
年
計
画
の
場
合
の
記

入
例
）

計
画
対
象

事
業
の
制

度
の
拡
充

2
4
年
度

○
○
事
業

計
画
の
完

了
2
9
年
度

3
5
年
度

予
算
額
計
（
執
行
額
）

関
連
す
る

指
標

・
本
施
策
に
お
け
る
重
点
事
項
を
定
め
て
い
る
○
○
計
画
（
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
○
○
調
査

に
お
け
る
△
△
率
に
つ
い
て
は
、
×
×
年
ま
で
に
□
□
%
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め

施
策

の
進

捗
状

況
（
実

績
）

7
5
%

中
間

段
階

に
お
い
て
5
0
％

に
満

た
な
い
場

合
に
は

、
計

画
の

見
直

し
を
実

施

達
成

手
段

の
概

要
等

5
0
%

2
4
年
度

7
0
%

・
～
に
お
い
て
、
○
○
を
整
備

・
○
○
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
△
△
現
在
…
…
人
い
る
～
に
対
し
、
○
○
を
提
供
、
促
進
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
測
定
指
標
の
○
○
率
を
…
…
%
押
し
上
げ
る
効

果
が
あ
る
と
見
込
ん
で
い
る

・
○
○
整
備
率
：
○
%
（
○
○
の
満
足
度
：
○
%
）

・
～
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
○
○
を
実
施

・
○
○
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
要
な
○
○
な
ど
を
中
心
に
連
続
し
た
△
△
化
を
行
う
地
区
の
総
面
積
が
増
加
し
、
一
層
の
…
…
の
促
進
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
と
見
込
ん
で
い
る

・
○
○
面
積
：
○
㎡
（
○
○
の
利
用
者
：
○
人
）

…
…

…
…

・
□
□
に
お
け
る
第
○
次
△
△
計
画
（
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
平
成
○
年
度
ま
で
に
…
…
○

○
事
業
を
完
了
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め

・
○
○
大
綱
（
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
次
期
通
常
国
会
へ
の
関
連
法
の
改
正
法
案
の
提
出
を
定
め
て
い
る
た
め

平
成
2
6
年

行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー

事
業
番
号

別
紙
１

（
○
○
省
２
６
－
①
）

平
成
26
年
度
実
施
施
策
に
係
る
政
策
評
価
の
事
前
分
析
表
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第
３
節

２ 

目
標
管
理
型
の
政
策
評
価

基準値 目標値 達成

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

基準 目標 達成

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

目標 達成

○年度

施策の分析

目標達成度合いの
測定結果

次期目標等への
反映の方向性

実績値

指標Ｃ

施策の進捗状況（実績）

施策の進捗状況（実績）

学識経験を有する者の知
見の活用

【施策】

【測定指標】

（各行政機関共通区分）

（判断根拠）

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

評
価
結
果

担当部局名
　作成責任者名
　 （※記入は任意）

政策評価実施時期

（※記入は任意）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

測定指標

指標Ａ

年度ごとの目標値

指標Ｂ

年度ごとの目標

繰越し等（c） （※記入は任意）

合計（a＋b＋c） （※記入は任意）

執行額（百万円）

補正予算（b）

達成すべき目標

施策の予算額・執行額等

区分 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a）

（○○省YY－①）

施策名

施策の概要

別紙２

各行政機関共通の５段階区分を記入

測定指標の結果に基づき、上記区分
とした判断根拠を記入

以下の事項について、記入するよう努める
・施策そのものの問題点 ・達成手段が当該施策目標へ有効かつ効率的に寄与しているか
・外部要因等事前に想定できなかったことにより実績に与えた影響

以下の事項について、今後の課題や当該施策に係る問題点を把握した上で、施策、測
定指標ごとに記入

・設定していた目標の妥当性と必要な見直し
・新たな目標の在り方

その外、今後の施策への反映の方向性を記入

平成○年度実施施策に係る政策評価書
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〈別紙１の様式の記入要領〉
※�　本記入要領は、26年度実施施策に係る事前分析表の作
成を前提とした、別紙１の様式の記入に当たっての標準
的な考え方を示したものである。
１�　事前分析表は施策単位で作成し、各欄には数行程度の
簡潔で分かりやすい文章で記入する。
２�　事前分析表の右上に、括弧書きで行政機関名を記入す
るとともに、評価対象施策の実施年度及び施策番号を①
から始まる丸数字番号を順次付し記入する（例：「（○○
省26－①）」）。
　�　なお、施策番号が多いなどの場合には、特定できる形
であれば任意の番号の付し方でも可とする。
３�　「担当部局名」、「作成責任者名」欄には、政策評価を
担当する担当課室、作成責任者の役職・氏名を記入する。
なお、「作成責任者名」欄についての記入は任意とする。
４�　「施策の概要」欄には、「施策名」欄に記入した施策の
概要を記入する。
５�　「政策体系上の位置付け」欄には、各行政機関の政策
体系における、「施策名」欄に記入した施策の上位の政
策（狭義）等を記入する。
６�　「達成すべき目標」欄には、評価対象施策について、
国民に対して「いつまでに、何について、どのようなこ
とを実現するのか」を示す、政策効果に着目した達成す
べき目標を記入する。
７�　「目標設定の考え方・根拠」欄には、達成すべき目標が、
どのような考え方に基づいて設定されたのかについて記
入する。なお、必要に応じ、その根拠となる閣議決定、
政府方針等も記入する。
８�　「政策評価実施予定時期」欄には、政策評価を実施す
る予定の年（和暦）及び月を記入する（例：平成27年８
月）。
９�　「測定指標」欄には、達成すべき目標について達成度
合いを測定するための測定指標を１から始まる算用数字
番号を順次付し記入する（例：１　○○調査における△
△率、２　○○○に占める・・・な△△の割合　等）。
　�　測定指標は、施策の達成状況を適切に説明することが
できるものとする。
　�　また、本欄には、原則として「達成すべき目標」に関
し達成すべき水準が数値化されている測定指標を記入す
る。数値化が困難な場合は、定性的なものであっても可
とするが、「達成すべき目標」に関し達成すべき水準が
具体的に特定され、事後検証が可能なものを記入するも

のとする。例えば、各行政機関における施策の特性によ
り、前述の記入が困難な場合、「施策の進捗状況（目標）」
欄に、評価対象施策に係る各年度の進捗状況などを記入
するなどの対応を行うことも考えられる。
　�　なお、各行政機関における施策の特性により、単年度
で目標（目標値）を設定している場合には、当該目標（目
標値）を記入することも可とする。
10�　「測定指標」欄中、「基準値」欄には、指標を測定する
際に基準とする値及び基準とする年度を記入する。定性
的な測定指標を用いる場合には、それに対応した記入の
仕方を適宜工夫するものとする。
11�　「測定指標」欄中、「目標値」欄には、測定する指標の
目標値及び目標を達成しようとする年度を記入する。定
性的な測定指標を用いる場合には、それに対応した記入
の仕方を適宜工夫するものとする。
12�　「測定指標」欄中、「年度ごとの目標値」欄には、基準
年度から目標年度までの間に、中間的な目標値を設定し
ている場合に記入する。
　�　なお、可能な限り中間的な目標値を設定することとす
るが、設定していない場合、当該欄には、「－」を記入
するものとする。
13�　「測定指標」欄中、「年度ごとの実績値」欄には、基準
年度から評価実施の前年度までの実績値を可能な範囲で
記入する。
14�　「測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）
の設定の根拠」欄には、選定された測定指標がどのよう
な理由で目標の達成状況を測定するために妥当であると
考えたのかについて記入するとともに、設定された目標
値がどのような理由で目標年度までに到達すべき目標値
であると考えたのかについて記入する。また、その根拠
となる閣議決定や政府方針等も記入する。
15�　「達成手段（開始年度）」欄には、達成すべき目標を達
成する手段について⑴から始まる括弧付き算用数字番号
を順次付し、達成手段を記入するとともに、下段に当該
達成手段の開始年度を括弧書きで記入する。
　　その際、以下の点に留意する。
①　内部管理事務に係る共通経費は除く。
②�　予算事業である達成手段については、平成26年行政
事業レビューにおける事業単位で、全て記入するとと
もに、事業名は、平成26年行政事業レビューシートの
事業名を記入する。
③　非予算関連の規制（法律）、租税特別措置等の達成
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手段については、特に有力な達成手段と認められるもの
を記入する。
④�　達成手段が複数の施策に関係する場合には、関係す
る他の施策について上記２で付した事前分析表右上の
番号を括弧書きで記入する（例：（関連：26－①））。
⑤�　達成手段がない施策については、「達成手段（開始
年度）」欄には「－」を記入する。

16�　「予算額計（執行額）」欄には、達成手段のうち予算事
業について、当初予算、補正予算、繰越し等（前年度繰
越し、翌年度繰越しのほか、移流用増減、予備費での措
置等のネット合計額）の合計（一般会計、特別会計を問
わない。）を記入する。また、「23年度」「24年度」欄には、
括弧書きで執行額を記入する。なお、予算事業以外の達
成手段については、記入を要しない。
17�　「当初予算額」欄には、当該達成手段のうち予算事業
について、平成26年度当初予算額を記入する。なお、予
算事業以外の達成手段については、記入を要しない。
18�　「関連する指標」欄には、達成手段に関連している測
定指標について、「測定指標」欄に記入した算用数字番
号を記入する。達成すべき目標に直接関連付けている場
合等については、「－」を記入するものとする。
19�　「達成手段の概要等」欄には、達成手段の概要を記入
するとともに、達成手段を実施することが上位施策の達
成すべき目標の達成又は測定指標の推移にどのように寄
与するのかについて記入する。記入に当たっては、数値
化して記入し、定性的な記述である場合には、どのよう
に寄与するのか具体的に特定するなど、事後的に検証で
きるような内容を記入する。
　�　また、平成26年度における達成手段の達成目標を記入
する。記入に当たっては下記の例のとおり、アウトプッ
ト目標と目標値を記入し、また、括弧書きでアウトカム
目標（設定している場合）と目標値も記入する。

例：○○整備率：○%
　 （○○の満足度：○%）

20�　「平成26年行政事業レビュー事業番号」欄には、達成手
段に係る平成26年行政事業レビュー事業番号を記入する。
　�　なお、非予算関連の規制（法律）、租税特別措置等の
達成手段については、「－」を記入する。
21�　「施策の予算額・執行額」欄には、平成26年行政事業
レビューにおける事業以外のものも含め、一般会計、特
別会計を問わず評価対象施策ごとの合計額を記入する。
年度については、「達成手段（開始年度）」欄に準じて記

入する。
22�　「施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等の
うち主なもの）」欄には、施政方針演説や閣議決定等で
示された目標を「達成すべき目標」としているなど評価
対象施策に関係する内閣としての重要政策の主なものに
ついて、施政方針演説等の名称、年月日（国会会期）及
び関係部分の抜粋を所定欄に記入する。
　�　なお、記入に当たって分量が多くなり過ぎる場合には、
施政方針演説、閣議決定等のどこに記載があるのか具体
的に特定できる形であれば可とする（例：記載箇所の章
又は節の番号を記入するなど）。

〈別紙２の様式の記入要領〉
※�　本記入要領は、別紙２の様式の記入に当たっての標準
的な考え方を示したものである。
１�　目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式は、施
策単位で作成し、各欄には数行程度の簡潔で分かりやす
い文章で記入する。
２�　評価書の右上に、括弧書きで行政機関名を記入すると
ともに、評価対象施策の実施年度及び施策番号を①から
始まる丸数字番号を順次付し記入する（例：「○○省YY
－①」）。
　�　なお、施策番号が多いなどの場合には、特定できる形
であれば任意の番号の付し方でも可とする。
３�　「施策名」欄には、各行政機関において評価の対象と
した施策の名称を記入する。
４�　「施策の概要」欄には、「施策名」欄に記入した施策の
概要を記入する。
５�　「達成すべき目標」欄には、評価対象施策について、
国民に対して「いつまでに、何について、どのようなこ
とを実現するのか」を示す、政策効果に着目した達成す
べき目標を記入する。
６　「施策の予算額・執行額等」欄は、以下のとおりとする。
①�　一般会計、特別会計を問わず評価対象施策ごとの合
計額を直近４か年度分記入する。
②�　移替え経費については、予算計上所管にて把握し、
記入する。
③�　「繰越し等（c）」欄には、前年度繰越し、翌年度繰
越しのほか、移流用増減、予備費での措置等の合計額
をネット（正味）で記入する。
④�　複数施策に関連する予算額・執行額については、
＜＞外書きにて記入する。
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⑤�　前年度分の「繰越し等（c）」欄、「合計（a＋b＋c）」
欄及び「執行額（百万円）」欄についての記入は任意
とする。

７�　「施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等の
うち主なもの）」欄には、施政方針演説や閣議決定等で
示された目標を「達成すべき目標」としているなど評価
対象施策に関係する内閣としての重要政策の主なものに
ついて、施政方針演説等の名称、年月日（国会会期）及
び関係部分の抜粋を記入する。
　�　なお、記入に当たって分量が多くなり過ぎる場合には、
施政方針演説、閣議決定等のどこに記載があるのか具体
的に特定できる形であれば可とする（例：記載箇所の章
又は節の番号を記入するなど）。
８�　「測定指標」欄には、事前分析表で明らかにした達成
すべき目標について、達成度合いを測定するための測定
指標を記入する（例：○○調査における△△率、○○○
に占める…な△△の割合　等（必要に応じ、１から始ま
る算用数字番号を順次付す。））。
　�　また、本欄には、原則として「達成すべき目標」に関
し達成すべき水準が数値化されている測定指標を記入す
る。数値化が困難な場合は、定性的なものであっても可
とするが、「達成すべき目標」に関し達成すべき水準が
具体的に特定され、事後検証が可能なものを記入するも
のとする。例えば、各行政機関における施策の特性によ
り、前述の記入が困難な場合、「施策の進捗状況（実績）」
欄に、評価対象施策に係る各年度の進捗状況などを記入
するなどの対応を行うことも考えられる。
　�　なお、各行政機関における施策の特性により、単年度
で目標（目標値）を設定している場合には、それに対応
した形で記入することも可とする。
９�　「測定指標」欄中、「基準値」欄には、指標を測定する
際に基準とした値及び基準とした年度を記入する。定性
的な測定指標を用いる場合には、それに対応した記入の
仕方を適宜工夫するものとする。
10�　「測定指標」欄中、「目標値」欄には、測定する指標の
目標値及び目標を達成しようとする年度を記入する。定
性的な測定指標を用いる場合には、それに対応した記入
の仕方を適宜工夫するものとする。
11�　「測定指標」欄中、「年度ごとの目標値」欄には、基準
年度から目標年度までの間に、中間的な目標値を設定し
ている場合に記入する。
　�　なお、可能な限り中間的な目標値を設定することとす

るが、設定していない場合、当該欄には、「－」を記入
するものとする。
12�　「測定指標」欄中、「達成」欄には、当該指標の目標が
達成されたか、達成されなかったかを記入する。
13�　「目標達成度合いの測定結果」欄には、目標期間が終
了した時点や政策の改善・見直しに適切に反映できる時
点（長期計画の見直しに反映できる時点等）で、測定指
標により示される「達成すべき目標」の達成度合い及び
達成度合いの判断根拠について記入する。
14�　「目標達成度合いの測定結果」欄中、「（各行政機関共
通区分）」欄には、目標期間が終了した時点や政策の改善・
見直しに適切に反映できる時点（長期の計画の見直しに
反映できる時点等）で、事前分析表において明らかにし
た測定指標における目標を実績に照らし、以下の区分の
いずれに当たるかを記入する。
①�　目標超過達成　全ての測定指標で目標が達成され、
かつ、測定指標の主要なものが目標を大幅に上回って
達成されたと認められるもの
②�　目標達成　全ての測定指標で目標が達成され、かつ、
測定指標の主要なものが目標を大幅に上回って達成さ
れたと認められないもの
③�　相当程度進展あり　一部又は全部の測定指標で目標
が達成されなかったが、主要な測定指標はおおむね目
標に近い実績を示すなど、現行の取組を継続した場合、
相当な期間を要さずに目標達成が可能であると考えら
れるもの
④�　進展が大きくない　一部又は全部の測定指標で目標
が達成されず、主要な測定指標についても目標に近い
実績を示さなかったなど、現行の取組を継続した場合、
目標達成には相当な期間を要したと考えられるもの
⑤�　目標に向かっていない　主要な測定指標の全部又は
一部が目標を達成しなかったため、施策としても目標
達成に向けて進展していたとは認められず、現行の取
組を継続しても目標を達成する見込みがなかったと考
えられるもの

15�　「目標達成度合いの測定結果」欄中、「（判断根拠）」欄
には、
①�　目標超過達成とした場合においては、全ての実績が
目標を達成したこと並びに実績が目標を大幅に上回っ
た測定指標及びその測定指標で実績が目標を大幅に上
回ったとした理由
②�　目標達成とした場合においては、全ての実績が目標
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を達成したこと
③�　相当程度進展ありとした場合においては、相当程度
進展があったと判断した根拠となる測定指標や相当な
期間を要さずに目標達成が可能であるとした理由
④�　進展が大きくないとした場合においては、一定の進
展を示したと判断した測定指標及び一定の進展がある
と判断した理由や相当程度進展があるとは認められな
いとした理由
⑤�　目標に向かっていないとした場合においては、施策
として目標達成に向けて進展を認められないと判断し
た理由
等について記入する。
16�　「施策の分析」欄には、当該施策に係る問題点のほか、
事前分析表に達成手段として掲げた事業が、達成すべき
目標へ有効かつ効率的に寄与しているかについて、及び
外部要因等事前に想定できなかったことにより実績に与
えた影響について分析を行った結果を記入するように努
める。
　�　記入に当たっては、「目標達成度合いの測定結果」欄
に記入した内容を分析し、目標期間全体における取組や
最終的な実績とともに、事前分析表で明らかにした目標
等とその達成手段に係る記入内容等を踏まえ、行政事業
レビューの情報についても適切に活用するものとする。
17�　「次期目標等への反映の方向性」欄には、当期におけ
る施策の達成すべき目標及び測定指標の目標の妥当性を
検証し、必要な場合には見直しを行い、今後の課題や当
該施策に係る問題点を把握した上で、次期の施策の新た
な達成すべき目標及び測定指標の新たな目標の在り方に
ついて記入するように努める。その他、「目標達成度合
いの測定結果」及び「施策の分析」における記入内容並
びに施策の実施状況を踏まえて、今後の施策への反映の
方向性を記入する。記入に当たっては、当該測定結果と
これらを踏まえた反映内容についての因果関係が明確に
分かるように記入する。その際、箇条書きにするなど簡
潔に分かりやすく記入する。
18�　「学識経験を有する者の知見の活用」欄には、学識経
験者の意見内容やそれらを評価結果に反映した場合、学
識経験者の知見の活用の時期及び方法並びに意見の反映
内容の概要を記入する。
19�　「政策評価を行う過程において使用した資料その他の
情報」欄には、評価の過程で使用したデータ、文献等の
バックデータの概要又はその所在に関する情報につい

て、「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライ
ン」（平成22年５月28日政策評価各府省連絡会議了承）
１⑵ア⑥に基づき記入する。
20�　「担当部局名」、「作成責任者名」欄には、政策評価を
担当した担当課室、作成責任者の役職・氏名を記入する。
「作成責任者名」欄についての記入は任意とする。
21�　「政策評価実施時期」欄には、政策評価を実施する年（和
暦）及び月を記入する（例：平成24年８月）。
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⑵　政策評価の標準化・重点化（概要）
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⑶　目標管理型評価の事前分析表に関する作業の合理化について

� 事 務 連 絡
� 令和３年３月17日

各府省政策評価担当官　殿

� 総務省行政評価局政策評価課

目標管理型評価の事前分析表に関する作業の合理化について

　平素から政策評価の推進につきましては、格別の御尽力をいただき厚く御礼申し上げます。
　さて、別途御連絡をさせていただいたとおり、政策評価審議会において、昨年夏より審議を重ねてまいりました、ポスト
コロナ新時代における「行政の評価」の在り方に関する提言については、令和３年３月17日に決定・公表しました。
　審議に当たっては、政策評価の運用実態等の把握のための調査や、一部府省にはワーキング・グループでのヒアリングに
も対応していただくなど、御協力をいただき、ありがとうございました。行政評価局では、今後、本提言を踏まえまして、
政策評価がより良いものとなるよう、各府省の御意見も伺いながら、改善に向けた具体的な検討を進めていきたいと考えて
おりますので、引き続き、御協力をよろしくお願いいたします。

　こうした動きに関連して、行政評価局では、各府省における作業の合理化等の観点から、上記の検討を待たずとも対応で
きることは速やかに実行していきたいと考えております。その一環として、昨年10月に実施した政策評価の運用実態等の把
握のための調査において、一部府省から、目標管理型評価の事前分析表について、「達成手段（開始年度）」欄への行政事業
レビューシートからの転記等の作業に多大な労力を要している旨の回答があったことなどを踏まえ、下記のとおり周知いた
します。
　なお、引き続き、関係部局と協力しながら、政策評価と行政事業レビューとの関係の整理を行ってまいります。

記

　目標管理型の政策評価の実施に関して、総務省は、標準的な指針として、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイド
ライン」（平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」という。）を示し、ガイドライン別紙１の
様式を基本とし、各行政機関において事前分析表を作成することとしている。

　ガイドライン別紙１で示す事前分析表の様式のうち、「達成手段（開始年度）」欄に記載する事業が、行政事業レビューの
対象事業となる場合、「予算額計（執行額）」、「当初予算額」及び「達成手段の概要等」の各欄の記載については、当該事業
の行政事業レビューシートを参照することで内容が確認できることを前提として、行政事業レビューシートに記載のあるも
のについては、必要に応じてその記載を省略することも可能であることを確認する。

　また、上記を踏まえ、事前分析表の記載を簡略化する場合には、国民に対し分かりやすく情報提供を行う観点から、例え
ば、当該事前分析表に関係する行政事業レビューシートを添付する、「達成手段の概要等」の欄に、対応する行政事業レビュー
シートのURLを掲載する等、必要な情報が容易に検索・入手できる形で公表がされるよう、検討・調整を行うものとする。
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３　公共事業に係る政策評価の枠組

公共事業に係る政策評価の枠組み
●公共事業に係る政策評価の概要等
○ 公共事業は、国民生活や社会経済に与える影響が大きいことや多額の費用を伴うことから、その必要性、効率性、
有効性などを評価する必要があり、政策評価法等において、事前・事後評価が義務付けられている。

○ 公共事業の所管省（※）は、対象事業ごとに、事前・事後評価を実施し、結果を公表
※ 農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

○ 公共事業に係る政策評価の種類は以下のとおり。
・ 事前評価（新規事業採択時評価）

新規事業の採択時に評価を行うもの（事業費10億円以上を要することが見込まれるものは義務付け）
・ 事後評価（再評価）

事業採択時から5年経過した時点で未着工、事業採択時から10年経過した時点で継続中の事業等について改めて評価事業の
見直しや、事業の継続が適当と認められない場合は事業の中止を判断する要素とするもの

・ 事後評価（完了後の評価）
事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を実施。必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、以後の同種事業

の計画・調査の在り方や評価手法の見直し等に反映するもの

事前評価（評価書の作成・公表） 再評価（評価書の作成・公表） 完了後の事後評価

＜新規事業採択＞ ＜着工中＞ ＜事業完了＞

5年未着工
10年未了 一定期間

経過後
所管省

公共事業に係る政策評価の枠組み

●公共事業所管省と所管事業の例

⇒各省は、事業の特性に応じた効果の把握の方法や、貨幣換算する手法、計測すべき便益の範囲など
について、有識者の研究会などを立ち上げて事業ごとにマニュアルを作成し、必要に応じて改訂して
いる。

所管省 所管公共事業（具体例）
農林水産省 農業農村整備事業、林野公共事業、水産関係公共事業
経済産業省 工業用水道事業

国土交通省 都市公園等事業、下水道事業、道路事業、街路事業、河川及びダム事業、鉄
道関係公共事業、港湾関係事業、航空関係公共事業、水道施設整備事業 等

環境省 廃棄物処理施設整備に関する国庫補助事業、自然公園等事業
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公共事業に係る政策評価の枠組み
●公共事業に係る政策評価の手法等
○ 公共事業は多額の費用を要することから、ある事業がその投資に見合った成果を得られるものであるかどうかを
確認することが重要

○ 公共事業評価においては、一般的に費用便益分析を行い、事業の投資効率性を評価
○ 費用便益分析
・公共事業に要する費用、その事業から得られる便益を、貨幣換算して推計し、事業の投資効率性を評価する手法
・評価指標：費用便益比（B/C : Cost Benefit Ratio）B：事業効果の総現在価値、C:費用の総現在価値
・一般的に、B/C≧1.0が、事業採択の際の重要な要素とされている。

［便益の算定方法の例］
手法 内容等

回避支出法 ・需要者がリスクを埋め合わせる（望ましく状態を回避する）ために支出する費用を、事業実施の価値とみなす便益の算定方法
・例えば、
施設が整備されない⇒不便等が発生⇒不便回避のための代替手段
施設の整備⇒代替手段に要する費用が不要⇒当該費用分を便益として算定

仮想的市場評価法
（Contingent Valuation
Method : CVM）

・利用者等が整備した施設等（サービス等）に対して支払ってもよいと考える金額を、事業実施の価値とみなす便益の算定方法
・把握方法等：地域住民等へのアンケート調査等
・「移動時間の短縮」、「輸送費の削減」などに加え、「魅力の向上」、「自然環境改善」、「景観保全」など、市場で価格が
形成されない価値を捉えるために用いられる方法。

旅行費用法（Travel Cost
Method : TCM）

・景観を含む環境資源やレクリエーション施設等を訪れて、利用者が支払う（又は支払う意思のある）交通費等の費用と、利用
のために費やす時間の機会費用を合わせた旅行費用を求め、事業実施の価値とみなす便益の算定方法

代替法 ・評価対象とする事業と同様な便益をもたらす他の市場財で代替して供給することとした場合に必要とされる費用を、当該事業
の価値とみなす便益の算定方法
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４　規制の政策評価
⑴　規制の政策評価の実施に関するガイドライン

� 平成19年８月24日
� 政策評価各府省連絡会議了承
� 平成29年７月28日
� 一 部 改 正
� 令和６年３月15日
� 一 部 改 正

　本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）、「政策評価に関する基本方針」（平
成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）及び「政策評価の実施に関するガイドライン」（平成17年12月16日政
策評価各府省連絡会議了承。以下「政策評価ガイドライン」という。）の枠組みの下、規制の新設又は改廃に係る政策の事
前評価及び事後評価を効果的かつ効率的に実施し、もって政策の意思決定や国民への説明に資するよう、規制の事前評価書
及び事後評価書の標準的な作成手順等を示したものである。
　本ガイドラインについては、各府省における取組の進展や諸外国での先行的な取組の成果を踏まえ、必要に応じて所要の
見直しを行う。

Ⅰ　評価に当たって
　規制は、社会秩序の維持、生命の安全、環境の保全、消費者の保護等の行政目的のために、国民の権利を制限し、又は
国民に義務を課すものである。このため、規制の新設又は改廃の検討に際しては、国民への権利の制限や義務の賦課が必
要以上に行われていないかに留意しながら、公正・客観的なデータや情報に基づいて政策評価を行う必要がある。また、
その際には、利害関係者との調整などを行いながら、規制の新設又は改廃に対する社会的なコンセンサスの醸成を図って
いくことが重要である。

Ⅱ　評価の方法
１　評価の対象
　規制の事前評価は、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第３条第６号に規定す
る規制の新設又は改廃を目的とする政策に対して実施する。また、規制の事後評価は、基本方針Ⅰ５カ（イ）に基づき、
規制の事前評価の実施が義務付けられた政策に対して実施する。以下に評価の対象とはならない具体例を掲げるが、こ
れ以外の規定についても、作用の内容の性質に応じて判断する。
　なお、規制の政策評価を行うことが義務付けられた規制以外のものについても、基本方針Ⅰ４カ及びⅠ５カ（イ）に
基づき、積極的かつ自主的に規制の政策評価を行うよう努める。
①　一般国民と行政機関との関係とは異なる関係を行政機関との間で有する者に対する作用である規定
・�　国の行政機関又は地方公共団体に対して、その固有の資格により適用される規定
・�　特別の法律により設立される法人、国により行政上の事務を行うこととされる法人等、法令上国との間で一般国
民とは異なる特別の関係に立つ法人に対し、当該法人のみに適用される規定。具体的には独立行政法人、地方独立
行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、認可法人又は指定法人（法令上指定又はこれに類す
る行政行為が予定されていないが、当該法人のみが行う公的業務が定められている法人を含む。）及びこれに類す
るもののみに適用される規定（指定法人については、指定に関係する規定に限る。）
・�　憲法や行政法（通説や判例において確立された解釈を含む。）において一般国民とは異なる取扱いが予定されて
いる者に対し、当該者のみに適用される規定。具体的には公務員又は公務員であった者、行政機関や国立大学法人
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が設置する学校の学生や生徒、矯正・留置施設に収容・留置されている者、保護観察に付されている者などのみに
適用される規定
・�　外国人又は外国法人のみに適用される規定
②�　犯罪及びこれに対する刑罰を一体として定める規定（犯罪の構成要件に当たる行為が行政機関による勧告や処分の
対象とされているなど、行政機関が一定の行政目的を実現するために企画及び立案したものという性格を強く有して
いる場合における当該部分を除く。）。なお、罰則のうち刑罰の内容を定める部分のみでは、国民の権利を制限し、又
はこれに義務を課する作用には該当しない（行政処分を定める規定のうち処分の内容を定める部分についても同様で
ある。）。
③�　市民社会における対等な私人間のルールを定める規定
・�　民法、商行為法等に定める対等な私人間の関係を規律するための規定。なお、消費者や投資家の保護等のため契
約又は取引の当事者の一方のみに義務を課している場合は対等ではない。

④　国民の権利を制限し、又は義務を課す作用を実質的に持たない規定
・�　違反に対する措置の定めのない努力義務規定
⑤　社会通念に照らして行政目的によるものではないことが明らかである規定
・�　行政サービス提供の対価としての手数料、負担金等の徴収に関する規定
・�　行政機関が契約の当事者の一方である場合に契約の適正な履行を確保するための規定

２　評価の単位
⑴　上位法令と下位法令にわたる単位（縦の単位）
　上位法令と下位法令の条項の規定が一体となって規制の内容を構成しているものについては、適切な評価の単位を
設定して事前評価を行う。上位法令と下位法令について同時期に一括して評価を実施した場合に、法令レベルごとに
評価書を作成するのか、又は一括して評価書を作成するのかは各府省の判断による。
　なお、上位法令と下位法令について一括して評価を実施した時点から、下位法令の内容に実質的に変更が生じるな
ど、評価を行う必要が生じた場合においては、下位法令の改正時点で、改めて当該下位法令について評価を実施する。

⑵　複数条項にわたる単位（横の単位）
　関連する規制の内容が同一法令の複数の条項や複数の法令の条項にわたる場合は、個別の事例において発生する効
果と負担の関係を分析するのに適した評価の単位で評価を行う。

（参考）
評価の単位の例
①　関連する複数の条項を一括して評価の単位とするもの
　�（許認可等規制の主要な部分を規定した条項と、これに付随する許認可の取消、変更、是正命令、遵守基準を規定
する条項）

②　個別の条項を評価の単位とするもの
　（個別の作為又は不作為（禁止）を命ずる条項、行政機関の命令権限を単独で規定する条項）

３　事前評価の内容
⑴　規制の必要性・有効性・妥当性
ア　規制の必要性・有効性
　規制の新設又は改廃が必要となっている現状及び課題を具体的・論理的に説明する。例えば、関連する現在の制
度や政策体系はどのようになっているのか、社会経済情勢等の変化を受けてどのような課題が発生している又は発
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生するおそれがあるのか、課題の発生原因は何か、直ちに課題を解消・予防しなければならない社会的ニーズはあ
るのかなどに留意して説明する。その上で、どのような内容の規制の新設又は改廃が必要で、それが課題の解消・
予防のためにどのように有効に作用するのか政策効果の発現経路を明確にしながら説明する。

イ　規制の妥当性（その他の手段との比較検証）
　国民への権利の制限や義務の賦課を最小限にする観点から、例えば規制の新設・拡充の場合であれば、導入しよ
うとする規制手段のほか、より緩やかな規制手段（例：適用対象の縮小、適用内容の緩和、適用期間の短縮など）
又は非規制手段も含めて比較検証した上で、導入しようとする規制手段の妥当性を明らかにする。
　比較検証の際には、より緩やかな規制手段又は非規制手段であっても必要となる課題の解消・予防の程度を確保
できると見込まれる場合は、下記⑵に準じて効果と負担の把握を行う。

⑵　効果と負担の把握
　客観的な政策評価を行うためには、規制の新設又は改廃に伴う効果と負担は可能な限り定量化（金銭価値化する場
合も含む。以下同じ。）して示すことが望ましい。例えば規制の新設・拡充の事前評価に際しては、どの程度の課題
の解消・予防のためにどの程度の負担を負うことになるのかが論点となるところ、これらについて規制対象者をはじ
めとした利害関係者が比較考量できるよう公正・客観的なデータや情報に基づいて定量化しておくことが重要である。
　効果と負担の推計は、「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況（ベースライン）」と「当該
規制の新設又は改廃を行った場合に生じると予測される状況」とを比較することによって行う。ベースラインは、規
制の新設又は改廃を行う直前の状況又はこれを行わなかった場合に想定される数年後の状況のいずれかとする。効果
と負担の定量化ができない場合は、定性的に分かりやすく説明する。
　政策評価時点において、定量化のために必要な事項が当該規制の根拠となる法律（評価時点では法律案）において
下位法令に委任されていることなどにより、定量化が困難な場合、その後の下位法令の検討の中で定量化が可能となっ
た時点（行政手続法（平成５年法律第88号）に基づく意見公募手続（以下「パブリックコメント」という。）まで）
において、その内容を明らかにすることが望ましい。
　政策評価において用いたデータや文献等については、それらの概要や所在に関する情報を評価書に記載する。
　なお、競争状況に与える影響については、公正取引委員会が別に定めるところにより把握し、競争に影響を及ぼす
可能性があるとの結果となった場合には、その旨を規制の事前評価書へ記載する。

ア　効果の把握
　規制の政策評価においては、効果とは、課題の解消・予防自体であり、規制の新設又は改廃の有効性を説明する
観点から、可能な限り定量的に推計する。定量化に当たっては、推計値の概算やその範囲を示す最小値・最大値な
どを記載することでも差し支えない。
　事前評価の段階で効果の定量化ができない場合には、その理由と事後評価までにどのような指標の実績値を把握
しながら定量化していくかの工程を事前評価書に記載する。

イ　負担の把握
　負担は、①規制対象者の負担（遵守費用）、②規制実施者の負担（行政費用）、③規制緩和・廃止により顕在化す
る負担、④その他の負担に分類される。特に①から③の負担については、可能な限り定量的に推計する。定量化に
当たっては、推計値の概算やその範囲を示す最小値・最大値などを記載することでも差し支えない。
　事前評価の段階で負担の定量化ができない場合には、その理由と事後評価までにどのような指標の実績値を把握
しながら定量化していくかの工程を事前評価書に記載する。
　④の負担についても、社会的なコンセンサスの醸成を図っていく上で重要であることから、想定される内容を幅
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広に把握し、必要に応じて定量的に推計する。
　なお、初期に必要となる負担、継続的に必要となる負担、将来の一定の時期に必要となる負担など様々な負担の
発生時期が想定される場合、必要に応じてそれらの内容及び発生時期を示す。
①　遵守費用
　�　規制を受ける国民が規制を遵守するために負担する費用で、設備投資、物品購入、手数料、申請等の行政手続、
検査・監督への対応などが含まれる。
②　行政費用
　�　行政機関が規制を実施するために負担する費用で、システム構築、申請等への対応、検査・監督の実施などが
含まれる。
③　規制緩和・廃止により顕在化する負担
　�　これまで規制により解消・予防されていた課題が規制緩和・廃止によって顕在化する負担で、例えば、CO2対
策設備の設置義務緩和に伴うCO2排出量の増加などがある。
④　その他の負担
　�　規制の新設又は改廃に伴い間接的に発生する負担で、例えば、CO2対策設備の設置義務化に伴う新規参入事業
者数の減少などがある。

⑶　利害関係者からの意見聴取
　審議会等その他の会合での利害関係者からの意見聴取の実施状況や主な意見内容などを記載するとともに、関連す
る議事録をインターネット上で公表している場合にはその掲載先URLを記載する。

⑷　事後評価の実施時期
　新設又は改廃した規制がその後の社会経済情勢等に照らしても継続されるべきか否かの検討を行う事後評価に関
し、その検討の開始時期を記載する。法令に見直し条項（一定期間経過後に当該規制の見直しを行う旨の条項）があ
るものについては当該条項に定められた時期を、それ以外のものについては事前評価書の作成又は当該規制の開始か
ら最長で５年後を事後評価の実施時期とする。

４　事後評価の内容
⑴　事後評価結果の概要
　事後評価では、新設又は改廃された規制を引き続き継続すべきか否かを検討する。その際には、①事前評価書に対
する指摘事項への対応状況、②事前評価時の推計値と事後評価時の実績値が大きく異なった指標の差異分析、③事前
評価時には定量化できなかった指標の定量化などを踏まえた上で、今後の対応を判断する。
　事後評価書では、その概要として、今後の対応のほか、効果と負担の概況を記載する。

⑵　事前評価時の予測との比較
　事前評価の段階では、推計値をもって規制の新設又は改廃の是非を判断することとなるが、最終的には事後評価の
段階において、実績値で再度検証することなどを経て、当該規制を継続すべきか否かを判断することとなる。このた
め、実績値の把握が可能となった事後評価の段階で、事前評価時の判断に影響を及ぼすような差異が生じていないか
を確認しておく必要がある。推計値と実績値に差異が生じたとしてもそのこと自体は何ら問題はなく、むしろその差
異の原因を適切に検証することが重要である。
　事後評価書では、効果と負担に関する指標について、事前評価時の推計値と事後評価時の実績値を記載した上で、
差異が生じている場合にはその理由を記載する。また、事前評価時には定量化できなかった指標の定量化に関する取
組の結果を記載する。その他の負担については、今後の対応の判断に影響するものは、その内容を記載するとともに、
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必要に応じて可能な範囲で定量化する。
　なお、事前評価時の判断に影響を及ぼすような差異を把握するに当たっては、データ等で必ずしも明らかにならな
い差異を見落とすことのないよう、当事者である利害関係者からの情報提供により把握することが望ましい。また、
事前評価の段階では意図していなかった差異が把握された場合は、その旨を明記することが望ましい。

⑶　考察
　事前評価書に対する指摘事項への対応内容や事前評価時の推計値と事後評価時の実績値が大きく異なった指標への
対応内容などを記載した上で、今後の対応の内容について記載する。
　事前評価書に対する指摘事項への対応内容については、①国会審議での指摘、②パブリックコメントでの指摘、③
政策評価に関する国民からの意見・要望を受け付けるための窓口に寄せられた指摘、④総務省行政評価局による事前
評価書の点検での指摘などに対する対応状況を記載する。

５　簡素化した評価書の利用
　規制の政策評価は、規制の新設又は改廃に伴う社会、経済、環境等への影響の重要性に応じてメリハリをつけて行う。
このため、規制の新設又は改廃の判断に際して行政に裁量の余地がないなど政策評価を実施することの重要性の低い以
下に掲げる要件に該当する規制については、簡素化した評価書を利用できるものとする。
　なお、簡素化した評価書の記載手順や記載方法などについては、別添１「評価書様式と記載要領」を参照する。
①�　規制の新設・拡充措置であって、負担の合計が年間10億円未満、かつ、個々の規制対象者の遵守費用が１回当たり
１万円未満と推計※されるもの
※�　設備投資に関しては、一定の設備投資を伴う規制の場合は、初年度を中心とした設備投資額の総額を対象とする。
また、初期の設備投資を必要としない規制の場合は、10年間程度の設備の維持管理費用の総額を目安とする。

②　規制の緩和・廃止措置であって、負担の合計が年間10億円未満と推計されるもの
③　国際条約等の批准等に基づく措置であって、その内容に裁量の余地がないもの
④�　他の法令で具体の規制内容が定まるものであって、評価対象となる規制の規定が含まれる法令ではその内容に裁量
の余地がないもの
・�　具体の規制内容は下位法令に委任しているもの
・�　ある規制の内容を他の法令から準用している場合であって、当該法令の改廃に伴い、当該規制の内容を機械的に
改廃する必要があるもの

⑤　科学的知見に基づく措置であって、その内容に裁量の余地がないもの
・�　研究者等専門家の知見や実証実験結果といった科学的知見に基づく措置であって、その内容、度合い等について
行政に裁量の余地がないもの。ただし、当該措置により重要な効果の喪失や重要な行動変容など※が発生する可能
性があるものについては適用しない。
※�　例えば、ある物質を規制することで、これまで医療など有益な用途に使っていたものが使えなくなる、代替さ
れた別物質がまた異なる負担をもたらす可能性が高いなどが想定される。

⑥　規制の対象区域・内容が予測又は特定できないもの
・�　災害発生時に発動される規制のように、災害の種類・程度により規制の対象区域・内容が大きく異なることから、
事前評価を行うことに限界があるもの

⑦　何らかの理由により緊急に対応する必要があるもの
・�　事前評価に時間を割けない合理的理由がある場合に、避難的措置として、簡素化した評価を実施し、最低限の説
明責任を果たすもの。ただし、事後評価書は通常版を使用する。
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Ⅲ　その他留意すべき事項
１　国民の意見表明・意見提出の機会の確保
⑴　利害関係者からの意見聴取
　規制の新設又は改廃の検討に際しては、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」（平成11年４月27日閣議決定）
別紙３の３⑶の趣旨を踏まえ、審議会等その他の会合において利害関係者から意見聴取するものとする。

⑵　事前評価書の公表と国民からの意見・要望の受付
　規制の新設又は改廃が、法律案又はパブリックコメント制度が適用されない政令案による場合は閣議決定の日まで
に、パブリックコメント制度が適用される政令案による場合はパブリックコメント時に、事前評価書を公表する。な
お、パブリックコメント制度が適用される政令案による場合は、e-Govのウェブサイト（www.e-gov.go.jp）において
パブリックコメントに付される政令案の「関連資料」とする。
　各府省は、基本方針Ⅰ９⑵に基づいて整備した窓口において、事前評価書に対する国民からの意見・要望を受け付
ける。

２　政策評価の計画的な実施
　規制の新設又は改廃の検討に際しては、各府省の官房の政策評価担当及び法令審査担当並びに法令所管部局などが連
携して、政策評価を要する案件を早期かつ確実に把握するとともに、別添２「事前評価と事後評価に係る作業フロー概
況」及び別添３「規制のライフサイクルの各段階における事前評価の活用」を参照しながら、政策評価を計画的に実施
し、事前評価の段階的着手に努める。

３　要旨の作成・公表
　政策評価ガイドライン２⑷②の趣旨を踏まえ、別添１「評価書様式と記載要領」に基づいて作成された規制の政策評
価に係る評価書は、要旨を兼ねるものとする。ただし、必要に応じて、別途、要旨を作成して公表することを妨げない。

４　総務省との協同作業など
　各府省は、効果と負担の定量化について具体の計算方法や算出程度に不安等がある場合には、総務省に相談すること
ができる。総務省は、必要に応じて有識者の支援も受けながら、各府省と協同して定量化の方法や程度を検討する。
　また、総務省は、毎年、各府省に対して事前評価及び事後評価の作業の進め方や留意点などについて説明する機会を
設ける。

５　本ガイドラインの改正前に実施された事前評価に係る事後評価
　本ガイドラインの改正前に事前評価書を作成した場合には、改正前のガイドラインに基づいて事後評価書を作成する
ことができる。

別添１：評価書様式と記載要領
別添２：事前評価と事後評価に係る作業フロー概況
別添３：規制のライフサイクルの各段階における事前評価の活用
別添４：規制手段と非規制手段の種類
別添５：原単位データ等資料
別添６：事前評価と事後評価における費用及び効果の定量化の状況
別添７：よくある質問
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⑵　規制の政策評価の実施に関するガイドライン　別添　評価書様式

【様式１】                            

規制の事前評価書 

 

法 令 案 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規 制 の 区 分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局 ：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

１ 規制の必要性・有効性 

 

【新設・拡充】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を新設・拡充する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制新設・拡充の内容＞ 

・  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を緩和・廃止する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制緩和・廃止の内容＞ 

・  

 

２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証） 

 

【新設・拡充】 

＜その他の規制手段の検討状況＞ 

□検討した □検討しなかった 

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由） 

・  

＜その他非規制手段の検討状況＞ 

□検討した □検討しなかった 

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由、既に導入済みの非規制手段の内容） 

・  

３ 効果（課題の解消・予防）の把握 

 

【新設・拡充】 
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・  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

・  

 

 

４ 負担の把握 

 

【新設・拡充】 

＜遵守費用＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・ 

＜その他の負担＞ 

・  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜規制緩和・廃止により顕在化する負担＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・  

＜その他の負担＞ 

・  

 

 

５ 利害関係者からの意見聴取 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

□意見聴取した □意見聴取しなかった 

（意見聴取しなかった理由） 

 □具体の規制内容は下位法令に委任するため、意見聴取する中身がない 

 □遵守費用が発生せず、意見聴取する理由がない 

 □参加者の抽出又は参集が困難なため、別途、アンケート調査を行っている 

 □他の府省で、別途、関連する意見聴取を行っており、それを参考にしている 

 □その他 

（具体の理由：   ） 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・ 

 

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

・ 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

・ 
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６ 事後評価の実施時期 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

＜見直し条項がある法令案＞ 

・  

＜上記以外の法令案＞ 

・  
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【様式２―①】                            

規制の事前評価書（簡素化 A） 

 

法 令 案 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規 制 の 区 分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

★ 本様式を利用するに当たり、下記表に掲げるⅰ又はⅱのいずれの要件に該当するか、番号を記載してください。 

  また、当該要件を満たしていると判断される理由を記載してください。 

 

（該当要件） 

        

 

（該当理由） 

・  

 

 

表：規制の事前評価書（簡素化）の適用要件 

NO 該当要件 

ⅰ 規制の新設・拡充措置であって、負担の合計が年間 10 億円未満、かつ、個々の規制対象者の遵守費用が 1 回当たり１万円未満と推

計※されるもの（様式２―①） 

※ 設備投資に関しては、一定の設備投資を伴う規制の場合は、初年度を中心とした設備投資額の総額を対象とする。また、初期の設

備投資を必要としない規制の場合は、10 年間程度の設備の維持管理費用の総額を目安とする。 

 

ⅱ 規制の緩和・廃止措置であって、負担の合計が年間 10 億円未満と推計されるもの（様式２―①） 
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１ 規制の必要性・有効性 

 

【新設・拡充】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を新設・拡充する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制新設・拡充の内容＞ 

・  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を緩和・廃止する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制緩和・廃止の内容＞ 

・  

 

 

２ 効果（課題の解消・予防）の把握 

 

【新設・拡充】 

・  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

・  

 

 

３ 負担の把握 

 

【新設・拡充】 

＜遵守費用＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜規制緩和・廃止により顕在化する負担＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・  
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４ 利害関係者からの意見聴取 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

□意見聴取した □意見聴取しなかった 

（意見聴取しなかった理由） 

 □具体の規制内容は下位法令に委任するため、意見聴取する中身がない 

 □遵守費用が発生せず、意見聴取する理由がない 

 □参加者の抽出又は参集が困難なため、別途、アンケート調査を行っている 

 □他の府省で、別途、関連する意見聴取を行っており、それを参考にしている 

 □その他 

（具体の理由：   ） 

 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・ 

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

・ 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

・ 

 

 

５ 事後評価の実施時期 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

＜見直し条項がある法令案＞ 

・  

＜上記以外の法令案＞ 

・  
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【様式２―②】                            

規制の事前評価書（簡素化 B） 

 

法 令 案 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規 制 の 区 分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

★ 本様式を利用するに当たり、下記表に掲げるⅲ～ⅴのいずれの要件に該当するか、番号を記載してください。 

  また、当該要件を満たしていると判断される理由を記載してください。 

 

（該当要件） 

        

 

（該当理由） 

・ 

 

 

表：規制の事前評価書（簡素化）の適用要件 

NO 該当要件 

ⅲ 国際条約等の批准等に基づく措置であって、その内容に裁量の余地がないもの （様式２―②） 

 

ⅳ 他の法令で具体の規制内容が定まるものであって、評価対象となる規制の規定が含まれる法令ではその内容に裁量の余地がないもの 

（様式２―②） 

・ 具体の規制内容は下位法令に委任しているもの 

・ ある規制の内容を他の法令から準用している場合であって、当該法令の改廃に伴い、当該規制の内容を機械的に改廃する必要があ

るもの 

 

ⅴ 科学的知見に基づく措置であって、その内容に裁量の余地がないもの （様式２―②） 

・ 研究者等専門家の知見や実証実験結果といった科学的知見に基づく措置であって、その内容、度合い等について行政に裁量の余

地がないもの。ただし、当該措置により重要な効果の喪失や重要な行動変容など※が発生する可能性があるものについては適用しな

い。 

※ 例えば、ある物質を規制することで、これまで医療など有益な用途に使っていたものが使えなくなる、代替された別物質がまた異な

る負担をもたらす可能性が高いなどが想定される。 
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１ 規制の必要性・有効性 

 

【新設・拡充】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を新設・拡充する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制新設・拡充の内容＞ 

・  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を緩和・廃止する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制緩和・廃止の内容＞ 

・  

 

２ 効果（課題の解消・予防）の把握 

 

【新設・拡充】 

・  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

・  

 

３ 負担の把握 

 

【新設・拡充】 

＜遵守費用＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・ 

＜その他の負担＞ 

・  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜規制緩和・廃止により顕在化する負担＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・  

＜その他の負担＞ 

・  
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４ 利害関係者からの意見聴取 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

□意見聴取した □意見聴取しなかった 

（意見聴取しなかった理由） 

 □具体の規制内容は下位法令に委任するため、意見聴取する中身がない 

 □遵守費用が発生せず、意見聴取する理由がない 

 □参加者の抽出又は参集が困難なため、別途、アンケート調査を行っている 

 □他の府省で、別途、関連する意見聴取を行っており、それを参考にしている 

 □その他 

（具体の理由：   ） 

 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・ 

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

・ 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

・ 

 

 

５ 事後評価の実施時期 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

＜見直し条項がある法令案＞ 

・  

＜上記以外の法令案＞ 

・  
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【様式２―③】                            

規制の事前評価書（簡素化 C） 

 

法 令 案 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規 制 の 区 分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

★ 本様式を利用するに当たり、下記要件ⅵを満たしていると判断される理由を記載してください。 

 

（該当要件） 

    ⅵ   

 

（該当理由） 

・ 

 

 

表：規制の事前評価書（簡素化）の適用要件 

NO 該当要件 

ⅵ 規制の対象区域・内容が予測又は特定できないもの （様式２―③） 

・ 災害発生時に発動される規制のように、災害の種類・程度により規制の対象区域・内容が大きく異なることから、事前評価を行うことに

限界があるもの 
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１ 規制の必要性・有効性 

 

【新設・拡充】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を新設・拡充する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制新設・拡充の内容＞ 

・  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を緩和・廃止する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制緩和・廃止の内容＞ 

・  

 

 

２ 効果（課題の解消・予防）の把握 

 

【新設・拡充】 

・  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

・  

 

 

３ 負担の把握 

 

【新設・拡充】 

＜遵守費用＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・ 

＜その他の負担＞ 

・  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜規制緩和・廃止により顕在化する負担＞ 

・  
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＜行政費用＞ 

・  

＜その他の負担＞ 

・  

 

 

４ 利害関係者からの意見聴取 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

□意見聴取した □意見聴取しなかった 

（意見聴取しなかった理由） 

 □具体の規制内容は下位法令に委任するため、意見聴取する中身がない 

 □遵守費用が発生せず、意見聴取する理由がない 

 □参加者の抽出又は参集が困難なため、別途、アンケート調査を行っている 

 □他の府省で、別途、関連する意見聴取を行っており、それを参考にしている 

 □その他 

（具体の理由：   ） 

 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・ 

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

・ 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

・ 

 

 

５ 事後評価の実施時期 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

＜見直し条項がある法令案＞ 

・ 

＜上記以外の法令案＞ 

・  
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【様式２―④】                            

規制の事前評価書（簡素化 D） 

 

法 令 案 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規 制 の 区 分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

★ 本様式を利用するに当たり、下記要件ⅶを満たしていると判断される理由を記載してください。 

 

（該当要件） 

    ⅶ   

 

（該当理由） 

・ 

 

 

表：規制の事前評価書（簡素化）の適用要件 

NO 該当要件 

ⅶ 何らかの理由により緊急に対応する必要があるもの （様式２―④） 

・ 事前評価に時間を割けない合理的理由がある場合に、避難的措置として、簡素化した評価を実施し、最低限の説明責任を果たすも

の。ただし、事後評価書は通常版を使用する。 
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１ 規制の必要性・有効性 

 

【新設・拡充】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を新設・拡充する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制新設・拡充の内容＞ 

・  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を緩和・廃止する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制緩和・廃止の内容＞ 

・ 

 

 

２ 事後評価の実施時期 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

＜見直し条項がある法令案＞ 

・  

＜上記以外の法令案＞ 

・  
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【様式３】                            

規制の事後評価書 

 

法 令 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規制導入時の区分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局 ：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

１ 事後評価結果の概要 

 

＜規制の内容＞ 

・ 

 

＜今後の対応＞ 

□そのまま継続 □拡充して継続 □緩和して継続 □廃止 

 

＜課題の解消・予防の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を下回るが、対応の変更は不要 

□想定を下回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜遵守費用の概況（新設・拡充のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜行政費用の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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＜規制緩和・廃止により顕在化する負担の概況（緩和・廃止のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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２ 事前評価時の予測との比較 

 

＜効果（課題の解消・予防）＞ 

 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

＜負担＞ 

■遵守費用（新設・拡充のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■行政費用 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■規制緩和・廃止により顕在化する負担（緩和・廃止のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■その他の負担 

  ・ 

 

 

３ 考察 

 

・  
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【様式４―①】                            

規制の事後評価書（簡素化 A） 

 

法 令 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規制導入時の区分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

１ 事後評価結果の概要 

 

＜規制の内容＞ 

・ 

 

＜今後の対応＞ 

□そのまま継続 □拡充して継続 □緩和して継続 □廃止 

 

＜課題の解消・予防の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を下回るが、対応の変更は不要 

□想定を下回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜遵守費用の概況（新設・拡充のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜行政費用の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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＜規制緩和・廃止により顕在化する負担の概況（緩和・廃止のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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２ 事前評価時の予測との比較 

 

＜効果（課題の解消・予防）＞ 

 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

＜負担＞ 

■遵守費用（新設・拡充のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■行政費用 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■規制緩和・廃止により顕在化する負担（緩和・廃止のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  
 

 

 

３ 考察 

 

・  
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【様式４―②】                            

規制の事後評価書（簡素化 B） 

 

法 令 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規制導入時の区分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

１ 事後評価結果の概要 

 

＜規制の内容＞ 

・ 

＜今後の対応＞ 

□そのまま継続 □拡充して継続 □緩和して継続 □廃止 

 

＜課題の解消・予防の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を下回るが、対応の変更は不要 

□想定を下回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜遵守費用の概況（新設・拡充のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜行政費用の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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＜規制緩和・廃止により顕在化する負担の概況（緩和・廃止のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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２ 事前評価時の予測との比較 

 

＜効果（課題の解消・予防）＞ 

 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

＜負担＞ 

■遵守費用（新設・拡充のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■行政費用 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■規制緩和・廃止により顕在化する負担（緩和・廃止のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■その他の負担 

  ・ 

 

 

３ 考察 

 

・  
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【様式４―③】                            

規制の事後評価書（簡素化 C） 

 

法 令 の 名 称：                        

規 制 の 名 称：                        

規制導入時の区分：□新設 □拡充 □緩和 □廃止         

  担 当 部 局：                        

  評 価 実 施 時 期：                        

 

 

１ 事後評価結果の概要 

 

＜規制の内容＞ 

・ 

 

＜今後の対応＞ 

□そのまま継続 □拡充して継続 □緩和して継続 □廃止 

 

＜課題の解消・予防の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を下回るが、対応の変更は不要 

□想定を下回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜遵守費用の概況（新設・拡充のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 

 

＜行政費用の概況＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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＜規制緩和・廃止により顕在化する負担の概況（緩和・廃止のみ）＞ 

□おおむね想定どおり 

□想定を上回るが、対応の変更は不要 

□想定を上回り、対応の変更が必要 

□想定を設定していないが、対応の変更は不要 

□想定を設定していないが、対応の変更が必要 

※ 「おおむね想定どおり」以外の回答の場合は、「３ 考察」において、対応変更が不要な理由又は対応変更の内容を記載 
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２ 事前評価時の予測との比較 

 

＜効果（課題の解消・予防）＞ 

 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

＜負担＞ 

■遵守費用（新設・拡充のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■行政費用 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■規制緩和・廃止により顕在化する負担（緩和・廃止のみ） 

 
算出方法と数値 

① 
事前評価時  

事後評価時  

 

■その他の負担 

  ・ 

 

 

３ 考察 

 

・  
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⑶　競争評価チェックリスト

1 

競争評価チェックリスト 

 

法律又は政令の名称：                    

規制の名称：                        

 ※ 規制の名称（規制の単位）については、規制の事前評価書と同じにする。一つの評価書に

複数の規制が含まれる場合には、規制ごとにそれぞれチェックリストを作成する。 

規制の区分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

担当部局：                          

評価実施時期：                       

 

（作成上の留意事項） 

・ （１）から（４）までの設問に、「はい」又は「いいえ」で回答するとともに、その

理由を具体的に記載する。 

・ 「いいえ」と回答した場合には、その理由について、可能な限り具体的・定量的に示

す。また、安全の確保や環境の保全など、規制の競争への影響以外の要素は記載しない。 

・ 代替案の評価結果については、本案に係る「はい」又は「いいえ」の回答結果と異な

る場合のみ、「代替案」欄にその理由を具体的に記載する。 

・ 規制を複数の省庁が共管する場合には、担当部局の記載欄に共管省庁の担当部局名も

記載する。 

※ 各設問における「【頁】」は、「規制の政策評価における競争状況への影響の把握・分析

に係る事務参考マニュアル」（令和６年６月 24 日公正取引委員会事務総局）の該当頁を

指す。 

 

（１）事業者の数の制限 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。 

※ 「許認可等」とは、許可、認可、免許、承認、認定、決定、検査、登録等を指す。【１

１頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  
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2 

 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負担させるか、

又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストを発生させる

か。 

※ 新たに必要となるコストが小さい、又は、既存事業者にも同等のコストを負担させるな

ど、既存事業者と新規参入者の間にコスト面での非対称性が生じない場合には、「理由」

欄にその旨を可能な限り具体的・定量的に示す。【１３頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

（２）事業者の競争手段の制限 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制限するか。 

※ 安全の確保等を目的とした規制であっても、例えば、特定の化学物質等の原材料を含有

した商品の製造・販売を禁止する場合には「はい」と回答する。【１４頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販売の

方法等を制限するか。 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

（３）事業者の競争回避的行動の誘発 

問：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等の情

報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を促す仕組

みを設けるものか。 

－ 91 －－ 91 －

16_CW6_A6260D14.indd   91 2025/06/20   15:08:15



3 

※ 「はい」と回答した場合、「理由」欄に「情報」の具体的な内容を記載する。【１５頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

※ 「はい」と回答した場合、「理由」欄に需要者（消費者）にとって制限されることにな

る具体的な情報や選択肢を記載する。【１６頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

結論 

 

 

 

代替案  

※ 原則として、上記（１）～（４）の全ての設問に「いいえ」と回答した場合には、競争に負

の影響を及ぼさない旨、当該設問のうち１つでも「はい」と回答した場合には、競争に負の影

響を及ぼす旨を記載する。【７頁】 

※ ただし、競争への影響が軽微であるなどの個別の事情がある場合、具体的な事情を記載した

上で、当該事情を踏まえた結論を記載する。個別の事情について、安全の確保や環境の保全な

ど、競争への影響以外の要素は勘案しない。【８頁】 

※ 代替案については、本案に係る結論と異なる場合のみ、「代替案」欄に具体的に記載する 

※ 競争に負の影響を及ぼすと結論付けた場合、その旨を規制の事前評価書（本案は「４ 負担

の把握」の欄、代替案は「２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証）」の欄）に記載す

るとともに、競争評価に係る事後評価を実施する際の指標を設定し、規制の事前評価書（「６ 

事後評価の実施時期」の欄）に記載する。【７頁・９頁】 

※ 競争に負の影響を及ぼさない場合であって競争を促進する効果が期待されるときは、その

旨を可能な限り具体的・定量的に記載する。【１７頁】 
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５　租税特別措置等に係る政策評価
⑴�　租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン

� 平成22年５月28日
� 政策評価各府省連絡会議了承
� 平成25年８月５日
� 一 部 改 正

　本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。）の枠
組みの下、国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税特別措置等」という。）に係る政
策評価を円滑かつ効率的に実施するとともに、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業に有用な情報を提
供し、もって国民への説明責任を果たすことに資するよう、租税特別措置等に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針
を示したものである。
　本ガイドラインについては、各行政機関の取組の進展等を踏まえ、必要に応じ、租税特別措置等に係る政策評価の改善及
び充実のため、所要の見直しを行う。

Ⅰ　評価に当たって
　平成22年度税制改正大綱（平成21年12月22日閣議決定。以下「22年度大綱」という。）において、租税特別措置等は、「そ
の多くが特定の者の税負担を軽減することなどにより産業政策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘導する手
段となっています。他方、こうした租税特別措置等は、「公平・透明・納得」の原則から見れば、税負担の公平の原則の
例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでな
くてはなりません。」との考え方が示されている。租税特別措置等の透明化及びその適宜適切な見直しを図る上で、政策
評価の果たす役割は大きいものと考えられる。
　22年度大綱においては、租税特別措置等の抜本的な見直しに関し、政策評価を厳格に行うこととされたほか、見直しの
指針として、政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等において、税収減を是認するような有効性が客観的に確認されて
いるかが明記された。また、経済財政運営と改革の基本方針（平成25年６月14日閣議決定）においては、政策税制の政策
評価については租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成22年法律第８号。以下「租特透明化法」という。）
に基づく適用実態調査を活用するなど改善を図るとされたところである。
　租税特別措置等に係る政策評価は、これらの閣議決定に適切に対応するよう実施するものである。政策評価の実施にお
いては、客観的なデータを可能な限り明らかにし、租税特別措置等の新設、拡充又は延長の適否や租税特別措置等の具体
的な内容についての検討に資するよう分析するとともに、分析内容が国民や利害関係者等との議論の共通の土台として用
いられ、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業において有効に用いられることが重要である。

Ⅱ　評価の方法
１　評価の対象
　事前評価の対象となるのは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第３条第７号
及び第８号並びに政策評価に関する基本方針（平成17年12月16日閣議決定）Ⅰ４キに規定する政策である。行政機関が
行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号ロ及び第８号における「税額又は所得の金額を減少させることを内容
とする措置」とは、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行う措置を指すものである。
　事後評価の対象となるのは、政策評価に関する基本方針Ⅰ５カに規定する政策である。そのうち、法人税、法人住民
税及び法人事業税関係の租税特別措置等の具体的範囲は、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号
イ及びロと同様である。
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２　評価の単位
　事前評価の対象となる租税特別措置等に係る政策については、各行政機関における税制改正要望に当たって、事前評
価が実施されることになる。事前評価の結果が、各行政機関における税制改正要望や、その後の税制改正作業に適切に
対応するものとなるよう、事前評価の対象とする政策の単位は、原則として税制改正要望を行う租税特別措置等の単位
に対応させる。
　事後評価については、事前評価の単位を踏まえ、適切な単位により実施する。

３　評価の実施主体
⑴　事前評価
　事前評価は、租税特別措置等の新設、拡充又は延長を要望しようとする行政機関が実施する。同一の租税特別措置
等について、複数の行政機関が要望を行う場合は、各行政機関が評価の実施主体であることを前提として、必要に応
じて、各行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。

⑵　事後評価
　事後評価は、評価の対象となる租税特別措置等に係る政策について、過去に当該租税特別措置等の要望を行った行
政機関が実施する。同一の租税特別措置等について、複数の行政機関が関係する場合は、各行政機関が評価の実施主
体であることを前提として、必要に応じて、各行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。

４　評価の内容
　租税特別措置等に係る政策の事前評価及び事後評価は、以下の内容により行う。事前評価の結果は、事後評価によっ
て必ず検証されることが重要である。

⑴　事前評価
ア　分析対象期間
　租税特別措置等の新設を要望しようとする場合、分析対象期間としては、要望に係る租税特別措置等の適用期間、
効果や減収額等の推計における予測精度を考慮して、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。
　租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合、将来にわたる予測部分についての分析対象期間として
は、上記新設の場合による。また、過去の実績部分についての分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安
として、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。

イ　租税特別措置等の必要性等
ⅰ�　租税特別措置等により実現しようとする政策目的
　�　要望に係る租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。この政策目的とは、22年度
大綱における「租税特別措置の見直しに関する基本方針」の別添「政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）」
に記載されている「背景にある政策」に係る目的と基本的に同様である（⑵イⅰにおいて同じ。）。
　�　政策目的の説明に併せ、当該政策目的がどのような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを
明らかにすることにより、当該政策目的が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。
　�　また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。

ⅱ　租税特別措置等により達成しようとする目標
　�　上記ⅰの政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、
当該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与する
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かも説明する。

ウ　租税特別措置等の有効性等
　租税特別措置等に係る政策の事前評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を予測・
把握するとともに、税収減を是認するような効果が見込まれるか（確認されるか）を説明する。租税特別措置等の
新設を要望しようとする場合は、推計によることになり、拡充又は延長を要望しようとする場合は、推計に加え、
過去の実績を把握する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明らかにする。
　租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法（昭和25年法律第226号）
に基づき把握される適用実態等に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて予測・把握する。
　租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的
がどのように達成されるか（されたか）をできる限り定量的に把握する。効果の将来予測を行う場合は、租税特別
措置等が新設されない場合、拡充又は延長されない場合に予想される状況についても説明する。
　租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合は、上記イⅱの目標の実現状況を明らかにするとともに、
所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に
偏っていないかを具体的に説明する。
　効果の把握においては、租税特別措置等による様々な波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ
明らかにするよう努める。
　また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。
　租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合において、それまでの間に効果が上がっていないと考え
られる場合は、その要因を分析する。

エ　租税特別措置等の相当性
　政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとる
ことが必要であり、適切であるかを説明する。
　また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされてい
るかを説明する。
　地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体
が政策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。

⑵　事後評価
ア　分析対象期間
　事後評価の分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、個別の事例に応じた適切な期間を設定す
る。

イ　租税特別措置等の必要性等
ⅰ�　租税特別措置等により実現しようとする政策目的
　�　租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。政策目的の説明に併せ、当該政策目的
がどのような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明らかにすることにより、当該政策目的
が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。
　�　また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。

ⅱ　租税特別措置等により達成しようとする目標
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　�　上記ⅰの政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、
当該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与する
かも説明する。

ウ　租税特別措置等の有効性等
　租税特別措置等に係る政策の事後評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を把握す
るとともに、税収減を是認するような効果が確認されるかを説明する。減収額等の定量的データについては、算定
根拠を明らかにする。
　租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法に基づき把握される適用実
態等に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて把握する。
　租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的
がどのように達成されたかをできる限り定量的に把握する。その際、上記イⅱの目標の実現状況を明らかにすると
ともに、所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特
定の者に偏っていないかを具体的に説明する。
　効果の把握においては、租税特別措置等による波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明らか
にするよう努める。
　また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。
　事後評価において、効果が上がっていないと考えられる場合は、その要因を分析する。

エ　租税特別措置等の相当性
　政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとる
ことが必要であり、適切であるかを説明する。
　また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされてい
るかを説明する。
　地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体
が政策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。

オ　評価結果の反映の方向性
　事後評価の結果を、評価の対象とした租税特別措置等の在り方にどのように反映させるかを説明する。

５　評価の実施時期等
⑴　事前評価
　事前評価は、各行政機関における租税特別措置等の要望に際して、評価によって得られる情報が有用なものとして
用いられるよう適切なタイミングで実施することが原則である。ただし、要望の段階で、要望の内容を具体化するこ
とが困難な場合には、要望後の適切なタイミングで評価の結果を公表する。各行政機関においては、要望の着想から
決定に至る一連の過程の中で、できる限り早期に評価を開始するよう努めるべきである。

⑵　事後評価
　事後評価は、その結果が、各行政機関における租税特別措置等についての検討作業や税制改正作業において有効に
活用されるよう、原則として毎年８月末までの適切なタイミングで実施する。
　また、租税特別措置等については、定期的にその効果等の検証が行われることが重要であり、事後評価を継続的に
実施していく必要がある。事後評価のサイクルとしては、政策評価に関する基本計画の期間を踏まえ、３年から５年
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に１回は評価を行うことを原則とする。各行政機関においては、事後評価を実施しない年度においても、不断の検証
を行うよう努める。
　その際、期限の定めのない措置や10年以上にわたって存続している措置から順に事後評価に取り組むなど、評価の
必要性の高いものから計画的に評価に取り組む。
　なお、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して事前評価を実施した場合は、事後評価の要素を含んで
いることから、改めて事後評価を実施することは要しない。

６　総務省による客観性担保評価活動
　総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を
実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作業に対し、適時に提供する。

７　その他
⑴　有識者の見解
　租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会での検討結果や有識者の見解がある場合、これらを評価書
に記載する。

⑵　適用実態に関する情報の提供等
　各行政機関、財務省及び総務省は、政策評価に必要な租税特別措置等の適用実態に関する情報の提供・利用につい
ては、租特透明化法及び地方税法の枠組みの下、適切に対応する。

⑶　分析内容の充実
　今後新たに取り組んでいくことになる租税特別措置等に係る政策評価については、一層の質の向上を図っていくこ
とが重要である。このため、総務省行政評価局において、財務省や総務省、各行政機関の協力を得て、必要な取組を
推進する。また、各行政機関においても、自らの評価の質の充実を図っていくことが重要である。
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1 

【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

 

  

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

 

 

② 上記以外の

税目 

 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

 

 

《要望の内容》 

 

 

《関係条項》 

 

 

5 担当部局   

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期： 

分析対象期間：  

7 創設年度及び改正経緯  

 

 

8 適用又は延長期間  

 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 

 

《政策目的の根拠》 

 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

 

 

 

  
③ 租税特別措

置等により

達成しようと

する目標 

 

 

 

 

 

 

  

⑵　租税特別措置等に係る政策評価の評価書様式（令和７年５月29日改正）
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④ 政策目的に

対する租税

特別措置等

の達成目標

実現による

寄与 

 

 

 

 

10 有効性

等 

① 適用数  

 

  
【算定根拠】 

 

 

② 適用額  

 

 

【算定根拠】 

 

 

③ 減収額  

 

 

【算定根拠】 

 

 

④ 効果 《政策目的（9①）の達成状況及び租税特別措置等により達成しようと

する目標（9③）の実現状況》 

 

 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 

 

  
《租税特別措置等により達成しようとする目標（9③）に対する租税特別

措置等の直接的効果》 

 

 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 

 

 

《適用数（10①）が僅少等である場合の原因・有効性の説明》 

 

 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 
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11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

 

 

 

 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

 

 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

 

 

 

 

12 有識者の見解  

 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 
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〈記載要領〉
Ⅰ　租税特別措置等に係る政策の事前評価書
　租税特別措置等について、新設、拡充又は延長の要望
を行う際の事前評価を行う場合は、本様式により事前評
価書を作成する。なお、各項目の記載に際しては、平成
22年度税制改正大綱における政策税制措置の見直しの指
針（「６つのテスト」）において、存続期間が比較的長期
にわたっている措置（10年超）や適用者数が比較的少な
い措置（２桁台以下）等について、特に厳格に判断する
とされていることに留意すること。

１�　「政策評価の対象とした政策の名称」には、政策評価
の対象とした租税特別措置等の名称を記載する。
２①　「政策評価の対象税目」には、以下の内容を記載する。
・�　政策評価の対象とした税目ごとに、行政機関が行う
政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第９
条並びに行政機関が行う政策の評価に関する法律施行
令（平成13年政令第323号）第３条第７号及び第８号
に定める政策評価の義務付け対象又は対象外の別
・�　当該租税特別措置等の要望について、財務省主税局
に提出する税制改正要望事項一覧及び総務省自治税務
局に提出する地方税制改正要望事項総括表の要望番号
　�　なお、国税に連動して地方税に影響がある場合、地
方税の税目についても記載する。

２�②　「上記以外の税目」には、上記の「政策評価の対象
税目」に記載した税目以外の当該租税特別措置等の対象
税目を全て記載する。
３�　「要望区分等の別」には、租税特別措置等の新設、拡
充及び延長の別並びに単独、主管及び共管の別を記載する。
４　「内容」では、各項目について、以下に従い記載する。
・�　「現行制度の概要」には、政策評価の対象とした租
税特別措置等の現行の内容を簡潔に記載する。要素と
して、当該租税特別措置等の適用を受ける対象者（対
象事業分野）及び特例の内容（例：対象設備等の取得
価額の○％の特別償却又は○％の税額控除など）を明
らかにする。
　　なお、新設要望の場合には、「－」を記載する。
・�　「要望の内容」には、当該租税特別措置等に係る要
望の内容を簡潔に記載する（例：適用期限を○年間延
長し、令和○年○月○日までとする。)。
・�　「関係条項」には、当該租税特別措置等に関係する
租税特別措置法（昭和32年法律第26号）、地方税法（昭

和25年法律第226号）等の条項を記載する。
　　なお、新設要望の場合には、「－」を記載する。
５�　「担当部局」には、政策評価を担当した担当課室名を
記載する（例：○○省○〇局○〇課)。
６�　「評価実施時期及び分析対象期間」には、政策評価を
実施した時期及び分析の対象とした期間をできる限り具
体的に記載する。
７�　「創設年度及び改正経緯」には、拡充又は延長を要望
する当該租税特別措置等の創設年度及び過去の改正経緯
（改正年度及び改正内容）を簡潔に記載する。
　　なお、新設要望の場合には、「－」を記載する。
８�　「適用又は延長期間」には、当該租税特別措置等の適
用期間又は延長期間を記載する。
９�①　「政策目的及びその根拠」では、各項目について、
以下に従い記載する。
・�　「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」
には、当該租税特別措置等によって実現しようとする
政策目的について具体的に記載する。
・�　「政策目的の根拠」には、上記の「租税特別措置等
により実現しようとする政策目的」に記載した政策目
的の法令及び閣議決定等の根拠（名称、年月日及び規
定の内容の抜粋）を具体的に明らかにする。

９�②　「政策体系における政策目的の位置付け」には、上
記９①の「租税特別措置等により実現しようとする政策
目的」に記載した政策目的について、各府省における政
策体系上の位置付けを記載する。
　�　当該政策目的が政策体系上に明記されていれば該当箇
所を記載し、政策体系上に直接明記されていない場合は、
政策体系上に表れるどの政策等に包含されているかを明
らかにする。
９�③　「租税特別措置等により達成しようとする目標」に
は、前記９①の「租税特別措置等により実現しようとす
る政策目的」に記載した政策目的の下、当該租税特別措
置等によって達成しようとする目標を測定可能な指標を
用いて、可能な限り定量的に記載する。なお、これらは、
要望する当該租税特別措置等の適用期間の最終年度まで
に達成すべきものを記載する（恒久措置を要望する場合
には事後評価の実施が見込まれる３年から５年後に達成
すべきものを記載する。）。
９�④　「政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現
による寄与」には、前記９①の「租税特別措置等により
実現しようとする政策目的」に記載した政策目的に対し
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て、当該租税特別措置等がない場合に比べ、上記の「租
税特別措置等により達成しようとする目標」に記載した
当該租税特別措置等による達成目標の実現がどのように
寄与するのか、両者の関係（因果関係）を具体的に記載
する。
10�①　「適用数」には、当該租税特別措置等の適用数（過
去の実績及び将来の推計）を年度ごとに記載する。
　�　租税特別措置等の新設を要望しようとする場合は将来
の推計を記載し、拡充又は延長を要望しようとする場合
は、将来の推計に加え、過去の実績を記載する。過去の
実績については可能な限り実数で明らかにする。
　�　算定根拠については、政策評価に関する情報の公表に
関するガイドライン（平成22年５月28日政策評価各府省
連絡会議了承。以下「情報公表ガイドライン」という。）
にのっとり、計算式、計算に用いた数値及びその出典を
明らかにする（評価書への添付でも可）。
10�②　「適用額」には、政策評価の対象とした租税特別措
置等の適用額（過去の実績及び将来の推計）を年度ごと
に記載する。
　�　租税特別措置等の新設を要望しようとする場合は将来
の推計を記載し、拡充又は延長を要望しようとする場合
は、将来の推計に加え、過去の実績を記載する。過去の
実績については可能な限り実数で明らかにする。
　�　算定根拠については、情報公表ガイドラインにのっと
り、計算式、計算に用いた数値及びその出典を明らかに
する（評価書への添付でも可）。
10�③　「減収額」には、政策評価の対象とした租税特別措
置等の適用の結果、減収となる税額（過去の実績及び将
来の推計）を年度ごとに記載する。
　�　租税特別措置等の新設を要望しようとする場合は将来
の推計を記載し、拡充又は延長を要望しようとする場合
は、将来の推計に加え、過去の実績を記載する。過去の
実績については可能な限り実数で明らかにする。
　�　なお、国税に連動して地方税に影響がある場合、地方
税の減収額についても記載する。
　�　算定根拠については、情報公表ガイドラインにのっと
り、計算式、計算に用いた数値及びその出典を明らかに
する（評価書への添付でも可）。
10�④　「効果」では、各項目について、以下に従い記載する。
　�　その際、租税特別措置等の新設を要望しようとする場
合の効果は推計によることとなり、拡充又は延長を要望
しようとする場合には、推計に加え、過去の実績を把握

することとなる。
　�　また、租税特別措置等が新設されない場合、拡充又は
延長されない場合に予想される状況についても具体的に
記載する。
・�　「政策目的の達成状況及び租税特別措置等により達
成しようとする目標の実現状況」には、以下の内容を
記載する。
＊ �　前記９①に記載した「租税特別措置等により実現
しようとする政策目的」が、政策評価の対象とした
租税特別措置等によってどのように達成されるか（さ
れたか）について、可能な限り定量的に記載する。

＊ �　前記９③に記載した「租税特別措置等により達成
しようとする目標」に関して、当該租税特別措置等
による達成目標の実現状況を前記９③に記載した測
定指標によって可能な限り定量的に記載する。

＊ �　拡充又は延長を要望しようとする場合、所期の目
標（前回の新設、拡充又は延長の要望を行った際に
想定していた当該租税特別措置等の達成目標）の達
成状況を可能な限り定量的に記載する。
　�　また、所期の目標を変更する場合には、所期の目
標の達成状況とともに、新たな達成目標へ変更する
理由について具体的に記載する。

＊ �　使用したデータ、文献等の概要及びその所在に関
する情報については、情報公表ガイドラインにのっ
とり、計算式、計算に用いた数値及びその出典を明
らかにする（評価書への添付でも可）。

・�　「租税特別措置等により達成しようとする目標に対
する租税特別措置等の直接的効果」には、上記に記載
した当該租税特別措置等による達成目標の実現状況か
ら、他の政策手段や経済情勢等、他の要因の影響を除
いた当該租税特別措置等による直接的な効果（当該租
税特別措置等がない場合と比べ、それがあることによ
り得られる効果）を記載する。
　�　使用したデータ、文献等の概要及びその所在に関す
る情報については、情報公表ガイドラインにのっとり、
計算式、計算に用いた数値及びその出典を明らかにす
る（評価書への添付でも可）。
・�　「適用数が僅少等である場合の原因・有効性の説明」
には、把握又は予測された適用数が僅少（10件未満）
又は適用額が特定の者に偏っている（適用額の上位10
社の合計額が８割超）場合、その原因分析とともに、
そのような適用実態を踏まえても租税特別措置等が達
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成目標の実現に有効な手段であることを記載する。
　　なお、上記に該当しない場合は「－」を記載する。
10�⑤　「税収減を是認する理由等」には、上記10①から10
④までの「有効性等」における記載内容を踏まえ、政策
評価の対象とした租税特別措置等による税収減を是認す
るに足る効果が認められると考える理由を記載する。
　�　その際、上記10④の「効果」に記載した当該租税特別
措置等による直接的な効果以外の当該租税特別措置等に
よる様々な波及効果の状況の把握に努めるとともに、効
果の発現状況が地域ごとに異なる場合には、可能な限り
地域ごとの効果の発現状況を把握し、これらの状況につ
いても記載するよう努める。
　�　また、拡充又は延長を要望しようとする場合において、
それまでの間に効果が上がっていないと考えられる場合
は、その要因を具体的に記載する。
11�①　「租税特別措置等によるべき妥当性等」には、政策
目的を実現する手段として、補助金等や規制などの他の
政策手段がある中で、当該租税特別措置等を採ることが
必要であり、適切である理由を具体的に記載する。
11�②　「他の支援措置や義務付け等との役割分担」には、
補助金等や規制など、同様の政策目的に係る他の支援措
置や義務付け等がある場合（そうした措置を要求又は要
望している場合を含む。）に、当該租税特別措置等とそ
の他の支援措置や義務付け等との役割の違いを具体的に
記載する。
11�③　「地方公共団体が協力する相当性」には、地方税に
係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響が
ある場合を含む。）が各地域で展開される必要性や地方
公共団体にとってどのような効果をもたらすことになる
かという点を具体的に記載する。
12�　「有識者の見解」には、政策評価の対象とした租税特別
措置等に係る政策評価の内容について、審議会等での検
討結果や有識者の見解がある場合、その概要を記載する。
13�　「前回の事前評価又は事後評価の実施時期」には、租
税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合に
おいて、前回の事前評価又は事後評価を実施した時期を
記載する。
　�　また、これらの評価について、総務省行政評価局によ
る点検が実施されている場合は、点検結果の番号を記載
する。
　　なお、新設要望の場合には、「－」を記載する。
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

 

  
2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

 

 

② 上記以外の

税目 

 

 

3 内容 《制度の概要》 

 

 

《関係条項》 

 

 

4 担当部局  

  
5 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期： 

分析対象期間： 

6 創設年度及び改正経緯  

 

 

 

7 適用期間  

 

8 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

 

 

 

《政策目的の根拠》 

 

 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

 

 

  
③ 租税特別措

置等により

達成しようと

する目標 

 

 

 

 

  
④ 政策目的に

対する租税

特別措置等

の達成目標
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実現による

寄与 

9 有効性

等 

① 適用数  

 

  
【算定根拠】 

 

 

② 適用額  

 

 

【算定根拠】 

 

 

③ 減収額  

 

  
【算定根拠】 

 

 

④ 効果 《政策目的（8①）の達成状況及び租税特別措置等により達成しようと

する目標（8③）の実現状況》 

 

 

 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 

 

  
《租税特別措置等により達成しようとする目標（8③）に対する租税特別

措置等の直接的効果》 

 

 

 

【使用したデータ（文献等の概要又は所在に関する情報を含む）】 

 

 

 

《適用数（9①）が僅少等である場合の原因・有効性の説明》 

 

 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

 

 

 

 

10 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 
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② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

 

 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

 

 

 

 

11 有識者の見解  

 

 

 

12 評価結果の反映の方向性  

 

 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 
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〈記載要領〉
Ⅱ　租税特別措置等に係る政策の事後評価書
　租税特別措置等に係る政策について、事後評価を行う
場合は、本様式により事後評価書を作成する。なお、各
項目の記載に際しては、平成22年度税制改正大綱におけ
る政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）にお
いて、存続期間が比較的長期にわたっている措置（10年
超）や適用者数が比較的少ない措置（２桁台以下）等に
ついて、特に厳格に判断するとされていることに留意す
ること。

１�　「政策評価の対象とした政策の名称」には、政策評価
の対象とした租税特別措置等の名称を記載する。
２�①　「政策評価の対象税目」には、政策評価の対象とし
た税目ごとに、「政策評価に関する基本方針」（平成17年
12月16日閣議決定）Ⅰ５カに定める政策評価の義務付け
対象又は対象外の別を記載する。
　�　なお、国税に連動して地方税に影響がある場合、地方
税の税目についても記載する。
２�②　「上記以外の税目」には、上記の「政策評価の対象
税目」に記載した税目以外の当該租税特別措置等の対象
税目を全て記載する。
３　「内容」では、各項目について、以下に従い記載する。
・�　「制度の概要」には、政策評価の対象とした租税特
別措置等の内容を簡潔に記載する。要素として、当該
租税特別措置等の適用を受ける対象者（対象事業分野）
及び特例の内容（例：対象設備等の取得価額の○％の
特別償却又は○％の税額控除など）を明らかにする。
・�　「関係条項」には、当該租税特別措置等に関係する
租税特別措置法、地方税法等の条項を記載する。

４�　「担当部局」には、政策評価を担当した担当課室名を
記載する（例：○〇省○〇局○〇課）。
５�　「評価実施時期及び分析対象期間」には、政策評価を
実施した時期及び分析の対象とした期間をできる限り具
体的に記載する。
６�　「創設年度及び改正経緯」には、当該租税特別措置等
の創設年度及び過去の改正経緯（改正年度及び改正内容）
を簡潔に記載する。
７�　「適用期間」には、当該租税特別措置等の適用期間を
記載する。
８�①　「政策目的及びその根拠」では、各項目について、
以下に従い記載する。

・�　「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」
には、当該租税特別措置等によって実現しようとする
政策目的について具体的に記載する。
・�　「政策目的の根拠」には、上記の「租税特別措置等
により実現しようとする政策目的」に記載した政策目
的の法令及び閣議決定等の根拠（名称、年月日及び規
定の内容の抜粋）を具体的に明らかにする。

８�②　「政策体系における政策目的の位置付け」には、上
記８①の「租税特別措置等により実現しようとする政策
目的」に記載した政策目的について、各府省における政
策体系上の位置付けを記載する。
　�　当該政策目的が政策体系上に明記されていれば該当箇
所を記載し、政策体系上に直接明記されていない場合は、
政策体系上に表れるどの政策等に包含されているかを明
らかにする。
８�③　「租税特別措置等により達成しようとする目標」に
は、前記８①の「租税特別措置等により実現しようとす
る政策目的」に記載した政策目的の下、当該租税特別措
置等によって達成しようとする目標を測定可能な指標を
用いて、可能な限り定量的に記載する。
８�④　「政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現
による寄与」には、前記８①の「租税特別措置等により
実現しようとする政策目的」に記載した政策目的に対し
て、当該租税特別措置等がない場合に比べ、上記の「租
税特別措置等により達成しようとする目標」に記載した
当該租税特別措置等による達成目標の実現がどのように
寄与するのか、両者の関係（因果関係）を具体的に記載
する。
９�①　「適用数」には、当該租税特別措置等の適用数（過
去の実績）を可能な限り実数で明らかにし、年度ごとに
記載する。
　�　算定根拠については、情報公表ガイドラインにのっと
り、計算式、計算に用いた数値及びその出典を明らかに
する（評価書への添付でも可）。
９�②　「適用額」には、当該租税特別措置等の適用額（過
去の実績）を可能な限り実数で明らかにし、年度ごとに
記載する。
　�　算定根拠については、情報公表ガイドラインにのっと
り、計算式、計算に用いた数値及びその出典を明らかに
する（評価書への添付でも可）。
９�③　「減収額」には、当該租税特別措置等の適用の結果、
減収となる税額（過去の実績）を可能な限り実数で明ら
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かにし、年度ごとに記載する。
　�　なお、国税に連動して地方税に影響がある場合、地方
税の減収額についても記載する。
　�　算定根拠については、情報公表ガイドラインにのっと
り、計算式、計算に用いた数値及びその出典を明らかに
する（評価書への添付でも可）。
９�④　「効果」では、各項目について、以下に従い記載する。
・�　「政策目的の達成状況及び租税特別措置等により達
成しようとする目標の実現状況」には、以下の内容を
記載する。
＊ �　前記８①に記載した「租税特別措置等により実現
しようとする政策目的」が、当該租税特別措置等に
よってどのように達成されたかについて、可能な限
り定量的に記載する。

＊ �　前記８③に記載した「租税特別措置等により達成
しようとする目標」に関して、当該租税特別措置等
による達成目標の実現状況を前記８③に記載した測
定指標によって可能な限り定量的に記載する。

＊ �　所期の目標（前回の新設、拡充又は延長の要望を
行った際に想定していた当該租税特別措置等の達成
目標）が既に達成されていないかを記載する。

　�　また、所期の目標を変更する場合には、所期の目
標の達成状況とともに、新たな達成目標へ変更する
理由について具体的に記載する。

＊ �　使用したデータ、文献等の概要及びその所在に関
する情報については、情報公表ガイドラインにのっ
とり、計算式、計算に用いた数値及びその出典を明
らかにする（評価書への添付でも可）。

・�　「租税特別措置等により達成しようとする目標に対
する租税特別措置等の直接的効果」には、上記に記載
した当該租税特別措置等による達成目標の実現状況か
ら、他の政策手段や経済情勢等、他の要因の影響を除
いた当該租税特別措置等による直接的な効果（当該租
税特別措置等がない場合と比べ、それがあることによ
り得られる効果）を記載する。
　�　使用したデータ、文献等の概要及びその所在に関す
る情報については、情報公表ガイドラインにのっとり、
計算式、計算に用いた数値及びその出典を明らかにす
る（評価書への添付でも可）。
・�　「適用数が僅少等である場合の原因・有効性の説明」
には、把握又は予測された適用数が僅少（10件未満）
又は適用額が特定の者に偏っている（適用額の上位10

社の合計額が８割超）場合、その原因分析とともに、
そのような適用実態を踏まえても租税特別措置等が達
成目標の実現に有効な手段であることを記載する。
　　なお、上記に該当しない場合は「－」を記載する。
９�⑤　「税収減を是認する理由等」には、上記９①から９
④までの「有効性等」における記載内容を踏まえ、当該
租税特別措置等による税収減を是認するに足る効果が認
められると考える理由を記載する。
　�　その際、上記９④の「効果」に記載した当該租税特別
措置等による直接的な効果以外の当該租税特別措置等に
よる様々な波及効果の状況の把握に努めるとともに、効
果の発現状況が地域ごとに異なる場合には、可能な限り
地域ごとの効果の発現状況を把握し、これらの状況につ
いても記載するよう努める。
　�　また、それまでの間に効果が上がっていないと考えら
れる場合は、その要因を具体的に記載する。
10�①　「租税特別措置等によるべき妥当性等」には、政策
目的を実現する手段として、補助金等や規制などの他の
政策手段がある中で、当該租税特別措置等を採ることが
必要であり、適切である理由を具体的に記載する。
10�②　「他の支援措置や義務付け等との役割分担」には、
補助金等や規制など、同様の政策目的に係る他の支援措
置や義務付け等がある場合（そうした措置を要求又は要
望している場合を含む。）に、当該租税特別措置等とそ
の他の支援措置や義務付け等との役割の違いを具体的に
記載する。
10�③　「地方公共団体が協力する相当性」には、地方税に
係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響が
ある場合を含む。）が各地域で展開される必要性や地方
公共団体にとってどのような効果をもたらすことになる
かという点を具体的に記載する。
11�　「有識者の見解」には、政策評価の対象とした租税特別
措置等に係る政策評価の内容について、審議会等での検
討結果や有識者の見解がある場合、その概要を記載する。
12�　「評価結果の反映の方向性」には、事後評価の結果を、
評価の対象とした当該租税特別措置等の在り方にどのよ
うに反映させるかを具体的に記載する。
13�　「前回の事前評価又は事後評価の実施時期」には、当
該租税特別措置等に係る政策について実施した前回の事
前評価又は事後評価の時期を記載する。
　�　また、これらの評価について、総務省行政評価局による
点検が実施されている場合は、点検結果の番号を記載する。

－ 108 －

17_CW6_A6260D15.indd   108 2025/06/20   15:08:18



⑶�　平成22年度税制改正大綱における「租税特
別措置の見直しに関する基本方針」の別添「政
策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）」

� 平成21年12日22日

（別添）

政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）

○　背景にある政策に今日的な「合理性」が認められるか
１�．法律に規定されるなど、所管官庁の政策体系の中で
優先度や緊要性の高いものとして明確に位置付けられ
ているか。
２．当初の政策目標が既に達成されていないか。

○�　政策目的に向けた手段としての「有効性」が認められ
るか
３�．適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の
者に偏っていないか。
４�．政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等におい
て、税収減を是認するような有効性（費用対効果）が
客観的に確認されているか。

○�　補助金等他の政策手段と比して「相当性」が認められ
るか
５�．同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等が
ある場合に、適切かつ明確に役割分担がなされているか。
６�．適用実態などからみて、その政策目的を達成するた
めの政策手段として的確であり、かつ、課税の公平原
則に照らし、国民の納得できる必要最小限の特例措置
となっているか。

※�　上記の「合理性」、「有効性」、「相当性」の検証に当たっ
ては、存続期間が比較的長期にわたっている措置（10年
超）や適用者数が比較的少ない措置（２桁台以下）等に
ついては、特に厳格に判断する。

第
３
節

５ 

租
税
特
別
措
置
等
に
係
る
政
策
評
価

－ 109 －

17_CW6_A6260D15.indd   109 2025/06/20   15:08:18



第４節　政府重要方針等

１　政府重要方針等における行政評価局関連の記述（ＥＢＰＭ）

第
３
章
中
長
期
的
に
持
続
可
能
な
経
済
社
会
の
実
現
～
「経
済
・財
政
新
生
計
画
」～

４
．
改
革
推
進
の
た
め
の
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
強
化

経
済
財
政
諮
問
会
議
で
選
定
した
重
要
政
策
等
の
分
析
・評
価
に
当
た
って
、関

係
府
省
庁
の
調
査
研
究
機
能
を
活
用
しつ
つ
体
制
の
整
備
を
進
め
る
。

政
府
全
体
の
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
実
効
性
強
化
の
観
点
か
ら
、デ
ー
タ
連
携
・分
析
の
た
め
の
基
盤
整
備
や
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
人
材
の
育
成
・交
流
、研

究
機
関
・

大
学
に
お
け
る
政
策
効
果
の
把
握
・分
析
手
法
等
の
知
見
の
蓄
積
・活
用
を
推
進
す
る
。行

政
事
業
レ
ビュ
ー
シ
ー
トの
シ
ス
テ
ム
を
予
算
編
成
過
程
に
お

い
て
活
用
し、
全
て
の
予
算
事
業
に
お
け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
を
推
進
す
る
。

経
済
財
政
運
営
と改

革
の
基
本
方
針

20
24
（
令
和
６
年
６
月

21
日
閣
議
決
定
）

政
府

重
要

方
針

等
に

お
け

る
行

政
評

価
局

関
連

の
記

述
（

Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ

）

デ
ジ
タル
行
財
政
改
革
取
りま
とめ
２
０
２
４
（
令
和
６
年
６
月

18
日
デ
ジ
タル
行
財
政
改
革
会
議
決
定
）

４
．

EB
PM
・予
算

ID
・基
金
等

【E
BP

M
「見
え
る
化
」の
対
象
拡
大
と「
因
果
関
係
の
検
証
」に
向
け
た
取
組
】

「政
策
に
関
す
る
進
捗
等
の
情
報
を
可
視
化
し、
一
元
的
に
表
示
・閲
覧
で
き
る
ツ
ー
ル
（
政
策
ダッ
シ
ュボ
ー
ド）

」の
活
用
等
に
よ
り、
政
策
の
成
果
や
実
施

状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ等

を
把
握
し、
必
要
に
応
じて
迅
速
か
つ
柔
軟
に
政
策
手
段
の
改
善
等
を
行
うこ
とは

D
X 
プ
ロジ
ェク
ト以

外
の
政
策
に
お
い
て
も
重
要
で

あ
る
。

「国
・地
方
デ
ジ
タル
共
通
基
盤
の
整
備
・運
用
に
関
す
る
基
本
方
針
」に
基
づ
く「
国
・地
方
重
点

D
X 
プ
ロジ
ェク
ト」
に
つ
い
て
は
、「
政
策
改
善
対
話
」を
活

用
して
進
捗
モ
ニ
タリ
ン
グ
と改

善
を
行
って
い
くが
、こ
れ
らの
取
組
を
通
じて
得
られ
た
知
見
や
ノウ
ハ
ウ
を
関
係
府
省
庁
に
共
有
す
る
こと
等
に
よ
り、
行
政
事
業
レ

ビュ
ー
、政

策
評
価
、経

済
・財
政
一
体
改
革
の
改
革
工
程
表
等
に
お
け
る

EB
PM

 の
取
組
の
拡
大
と質

の
向
上
を
図
る
。

な
お
、「
国
・地
方
重
点

D
X 
プ
ロジ
ェク
ト」
な
ど、
上
位
の
政
策
や
施
策
の
目
標
や
重
要
業
績
評
価
指
標
（

KP
I）
に
変
更
が
あ
った
場
合
は
、そ
の
達
成
手

段
とし
て
の
予
算
事
業
に
係
る
行
政
事
業
レ
ビュ
ー
シ
ー
ト等

の
記
載
内
容
に
つ
い
て
も
適
時
適
切
に
修
正
を
行
って
い
く必
要
が
あ
る
。

「 因
果
関
係
の
検
証
」に
は
、「
見
え
る
化
」等
の
取
組
に
よ
って
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
以
外
に
も
、個

別
の
政
策
効
果
の
把
握
・分
析
に
必
要
な
デ
ー
タ
等
の
取

得
が
必
要
とな
る
。こ
の
た
め
、内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
本
部
事
務
局
及
び
総
務
省
が
推
進
す
る
、各
予
算
事
業
や
政
策
・施
策
に
関
す
る
行
政
事
業
レ

ビ
ュー
シ
ー
ト
等
の
取
組
の
徹
底
に
よ
り 、
効
果
発
現
経
路
の
整
理
・可
視
化
の
取
組
を
進
め
る
こ
とで
、効

果
検
証
の
必
要
な
デ
ー
タ
等
の
特
定
の
精
度
を

高
め
る
。ま
た
、総
務
省
を
中
心
に
政
策
の
効
果
検
証
に
関
す
る
国
内
外
の
学
術
的
な
成
果
の
蓄
積
・共
有
を
進
め
る
。

ま
た
、E

BP
M

 の
推
進
を
担
う人

材
の
育
成
も
重
要
で
あ
る
。各

府
省
庁
の
政
策
立
案
担
当
者
に
対
し
、政

策
効
果
の
把
握
・分
析
手
法
に
関
す
る
研
修

や
実
践
の
機
会
の
確
保
を
図
る
とと
も
に
、分

析
能
力
の
維
持
・向
上
に
資
す
る
よ
う中

長
期
的
な
キ
ャリ
ア
パ
ス
も
念
頭
に
置
い
た
人
材
育
成
の
在
り方

に
つ
い
て

検
討
を
行
う。
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第５節　政策評価審議会

１　総務省組織令（抄）

� 平成12年政令第246号
� 最終改正　令和５年政令第234号

第一章　本省
　第三節　審議会等
（設置）
第百二十一条　法律の規定により置かれる審議会等のほ
か、本省に、次の審議会等を置く。
恩給審査会　
政策評価審議会
情報通信審議会
情報通信行政・郵政行政審議会
国立研究開発法人審議会

（政策評価審議会）
第百二十三条　政策評価審議会は、次に掲げる事務をつ
かさどる。
一	 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審
議すること。
イ	 政策評価に関する基本的事項
ロ	 各府省及びデジタル庁の政策について行う統一的
若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳
格な実施を担保するための評価に関する重要事項
ハ	 各行政機関の業務の実施状況の評価（当該行政
機関の政策についての評価を除く。）及び監視に
関する重要事項

二	 前号イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣
に意見を述べること。
三	 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成
十三年法律第八十六号）の規定に基づきその権限に
属させられた事項[注]を処理すること。

２	 前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要
な事項については、政策評価審議会令（平成十二年政
令第二百七十号）の定めるところによる。

［注］政府が定めなければならない政策評価に関する基本方針につい
て、総務大臣は、審議会の意見を聴いて、同基本方針の案を作
成し、閣議の決定を求めなければならないとされている。同基
本方針を変更する場合も同様（行政機関が行う政策の評価に関
する法律第５条第４項・第５項）。

２　政策評価審議会令

� 平成12年６月７日政令第270号
� 最終改正　平成27年３月27日政令第� 95号
（組織）
第一条　政策評価審議会（以下「審議会」という。）は、
委員七人以内で組織する。
２	 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要が
あるときは、臨時委員を置くことができる。
３	 審議会に、専門の事項を調査させるため必要がある
ときは、専門委員を置くことができる。

（委員等の任命）
第二条　委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうち
から、総務大臣が任命する。
２	 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある
者のうちから、総務大臣が任命する。

（委員の任期等）
第三条　委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委
員の任期は、前任者の残任期間とする。
２	 委員は、再任されることができる。
３	 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に
関する調査審議が終了したときは、解任されるものと
する。
４	 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に
関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
５	 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
（会長）
第四条　審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
２	 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３	 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する
委員が、その職務を代理する。

（部会）
第五条　審議会は、その定めるところにより、部会を置
くことができる。
２	 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会
長が指名する。
３	 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうち
から、会長が指名する。
４	 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
５	 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員
のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職
務を代理する。
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６	 審議会は、その定めるところにより、部会の議決を
もって審議会の議決とすることができる。

（議事）
第六条　審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員
の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ
とができない。
２	 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委
員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の
ときは、会長の決するところによる。
３	 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
（資料の提出等の要求）
第七条　審議会は、その所掌事務を遂行するため必要が
あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料
の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求める
ことができる。

（庶務）
第八条　審議会の庶務は、総務省行政評価局企画課にお
いて処理する。

（審議会の運営）
第九条　この政令に定めるもののほか、議事の手続その
他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に
諮って定める。

附　則　抄
（施行期日）
１	 この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成
十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月
六日）から施行する。

附　則　（平成一三年九月二七日政令第三二三号）　抄
（施行期日）
１	 この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法
律の一部の施行の日（平成十三年九月二十八日）から
施行する｡

附　則　（平成一五年一二月三日政令第四八三号）　抄
（施行期日）
第一条　この政令は、平成十六年四月一日から施行する｡

附　則　（平成一六年六月二日政令第一八五号）
　この政令は、公布の日から施行する｡

附　則　（平成一八年二月二四日政令第二五号）
　この政令は、平成十八年四月一日から施行する｡

附　則　（平成二六年五月二九日政令第一九五号）　抄
（施行期日）
第一条　この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月
三十日）から施行する。

附　則　（平成二六年六月一三日政令第二一〇号）
　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年三月二七日政令第九五号）　抄�
（施行期日）
第一条　この政令は、平成二十七年四月一日から施行す
る。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。	

（政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴
う経過措置）
第二条　この政令の施行の日の前日において政策評価・
独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第
二条の規定による改正前の政策評価・独立行政法人評
価委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日
に満了する。
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３　政策評価審議会（概要）

第
５
節

政
策
評
価
審
議
会

政
策
評
価
審
議
会
（
概
要
）

根
拠
法
令
：
総
務
省
組
織
令
第

12
1条

※
平
成

27
年

(2
01

5年
)4
月
設
置

政
策
評
価
審
議
会

政
策
評
価
制
度
部
会

【
組

織
】

・
委

員
(
7
人

以
内

)
・

臨
時

委
員

・
専

門
委

員

【
所

掌
事

務
】

＜
各

府
省

が
行

う
評

価
関

係
＞

・
政

策
評

価
に
関

す
る
基

本
方

針
(閣

議
決

定
)の

策
定

・
変

更
に
係

る
審

議
・
政

策
評

価
に
関

す
る
基

本
的

事
項

に
係

る
審

議
・
意

見
具

申
(各

種
政
策
評
価
の
改
善
方
策
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
・
変
更
に
係
る
審

議
等

)
＜

総
務

省
が

行
う
評

価
関

係
＞

・
行

政
運

営
改

善
調

査
※

の
重

要
事

項
に
係

る
審

議
・
意

見
具

申
(調

査
テ
ー
マ
や
調
査
設
計
・
取
り
ま
と
め
に
係
る
審
議
等
）

※
総
務
省
が
行
う
政
策
評
価
（
統
一
性
・
総
合
性
確
保
評
価
等
）
と
行
政

評
価
・
監
視
が
あ
る
。

総
務
大
臣 諮

問
･答

申
意
見

【
組

織
】

・
会

長
が

指
名

す
る
委

員
・
臨

時
委

員
・
専

門
委

員

【
所

掌
事

務
】

・
政

策
評

価
に
関

す
る
基

本
方

針
(閣

議
決

定
)の

策
定

・
変

更
に
係

る
審

議
・
審

議
会

に
お
い
て
、
政

策
評

価
制

度
部

会
で
審

議
を
行

う
こ
と
が

必
要

で
あ
る
と
さ
れ

た
事

項
に
係

る
審

議
・
政

策
評

価
の

点
検

に
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Ｗ
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○
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應
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○
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○

○
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○
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○
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※
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４　政策評価審議会提言（令和３年３月）概要

政策評価審議会提言（概要）

社会経済の変化（少子高齢化、人口減少、デジタル技術の進展 等）＋新型コロナの拡大
→従来の社会環境を前提に構築されてきた仕組みそのものを問い直し、持続可能なものに
抜本的に改善していくことが喫緊の課題

○これまでの「行政の評価」は、現行の仕組みそのものを問い直すニーズに応えきれない

○課題克服に向け、
・常に念頭に置くべき「行政の評価」のあるべき姿を提示
・これに対応した具体的な取組のアイデアを整理

＜「行政の評価」のあるべき姿＞
① 役に立つ評価（ユーザーから見て、使える評価、知りたい情報を提供）

② しなやかな評価（評価者が、時の経過や社会経済の変化に応じて、適時・的確かつ弾力的に評価）

③ 納得できる評価（評価の内容は、優れた研究やデータにより、情報が充実し、分かりやすいものに）

○審議会としては、

・行政評価局が、各府省の協力を得て、具体化の検討を進め、実現することを期待
・今後の取組に引き続き関心を持ち、役割を果たす

ポストコロナ新時代における行政の評価への指針～政策改善に役立つ、しなやかで、納得できる評価とするために～

【→Ｐ２】

【→Ｐ４～７（政 策 評 価）。
Ｐ８～10（行政評価局調査）】

令 和 3 年 3 月
政 策 評 価 審 議 会

Ⅰ「行政の評価」のあるべき姿（１）

（現状認識）

①実務において「評価を政策立案・改善に活かす」という目的意識が希薄
ユーザーのニーズを明らかにし、充実した評価結果を提供しようとする取組が不十分
・政 策 評 価：政策パッケージについての政策評価を知るためには、複数の関連部局の評価書を読み解かな

ければならない場合もある

・行政評価局調査：表面的な問題意識の再確認や、個別のまれな事例の指摘にとどまり、政策次元での課題の分
析に至れていない場合がある

②固定的なスタイルにこだわる業務のやり方が、「行政の評価」の目的（政策改善に役立て
られ、立案過程が国民に適切に説明されること）に役立たない結果を招来
・政 策 評 価：担当業務を網羅して目標管理型評価をすることに注力し、政策改善につなげる活動というよ

りは、「評価のための評価」となっているおそれ

・行政評価局調査：「勧告」を導くために時間をかけ、迅速な改善アクションのタイミングを失する。現行制度
を物差しとした分析が、制度の前提を変えるような変化を踏まえた評価につながらない

③エビデンス、データの科学的分析の工夫が限定的
・政 策 評 価：ロジックモデルの重視や共同研究などが始まっているが、未だ初期段階

・行政評価局調査：データ等の活用を探る取組は少ない

課題克服に向けた取組は、「行政の評価」全体の発展につなげることを意図し、進めることが必要

→「行政の評価」の３つのあるべき姿を常に念頭に置いて取り組むべき
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Ⅰ「行政の評価」のあるべき姿（２）

常に念頭に置くべき「行政の評価」の３つのあるべき姿

しなやかな評価

評価者が、時の経過や
社会経済の変化に応じ
て、適時・的確かつ
弾力的に評価する。

納得できる評価

評価の内容は、優れた
研究やデータにより、
情報が充実し、分かり
やすいものとする。

役に立つ評価

ユーザーから見て、
使える評価、知りたい
情報を提供する。

Ⅱ 制度導入後20年を迎える政策評価の改善（１）

○ 政策評価制度導入後20年を経て、現在では、政策評価の取組は「やって当然」と考え
られるほどに定着

○ 政策評価を実施する各府省の工夫、総務省の点検活動や政策評価審議会における改善
方策の取りまとめ等が重ねられ、政策評価の質は着実に向上

⇒ しかし、現在の各府省の運用実態や今般の各省ヒアリング等で聴取した意見を踏まえ
れば、次のような課題があると考えられる。

① 現在の政策評価では、評価書を作成する作業が自己目的化し、実際の政策の立案や見
直し・改善のプロセスにおいて活かされるという本来の目的が軽視される向きもある

② 政策の質の改善を目指す新たな取組（行政事業レビューやEBPMの推進）との関係が
整理されておらず、類似の作業による重複感（「評価疲れ」）

③ 「目標管理型評価」の画一的なやり方に限界

（無理に目標や指標を設定する事例、目標による進捗管理になじまないものに当てはめている事例、目標による
管理では施策の根本的な見直しに資する情報が得られにくいという限界）

（これまでの取組と課題）
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Ⅱ 制度導入後20年を迎える政策評価の改善（３）

（２）「しなやかな評価」とするために

① 施策の特性等に応じた政策評価
 目標管理型評価の過度の偏重を改め、各府省が施策の特性等に応じて柔軟に多様なスタイルで評

価を行うことができるよう考え方を整理（以下の事項を盛り込む）

• 全ての担当する施策分野を網羅して目標管理型評価を行う必要はないこと
• 対象とする政策の性質等に応じ、最適な評価方法を選択すること
• 政策や施策の捉え方や評価の時期は柔軟に考えるべきこと

 その実践に向けて、類型化、「総合評価」の活用方法などについて検討することが必要

② 政策評価の重点化等

 評価を合理的に行うため目標や測定指標の重点化（大括り化、絞り込み）を検討することが必要

（３）「納得できる評価」とするために
① ＥＢＰＭの更なる推進
 政策評価におけるEBPMの実践が更に進むよう、ロジックモデルの活用等、EBPMに関する諸論

点についての研究等を行うとともに、各府省との情報共有等を推進

② 研究者との連携
 データ分析等の知識・技術の不足を補うため、研究者等との積極的な連携を推奨

（アイデアの具体化に向けて）

○ 以上は、各府省の協力を得ながら検討を深め、実践に移していくことが必要。審議会も、今後、必要な審議を実施。

○ 審議会において各府省担当者との意見交換等を実施。また、総務省と各府省の連絡会議の活性化を図り、現場の運

用実態等の的確な把握などに取り組む。

Ⅱ 制度導入後20年を迎える政策評価の改善（２）
（改善の取組のアイデア）

（１）「役に立つ評価」とするために

① 政策の改善等への活用を重視した評価プロセスの見直し

 政策過程の各段階で、必要な評価が重複なく、効率よく行われるよう、「評価書」をまとめる作

業と、実務上、PDCAの各段階で行われる政策効果の把握・分析等の取組との関係を整理し、政
策評価の作業プロセスを見直すことが必要

② 政策評価的な内容を含んだ分析・検討等の政策評価における活用

 実務上行われている政策の効果等の把握・分析の結果の公表（注）を、政策評価結果の公表と位

置付けること等の可否、方法を検討することが必要

（注）例えば、基本計画や大綱などを策定し、定期的にその取組状況の点検や評価を行うような事例

 政策評価と行政事業レビューやEBPM推進の取組との関係について整理することが必要

③ ユーザーから見て使いやすい評価の枠組みによる評価の促進

 有識者の意見等を踏まえて、評価の枠組みを設計して政策評価を行うことを促進

○ 政策評価は、政策評価の本来の目的（政策の改善等）につながる度合いに応じて、優先
順位を付けて取り組むべき。

○ ポストコロナの時代の行政は、社会環境の変化等を踏まえて、制度そのものを見直すこ
とも必要となっており、政策評価の重点の置き方等を改めるべき。

○ その際、政策評価を実施する職員のモチベーション向上につながるよう留意すべき。
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Ⅲ 行政評価局調査の充実（１）

○ 行政相談に現れた国民の関心や全国の調査ネットワークが集めた情報などから調査
テーマ案を作り、審議会の意見を求めるなど、国民の目線を取り入れる努力

（これまでの取組と課題）

⇒ その取組は、更に工夫し、行政の改善につなげるとともに、国民に行政の実情を知っ
てもらうという考え方が重要

⇒ しかし、ポストコロナ時代に向け、克服すべき問題もある

① 「勧告」を導くことを重視するあまり、調査結果の各府省や地域への迅速なフィード
バックにつながらず、改善のアクションまで時間がかかりすぎる例が見られる。

② 勧告可能性を考慮しすぎて、ユーザーが知りたい行政運営の実情を明らかにするとい
う役割がおろそかになる向きもある。

③ 偶発事情等による再発可能性の小さな事例で、個別の迅速な対応で足りるものでも、
全国に「周知・徹底を図るべき」とする勧告に結び付けているような例もある。

Ⅲ 行政評価局調査の充実（２）

（２）「しなやかな評価」とするために

① 全国的な調査を行う評価のプロセスの多様化・迅速化
 実地調査の結果の地域単位での集計・分析・公表、調査結果の全国集計結果に簡易な説明を

付けた公表などを行うバリエーションを設けることが必要

 調査開始から調査結果の集計・公表までは原則１年以内

 随時機動的に調査を開始（従来の運用では原則毎年４月、８月、12月に開始）

② 調査結果の扱いの多様化
 担当府省による迅速な対応が必要な問題点は、評価報告書がまとまるのを待たずに通知する

扱いを可能とするための手順等を整理することが必要

（改善の取組のアイデア）

（１）「役に立つ評価」とするために
① ユーザーとニーズを重視した調査
 ユーザーのニーズという視点を重視することが必要
 他の行政機関の要請に応じた研究や調査にも取り組むことが必要

② 中期的な調査主題の設定
 中期的（３～５年程度）に取り組む主題を設定し、調査を企画する手法を実践（当面は、

「行政のデジタル化」「行政計画」「行政ボランティア」などを取り上げるべき）

③ 長期的な社会経済変化のトレンドの考慮
 社会経済等の長期的な変化に焦点を当てた分析にも取り組むべき
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Ⅲ 行政評価局調査の充実（３）

（３）「納得できる評価」とするために

① ＥＢＰＭの更なる推進

 評価結果に基づく改善策の提案等において、各府省のＥＢＰＭの実践が更に進むように配
慮することが必要

 エビデンスに基礎付けられた検討を各府省に促すことも検討すべき

② 施策をめぐるデータの重視

 対象施策や調査事例の置かれた環境を含めたデータの収集を重視すべき
 法令等に照らして問題がない限り、データは公表してユーザーに提供することが重要

③ 研究者との連携

 データ分析や各種施策の研究者等との連携を進めることが必要
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５�　デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の在り方に関する提言（令和４
年５月31日政策評価審議会）概要
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【今後の政策形成・評価のプロセス】

政策評価

政策立案（政策の設計）

 データ等に基づく現状把握と課題設定

 エビデンスに基づく政策手段の検討、
ロジックの明確化

 指標の設定など事後の効果検証を適切
に行うための設計

モニタリング・検証

 指標の動向等をモニタリ
ング

 政策効果を適時的確に把
握・検証

改 善

 効果分析を踏まえ、
柔軟に政策改善

政策の決定

（例）骨太の方針、
予算編成プロセス、
法律案の策定、各種
基本計画

実施

⇒ プロセスを通じて、ＥＢＰＭを実践

○ 制度導入から20年を経た政策評価は、政策の過程とは切り離された「評価書」を作成するための形式的な作業となっているとの指摘

⇒ 政策の企画立案等の中で実際に行われる効果検証等を「評価」と捉え、政策過程において重要な役割を担うものと位置付けるべき

○ デジタル化など社会経済が急速に変化し、複雑化・困難化する課題や、新型コロナ対策など前例がなく予測困難な課題に
スピーディかつ的確に対応するため、機動的かつ柔軟に政策の見直しが行えるようプロセスを見直し

⇒ プロセスの中で用いられる資料が「評価書」となる
（このプロセスが適切に行われているものは、別途の「評価書」作成作業は不要）

総務省は、上記のプロセスを定着させていくための環境を整備

 人材育成や外部専門家の知見の活用などで各府省を支援

 評価関連作業の重複を整理し（行政事業レビューとの一体化）、政策の質を高める取組に注力

 官民の幅広いデータの収集・利活用支援

⇒ 今後、各府省の協力を得ながら具体化を進めて改革を実行

デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の在り方に関する提言（概要）

政策評価審議会の令和３年３月の「提言」を基に、デジタル臨時行政調査会の動きを踏まえ、「デジタル時代に
ふさわしい政策形成・評価の在り方」と、それを踏まえた政策評価制度の改革の方向性について取りまとめたもの

令和４年５月
政策評価審議会

【政策評価制度の改革の方向】

○ 政策形成・評価のプロセスにおいて望ましい取組が行われ、ＥＢＰＭの実践が進むよう、
各府省の取組を支援

 政策の立案段階から、政策効果の分析、適切な指標設定の在り方、外部専門人材の活用等を支援
（総務省が、各府省と共同で、具体の政策について実施している「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究」の枠組みも活用）

 実際の政策プロセスで実践される効果検証等の取組を政策評価として取り扱い、その内容が整理されて
いる資料等（審議会の報告書等）を活かし、別途評価書を作成する作業負担を軽減

○ 官民の幅広いデータの収集・利活用や、ＥＢＰＭを実践する人材育成など、評価の環境整備
を推進

 データカタログの整備やルール作り、システム整備等、データの収集・利活用の環境整備の早期実現

 ＥＢＰＭの実践など政策形成・評価に係る基礎的な知識・能力を持つ人材育成の推進

○ 今後の「政策形成・評価」のプロセスに対応し、各府省の負担軽減を図りつつ、意思決定の
質を高める取組に注力できるよう、評価の実施の考え方を整理

 「行政事業レビュー」に「目標管理型評価」（政策評価）を一体化し、政策サイクル全体を効果的に回
していくための「基盤」を構築

 政策の特性等に応じて、政策の企画立案や改善等に貢献できるタイミング、単位で柔軟に評価を実施
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６　政策評価審議会答申（令和４年12月）
⑴�　デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の具体的方策に関する政策評価審議会答申～政策評
価をより政策の見直し・改善に反映させるために～（令和４年12月21日政策評価審議会）概要

【今回の見直しが目指す我が国の行政の将来像】

政策評価審議会答申「デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の実現のための具体的方策」
～政策評価をより政策の見直し・改善に反映させるために～

令和4年12月
政策評価審議会

【見直しの方向性】（具体的な方策は次ページ参照）

① 効果検証の取組の推進

「必要性」「効率性」だけでなく「有効性」の観点を重視し、政策の効果検証にこれまで以上に積極的に取り組む。

効果検証の精度を高めるためにはデータ利活用が重要であり、人材育成や技術的なサポートを充実させる。

② 政策の特性に応じた効果検証が可能となる評価枠組みの導入

効果検証には政策の特性に応じて多様な方法が存在する。

したがって、今後は画一的・統一的な評価方法ではなく、政策の個別性・多様性を重視した制度運用に転換する。

機動的かつ柔軟に政策の見直し・改善が行われ、社会経済の変化に対応できる行政の実現

前例のない課題に挑戦するためには、政策の進捗を正確に捉え、政策目的の達成に向け、
柔軟に軌道修正を行っていくことが必要であり、そのために政策評価の機能を活用する。

政策目的

出典：第27回政策評価審議会
森田朗部会長提出資料を加工

効果
測定

軌道
修正

軌道
修正

効果
測定

【政策評価の機能】

本答申に沿って政策評価に関する基本方針等を改定し、令和５年度以降、順次取り組む。

【今後のスケジュール】

政策の進捗状況（現在地）を正しく知り、
その「現在地」から政策の「目的地」に向けたナビゲーションを行う。

政策の進捗を正確に測るためには、
企画立案時に予定経路を明確に定め、実施後のズレを認識できるようにしておくことが重要。
効果を測定し、状況変化に応じて思い切った政策の見直し・改善につなげていく。
今後の政策評価では、このような「政策の効果検証」を重点的に行っていく。

政策評価審議会答申「デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の実現のための具体的方策」
～政策評価をより政策の見直し・改善に反映させるために～

令和4年12月
政策評価審議会

【具体的方策】

①効果検証の取組の推進
 効果検証の手法の開発と各府省における実践に必要な支援の充実

・ 行政評価局は、政策評価審議会、地方公共団体、大学等の研究機関等の協力を得て、具体的な実例をベースに効果

検証の手法等の調査研究を進め、知見・ノウハウを蓄積して各府省に提供するなど必要な支援を行う。

・ 特に、政策の構成要素であるアクティビティ（行政の活動）に着目した取組を行うことを推奨し、重点的に

手法の開発に取り組む。（ただし、手段にとらわれ過ぎず政策目的と手段の関係を不断に検討することも重要。）

 効果検証に必要なデータ分析等を担う人材育成

・ 行政評価局は、関係機関の協力を得て、関係機関が行っているEBPMに資すると考えられる研修に関する情報を把握

し各府省に提供する取組や、政策評価に関する統一研修の充実等により人材育成を支援する取組を進める。

 効果検証における統計データ等の利活用の推進

・ 行政評価局は、政府の中央統計機構と連携し、各府省における効果検証のための統計整備や統計データ等のデー

タ利活用の技術的支援を行う。

② 政策の特性に応じた効果検証が可能となる評価枠組みの導入
 政策の個別性・多様性を重視した制度運用への転換

・ 各行政機関共通の画一的・統一的な評価手法を定めているガイドライン等を改定するなど、各府省が政策の特性に

応じた評価を行いやすくなるように制度運用を柔軟化する。

 政策立案の中で行われる政策評価の充実

・ 政策の企画立案プロセスの中で実施され、政策の見直し・改善に反映されている分析や検討結果（審議会答申、レ

ビューシート等）を政策評価として活用することを推奨するため、関係ガイドラインの整備を行う。
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⑵�　「デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の実現のための具体的方策に関する答申」に当たっ
て（談話）

� 令和４年12月21日

　本日、総務大臣に対し、政策評価審議会から、「デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の実現のための具体的方策」
について答申を行いました。
　本答申は、これまでの二十年余りの政策評価制度の歩みを振り返るとともに、改めて政策評価制度の趣旨に立ち返り、デ
ジタル時代にふさわしいこれからの政策形成・評価とはどうあるべきかを問い直すものです。
　答申の中でも触れたように、社会が複雑性、不確実性を増す中で、前例のない新たな課題に対応するためには、政策の立
案段階で事前の想定を明確にした上で、速やかに実行に移すとともに、実行しながら政策の効果等を適時に把握・検証し、
柔軟に軌道修正をしていく政策形成・評価プロセスを実現する必要があります。
　その際、政策立案者は、必要とする情報やデータを従来のソースだけに頼るのではなく、デジタル技術を活用してタイム
リーに収集し、より正確に現状を把握し、様々なデータを活用した高度な分析を行っていくことを目指すべきです。また、
政策の手段の検討に当たっても、従来のやり方にとらわれることなく、例えば産官学の連携等を通じて最新のデジタル技術
の活用を検討するなど、政策形成・評価におけるデータ利活用やデジタル技術の活用に積極的に取り組み、霞が関が我が国
のDXのフロントランナーとなって社会全体をけん引していくことを期待します。
　ただし、システムやデータを活用する者は人間であり、現場です。どれだけデジタル化が進んでも、データだけでは読み
解けない現場の実態があることを忘れず、たとえ定性的であったとしても、現場の担当者や国民の生の声を聴きながら丁寧
に実情を把握する努力を怠ってはなりません。ツールにすぎないデジタル技術やデータに振り回されることなく、我が国の
組織が長年培ってきた「現場主義」の美点を損なわないようにすべきであることも当審議会として、改めて強調したいと思
います。
　これまでの政策評価制度は、説明責任に重きを置き、「きちんと出来ているか」を説明させる「監督者の視点」が強いも
のでした。今回の見直しは、「何がボトルネックとなっていて、どうすれば改善するのか」といった「政策立案者の視点」
への抜本的な転換であり、評価を実施する各府省にとっても、制度官庁の行政評価局にとっても、前例のない新たなチャレ
ンジです。各府省は、こうしたチャレンジに全力に取り組めるよう、今回の見直しの機会を活用して、既存の評価関連作業
の重複排除による負担軽減を併せて行ってもらえればと思います。また、行政評価局が、単なる制度の監督者としてではな
く、各府省のアドバイザーとなって各府省とともに政策の質の向上にチャレンジしていくことを望み、当審議会としてもそ
のチャレンジを後押ししてまいります。
� 政策評価審議会会長
� 岡　素之
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⑶�　デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の具体的方策に関する政策評価審議会答申～政策評
価をより政策の見直し・改善に反映させるために～（令和４年12月22日政策評価審議会）本体

� 政 審 第 25 号
� 令和４年12月21日

総　務　大　臣
　　松　本　剛　明　殿

� 政策評価審議会会長
� 岡　　　素　之

諮問第２号の答申
デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の実現のための具体的方策について

　本審議会は、諮問第２号によるデジタル時代にふさわしい政策形成・評価の実現のための具体的方策について審議した結
果、別添のとおり結論を得たので、答申する。
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� （別添）

デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の実現のための具体的方策に関する答申
～政策評価をより政策の見直し・改善に反映させるために～

令和４年12月21日
政策評価審議会

１．目的
　政策評価審議会では、令和３年３月に、ポストコロナ新時代における行政の評価の三つのあるべき姿（⑴役に立つ・⑵
しなやかな・⑶納得できる評価）を提示し、それを実現するための改善のアイデアを提言として取りまとめた。そして、
その議論を更に深化させた「デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の在り方に関する提言」（以下「令和４年提言」
という。）では、社会経済の急速な変化に対応できる行政を実現するためには、政策の効果等を適時に把握・検証し、機
動的かつ柔軟に政策の軌道修正ができるようなアプローチが重要であり、これこそが政策評価制度が導入当初から目指し
てきた目的であることを確認した。
　本答申は、「政策は実施段階で常にその効果が点検され、不断の見直しや改善が加えられていくことが重要」であると
指摘した行政改革会議最終報告（平成９年12月３日）を契機とする我が国の政策評価の取組について、行政機関が行う政
策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。）の20年以上にわたる施行状況を踏まえて、
令和４年提言を実現するために今後取り組むべき具体的方策を取りまとめたものである。

（今回の見直しが目指す我が国の行政の将来像）
　政策評価は、我が国の政策の進捗状況（「現在地」）を正しく知り、その「現在地」から政策の「目的地」に向けたナ
ビゲーションを行う機能を持っているとも言える。しかし、実際には「評価」という言葉に引きずられ、ややもすると
政策の「成績表」のような使われ方をされているケースもあるのではないだろうか。単に成績が良ければ問題はないと
し、成績が悪ければ止めて元どおりにするということでは、我が国の行政は前に進むことができない。現在、我が国が
直面している課題は、歴史上前例がないだけでなく、世界を見渡しても類似の例が見当たらないものが多く、政策が想
定どおりには進まないこともあり得る。必ずうまくいくという保証がない環境下では、まずは挑戦してみて、想定と異
なる状況となっても自らの現在地を正しく知り、そこからどうやって目的地にたどり着くかを常に考え続けることが重
要となる。
　政策評価はそのために有用なツールとなり得る。政策の進捗状況を正しく把握し、かつ、その政策の効果を見極める
ことができれば、「現在地」から本来の目的地に近づくための政策手段の見直し・改善を検討することにより、これま
での成果を踏まえた新たな道筋を見出すことができる。先行きが不透明な状況下であればこそ、政策評価の機能を積極
的に活用し、前例のない課題に果敢に挑戦し、世の中や政策を前に進める行政を実現していくべきである。
　今回の見直しは、この本来の制度趣旨に沿った運用が行われるための諸施策について整理をしたものであるが、政策
評価制度を正しく使い、前例にとらわれずに、変化に柔軟に対応できる行政を実現することが、本取組の目的であるこ
とを冒頭に確認しておく。

（効果検証及びデジタル技術活用の重要性）
　政策の見直し・改善を適切に行うためには、立案段階で事前の想定を明確にした上で、実施段階で政策の効果等を適
時に把握・分析し、状況に応じ柔軟に軌道修正していくことが重要である。これを実現するためには「有効性の観点」
を重視して、政策の効果検証にこれまで以上に積極的に取り組んでいくべきである。
　効果検証とは、政策が当初の想定どおりに進んでいるかをデータ等で確認し、想定どおりに進んでいなければそのボ
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トルネックが何であるかを分析して改善策を検討するとともに、政策目的を達成するためにより効果の高い方策がある
かを探索し、必要があれば思い切って手段の入替えを行っていくという、政策の企画立案から実施に至るプロセスの中
で行われる取組であり、証拠に基づく政策立案（EBPM（Evidence-Based�Policy�Making））と同じく、政策目的の実現
に向け、政策立案の精度を向上し、不断の改善によって政策効果の最大化を目指すものである。そして、それは、ひい
ては国民本位の効率的で質の高い行政や国民的視点に立った成果重視の行政の実現を目指すものでもある。
　総務省行政評価局（以下、「行政評価局」という。）は、制度官庁として、政策評価制度においてこうした効果検証の
取組を、政策の次なる改善につながる優れた評価として位置付けるべきである。ただし、社会経済の変化などの外部要
因の存在や政策の特性により、政策の効果を明確に把握することは容易ではなく、効果検証の取組自体は様々な試行錯
誤を経てその手法を見出していかなければいけないものである。このため、行政評価局は、各府省の実例を基に効果検
証に関する知見・ノウハウを蓄積するとともに、EBPMを推進する内閣官房と連携してそうした知見・ノウハウを各府
省に提供することを通じて、各府省の取組を支援すべきである。
　また、デジタル化がもたらす進化を霞が関の政策形成・評価に積極的に導入すべきである。利活用できる統計・デー
タは増えており、より精度の高い立案や効果検証に欠くことができない要素となりつつある。さらに、デジタル技術に
よって政策実行手段の選択肢の幅も広がっており、技術革新に合わせた手段のアップデートも、政策の不断の改善に当
たって考慮されるべきである。社会をけん引すべき立場にある我が国の行政府がこうした時代の変化を柔軟に取り入れ
るためにも、自らの立ち位置を常に確認しながら、行っている活動を不断に見直し、未来に向けて改善に結びつけてい
くことは今後ますます重要となる。

（効果検証に注力するための政策評価制度のアップデート）
　政策評価制度は、企画立案と実施に偏重していた我が国の行政において、評価という営みを制度化し、政策の見直し・
改善のサイクルの確立を目指して導入されたことから、まずは新たな取組を定着させることを重視し、評価作業を体系
的かつ網羅的に実施することを求めてきた。このことが、企画立案と評価の単位のズレを生じさせ、政策立案プロセス
から評価が遊離し、効果検証とは異なり、次なる具体的な改善策に直接はつながりにくい評価となる場合がある状況を
生み出した一因となっているとも考えられる。
　一方、各府省の現場では、企画立案段階で現状や課題に対する分析を行い、審議会等の場でもそのような分析に基づ
く議論が行われ政策が形成されている。このような現実の立案過程において実際に行われ、政策の見直し・改善に反映
されている分析や検討こそが本来あるべき評価である。したがって、企画立案と評価の単位は一致していることが望ま
しく、立案過程における評価をなるべくそのままの形で有効に活用し、効果検証等によりその質を高めつつ、政策の見
直し・改善に反映していくことが重要である。
　また、評価書様式の標準化等を通じて各行政機関間の統一性・一覧性の確保を重視してきた一方で、各府省が現実に
実施している政策の在り方は多様であり、一律のやり方では個々の政策の特性による違いを考慮に入れた効果検証を行
うことが難しくなることから、政策の分野や特性に応じた取組が容易となるよう個別性・多様性を重視した制度運用に
転換する必要がある。
　近年では様々な政策において数値目標が設定され、業績をモニタリングしながら進捗を管理することが広く行われる
ようになった。これは一定の期間内にどこまでやることを促すかという政策の管理手法が浸透した証左であり、政策評
価制度導入によって我が国の行政が得た進歩の一つである。
　そうした政策の管理手法の定着を受け、更なる質の向上に向けた次のステップとして、これまでの目標設定や評価手
法について画一的・統一的な対応を求めることから転換し、政策の本来の目的に立ち返って、見直し・改善に役に立つ
情報を得られるような効果検証を個々の政策の特性に応じて柔軟に行えるようにすべきである。
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２．具体的方策
　上記１に沿った取組として以下に掲げる具体的方策を実施することを求める。

⑴　効果検証の取組の推進
 �　政策の見直し・改善を適切に行うためには、立案段階で政策目的に照らして事前の想定を明確にした上で、実行し
ながら政策の効果等を適時に把握・検証、柔軟に軌道修正していくしなやかさが重要である。また、その過程におい
て、デジタル技術の進展を踏まえ、納得できる根拠・データを取得・活用できるようにしていかなければならない。

 �　このような機動的かつ柔軟な政策形成・評価の実現に向け、その基礎となる効果検証の取組を重点的に推進するこ
とが適当である。個々の政策の特性によって多様な方法が考えられることから一律の方法での取組は求めないが、政
策の構成要素である個々のアクティビティ（行政の活動）は、担当者によって捉え方が異なることは生じづらく、既
に内容が明らかであることから比較的着手しやすいと考えられる。また、短い距離の効果発現経路は外部要因等の影
響が小さいことから、まずはアクティビティに着目した取組を行うことを推奨する。なお、アクティビティにとらわ
れ過ぎると部分最適に陥りがちになることから、アクティビティの位置付けを容易に把握できるよう政策体系を明示
するとともに、政策目的と手段の整合性についても検討することが重要である。

 �　行政評価局は、各府省において効果検証の取組が広く行われるよう、実例をベースに効果検証の手法等の調査研究
を進め、同じような特徴を持つアクティビティに共通する知見やノウハウを整理して共有するなど、各府省に対して
必要な支援を行うこと。

 �　特に、多くのアクティビティで構成される政策は効果検証の難易度が高くなる。行政評価局は、政策評価審議会の
協力も得て、政策のロジック構造の把握方法や複数の手段が関係する政策の効果検証の手法等について調査研究を行
うこと。

 �　行政評価局は、効果検証等に関する各府省の多様なニーズに対応できるよう実証的共同研究の運用を柔軟化すると
ともに、地方公共団体や大学等の研究機関等とも連携し、各種研究成果、各府省等における取組の実例、国内外の学
術論文などから得られた知見やノウハウを蓄積し、各府省や地方公共団体が企画立案や評価設計の際に活用できる
データベースを構築して政府共通の基盤として提供すること。

 �　また、各府省における評価設計や効果検証の実務をサポートするために、支援体制を行政評価局に用意するととも
に、同局職員のリスキリングに積極的に取り組み、データ分析等のスキルを持った職員の育成を進めること。

 �　各府省において効果検証、EBPMの取組の実践を進めていくためには、人材育成に取り組んでいく必要があり、行
政評価局は、内閣府、総務省の統計関係部局の協力を得て、関係機関が行っているEBPMに資すると考えられる研修
に関する情報を把握し各府省に提供する取組や、政策評価に関する統一研修について、関係機関の協力を得てEBPM
の実践に資する内容を充実するなど、人材育成を支援する取組を進めること。

 �　また、各府省の効果検証の取組が進んでいくことにより、これまで以上に様々な統計データ等を活用する必要性が
高まると考えられることから、行政評価局は、中央統計機構（総務省統計局、政策統括官（統計制度担当）、統計研
究研修所及び独立行政法人統計センター）と連携し、各府省における効果検証のための統計の整備や統計データ、行
政記録情報、ビッグデータ等のデータ利活用の技術的支援に取り組むこと。

⑵　政策の特性に応じた効果検証が可能となる評価枠組みの導入
 �　政策評価が政策の見直し・改善にとって、使えるもの、価値ある情報を提供するものとなるためには、政策の本来
の目的に立ち返って、適時・的確かつ弾力的に最適な手法を、その時々の情勢に応じて、柔軟に選択していくことが
望ましい。

 �　また、政策評価を立案過程から切り離された作業とせず、見直し・改善に役に立つものとするためには、企画立案
と評価の単位は一致していることが望ましく、立案過程で実際に行われている分析や検討をそのまま政策評価と位置
付け、その内容を充実させることは、効果的かつ効率的な方法として推奨されるべきである。
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 �　政策の特性に応じた評価を行いやすくなるよう、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成25年
12月20日政策評価各府省連絡会議了承）等における各行政機関共通の画一的・統一的な評価手法に関する記述を改め
るなど、制度運用を柔軟化すること。

 �　企画立案プロセスの中で行われている実質的な評価作業を、政策評価法上の政策評価として活用することを推進す
るため、「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定）等から体系的・網羅的な評価を求める記述を削
除することなどにより、各府省における政策の見直し・改善に係る諸活動の自由度を高めること。

 �　企画立案時に行った評価結果が記載された審議会答申、白書、計画のフォローアップ、加えて予算編成プロセスで
活用される行政事業レビューシート等をそのままの形で評価書として活用することを推奨する旨を「政策評価の実施
に関するガイドライン」（平成17年12月16日政策評価各府省連絡会議了承）等で明記するなど、現実の企画立案の単
位をそのまま評価として活用しやすい環境を整えること。

 �　行政評価局は、各府省における取組を注視し、他の制度等に基づく評価関連作業を広く捉え、相互に取組の成果を
いかして一体として効果を発揮できるようにするとともに、作業の重複等をできるだけ省き、事務負担の軽減につな
がる制度運用の見直しを不断に行うこと。

３．今後に向けて
　本答申で示す取組方策は、政策の特性に応じた柔軟な評価方法を選択する余地を広げているにすぎず、選択する評価方
法については、今後、政策によってそれぞれ個別に検討される必要がある。
　解決すべき課題や社会の変化に応じて政策が柔軟に見直されていく必要があるように、そうした政策を評価する方法に
ついても、一朝一夕に最善手に到達できるものではなく、各府省の実務における試行錯誤を通じて改善を進めていくこと
が重要である。政策の効果検証の取組においては、デジタル技術やデータは飽くまでもツールであることを念頭に置き、
データを見ているだけでは分からない現場の実態を現地調査やヒアリング等を通じて直接把握することもまた重要である
ことに留意すべきである。
　行政評価局が、各府省における「試行錯誤」を中長期的に支援しながら知見やノウハウの蓄積・共有を進め、政策評価
制度の更なる改善に不断に取り組むとともに、同局自身が行う評価（行政運営改善調査）においても、効果検証の視点や
技術を積極的に活用するとともに、個別施策の議論では見えにくい分野横断的な課題を取り上げて問題提起を行うなど、
政策の見直し・改善により一層つながるものとなるよう、引き続き、取組を進めていくことを期待する。また、現場の実
態や課題を把握する手段として、今後も積極的に管区行政評価局等を活用していくことが望まれる。
　政策評価審議会は、以上のような行政評価局の取組に協力し、政策評価制度の更なる改善に向けて、今後も役割を果た
していく。
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第２章　政策評価に係る最近の動向
第１節　政策評価制度に係る取組状況

１�　令和６年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に
関する報告（概要）

第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

1

令和6年度政策評価等の実施状況及び
これらの結果の政策への反映状況に関する報告（概要）

政策評価の推進

行政機関が行う政策の評価に関する法律
第19条の規定に基づき、国会に提出する
ものです。

総
務
省
行
政
評
価
局

C

A

P

D

政策評価

評価反映

企画立案

政策実施

政策の
P D C Aサイクル

所掌する政策について自ら評価し、
その結果を企画立案に反映

各
府
省

あっせん・通知

勧告・通知

支援・点検・評価

1

行政評価・監視の実施
・各府省の業務の実施状況を実地に調査
・問題点を実証的に把握・分析

行政相談の受付
・行政に関する苦情や意見・要望を国民から直接、
分野を問わず幅広く受付

・全国約5,000人の行政相談委員（総務大臣が委嘱
した民間有識者）が活躍

2

3

1．総務省の取組（２ページ）

（政策評価制度の基本的事項の企画立案）

複数府省にまたがる政策の評価
（統一性又は総合性を確保するための評価）

各府省が自ら行う政策評価の点検
（政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保
するための評価活動）

2．各府省の取組（３ページ）

1 総務省の取組 報告書６～８ページ
38～44ページ

2

政策評価の推進  （政策評価制度の基本的事項の企画立案）1

  複数府省にまたがる政策の評価 （統一性又は総合性を確保するための評価）

  各府省が自ら行う政策評価の点検 （政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動）

2

3

〇 「不登校・ひきこもりのこども支援」（フォローアップ）
〇 「生活道路における交通安全対策」（実施中）

分野 点検対象 主な指摘事項

規制 法令により新設・改廃される
規制に関する評価

・ 正確な推計が困難として定性的な記載にとどめるのではなく、一定の仮定を置い
た推計や幅をもった数量（上位値や下位値の設定等）を用いて効果及び負担を説
明するよう求めた。

・ 他の規制手段や非規制手段との比較結果を簡潔に記載し、当該規制手段を選択す
ることの妥当性を説明することを求めた。

租税特別
措置等

令和７年度税制改正要望に関す
る評価

・ 過去及び将来の効果（達成目標の実現状況）が定量的に示されておらず、達成目
標の実現にどの程度寄与するのか明らかにされていない。

・ 達成目標が他の要因の影響を受けやすいなど適切に設定されていない。

〇 令和５年３月の「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定）の一部変更を踏まえ、令和６年度においても以下の取組
を行い、各府省における新たな取組を後押し

・ 各府省が直面する課題や悩み（新たな政策評価を行う上での工夫や個別の施策・事業の効果の把握・分析等）について相談に応じ
るなど伴走型で支援

・ 各府省や学識経験者と共同で具体の政策効果の把握・分析を行う実証的共同研究を実施

・ 政策効果の把握・分析手法等に関する研究成果や学術論文等を基に知見を整理し、各府省の政策担当者への解説講義を実施

・ 以上の取組も踏まえ、「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン」（令和６年３月策定）を改定し、各府省における
工夫の事例、政策効果の把握・分析や政策の点検・改善を行う上でのポイントを追加するなど、内容を充実強化
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3

※ 各府省別の政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページに掲載
（https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_r06houkoku-3.html）

2

869件 （５年度：934件）

報告書○ページ各府省の取組 報告書11､13ページ

事前評価

事後評価

反映状況 件数

全体

1,050件

施策・事業の改善等を実施 88件

これまでの取組を継続 962件

予算要求に反映 252件

機構・定員要求に反映 49件

評価結果を踏まえ、法令改正、税制改正要望、事業の採択、
予算要求等に反映（このうち、予算要求に反映したものは 
136件）

事前評価

事後評価

評価対象 件数

全体 869件

研究開発 108件

公共事業 487件

政府開発援助 45件

規制 158件

租税特別措置等 65件

一般分野 6件

評価対象 件数

全体 1,540件

一般分野 220件

規制 140件

租税特別措置等 8件

未着手・未了の事業等 682件

完了後・終了時の事業等 490件

令和６年度政策評価実施件数 2,409件 （５年度：2,504件）

各府省における政策評価の実施状況 各府省における政策評価の結果の政策への反映状況

1,540件 （５年度：1,570件）

実施中の政策（完了後・終了時の事業等を除いた1,050
件）について、評価結果を踏まえ、施策・事業の改善、廃
止・休止又は中止、予算要求等に反映
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２　総務省における政策の評価の実施状況
⑴　政策評価制度の概要
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政
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評
価
は
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
の
推
進
と
、
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、
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が
、
自
ら
の
政
策
等
に
つ
い

て
評
価
し
、
政
策
の
見
直
し
・改

善
に
役
立
て
る
取
組


総
務
省
行
政
評
価
局
は
、
基
本
方
針
等
の
策
定
や
、
各
府
省
に
ま
た
が
る
政
策
評
価
等
の
実
施
、
政
策
効
果
の
把
握
・分

析
に
係

る
知
見
の
蓄
積
と
各
府
省
へ
の
展
開
に
よ
り
、
政
策
評
価
の
取
組
を
推
進

国
会
報
告

調
査
審
議

評
価
書
等
の
公
表

知
見
の
活
用

国
会

総
務
省

行
政
評
価
局

各
府
省

国
民

基
本
方
針
等
の
策
定

各
府
省
に
ま
た
が
る
政

策
評
価
等
の
実
施

政
策
効
果
の
把
握
・分

析
に

係
る
知
見
の
蓄
積
・展

開
（
例
）・
実
証
的
共
同
研
究
の
実
施

・研
修
の
実
施
等

政
策
評
価
審
議
会

学
識
経
験
者

政
策

評
価

の
基
本

計
画

等
を
策

定

知
見

の
共

有

連
携

【政
策
評
価
の
対
象
】

・各
府
省
の
主
要
な
行
政
目
的
に
係
る
政
策
（３

年
～
５
年
に
１
回
）

・法
令
で
評
価
の
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
事
業
５
分
野

①
研
究
開
発

②
公
共
事
業

③
O

D
A

④
規
制

⑤
租
税
特
別
措
置
等

政
策

評
価

制
度

の
概

要

自
ら
の

政
策

の
評

価
を

実
施

し
、
政

策
の

見
直
し
・
改
善

に
反
映

方
針

の
提

示

評
価
書
等
の
送
付

政
策

評
価

制
度

の
概

要

1
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⑵　効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドラインについて～概要～

○
政

策
担

当
者

が
政

策
の

効
果

を
把

握
し

、
政

策
の

前
向

き
な

改
善

に
つ

な
げ

て
い

く
た

め
、

実
務

で
活

用
可

能
な

具
体

的
な

効
果

分
析

の
事

例
を

紹
介


効

果
分

析
手

法
の

活
用

に
向

け
、

効
果

分
析

ま
で

の
流

れ
や

、
効

果
分

析
手

法
を

活
用

す
る

た
め

の
各
段
階
に
お
け
る
留
意
点
等
を
整
理


効

果
分

析
手

法
の

活
用

事
例

に
つ

い
て

、
活

用
し

た
手

法
や

結
果

の
ほ

か
、

「
分

析
の

課
題

設
定

」
「

手
法

の
選

定
理

由
」

「
分

析
を

す
る

に
当

た
り

行
っ

た
工

夫
」

等
に

つ
い

て
も

紹
介

第
３
部

効
果
分
析
手
法
の
活
用
に
よ
る

政
策
の
見
直
し
の
検
討
事
例

効
果
的
な
政
策
立
案
・
改
善
に
向
け
た
政
策
評
価
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

○
令

和
５

年
３

月
の

政
策

評
価

の
運

用
見

直
し

を
踏

ま
え

、
各

行
政

機
関

に
お

け
る

政
策

効
果

の
把

握
・

分
析
の
取
組
を

後
押

し
す

る
た

め
、

各
行

政
機

関
の

取
組

例
も

参
考

に
、

効
果

の
把

握
・

分
析

の
手

法
等

に
つ

い
て

得
ら

れ
た

知
見

や
方

法
を
整

理
し
、

政
策
評

価
審
議

会
の
審

議
を
経

て
、
令

和
６
年

３
月
に

行
政
評

価
局
が

策
定
（

令
和
７

年
１
月

改
定
）

○
今
後

も
、
各

行
政
機

関
に
お

け
る
政

策
立
案

・
改
善

の
取
組

状
況
を

踏
ま
え

、
継
続

的
に
改

定

○
政

策
・

事
業

の
実

施
状

況
や

効
果

を
把

握
し

、
前

向
き

な
改

善
に

資
す

る
よ

う
、

事
業

の
実

施
方

法
や

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ご

と
に

効
果

発
現

経
路

や
目

標
・

指
標

の
設

定
方

法
、

点
検

・
改

善
の

考
え

方
を

整
理

・
紹

介


「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
作
成
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
」
の
記
載
内
容
も
踏
ま
え
、
令
和
６
年

度
の
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
の
事
例
を
中

心
に
整
理


今
回
ま
と
め
た
事
業
の
実
施
方
法
及
び
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
種
類
は
、
以

下
の

1
2種

類
事
業
の
実
施
方
法

補
助
金
・

交
付

金
／
拠

出
金

・
分
担

金

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

広
報
・
普

及
啓

発
／
研

修
・

人
材
育

成
／

調
査
事

業
研

究
開
発

／
実

証
事
業

／
窓

口
・
相

談
審

査
・
検

査
／

監
督
・

監
視

・
防
止

設
備
導
入

・
物

品
購
入

・
修

繕
／
施

設
整

備

第
２
部

政
策
効
果
の
測
定
と

点
検
・
改
善
の
ポ
イ
ン
ト

○
各

行
政

機
関

に
お

け
る

政
策

評
価

の
実
施
に
お
い
て
工
夫
し
た
ポ
イ
ン
ト

を
整

理
し

、
今

後
、

各
行

政
機

関
が

政
策

に
応

じ
た

政
策

評
価

の
実

施
に

当
た

り
、

参
考

と
な

る
事

例
を

紹
介


令

和
６

年
度

ま
で

に
実

施
さ

れ
た

政
策

評
価

に
お

い
て

、
試

行
的

取
組

と
し

て
各

行
政

機
関

が
工

夫
し

て
取

り
組

ん
で

い
る

事
例

を
紹

介


工

夫
し

た
ポ

イ
ン

ト
は

、
例

え
ば

、
ロ

ジ
ッ

ク
モ

デ
ル

の
活

用
や

、
政

策
の

基
本

計
画

と
連

携
し

て
政

策
評

価
を

実
施

し
た

点
な

ど

第
１
部

工
夫
し
た
取
組
を
実
施
し
て
い
る

政
策
評
価
事
例
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⑶　EBPM推進に係る役割分担や連携について 第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

内
閣
府
政
策
統
括
官
(経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
担
当
)

総
務
省
⾏
政
評
価
局

内
閣
官
房
⾏
⾰
事
務
局

EB
PM
推
進
に
係
る
役
割
分
担
や
連
携
に
つ
い
て

○
予
算
の
質
の
向
上

（
す
べ
て
の
予
算
事
業
を
対
象
）

○
政
策
の
質
の
向
上

（
各
府
省
の
政
策
を
対
象
）

○
財
政
⽀
出
の
政
策
効
果
を
⾼
め
、ワ
イ
ズ
・

ス
ペ
ン
デ
ィン
グ
の
徹
底
を
図
る
。

（
経
済
・財
政
に
⼤
き
な
影
響
を
も
た
らす
、府
省
の

枠
を
超
え
た
多
年
度
の
重
要
政
策
・計
画
を
対
象
）

EB
PM
推
進
委
員
会

政
策
評
価

EB
PM
を
活
⽤
した

経
済
・財
政
⼀
体
改
⾰
の
推
進

各
府
省

事 業 所 管 課

事 業 所 管 課

事 業 所 管 課

…
事 業 所 管 課

事 業 所 管 課

事
業
所
管
部
局

※
事
業
所
管
部
局
に
は
、

部
局
取
りま
とめ
課
も

含
ま
れ
る

（
注
）
デ
ジ
タル
⾏
財
政
改
⾰
会
議
に
お
い
て
も
、D
Xを
通
じた
⽀
援
とし
て
、政

策
ダッ
シ
ュボ
ー
ド等

に
よ
る
⾒
え
る
化
・デ
ー
タ分

析
基
盤
構
築
を
試
⾏
（
R5
年
〜
）
。

※
レ
ビュ
ー
シ
ー
ト等

を
政
策
評
価
書
とし
て

代
替
⼜
は
活
⽤
可
能
とす
る
運
⽤
⾒
直
し（

R5
.3
)

・政
策
効
果
の
把
握
・分
析
⼿
法
の
実
証
的
共
同
研
究

・エ
ビデ
ンス
等
の
収
集
・整
理
・提
供
事
業

・予
算
事
業
ご
との
EB
PM
を
実
施
して
い
る
⾏
政
事
業
レ
ビュ
ー
や

各
府
省
庁
の
政
策
評
価
と相

互
に
連
携
し、
政
策
体
系
の
整
理
、

デ
ー
タ収

集
・分
析
な
どを
進
め
る

⾏
政
事
業
レ
ビュ
ー
推
進
チ
ー
ム

政
策
課
or
企
画
課

EB
PM
推
進
部
局

会
計
部
局

※
令
和
５
年
度
よ
り横

の
つ
な
が
りを
強
化

・ア
ドバ
イザ
リー
ボ
ー
ド（

有
識
者
）
の
知
⾒
等
を
活
⽤
した
、関

係
府
省
庁
の
ア
クシ
ョン
プ
ラン
作
成
（
R6
年
末
）
⽀
援

※
諮
問
会
議
に
お
け
る
EB
PM
に
関
す
る
取
組
に
つ
い
て
は
、

予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、⾏

政
事
業
レ
ビュ
ー
、政

策
評
価
書
の
作
業
と整

合
性
を
取
りな
が
ら、
効
率
的
・⼀

体
的
に
作
業
を
進
め
る
。

⾏
政
事
業
レ
ビュ
ー

・レ
ビュ
ー
シ
ー
ト作

成
ガ
イド
ブ
ック
を
各
府
省
へ
提
供

・E
BP
M
補
佐
官
の
派
遣

・R
Sシ
ス
テ
ム
の
運
⽤
（
注
）

・⾏
政
評
価
局
と各

府
省
へ
の
伴
⾛
⽀
援

・「
政
策
効
果
の
測
定
の
ポ
イン
ト」
を
⾏
政
評
価
局

と共
同
で
作
成
し、
各
府
省
へ
提
供

5

第
60
回
行
政
改
革
推
進
会
議

行
政
改
革
推
進
本
部
事
務
局
説
明
資
料

（
令
和
７
年
１
月
15
日
）
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⑷　政策評価に関する基本方針の変更に関する経緯
政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
⽅
針
の
変
更
に
関
す
る
経
緯

総
理
指
⽰
（
令
和
４
年
６
⽉
３
⽇
デ
ジ
タ
ル
臨
時
⾏
政
調
査
会
）

・
霞

が
関

職
員

が
前

例
に

と
ら

わ
れ

ず
変

化
に

柔
軟

に
対

応
で

き
る

よ
う

、
提
⾔
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い

。

特
に
、
財
政
支
出
を
伴
う
事
務
事
業
で
成
果
目
標
を
定
量
的
に
立
て
、
執
行
段
階
か
ら
成
果
を
検
証
し
、
効
果
の
低
い
も
の
は
見
直
し
て

い
く

こ
と

が
重

要
。
約
5,
00
0の

事
務
事
業
の
レ
ビ
ュ
ー
の
⽅
法
を
順
次
⾒
直
し
、
EB
PM
⼿
法
の
実
践
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
で
、

事
業
効
果
の
検
証
を
⾏
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
⾻
太
20
22
」
（
令
和
４
年
６
⽉
７
⽇
閣
議
決
定
）

・
E
B
P
M
の
実
践
に
向
け
、
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
を
予
算
編
成
プ
ロ

セ
ス
で
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
活
用

・
政
策
立
案
・
実
施
に
投
入
す
る
リ
ソ
ー
ス
の
確
保
に
向
け
、
政
府
の
評
価
関
連
作
業
の
合
理
化
を
進
め
る
。

総
務
省
政
策
評
価
審
議
会
提
⾔
（
令
和
４
年
５
⽉
31
⽇
）

政
策
の
見
直
し
・
改
善
を
行
う
た
め
に
は
、

・
効
果
検
証
(E
BP
M
)を
し
な
が
ら
柔
軟
に
軌
道
修
正

す
る
こ
と
が

必
要

・
政
策
の
特
性
に
応
じ
た
評
価

を
推

進

⾏
政
改
⾰
推
進
会
議
ア
ジ
ャ
イ
ル
W
G
提
⾔ （
令
和
４
年
５
⽉
31
⽇
）

行
政
の
無
謬
性
神
話
を
打
破
す
る
に
は
、

・
改

善
に

つ
な

が
る
動
的
な
EB
PM

が
必

要
・
⾏
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
で
EB
PM
を
実
践

総
務
省
政
策
評
価
審
議
会
答
申
（
提
⾔
の
具
体
化
）

今
後
の
⾏
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の
⾒
直
し
の
⽅
向
性

総
理
指
⽰
（
令
和
４
年
３
⽉
30
⽇
デ
ジ
タ
ル
臨
時
⾏
政
調
査
会
）

・
デ

ジ
タ

ル
時

代
に

相
応

し
い

政
府

へ
の

転
換

に
向

け
、
機
動
的
で
柔
軟
な
⾒
直
し
を
⾏
え
る
政
策
形
成
・
評
価
の
仕
組
み
を
具
体
化
す

る
。

デ
ジ
タ
ル
臨
時
⾏
政
調
査
会
、
⾏
⾰
推
進
会
議
に
報
告
（
令
和
４
年
12
⽉
21
⽇
）

政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
⽅
針
の
変
更
（
令
和
５
年
３
⽉
28
⽇
閣
議
決
定
）

⾏
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
の
記
載
内
容
の
変
更

総
務
省
政
策
評
価
審
議
会
提
⾔
（
令
和
３
年
３
⽉
17
⽇
）

ポ
ス

ト
コ

ロ
ナ

に
お

い
て

、
行

政
の

評
価

が
政
策
改
善
に
役
⽴
つ
、

し
な
や
か
で
納
得
で
き
る
評
価

を
目

指
す

デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
今
後
の
⾏
政
改
⾰
の
基
本
的
⽅
向
性
(仮
)

（
令
和
２
年
６
⽉
26
⽇
⾏
政
改
⾰
推
進
本
部
事
務
局
）

デ
ジ

タ
ル

時
代

に
お

け
る
「
変
化
へ
の
対
応
」
の
た
め
の
⾏
政
改
⾰
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第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

事
後
評
価
（
主
要
な
⾏
政
⽬
的
に
係
る
も
の
等
）

事
前
評
価
（
政
令
に
よ
る
義
務
付
け
対
象
）

（
参
考
）
政
策
評
価
制
度
の
変
遷

平
成
14
年

政
策
評
価
法
施
⾏

平
成
29
年

内
閣
官
房
「
統
計
改
⾰
推
進
会
議
最
終
取
り
ま
と
め
」
（
EB
PM
推
進
体
制
の
構
築
）

令
和
２
年

内
閣
官
房
⾏
⾰
事
務
局
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
今
後
の
⾏
政
改
⾰
の
基
本
的
⽅
向
性
」

令
和
３
年

政
策
評
価
審
議
会
提
⾔

令
和
４
年

政
策
評
価
審
議
会
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
政
策
形
成
・
評
価
の
在
り
⽅
に
関
す
る
提
⾔
」

令
和
５
年

「
政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
⽅
針
」
の
⼀
部
変
更
（
閣
議
決
定
）

⾃
⼰
評
価
原
則

租
特

O
D
A

規
制

公
共

事
業

研
究

開
発

O
D
A

実
績
評
価

⾏
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー

⽬
標
管
理
型
評
価

予
算
と
の
連
携

対
象
重
点
化

平
成
17
年

法
施
⾏
後
３
年
経
過
後
の
⾒
直
し

平
成
19
、
22
年

事
前
評
価
の
義
務
付
け
対
象
の
追
加
（
規
制
、
租
税
特
別
措
置
）

（
施
策
レ
ベ
ル
）

公
共

事
業

研
究

開
発

（
事
業
レ
ベ
ル
）

平
成
25
年

⽬
標
管
理
型
評
価
の
本
格
導
⼊

・
政
策
体
系
（
政
策
−
施
策
−
事
務
事
業
）
の
明
⽰

・
施
策
と
予
算
の
項
の
対
応

・
企
画
⽴
案
に
は
政
策
効
果
の
分
析
や

評
価
が
不
可
⽋
（
政
策
評
価
制
度
導
⼊
）

効
果
検
証

・
政
策
効
果
の
把
握
・
分
析
機
能
の
強
化
（
基
礎
的
な
EB

PM
）

・
意
思
決
定
過
程
で
の
活
⽤
の
促
進
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⑸�　Ｒ５年度　総務省行政評価局政策評価書（行政評価等による行政制度・運営の改善）

令和５年度
主要な政策に係る評価書

政策名 政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善
担当部局・課室名 行政評価局 総務課、政策評価課、行政相談企画課
作成責任者名 行政評価局総務課長 渡邉 浩之
政策評価実施時期 令和５年９月

行政課題
（政策目的）

政策（介入）
（課題解決の手段）

政策が効果を上げているか？
（政策効果の把握・分析）

各
府
省
の
政
策
立
案
過
程

③行政相談（所掌にとらわれず直接国民から意見・苦情を聞き、個別課題の解決を図りつつ、その中から行政運営上の課題を探る）

（改善、次の立案に反映）

②行政運営改善調査（各府省とは異なる立場で政策効果の把握・分析を行い、改善に資する情報を提供）

①政策評価制度の企画立案・運営（各府省による自己改善を促進）総
務
省

国民 行政
サービス

意見・苦情
国民の意見等に基づく

課題等の提示

政策の効果を高めるために
有益な情報を得るためのサポート

【行政評価局のミッション】
①政策評価制度、②行政運営改善調査、③行政相談の各機能を有機的に連携させ、
政策効果の把握・分析等によって政策設計・運営上のボトルネックを発見し、その解消を図ることで
各府省が自らの政策の効果を更に高め、政策を前に進める取組に貢献する。
また、これらの取組を通じて国民に対する説明責任を果たし、国民の行政に対する納得や信頼を高める。

総
務
省

各府省が自らだけでは
気づくことができない
政策推進上の課題等に

ついて情報提供

政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善 ～行政評価局の機能と役割～

1
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第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

①政策評価の推進

第Ⅰ部 政策の全体像

① 政策評価の推進（制度概要）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

所掌する政策の効果を把握し、
これを基礎として自ら評価を実施し、
その結果を適切に政策に反映

各府省

自ら政策評価

○政策評価は、政策評価法(H14施行)に基づき、各府省が自ら政策を評価し、見直しや改善に反映させる取組

○行政評価局は、評価手法の改善や知見を随時整理・共有し、データ利活用・人材育成支援等を含め、各府省の
取組の継続的な改善を促進

○これまで、「政策評価」の定着を優先するために、画一的・統一的な制度運用に重きを置いてきたが、今後は
本来の制度趣旨に立ち返り、形式ではなく実質を重視し、各府省の意思決定に有益な情報を生み出すための
前向きな挑戦を後押ししていく

令和４年度政策評価実施件数：2,355件
事前評価 1,001件 事後評価 1,354件
公共事業 546件 目標管理型 196件
規制 227件 未着手・未了 625件
研究開発 91件 完了後・終了時 431件
租特 88件 その他※ 102件
ODA 42件 （※規制、租特、一般分野）
一般分野 7件

取組
支援

総務省行政評価局

○政府全体のガイドラインなど統一的ルールの策定

○特定分野（公共事業、規制、租税特別措置等）について、各府省の政策評価をチェック

○毎年６月頃、政府全体の政策評価の実施状況等を取りまとめ、国会に報告

○各府省と共同して政策効果の把握・分析のための「実証的共同研究」を実施

○複数府省にまたがる政策について、統一性・総合性を確保するための評価を実施

制度官庁として各府省の取組を支援

政策評価は、本来は政策立案過程で自然に行われるものであるが、現実には
意思決定過程から遊離した「作業」（評価のための評価）になっているのでは？

課題（各府省の声）

政策評価制度の見直し（Ｒ５年３月）
「評価のための評価」はやめ、「意思決定に使える評価」に変えるため、
政策や意思決定方法に応じて作り方・使い方を柔軟に変えられるよう、
従来の画一的・統一的な制度運用を修正

見直し

2
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① 政策評価の推進（今後の方針）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

各府省

①政策効果の把握・分析
②意思決定過程での活用

○制度見直し(R５年３月)のコンセプトは、政策評価の取組が意思決定に有益な情報を生み出すようにすること
○このため、政府全体として①政策効果の把握・分析機能の強化、②意思決定過程での活用の促進に取り組む
○行政評価局は、この取組の過程で各府省が直面する課題を丁寧に把握し、課題解決に向けた支援を行う

総務省行政評価局

各府省が政策を前に進めるため、政策評価を活用できるようにする

制度見直しのポイント
・政策特性に応じた評価設計が可能に
（統一的な様式の廃止等）

・意思決定過程での評価関連作業の
活用方法の柔軟化
（レビュー等との連携が容易に）

○各府省が政策効果の把握・分析等の取組に当たって直面した課題を把握
↓

○当該課題の解決策の検討や支援
（想定される個別の課題例）
・実務上実施可能な負担の軽い分析方法
・事業単位で効果を測定することが困難な場合の政策評価の活用方法
・政策目的に照らして適切な目標の設定の仕方
・目標達成の度合いを測るために適切な指標の設定の仕方

○行政評価局の課題解決能力を高めるための取組
・国内外の効果検証に係る学術論文の収集・整理・提供（データベース化）
・効果検証に関する実証的共同研究（各府省だけでなく地方公共団体にも拡大）
・解決困難な個別課題を掘り下げて検討するための調査研究

今
後
の
取
組

効
果
の
把
握
・
分
析
方
法

活動モニタリング指標 短期アウトカム

アクティビティ

中期～長期アウトカム

・各府省が実施する評価関連作業の
取組の技術的・制度的課題の把握
（年間100件程度を当面の目安とし、件数が低い
状態が続く場合は、各府省の課題を適切に把握
できていない可能性があるため手段を見直す）

・DBに掲載した学術論文数（参照数）

・実証的共同研究実施件数

・調査研究実施件数

・技術的・制度的課題の解決件数
【目標：把握した課題の70％】
（100％とすると容易な課題を取り上げる誘因と
なりかねないため）

⇒個別の課題については別途整理して公表予定

・ユーザー評価
【目標：各府省政策評価担当官会議の評価B以上】
（政策評価制度のユーザーである各府省担当者が、
制度官庁から提供される支援に対する評価を行い、
その中から取り組むべき課題を抽出する）

・専門家評価
【政策評価審議会における質の評価】
（技術的・制度的課題に対する制度官庁としての対
応状況について、政策評価審議会による定性的な
評価を実施し、取り組むべき課題を抽出する）

活動モニタリング指標の状況

（毎年度の状況と認識を記載）

3

① 政策評価の推進（その他の取組）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

1 評価の実施に関する基本的な方針
(1) 統一性・総合性確保評価（政策評価法第12条第１項）

政府全体として目指す一定の方向性の下に、重要性・必要性等を見極めた上で統一性又は総合性を確保する
必要のある政策について積極的に実施
ＥＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案）推進のための政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究の成果

を活用し、総務省が行う統一性又は総合性を確保するための評価を充実・強化

(2) 政策評価の客観性を担保するための評価活動（政策評価法第12条第２項）
①各行政機関における政策評価の実施状況の把握
管区行政評価局等の現地調査機能も活用し、情報の収集・分析を実施

②各行政機関が実施した政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための点検
・各行政機関が実施した政策評価について、必要な点検を行い、関係機関に結果を通知、公表
・政策評価の改善の検討状況も踏まえつつ、点検の見直し・改善の検討を行う。

2 令和５年度から７年度までの３か年に実施する評価のテーマ
・令和５年度の実施テーマ：「不登校・ひきこもりのこども支援」（令和３年度から実施し、令和５年７月に公表）
・このほか、「生活エリアにおける交通安全対策」に係る調査の具体化の検討を含め、必要な情報収集を進め
ながら、国民生活や社会経済への影響が大きいものなどを中心に、政策評価審議会の議論を経て、随時決定

3 その他評価の実施に関する重要事項
(1) 学識経験者の知見の活用

評価の実施に当たっては、評価の中立性及び公正性の確保並びに評価の質の向上を図る観点から、学識経験
者の知見を活用。その際、特に、評価の設計や分析に関し、政策評価審議会の調査審議に付議

(2) 改善措置状況のフォローアップ
勧告に対する各行政機関の改善措置状況をフォローアップし、政策への反映状況と政策効果を十分に確認

(3) 評価に関する情報の公表
「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」（平成22年５月28日政策評価各府省連絡会議了

承）を踏まえて、総務省が行う政策の評価に関する情報を公表
4
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①政策評価の推進

第Ⅱ部 今後注力・工夫等したい分野

① 政策評価の推進（挑戦目標）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

・各府省が実施する評価関連作業の
取組を通じて課題を把握

・それらを基に、目標や指標の設定
方法、具体的な分析方法、留意事
項等を言語化し、政策評価審議会
に諮った上で各府省に共有

当面３年間、試行錯誤しながら実現を目指す目標

政策の質を高める、政策を前に進めるための政策形成・評価上の知見・ノウハウの言語化と蓄積・共有
（例：各政策の立案に要求される「エビデンスの水準」とは何かを明らかにする試み）

【短期目標】
Ｒ５年度中に「政策効果の把握・
分析のための政策形成・評価上の
工夫に関する技術的ガイドライン」
（仮称）Ver.1を公表

【中期目標】
「ガイドライン」を継続的に改定
（毎年度取組状況を評価書上で
フォローアップ。３年後をめどに
政策評価審議会において総括）

Step 1

Step 2

Step 3

政策の構造（効果発現経路）を整理する
・ 政策の目的と手段の間のロジックを明らかにしていく
（これは政策効果を測定するための前提条件）
・ 効果の測定に関する知見・ノウハウの蓄積も必要
（政策目的に合った目標になっているか？
目標の進捗を表す指標はどういうものか？）

効果発現経路を辿って効果を測定する
・ 個々の効果の測定結果（ある手段がどの程度効果を上げたか）
＝介入の効果に関する「エビデンス」

・ これまで効果があると思って取り組んできた手段が、
①実は効果がなかった、②実は逆効果だった、③やっぱり効果が
あった・・・かを定量的に分析する
（※有効性の観点からの評価や調査で議論していることと発想は同じ。

今後、データ分析も論拠に加えていくイメージ）

エビデンスを活用して政策を立案・改善する
・ 政策手段を選択する際に、各手段の効果発現との因果関係に
関する「エビデンス」を活用※し、政策の成功確率を高めることを
目指す（※エビデンスから手段が自動的に導き出される訳ではない）

⇒ 政策の「効果」に着目して、意思決定が行われることが政策評価・
EBPMが目指す価値
（※ただし、全ての政策効果を定量的に測定することは現実的ではなく、当面は有効性の

観点から政策を立案・改善できれば十分）

分析手法を
検討中

←今の
段階

政策評価の課題 ⇒ 今どの段階にいて、これからどのように変わるのか

課題へのアプローチ

5
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②行政運営改善調査

第Ⅰ部 政策の全体像

② 行政運営改善調査（制度概要）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

○行政運営改善調査は、政策担当府省とは異なる主体である行政評価局が政策効果の把握・分析を行い、各府省
自身では気づくことができない政策の設計上・運営上の課題を摘示、各府省における政策改善、政策推進に
資する情報を提供する取組

政策目的・構造把握

現場の実態把握

政策効果の把握・分析

原因分析・改善策検討

政策改善に資する情報

各府省

行政評価局

【各府省自身では気づかない課題の主な例】

政策（介入） 行政課題

（目的）（課題解決の手段）

介入が効果を上げているか？
（政策効果の把握・分析）

行政課題が的確に捉えられていない１ 設計どおりに政策が動いていない政策の設計に不備がある
課題認識の誤り、新たな課題に未対応 等 現場態勢の不備、認識・周知不足 等社会情勢の変化による現場実態

との乖離 等

２ ３
6
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行政課題は的確に捉えられているか１

政策の設計に不備はないか２

設計どおりに政策が動いているか３

● 「引取人のない死亡人が残した遺留金等の処理」という既存制度では対応しきれていない課題について、地方公共団
体における遺留金等の処理や保管の実態を調査（遺留金等の保管額などの全国データを初めて把握）

● 市町村等が処理や保管に苦慮している状況を明らかにし、課題認識の必要性や負担軽減に向けた改善方策を提案

遺留金等に関する実態調査

（令和５年３月結果公表）

● 農地等の災害からの復旧工事が完了するまでのプロセスについて、地方公共団体の現場等を調査し、実態と比較
● 工事完了までの手続において、デジタル化が遅れているもの、形骸化しているものなど、国に対する協議が過度な負担と
なっているもの等、時代の変化に対応しておらず見直しが必要なものがあることを把握し、プロセスの改善を提案

農業分野における災害復旧の迅速化に関する行政評価・監視

（令和３年12月結果公表）

● 火山災害警戒地域に指定された市町村は、警戒地域内にあるホテル等で必要なものを「避難促進施設」として指定
することが、避難促進施設では、避難訓練などに迅速・円滑な避難を行うための「避難確保計画」を作成することが、活
動火山対策特措法で義務付け

● 実地調査では、避難促進施設の指定や避難確保計画の策定が低調な例あり。指定や策定を進めるため、市町村等
への専門的な知識やノウハウの提供等の支援を提案

火山防災対策に関する行政評価・監視

（令和４年９月結果公表）

② 行政運営改善調査（実例）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

7

政策評価審議会の議論を経て
随時、大臣決定

行政相談に
寄せられた声

自治体などの
現場の声

国政の
重要課題 等

行政評価局が自ら調査を実施 管区行政評価局等の全国的なネットワーク
を活用し、現場の実態を実地に調査

課題の改善状況、調査対象とした政策の進展状況について
適時にフォローアップ

調査テーマを決定

調査で把握した課題やその解決方策などを取りまとめ

関係府省に情報提供
（大臣から勧告、局長等から通知などの方法あり）

必要に応じ、有識者等へのヒアリングや
行政客体へのアンケート調査（効果把
握）等も実施

② 行政運営改善調査（実施プロセス）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

8
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現在実施中の調査
○墓地行政

○地域における住民の防災意識の向上
（自然災害の伝承活動）

○ため池の防災減災対策

○「ごみ屋敷」対策

○医療的ケア児とその家族に対する支援

○浄化槽行政

○社会的養護に関する調査（里親委託）

○太陽光発電設備等の導入

過去実施した調査

【令和５年度】
○災害時の道路啓開
○河川の陸閘の管理・運用
○一人暮らしの高齢者に対する見守り活動
○不登校・ひきこもりのこども支援
○身元保証等高齢者サポート事業における
消費者保護の推進

（結果公表年度別）

（令和５年９月１日現在）

② 行政運営改善調査（一覧）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

9

【令和４年度】
○自衛隊の災害派遣（家畜伝染病への対
応）
○生活困窮者の自立支援対策
○伝統工芸の地域資源としての活用
○火山防災対策
○外国人の日本語教育（地域における日本
語教育）
○遺留金等

【令和２年度】
○認知症高齢者等への地域支援（早期対応）
○学校における専門スタッフ等の活用
○農道・林道の維持管理
○産学官連携による地域活性化
○消費者事故対策（医業類似行為等による事故
の対策）
○要保護児童の社会的養護
○学校施設の長寿命化計画の策定
○「更生保護ボランティア」（保護司）
○漁業・漁村地域の活性化（浜の活力再生プラ
ン）
○死因究明等の推進
○都道府県指定文化財（美術工芸品）の保護・
承継
○地域住民の生活に身近な事業の存続・承継等

【令和３年度】
○木質バイオマス発電をめぐる木材の需給状況
○第４種踏切道の安全確保
○農業分野における災害復旧の迅速化
○建設残土対策
○子育て支援 （産前・産後の支援）
○地域公共交通の確保等
○渉外戸籍事務の適正・円滑な処理（外国人の
婚姻届）
○外来種対策の推進
○災害廃棄物対策
○自衛隊の災害派遣（自然災害への対応）

② 行政運営改善調査（今後の方針）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

各府省

○これまでは、「自らが行った調査によって各府省の行動がどう変わったか」に関心が向き、「第三者的立場か
ら、各府省の政策運営上の問題点の指摘を行うこと」に重きが置かれていたが、今後は、各府省の課題認識
を共有した上で、政策の効果に着目し、各府省の政策効果を上げる、政策を前に進めるために有益な情報を
提供できるような調査を実施していく

総務省行政評価局

各府省が政策を前に進めるために有用な情報を提供する

○各府省の政策目的、政策構造を的確に把握
↓

○様々なチャネルで現場の実態を把握
○政策の現在地と介入による効果を把握

↓
○目詰まり、つまづきがある場合、その原因を分析、より効果を上げられるように
するための改善策を検討
↓

○調査結果を各府省に提供（勧告、通知など）

今
後
の
取
組

効
果
の
把
握
・
評
価
等

アクティビティ

・フォローアップのための効果測定指標
を設定
【目標：すべての調査で設定】
ただし、調査の性質によっては設定が困難なもの等あり。
このため、柔軟に対応し、100％の目標により無理な指
標設定となることを避ける

行政課題（政策目的）

政策（介入）
（課題解決の手段）

政策効果の
把握・分析 改善

● 個別の調査の成果は、調査対象となる政策の効果（政策が改善され目的にいかに近づいたか）そのもの
● このため、個別調査ごとに、政策改善の結果として政策効果がどのように発現しているかを測定する指標を設定し、
調査後のフォローアップにおいてこれを測定

● その測定結果も踏まえ、当該調査全体についての評価を行い、調査業務の改善方策を検討、調査の質の向上を図る

・フォローアップにより、調査対象と
した政策の改善状況及び設定した
指標に沿って政策効果を測定

・フォローアップ結果も踏まえ、調査
業務を評価。改善方策を検討・実施し、
調査の質の向上を図る
定量的な評価は困難だが、政策評価審議会にお
いて議論いただき、調査テーマの選定等に活用

10
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【調査設計時に設定した効果測定指標とその測定結果】

【調査全体についての振り返り・評価】
＜調査の各工程の状況、工夫した取組等＞
＜政策効果の発現状況を踏まえた本調査の反省点等＞
＜政策評価審議会における評価＞

【今後の調査業務の改善に向けた方策の検討結果】

※ 現時点のイメージ。今後詳細を検討

調査業務の改善・調査の質の
向上のための取組
（フォローアップ時に効率的に振り返りができるよ
う、調査の各段階において振り返りに必要な事
項を適切に記録・保存）

フォローアップで整理するポイント

② 行政運営改善調査（評価設計）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

● 個々の調査の評価結果を政策評価書として記録

● 業務の改善は継続的な創意工夫の積み重ねであり、評価書を蓄積していくことで、過去の試行
錯誤の経緯を追えるようにしておく

11

②行政運営改善調査

第Ⅱ部 今後注力・工夫等したい分野
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従来は、
・ 自らが行った調査によって、各府省の行動がどう変わったかに関心が向いていた
・ 各府省の政策運営上の問題点の指摘を行うことに重きが置かれていた
が、今後は、
・ 政策効果に着目し、各府省の課題認識を共有した上で、各府省の政策効果を上げる・政策を
前に進めるための調査

・ 政策の効果を更に高め、政策推進上の困難を乗り越える観点から有益な情報を各府省に提供
できるような調査

を行うことが必要

これを実現するためには、
① 政策構造認識（政策の目的と手段をつなぐ論理構造の把握・可視化）
② 政策効果把握（政策効果を測定するための指標設定やデータ取得）
③ データ分析・課題発掘（取得したデータの分析、これに基づく課題の整理）
という各能力（技術的専門性）を不断にブラッシュアップしていくことが課題

課題認識

取り組むこと

② 行政運営改善調査（挑戦目標）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

行政運営改善調査の質の向上（調査の各段階における不断のブラッシュアップ）

12

調査テーマの選定

調査の設計

結果の提供

結果の取りまとめ

実地調査の実施

・ 各府省との率直な議論、現場実態の把握、有識者等へのヒアリング等による行政
上の課題の的確な把握

・ 各府省の政策構造の認識、可視化

・ 調査対象の選定方法の精緻化（事前調査（委託等含め）の実施等）

フォローアップ

・ 調査の企画立案部門（本省）と実地調査部門（管区）の一体化
・ 委託調査の活用等による政策効果の把握方法の多様化

・ 有識者の知見、データ分析手法の活用等による政策効果の分析方法の高度化、
多様化

・ 提供手段の多様化（勧告にこだわらず、調査の過程で情報提供することも含め、
多様な手段で各府省に有用な情報を提供）

② 政策改善の成果＝政策効果の発現状況を調査設計時に設定した指標により測定
③ その結果を踏まえ調査を評価し、さらに「役に立つ」調査となるよう改善策を検討

（現時点での改善策イメージ）

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
時
に
検
討
し
た
改
善
策
を
反
映

② 行政運営改善調査（挑戦目標）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

① 政策効果の測定指標を設定
（従来にない取組→調査設計に当たっての考え方の転換の浸透を図るためのチャレンジ）

質の向上に向けた取組サイクル

13
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③行政相談

第Ⅰ部 政策の全体像

各府省の政策を前に進めるため、各府省自身では気づかない制度設計や運用の問題について、国民の
声を直接聞いて、個々の事案の解決を図るとともに、各府省の政策改善や政策推進に資する情報を提供

「交通量が多い交差点の音響式信号機の音が聞こえにくい。視覚障害者が安心して
道路を横断できるよう、エスコートゾーンを設置してほしい」との相談

→行政相談委員が国土交通省に連絡し、エスコートゾーンが設置

★ 同省は、行政相談委員からの連絡で初めて、視覚障害者への配慮がなされて
いない横断歩道があることを把握

★ 本件は、どこに相談すればよいか悩む事案（警察？国交省？自治体？たらい
回しされるおそれ（縦割りの弊害））。それを行政相談委員が適切な担当府省
を見極めて改善

【各府省内部での伝達不足の事例】
「子の看護のため公共職業訓練を欠席する際、訓練施設から「有料の「看護証明書」

がないと、基本手当は支給できない」と言われた。無料の「病院の領収書」等の提出で
認めてほしい」との相談

→行政相談センターが調べたところ、訓練施設によって取扱いが異なっていた
ため、厚生労働省に金銭負担がかからない取扱いを全国統一するようあっせ
ん。同省から全国の訓練施設へ改善周知

【国民への周知不足の事例】
大学教員から「本学の留学生が新型コロナの拡大でアルバイトを雇い止めされ、

所持金が5,000円しかなく困っている。何か支援はないか」との相談

→行政相談センターが留学生が利用できる貸付金制度がないか、自治体や関係
団体に問い合わせて、利用できる制度を紹介

→自治体でも対応しきれなかったことを行政相談がカバーできた事例

行政相談の機能

行政相談

行政相談センター 行政相談委員

各府省の政策

制度設計の問題
（※１）

運用の問題
（※２）

情報提供
あっせん
改善依頼

国 民
苦情、意見・要望

回答

行政相談の目的

※１ 制度設計の問題の例 ※２ 運用の問題の例

○ 各府省の所掌にとらわれず国のあらゆる行
政分野における苦情や意見を直接国民から聴
取し、個々の事案の解決を図る

○ 各府省の政策改善や政策推進に資する情報
を提供

「加入電話契約の解約手続は、電話やホームページ（HP）により申込可能だが、
契約者本人が死亡した場合の解約手続は電話申込のみで不便。HPでも受け付けて
ほしい」との相談

→行政相談センターがHPによる申込方法の導入をNTTに依頼し、導入がなされた

困りごとが
発生

相談窓口
へ相談

相談窓口
へ相談

・ どこに相談したらよいか
分からないもの
・各府省の相談窓口で解決
しなかったもの
を行政相談がカバー

③ 行政相談（制度概要）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

14
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総務省行政相談センター
（愛称 ）

管区行政評価局・行政評価事務所・
行政監視行政相談センターの
行政相談窓口（全国50か所）

行政苦情１１０番
０５７０ー０９０１１０

インターネット
などによる相談

総合行政相談所
全国17都市のデパートなどで開設

一日合同行政相談所
10月の行政相談週間を中心に開設

特別行政相談所
災害時、被災地に臨時開設

災害専用フリーダイヤルによる受付

行政相談委員
（全国に約5,000人配置）

■総務大臣から委嘱された民間有識者
■全国の市区町村に１人以上配置
■役場、公民館などで定期的に相談所を開設

国
民(

相
談
者)

行
政
機
関

回答

対応策など
の回答

改善の
働きかけ

行政相談
マスコット
「キクーン」

相談

○ 総務省行政相談センター(「きくみみ」)や市区町村ごとに委嘱された行政相談委員が、
様々な方法で相談を受付(相談は無料で、秘密は厳守)

○ 令和４年度は、約13万件の相談を受付

③ 行政相談（体制・受付方法）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

15

令和４年度
受付件数
128,532件

国・独法等関係
55,547件
（43%)

健康・保健、
医事・薬事
5%

地方公共団体の事務
49,322件
（38%)

※健康・保健、医事・薬
事、生活安全、交通安
全、社会福祉、道路な
どに関する相談が多い

登記、戸
籍・国籍等
7%

その他17%

租税 4%

雇用・労働
2%

通信、放送
2%

地方公共団体
の相談窓口や
担当部署を案内

法テラス、消費生
活センター、司法
書士会などを案
内

その他（民事など）
23,663件
(18%）

関係府省等に確認等を
行い回答

事実関係の調査等を行
い、改善策をあっせん

（あっせん実績：425件）

社会福祉
4%

医療保険、
年金 2%

③ 行政相談（相談内容内訳）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

16

（注） 割合は、令和４年度受付件数に対するものであり、
四捨五入の関係で合計は 100％にならない。
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小学校、中学校等の授業の一環
として、生活と行政の関わりや行
政相談の仕組みについて説明。

行政相談委員は、総務大臣が委嘱した、民間
有識者（報酬は受けないが、活動費は支給）
（約5,000人、全市区町村に１人以上）

・ 社会的信望があり、行政運営の改善について理解

と熱意を有する者（自治体職員ＯＢや教員ＯＢ、自治

会役員、行政書士など）から、市区町村長が推薦。

・ 国民に身近な相談窓口として相談を受け付け、その

解決を促進。

・ 総務大臣に対し、委員活動の経験を踏まえて、行政

運営の改善に関する意見を述べることにより、行政の

改善に貢献。

相談所の開設 出前教室の実施

市町村役場、公民館、集会所等で
定期的に相談所を開設（定例相談
所）。
地域のイベント会場などで不定期に
相談所を開設することも。

被災地域の行政相談委員が、自らも被災し

ながら、避難所において、自主的に被災者か

らの相談に対応。（平成23年3月13日、岩手

県大船渡市）

東日本大震災時の対応 行政相談委員だからこそ解決できた事例

病身の女性から、年老いた両親の健康保険等の手続についての相談を

受け、社会保険労務士として対応していたが、相談者の悩みが様々な行政

分野に関わるものであったため、特定の行政分野に限定されず、様々な行

政分野に対応できる行政相談委員として対応することを決め、相談者に必

要な手続や窓口を教示した。

相談者が亡くなった後、その妹さんから、相談者が行政相談委員に感謝し

ていたことを伺うとともに、妹さんを相談者として、必要な手続等を案内した。

③ 行政相談（行政相談委員）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

17

【現状】
・行政相談委員の認知度 13.8%
・行政相談センターの認知度 17.2%

行政相談
（相談窓口の紹介機能）

行政相談
（困りごとの解決）

（必要に応じて）
行政運営改善調査を
実施し、関係府省へ勧告

課題①
認知度の維持・向上

【既存の取組】
広報ポスターの作成、秋の行政

相談週間（毎年10月)、情報誌への
記事掲載、CATVでの広報等

【今後の取組】
・ 孤独・孤立問題を抱える方など
に対するSNSを活用した広報の調査
研究を実施。どういう広報手段が
有効かを把握、課題を整理

・ 上記の調査研究結果を踏まえて、
孤独・孤立問題を抱える方などへの
広報活動を拡充

【現状】
・電話（平日8:30～17:15） 62%
・メール・書面（常時） 11%
・対面（相談所の開設時間） 28%

課題②
行政相談アクセス手段
の多様化

【既存の取組】
・ 行政相談委員へのタブレット端末
の配備によるオンライン相談の受付
(R4年度)

・ 行政相談委員へのデジタル研修
(R5年度)

・ 行政相談委員オフィシャルウェブ
サイトの構築（R4年度。行政相談委員
に直接オンライン相談できる仕組み）

【今後の取組】
新たなアクセス手段を導入（音声

アプリ等）し、国民の行政相談のア
クセス容易性を高める

【現状】
困りごとを抱えた人が相談窓口に

相談したが解決に至らない場合、相
談窓口から行政相談を案内してもら
い、行政相談で困りごとを解決する
という流れが理想だが、相談窓口へ
の広報活動が不十分なため、行政相
談に辿り着けていない

課題③
相談窓口との連携強化

【既存の取組】
地域の困りごとを行政相談につな

げて解決を図るため、地域住民が日
常的に立ち寄る郵便局と地域の実情
に精通した自治体との懇談会を開催

【今後の取組】
困りごとの一次的な相談窓口である

関係行政機関の担当職員に、行政相談
の広報活動を強化
→必要な時に相談者に行政相談を案

内してもらい、行政相談で困りご
との解決を図る

【現状】
個別の相談事案に対して適切に対応

し、困りごとの解決を図ることが行政
相談の目的であるが、この「適切に対
応」が具体的にどういうものなのか言
語化されていないため、相談担当職員
によっては「適切な対応」ができず、
困りごとの解決が図られていない

課題④
相談担当職員の事案対応
能力向上と負担軽減

【既存の取組】
相談担当職員への研修

【今後の取組】
・ 個々の事案分析を行い、「望まし
い相談事案対応」を可視化・言語化
し、相談担当職員に共有
→相談者への満足度調査でモニタリ
ング

・ 職員に「望ましい相談事案対応」
により時間を割いてもらうため、
既存業務を効率化

困りごとを
抱えた国民

相談窓口が
分かっている場合

どこに相談したら
よいか分からない場合

解決しない場合

①
③

④

② 紹介

制度的な改善が必要な場合には、行政苦情救済推進会議
（総務大臣が委嘱する有識者により構成）にも付議

相談担当職員及び行政相談委員
が、相談者の話をよく聞いて何に
困っているのかを十分把握し、関
連制度を調べて、関係府省等と議
論して、改善を働きかけ

相談窓口
(関係行政機関(各府省、自治体等))

③ 行政相談（今後の方針）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善
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③行政相談

第Ⅱ部 今後注力・工夫等したい分野

相談が来るのをただ待っているのではなく、能動的に困りごとを「取りに行く」

「各府省の政策を前に進めるため、各府省自身では気づかない制度設計や運用の問題について、国民の声を直接聞
いて、個々の事案の解決を図るとともに、各府省の政策改善や政策推進に資する情報を提供」という行政相談の目的
を果たすためには、相談が来るのをただ待っているという姿勢ではなく、能動的に困りごとを「取りに行く」姿勢が
重要

【具体的に何をするか】

行政相談センター幹部が、行政相談委員と共に、①自治体の首長・窓口担当者や政策担当者、②地域の各種団体
（士業団体、経済団体、社会福祉協議会、国際交流協会等）を訪問。行政相談について説明し、地域の現場の課題、問題意識、
個々の困りごとについて把握

・自治体や地域の各種団体は、地域の実情に精通。自治体等が感じている問題意識や課題、個々の困りごとを把握し、
行政相談で解決できるものは行政相談で解決、各府省の政策改善や政策推進に資する情報は各府省に提供する

・行政相談委員と共に自治体等を回り、行政相談委員の知見を借りて困りごとの解決を図る
→行政相談委員のやりがいにつながる

（参考）
令和５年５月に、総務大臣から自治体首長宛てに「行政相談委員の活動へのご協力のお願い」を発出。自治体に委員の活動について協力依頼

【上記活動を現場レベルでどう進めるか】
・ 例えば、全国８管区局の中から「モデル管区局」を３か所程度選定し、当該管区局に必要な資源（予算・定員）
を集中投下

・ 活動目標や活動指標、モニタリング方法は、「モデル管区局」が、本省と協議して設定

③ 行政相談（挑戦目標）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

19

－ 146 －－ 146 －

25_CW6_A6260D22.indd   146 2025/06/20   15:08:54



第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

関係資料（リンク集）政策２：行政評価等による行政制度・運営の改善

該当ページ 関係資料 リンク

令和５年度行政事業レビューシート https://www.soumu.go.jp/menu_yosan/jigyou5/kizon/kizon_r5_2-
1.html

令和5年度行政評価等プログラム https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/gyouseihyo
uka_pg.html

2 令和4年度政策評価等の実施状況等の国会報告
（令和5年6月6日）

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_r04houkoku-
1.html

2 実証的共同研究 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/seisaku_e
bpm.html#kenkyu

2

デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の具
体的方策に関する政策評価審議会答申～政策評
価をより政策の見直し・改善に反映させるため
に～（令和4年12月21日政策評価審議会）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyokashingikai_n/tor
imatome.html#/

2 「政策評価に関する基本方針」の一部変更（令
和5年3月28日）

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_2303280001
64456.html

9 行政運営改善調査の結果 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/inde
x.html

14 行政相談の解決事例 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kaiketujire
i.html

18 行政相談委員オフィシャルウェブサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/iin_official
/index.html
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⑹　実証的共同研究の概要資料

 具体の政策を題材に、総務省行政評価局が関係府省及び学識経験者等と共同して、ロジックモデルの作成を通じた
政策課題の把握や、データの整理・収集、政策効果の分析等を実施。

 総務省として実証的共同研究の結果を整理・蓄積するとともに、各府省等の実務者の参考となるよう、令和６年３
月に策定した「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン」等を通じて各府省等に共有し、政府に
おけるEBPMの更なる活用を推進する。

総務省 調査会社

各府省等

「政策の効果が上がっているかを知りたいが、分析のための人手・時間が足りない、
やり方が分からない･･・」などの悩みを、総務省行政評価局が支援。

・取組全体の調整、取りまとめ
・有識者との連絡・調整
・総務省の予算を基に業務発注

・調査の実施、データ分析
・報告書の作成

・政策のロジック整理
・分析方針の決定

スキーム

学識経験者の知見
も随時活用

総務省と担当部局で
どのような分析を行うか

相談

総務省政策評価審議会提言（令和4年）を踏まえ、
効果の把握・分析の準備段階や途中過程で行う取組についても柔軟に支援を実施
（例）ロジックモデルの作成のみ、データの収集・整理のみ など

・総務省、担当部局、調査会社の３者で役割分担し、EBPMの有識者も交えつつ共同で実施
・委託業者が照会・取りまとめを実施することにより、自力ではハードルが高い分析も可能に

政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究の概要

〇必要なデータを収集し、統計的な分析手法等を用いて、政策効果の把握方法の
妥当性や、政策手段と目標との因果関係等を学識経験者等とともに検証
○統計的な手法等を用いた分析ができない場合でも、記述統計（平均や分散等）
や定性的なデータ（聴き取り等）の確認を通じて、政策効果をある程度把握でき
る場合もある

○分析結果を踏まえ、当該政策の具体的な改善方策についても取りまとめ
〇具体の政策を題材にした実例を数多く発信。 さまざまな機会を通じて共有。
・EBPM推進委員会で報告

 ・政策評価各府省担当官会議で説明
・総務省ＨＰで公表 等

期待される効果

○頑健なエビデンスを活用し、
効果が上がると見込まれる
政策手段を選ぶことで、
政策の精度を高める

〇保有データを活用した政策
効果の把握・分析により、
データの利活用・政策立案
のレベルアップを図る。

↓
この取組で蓄積した
政策効果の把握・分析手法
を国・自治体で共有

現状把握・
課題設定

インプット
（資源投入）

アクティビティ
（活動）

アウトプット
（活動による
産出物）

アウトカム
（政策効果）

〇具体の政策について、まず課題を明確にし、政策の目的とその手段の論理的な
つながりを整理※した上で、調査方法を設計

※ロジックモデルによる整理

〇ロジックモデルは、調査中に判明した事実等を踏まえて、さらにブラッシュアップを行う

政策効果の把握・分析のための「実証的共同研究」の流れ（イメージ）

調
査
の
検
討
・
設
計

デ
ー
タ
収
集
・
分
析

取
り
ま
と
め
・
共
有

各府省の要望に応じて、効果
検証の準備段階や途中課程で
行う取組についても柔軟に支援
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 エビデンスとは、因果関係の裏付けとなるもの
 狭義のエビデンスとは、政策手段の有効性を示す根拠のこと
 ロジックモデルにおいては、各構成要素間の「矢印」が成立する根拠となる
 広義のエビデンスとは、政策の必要性を示す根拠も含む

※「EBPMガイドブックVer1.2」（令和５年４月３日 内閣官房行政改革推進本部事務局）を基に当省が作成

（参考）エビデンスとは何か
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⑺　これまでの実証的共同研究の概要（年度ごとの案件）

≪平成30年度≫
〇 IoTサービス創出支援事業（総務省）

IoTサービスを活用して地域の課題解決に取り組むコンソーシアムに対して委託費を支出し、当該サービスが有効であるか
（事業が継続できるか、事業が他地域において応用可能か）を検証

〇 女性活躍推進（内閣府、厚生労働省）
企業が女性管理職比率等を公表することが、当該企業の女性管理職比率等の伸び等につながっているかどうかを検証

〇 競争政策における広報（公正取引委員会） 
企業や一般国民を対象として行うセミナーや説明会等について、参加人数の違い、内容の違い等、どういった要素によって

セミナー等の効果に違いが生じるかを検証

〇 訪日インバウンド施策（観光庁、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局） 
観光地域づくりを担う法人（DMO）が行っている観光情報の発信手段（政策手段）の違いが訪日外国人の数（政策効果）等

にどのように影響するかを検証

≪令和元年度≫
〇 競争政策の広報（公正取引委員会）【継続】

平成30年度に引き続き、企業や一般国民を対象として行うセミナーや説明会等について、参加人数の違い、内容の違い等、

どういった要素によってセミナー等の効果に違いが生じるかを検証

〇地方公共団体の行動変容につながる効果的な普及啓発手法（環境省）
環境省が開発した「地域経済循環分析自動作成ツール」が、実際にどのように活用されているのか、さらに普及していく

ためにはどういった啓発活動が有効であるか、またそれらが地方公共団体の政策立案等における行動変容にどのようにつなが
るのか等を検証

〇財政教育プログラム（財務省）
財務局職員が小・中・高校生向けに日本の財政についての授業を実施する、「財政教育プログラム」が、どのような因果

関係により、どの程度理解度の向上に貢献したのかを把握するため、新たにアンケートの設計も見直し分析・検証

これまでの実証的共同研究の概要
●H30～R6年度まで、計19本実施

これまでの実証的共同研究の概要

≪令和２年度≫

〇視覚障害のある児童・生徒に対するデジタル教科書等の教育効果（文部科学省）
視覚障害のある児童・生徒がデジタル教科書等（学習者用デジタル教科書その他のパソコン、タブレット等の端末を活用し

て学習する教材）を用いた場合、従来の紙の拡大教科書を用いた場合と比較して、授業や家庭学習が支障なく実施できるか等
を検証

〇♯7119（救急安心センター事業）の導入効果（総務省消防庁）  

救急車を呼んだ方が良いか等、専門家に電話相談できるサービスである♯7119（救急安心センター事業）について、導入済
地域と未導入地域を比較し、導入済地域において、救急車の適正な利用や救急医療機関の受診の適正化に向けて効果を発揮し
ているか等を検証

≪令和３年度≫

〇農山漁村振興交付金（農林水産省）
農山漁村振興交付金が、農山漁村の活性化にどの程度寄与しているか、活性化に向けた効果の発現経路を整理した上で、交

付地域と未交付地域の比較等により効果を定量的に検証するとともに、交付の効果をより高めるための方策等について検討

〇在外教育施設に派遣された教師に係る派遣効果（文部科学省）  

日本人学校等の在外教育施設に派遣された教師は、現地での多様な活動等を通じて能力等を向上させているとみられること
から、派遣経験のない教師と比較して、どのような能力等を向上させているか、派遣先の環境や派遣先での取組による効果の
違いはあるか等について、定量的に効果の違いを検証
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これまでの実証的共同研究の概要

≪令和５年度≫

〇リスティング広告を活用した効果測定（金融庁）
情報提供窓口への提供件数が相対的に少ない情報の提供を促進するため、「リスティング広告」を行い、どの程度の者が情

報提供窓口にアクセスするかを検証

〇広島県府中市における府中駅周辺の活性化
府中市が整備している府中駅周辺施設の利用者像や課題を明確化するため、施設の認知度や不満点など、利用が想定される

府中市及び近隣住民の認識を把握するとともに、人流データを活用し、実際にどのような者がどの程度来訪したかを把握

〇兵庫県姫路市の市街地における回遊行動促進  

兵庫県姫路市が実施する地域活性化に資するイベントについて、市街地を来訪する者の回遊状況や、その後の来街頻度等に
どのような影響を与えているかなどを人流データを用いて検証

〇租税特別措置等の効果検証手法の検討（財務省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省）  
以下の租税特別措置を対象に効果検証を試行し、今後、各府省が自ら租税特別措置の効果検証を行う際の着眼点を整理
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（経済産業省）
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（経済産業省）
・試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（経済産業省）
・半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度（国土交通省）
・医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度（高額な医療用機器に係る特別償却制度）（厚生労働省）

≪令和４年度≫

〇刑務所における受刑者の就労支援希望の申し出促進策（法務省）
出所後の就労先の見込みがないにもかかわらず、就労支援を受けない者について、就労支援を受けるまでのボトルネック

を把握し、就労支援を受けることを希望するよう促すチラシを作成して試行的に配布し、その効果を検証

これまでの実証的共同研究の概要
≪令和６年度≫

〇広島県府中市における府中駅周辺の活性化【継続】
令和5年度の結果を踏まえ、府中市における地域活性化施策の取組を通じて、地域活性化に資する取組のアウトカムや測定

指標の適切な設定方法に関する示唆を行うとともに、人流データと行政データを組み合わせて効果を検証

〇 IRT・パネルデータを用いた自治体横断的分析
各自治体においてIRT方式で実施されている「学力学習状況調査」のパネルデータに着目し、「学力と非認知能力の相関

関係」を中心に自治体横断的な分析を行い、分析結果の妥当性や、共通的な傾向等について検証

〇租税特別措置等の効果検証手法の検討（財務省、内閣府、経済産業省、国土交通省）  
以下の租税特別措置を対象に効果検証を試行し、今後、各府省が自ら租税特別措置の効果検証を行う際の着眼点を整理
・地方における企業拠点の強化を促進する税制措置（内閣府）
・試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（経済産業省）
・船舶に係る特別償却制度（国土交通省）
・長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置（国土交通省）

●研究の結果は当省HPに掲載 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/seisaku_ebpm.html
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⑻�　租税特別措置の効果検証の整理～政策担当者が効果検証を進める上での着眼点を中心に～（令
和７年６月）

総務省行政評価局

租税特別措置の効果検証の整理
～政策担当者が効果検証を進める上での着眼点を中心に～

令和7年6月

1

 総務省行政評価局では、令和4年度から租税特
別措置の効果検証の検討を進め、令和6年度ま
でに8本の租特をテーマとした効果検証等を実
施した

 効果検証に当たっては、財務省主税局及び各
租特の担当府省の協力を得て実施した

租税特別措置の効果検証の整理

概要 目的

 各租特の必要性を論じたものではなく、各府
省が効果検証を行う際の着眼点や手法等を示
すことを目的とした

 また、各府省の政策の見直し・改善、質の向
上に資することを目指した

検証の進め方と検証結果

 公的統計データや各府省が持つ実績報告書やアンケートデータ等を活用し、記述統計で現状を把握
した上で、可能な限り租特適用事業者と租特非適用事業者の差を統計的分析手法で検証した

 企業の意思決定の流れなど定量分析で測れない部分は、適用企業へのヒアリングも実施し確認した
 その結果、効果があったと推測される租特もあったが、必要なデータの不足により十分な分析がで
きなかった租特もあった

令和7年6月

効果検証を実施した上での主な気づき（課題）と方向性は次頁のとおり
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2

主な気づき（課題） 方向性
政策効果の発現状況を定量的に検証する場合に
用いるアウトカム指標が、必ずしも整理されて
いない

効果発現経路の確認や、どの部分に着目した分析とすべきか、
また、どのようなアウトカム指標とすべきか、ロジックモデ
ルを作成・整理し、関係者間の共通認識の醸成を図る

租特が適用される事業者を特定する有効なルー
トやツールを有しておらず、分析対象とする
データ群の特定が困難となる場合がある

租特適用事業者を規模や業種等の偏り（バイアス）がなく、
分析に必要な程度までのサンプルサイズで特定できるように、
把握ルートの検討、見直し等を、事前に準備する※

租特の適用事業者の実績が利用可能なデータと
して整備されておらず、効果検証を行うために
活用可能な公的統計データなども十分に取得で
きないものがある

データの取得に当たっては、将来の効果検証を見据えて、必
要なアウトカム指標が取得できるように適用事業者から実績
報告を求めることや、既存の公的統計に適用状況に関する項
目追加を検討する等、事前にデータ取得の工夫をする※

活用可能なデータの特性や職員の分析スキル等
によって、実施可能な分析に制約や限界が生じ
うる

基礎的な統計分析でも一定程度の状況把握は可能であり、ま
ずは記述統計で業種別の状況や経年の変化等を把握し、実施
が容易な手法での比較分析・検証の上、可能であれば因果推
論等のより高度な統計分析に取り組む

効果検証を実施した上での主な気づき（課題）と方向性

※ 「租特適用事業者の特定」及び「適用実績データやアウトカム指標データの取得」に当たっては、デジタル基盤を活用し、負担の
少ない方法を検討し、導入することが望ましい

定量分析の結果からは、事業者の意思決定に対
し各租特がもたらす影響を推測することが必ず
しも容易ではない

租特適用事業者にヒアリングを実施し、租特を活用するに
至ったきっかけや受け止め、租特の政策目的と照らし合せて
どの程度行動変容に寄与しているか確認する

3

政策担当者が効果検証を進める上での着眼点等

【本資料の位置づけ】
各府省の現場の政策担当者が、効果検証を進める上で、どのようなことに着眼し、どのようなことから着手すれば
良いのか認識してもらえることを目指して整理したもの
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① 現状と課題を整理した上で、政策の入口と出口となる政策手段と政策目的を確認
② 政策目的は、達成できそうなアウトカム指標から検討するのではなく、真に目指す社会の姿を考慮して設定
③ 政策手段から目的に至るまでの論理的なつながりをロジックモデルを検討し整理、作成
④ ロジックモデルを活用し、政策効果とその範囲を確認（当該措置がもたらす影響、社会変容とその範囲を整理）
⑤ 必要な測定指標を、ロジックモデル全体から見て代表性が担保されうるものか、チェリーピッキングとなってないか確認し設定

3．データの取得
① 政府統計や部局所有の業務データに、分析に必要な測定指標が含まれているか、取得可能か確認
② 政府統計の二次利用申請や、業務データの利用に必要な手続を行い、実際にデータを取得
③ 必要とするデータ項目が存在しない場合は、民間データ等のオルタナティブデータの活用や、新規のアンケート調査等も検討

1．ロジックモデルの作成

2．リサーチデザインの整理
① 記述統計で把握すべき状況（業種、地域別の状況や、経年の変化等）と分析に必要なデータを整理
② 処置群・対照群、それぞれの介入前後を意識し、効果の把握・分析を行う範囲を検討
③ PICODAのフレームワークを活用し、推測統計を実施する際に必要な対照群の設定や、データを整理し、リサーチデザイン（ど

のようなデータを基に、どのような分析を行うか）を検討

4．定量分析の実施
① 記述統計を実施し、措置の活用状況（例：業種、規模別の状況）や経年の動き等を把握
② リサーチデザインに基づき、因果推論的な手法を用いた推測統計を実施

・効果検証を進めていく中で、更なる気づきが得られることもあるので、ロジックモデルの作成から分析に至るま
での１～4の手順を行きつ戻りつ整理して進めることが重要
・効果検証結果を踏まえて政策の見直し・改善の検討を行うことが重要
（単に現状把握のツールに留めず、政策の見直し・改善の検討の材料として活用する）

補足的確認
ヒアリング等の定性分析を通じて、受益者（租特適用事業者）からの当該租特の受け止めや、活用に至る経緯等、定量分析では把握
できない意思決定の流れを確認し、当該租特の目的と照らし合わせて、所管府省が目指す行動変容に寄与しているのか確認

効果検証の進め方
・ロジックモデルの検討から分析に至るまでの手順を行きつ戻りつ整理して効果検証を進め、その結果を政策の見直
し・改善のツールとすることが重要である。また、ヒアリングを通じて、受け止めを確認することも重要である

政策の見直し・改善

4

内容 考え方 ポイント
P 
(population)

誰に対して 政策の対象となる個人や企
業、地域は何か

 租特の適用対象事業者の定義は何か

I 
(intervention)

どんな介入を行い 具体的に行う政策はどう
いったものか

 対象租特は、いつ※、どのような介入をす
るものか

C 
(comparison)

何と比較して 誰もしくはどういったシ
チュエーションと比較した
場合の政策効果を測るのか

 租特の適用事業者との比較は何が適してい
るか

O
 (outcome)

何に対する効果を 政策によって改善したい指
標は何か

 ロジックモデルにおけるどの測定指標の変
化を確認するか

D
 (data 
collection)

どういったデータを
用いて

政策の対象者（地域）・非
対象者（地域）のデータ・
指標をどのように収集する
か

 適用事業者と非適用事業者の情報を把握す
るためには、どの調査データが有用か

 複数ある場合にはどのようにデータを接続
するか

A
 (analytical 
method)

どういった分析手法
で効果検証するか

どういった分析手法を用い
るのか

 データ制約を踏まえて実行可能な手法は何
か

 因果推論まで行うか、記述統計に留めるか

5

効果検証を実施するのに有益なPICODAのフレームワーク

・効果検証のリサーチデザインを整理するには、以下のPICODAのフレームワークを活用することが有益である

※  創設から相当程度経過した租特の場合、創設前のデータを取得できる可能性が低く創設前後に着目した創設の効果を把握することが
難しい。そのため、改正の経緯を確認し、大幅改正実施のタイミング等、比較に適した時期を特定することが重要
出所：小林庸平（2020）「エビデンスに基づく政策形成（EBPM）のための政策効果分析とナッジ入門」経済産業省職員向け研修資料
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介入前 介入後
適用事業者 (4) (2)
非適用事業者 (5) (3)

6

データの内容 実施可能な統計分析
(1) 租特適用事業者を特定するためのデータ
(2) 租特適用事業者の租特改正後のデータ
(3) 租特非適用事業者の租特改正後のデータ  

(4) 租特適用事業者の租特改正前のデータ
(5) 租特非適用事業者の租特改正前のデータ
(6) アウトカム指標以外の適用事業者・非適用事業者の関連するデータ

記
述
統
計

差
の
差
分
析

属
性
等
に
着
目
し
た

マ
ッ
チ
ン
グ※

を
用
い
た

差
の
差
分
析

(1)

前
後
比
較

処
置
群
・
対
照

群
の
単
純
比
較

・取得できるデータの内容によって実施可能な統計分析が異なるが、まずは「記述統計」から始めて、次に比較的実施
が容易な「単純比較」「前後比較」を目指すことが重要である

 分析に必要なデータの事後取得はハードルが高いため、事前に取得できるように工夫することが重要である
 (1)必ずしも租特適用の全事業者を特定する必要はないが、「属性にバイアスがないこと」及び「分析に必要なサン

プルサイズを確保すること」が重要である
 (1)+(2)+(3)で、「記述統計」及び、「処置群・対照群の単純比較」が可能となる
 (1)+(2)+(4)で「前後比較」が可能となる
 (1)～(5)で「差の差分析」が可能となる
 (6)が加わることによって、「プロペンシティスコアマッチング」が可能となる（例：処置群・対照群の売上金額比

較をしたい場合、アウトカム指標である売上金額のほかに、資本金や従業員数等があると、類似の企業のマッチン
グが可能となる）

 まずは「記述統計」から始めて、次に比較的実施が容易な「単純比較」「前後比較」を目指すことが重要である

効果検証に必要なデータの内容

因果推論に基づ
く推測統計単純な比較

Point
※ 措置の対象者・非対象者のそれぞれから、属性等が近い者をマッチング
して、効果を測定する「プロペンシティスコアマッチング」を指す

データの種類 概要 特徴 取得可能性

実績報告書
（租特適用状況に関する
もの）

適用事業者等が所管府
省や都道府県等に事後
に提出

・適用事業者や適用対象は特定可能だが、効果検証
を実施するための報告書ではないため、分析に必要
なアウトカム指標が報告書の項目に含まれていない
場合もある

取得可能性が高い（所管府
省や都道府県等との調整が
必要）

計画書、認定書
（租特適用状況に関する
もの）

適用予定事業者が所管
府省や都道府県等に事
前に提出

・状況の変化（適用を目指したが最終的には条件を
満たさず適用されなかった等）により、実際に当該
措置の適用を受けない事業者も存在する
・国税、地方税、融資等政策パッケージ全体で事前
に提出を求めている場合も多く、分析対象とする措
置の適用を目指して提出したものでない場合もある

取得可能性が高い（所管府
省や都道府県等との調整が
必要）

公的統計の個票データ 公的統計は各統計の目
的に応じて各府省が実
施

・公的統計は、社会全体で利用される情報基盤と位
置付けられており、効果検証だけを目的としていな
いため、分析の対象とする範囲や分析に必要なアウ
トカム指標と合致すれば活用可能だが、分析に必要
な範囲、項目と完全に合致しない場合もある

取得可能な場合が多い（二
次利用の申請が必要）

部局実施のアンケート、
業務データ（公的統計
以外）

担当部局が必要に応じ
実施（必ずしも実施し
ているわけではない）

・データの収集の目的はまちまち
・分析の対象とする範囲や分析に必要なアウトカム
指標と合致し、かつ分析への使用が許可されれば活
用可能

取得可能性はある（所管府
省との調整が必要）

関係団体が実施するア
ンケート

所管府省との状況に応
じて実施（必ずしも実
施しているわけではな
い）

・データの収集の目的はまちまち
・分析の対象とする範囲や分析に必要なアウトカム
指標と合致し、かつ分析への使用が許可されれば活
用可能

取得可能性はある（所管府
省、関係団体等との調整が
必要）

各種民間調査
（本調査では使用せず）

各種調査会社等が実施 ・信頼度、費用等含めて状況はまちまち 状況による

効果検証に必要なデータの種類
・適用事業者を特定し、分析に必要なアウトカム指標データを取得するには、以下の種類のデータの取得を目指すこと
が重要である

7
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アメリカ イギリス ドイツ オランダ

統計データ
（集計されたマ
クロデータ）

 集計レベルのデータ等
を各機関のウェブサイ
トから取得可能

 デジタル庁が運営する
ウェブサイトGov. UKの
「Research and 
statistics」から検索可

 連邦統計局(Statistisches 
Bundesamt, Destatis)ウェ
ブサイトから検索可

 中央統計局(CBS)ウェブ
サイトから検索可

統計データ
（個票情報等の
機密データ）

 共通化窓口(SAP)のポー
タルサイトまたは個別
各府省に利用申請、承
認が必要

 国家統計局ウェブサイ
トから申請可(データの
必要性等の提示が必要)

 ウェブサイト
「Administrative Data 
Research UK」で研究者
に行政記録データを提
供

 Destatisのリサーチデー
タセンター(FDZ)が研究
者等に対し、匿名化処
理したデータを有料で
提供(プロジェクト概要
等の申請が必要)

 CBSウェブサイトからア
クセス可(欧州のプライ
バシー規定等により一
定の要件あり)

税務データ
（集計されたマ
クロデータ）

 内国歳入法(IRC)に基づ
き内国歳入庁(IRS）の
ウェブサイトで一部公
開

 Gov.UKのウェブサイト
「Statistics at HMRC」や
「Research and 
statistics」から検索可

 Destatisのウェブサイト
で検索可

 CBSのStatLineデータベー
スにて検索可

税務データ
（機密データ）

 IRCに基づき、特定の政
府機関等は、特定の目
的のために税務データ
にアクセス可能

 デジタル経済法に基づ
き、歳入関税庁が運営
するデータアクセスプ
ラットフォームの
Datalabにより他の政府
機関や認定された研究
者に提供するほか、英
国統計当局が認定され
た研究者等に匿名加工
の上で提供

 税務統計法及び連邦統
計法に基づき、Destatis
のFDZにて匿名化処理し
たミクロデータを研究
目的で提供

 一般税法に基づき、税
務当局は契約を締結し
た公的機関に対し、政
策評価や行政目的のた
めミクロデータを提供

 統計局法に基づき、承
認を受けた研究機関等
に対し、CBSは匿名化し
たミクロデータを提供

諸外国における統計データ活用状況

・諸外国では、国によって統計データの取得可能性が異なる

9

ヒアリング調査の概況
・ヒアリングの結果、租特の効果にはトリガー効果、押し上げ効果、波及的効果、副次的効果の4種類が存在すると考
えられ、また、定量分析からは把握できない事業者の租特の受け止め等が把握できた

効果の種類 効果の内容

トリガー効果 租税特別措置があったことにより、期待される行動が引き起こされる
（例：設備投資の実施等）

押し上げ効果 租税特別措置があったことにより、期待される行動が助長される
（例：設備投資額の増加等）

波及的効果 租税特別措置があったことにより、キャッシュフローが改善し、波及的な行動が引き起
こされる
（例：設備投資に加え、人件費の増額等）

副次的効果 租税特別措置の適用を受けるための申請書作成等の事務作業が他の文脈で役立つ
（例：経営計画等を検討する上で役立つ）

・中長期的計画に基づいて事業遂行しているが、下支えとなる有益な租特であり相当程度の押し上げ効果がある
・本措置によりキャッシュが手元に残り次なる投資につながる
等、押し上げ効果に関する意見が多く聞かれた

主なコメント
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10

効果検証から得られた示唆等

フェーズ 気づき 今後の方向性
ロジックモデル
の作成

政策担当者、分析担当者等の関係者間でロジッ
クモデル作成の議論を深掘りすることで、効果
検証の方向性が明確となる

・ロジックモデルの整理を通じて、政策の目的に至るまでの効果発
現経路や、どの部分に着目した分析とすべきか、どのようなアウト
カム指標とすべきか、効果検証の方向性に関して、関係者間の共通
認識の醸成を図ることが重要である

リサーチデザイ
ンの整理

創設から相当程度経過した租特の場合、創設前
のデータを取得できる可能性が低く創設前後に
着目した創設の効果を把握することが難しい

・改正の経緯を確認し、大幅改正実施のタイミング等、比較に適し
た時期を特定、着目、分析することが重要である

租特の目的やその効果に照らし、全ての租特に
おいて因果推論アプローチを用いた効果検証を
行うことが必ずしも適切とは限らない

・対象租特とアウトカム指標の因果関係が明らかな場合※は記述統計
や前後比較等でアウトカム指標の変化や対照群との差を捉える等、
因果推論に固執しない方法の検証を行うことも望ましい

※ 一例として環境負荷が低い船舶を導入することが環境負荷軽減に寄与するものとなるのは自明である

・ロジックモデルを活用した効果発現経路の整理等が重要である

11

効果検証から得られた示唆等

フェーズ 気づき 今後の方向性
データの取得 分析に当たっては、まずは適用事業者を把握す

る必要があるが、既存の業務データは、効果検
証目的の調査ではなく、業界団体経由等で回収
の場合もあるため、規模や業種等の偏り（バア
ス）がない状態で、かつ、分析に必要なサンプ
ルサイズを確保できない場合がある

・租特適用事業者を規模や業種等の偏り（バイアス）がなく、分析
に必要な程度までのサンプルサイズで特定できるように、把握ルー
トの検討、見直し等を、事前に準備することが重要※である

効果検証着手後に、分析に必要なデータをすべ
て取得することは現状では難しい

・効果検証に必要なデータを取得するためには、リサーチデザイン
と照らし合わせてどのようなデータが必要か整理し、それらが取得
できるよう事前に設計することが重要である
・データの取得に当たっては、将来の効果検証を見据えて、事業者
の負担感も考慮しつつ、適用事業者から実績報告を求めることや、
既存の公的統計に適用状況に関する項目追加を検討する等、事前に
データ取得の工夫をすることが重要※である

公的統計の調査対象範囲や項目と、検証したい
租特の適用対象範囲と項目が合致しないことが
多い（公的統計は効果検証を目的に実施したも
のではない）

・公的統計が租特の適用対象範囲を十分にカバーできない場合は、
担当府省においてアンケート調査等を実施し、分析に必要なデータ
を取得することが望ましい
・また、分析結果を適用実態調査と照らして、業種や規模の偏り等
を確認し、それを考慮した解釈をすることが重要である

公的統計の個票データを取得するまでには相当
な時間を要する

・効果検証の際は、個票データの取得に時間がかかることを想定し
て、計画を立てることが重要である

・分析を実施する際は、租特適用事業者を業種等のバイアスがなく分析に必要な程度のサンプルサイズで特定すること
と、分析に必要なデータを事前に取得できるように工夫することが重要である

※ 「租特適用事業者の特定」及び「適用実績データやアウトカム指標データの取得」に当たっては、デジタル基盤を活用し、負担の
少ない方法を検討し、導入することが望ましい

－ 157 －－ 157 －

25_CW6_A6260D22.indd   157 2025/06/20   15:08:57



12

効果検証から得られた示唆等

フェーズ 気づき 今後の方向性
分析の実施 適用事業者と非適用事業者を比較するために、

比較に適した単位に揃えたアウトカム指標を算
出する等、既存のデータ項目に一工夫加えるこ
とにより、より適切な比較を行うことができる

・記述統計等の分析を実施する際は、適切な比較ができるように、
既存の指標で集計して問題ないかを事前に検討する
・その上で必要に応じて、単位当たりアウトカム指標（10万人当た
り、10km2当たり等）を算出した上で、分析を実施することも重要
である

推測統計については、取得できるデータに限界
がある場合が多かったが、記述統計だけでも、
傾向把握等に役に立つ情報が得られる

・推測統計に比べて、業種別の状況や経年の変化等を把握する記述
統計は、比較的容易に行うことが可能であるため、積極的に担当府
省でも内製することを目指すことが望ましい

記述統計の次に推測統計を実施することが望ま
しいが、データの制約や担当者でも実施可能な
分析を考慮した場合、単純な比較（前後比較、
処置群・対照群比較）を目指すことが一定程度
有効である

・因果推論の実施が困難な場合、記述統計の延長上で比較的実施容
易な前後比較、平均の差の確認、回帰分析等の実施を目指すことが
望ましい
・ただし、飽くまで単純な比較結果であり因果効果ではないため、
拡大解釈することのないように十分に留意することが必要である

定量分析で把握できるのは、指標で把握できる
情報に限られ、受益者（租特適用事業者）が当
該租特をどのように受け止め、どのように活用
するに至ったか等の意思決定の変化を直接把握
することは難しいため、ヒアリングなどを通じ
て定性情報を収集することも有意義である

・受益者（租特適用事業者）が当該租特をどのように受け止め、ど
のように活用するに至ったか、定量分析では把握できない企業の意
思決定の流れを確認し、当該租特の目的と照らし合わせて、所管府
省が目指す行動変容に寄与しているのか確認することが望ましい

政策の見直し・
改善

効果検証を進める中で更なる気づきが得られ、
その結果、分析自体の精度向上と、分析結果を
政策改善の検討ツールに繋げることができる

・ロジックモデル作成から分析に至るまでの手順を行きつ戻りつ整
理して進めることが重要である（一度作成したロジックモデルが絶
対ではない）

効果検証を実施することにより、現状をより正
確に把握することができる

・効果検証結果を、単に現状把握のツールに留めず、その後の政策
見直し・改善を行う際の材料として活用していくことが重要である

・記述統計や単純比較等の比較的実施容易な分析から目指すことが望ましい。ロジックモデル検討から分析に至る手順
を行きつ戻りつ整理し進め、効果検証結果を政策見直し・改善を行う際の材料として活用していくことが重要である

13

Appendix
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R6租特効果検証テーマ一覧と効果検証の結果概要

府省名 措置名 概要 効果検証の結果概要

1 内閣府 地方拠点強
化税制

地域再生法に基づく計画認定を受けた法人等が、
・地方活力向上地域等内において特定業務施設を整備し
た場合に、特別償却（最大25％）又は税額控除（最大
7％）を認める措置（オフィス減税）
・同施設で雇用を増やした場合に、税額控除（雇用者増
加数一人当たり最大170万円）を認める措置（雇用促進
税制）
法人税額に対する控除割合は上記合算で20％が上限

強い仮定を置いているため十分に信頼できる結果と
は言えないが、租特適用事業者と非適用事業者におけ
る新規雇用者数の差を確認した結果、オフィス減税に
ついては、新規雇用者数を増加させる可能性が示唆さ
れた。

2 経産省 研究開発税
制

試験研究費等の額に応じて税額控除（最大30％）を
認める措置。法人税額に対する控除割合は原則25％、
最大60％が上限。一般試験研究費の額に係る税額控除
制度（一般型）、中小企業技術基盤強化税制（中小型）、
特別試験研究費の額に係る税額控除制度（オープンイノ
ベーション型（OI型））の3類型がある

中小型とOI型について差の差分析を行い、その効果
は小さいものの、OI型において売上高研究開発費比率
に一部統計的に有意な影響がある可能性が示唆された。
分析対象となる改正が比較的小さなものであることな
どから、他の指標については統計的に有意な結果は得
られなかった。

3 国交省 船舶税制
海上運送業を営む事業者が環境負荷の低減に資する船

舶等（特定船舶）を取得した場合に、特別償却（最大
32％）を認める措置

内航船舶については、租特適用事業者が所有する船
舶全体のCO2排出量について前後比較を行い、租特適
用後の1トンキロ当たりのCO2排出量が、適用前と比
較して、小さいことが確認された。
外航船舶については、一定の仮定を置いて、船齢

データにより先進船舶への置き換え率の推移を確認し、
先進船舶への置き換えが進んでいることが確認された。

4 国交省 長期保有土
地税制

長期保有（10年超）の土地等の事業用資産を譲渡し、
新たに事業用資産（買換資産）を取得した場合に、譲渡
資産の譲渡益に応じて買換資産の圧縮記帳（譲渡益の最
大90％）を認める措置

アンケート調査を基に適用事業者を把握し、データ
を取得したが、サンプルサイズが小さく規模や業種の
面で明らかなバイアスが存在しており、適用実態調査
と乖離する分析結果となった。

上記の定量分析に加え、各措置の適用事業者等へのヒアリング調査を実施した結果、地方拠点強化税制においてはトリガー効果や波及的効
果、副次的効果に関する意見が一部確認できたほか、全ての措置において、押し上げ効果に関する意見が多く聞かれた。

14

府省名 措置名 概要 効果検証の結果概要

1 経産省
中小企業経
営強化税制
(経強）

中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づ
く設備投資について、税額控除（１０％※）又は即時償
却の適用を認める措置。※資本金3,000万円超の場合は
７％

経強と中促は、制度の内容や改正タイミングが類似
しており、それぞれの効果を切り分けた分析が困難で
あった。
このため、適用事業者（経強または中促を適用した

事業者）と、非適用事業者（経強や中促を適用してい
ない事業者）間で差の差分析を行った。
その結果、投資、売上、労働生産性へのプラスの影

響の可能性が示されたが、取得できたデータの範囲・
サイズにも制約があったことから、可能であった分析
範囲にも限界があること等の示唆が得られた。2 経産省

中小企業投
資促進税制
（中促）

一定の設備投資を行った場合に、税額控除（７％）
（※）又は特別償却（30％）の適用を認める措置。※
税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る

3 経産省 研究開発税
制

試験研究費等の額に応じて税額控除（最大30％）を
認める措置。法人税額に対する控除割合は原則25％、
最大60％が上限

研究開発に係る企業内部での意思決定過程において、
措置がどのように機能しているのかを明らかにするた
め、主に製造業の大企業に対するヒアリングを実施し、
措置が廃止された場合の影響等に関する示唆を得た。

4 国交省 半島振興税
制

半島振興対策実施地域における事業者の産業振興機械
等の取得等に係る確認申請書に基づく製造業、旅館業、
農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する
設備投資について、5年間の割増償却（機械は32％、建
物は48％）を認める措置

サンプルサイズが小さく、十分に信頼できる結果は
得られなかった（参考までに実施した差の差分析の結
果は、設備投資額や資本装備率を押し上げている可能
性を示唆）。

5 厚労省 高額医療用
機器

取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した
場合に12％の特別償却を認める措置

サンプルサイズが小さく、十分に信頼できる結果は
得られなかった（参考までに実施した差の差分析の結
果は、高額な医療用機器の購入金額を押し上げている
可能性を示唆）。
なお、当該措置については、分析に利用できるデー

タを収集するため、既存のアンケート項目の改善策に
ついても整理した。

15

R5租特効果検証テーマ一覧と効果検証の結果概要
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介入前 介入後
適用事業者 (4) (2)
非適用事業者 (5) (3)
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データの内容 ○ △ ×
(1) 租特適用事業者を特定

するためのデータ
適用事業者全体を母数と捉
えて調査を実施しており、
属性にバイアスがかかって
いない

適用事業者への調査を実施
できているが、対象から特
定の属性が除外、又は多く
含まれ過ぎている等、属性
にバイアスがかかっている

適用事業者をほぼ把握でき
ていない

(2) 租特適用事業者の
租特改正後のデータ

(3) 租特非適用事業者の
租特改正後のデータ  

(4) 租特適用事業者の
租特改正前のデータ

(5) 租特非適用事業者の
租特改正前のデータ

(6) アウトカム指標以外の
適用事業者・非適用事
業者の関連するデータ

租特の適用有無以外にアウ
トカム指標へ影響を及ぼす
指標が適切な粒度（事業者
単位、事業所単位等）で取
得できている

租特の適用有無以外にアウ
トカム指標へ影響を及ぼす
指標は一部取得できている
が、取得できない指標があ
る、又は取得できているが
適切な粒度ではない

租特の適用有無以外にアウ
トカム指標へ影響を及ぼす
指標は、ほぼ取得できてい
ない

(1)

・効果検証の対象とした租特におけるデータの状況を、以下の基準で整理した

効果検証に必要なデータの整理

次頁参照

17

・(2)～(5)の租特適用／非適用、租特改正前／後のデータの状況を、以下の基準で整理した（前頁の緑部分）

効果検証に必要なデータの整理

データの状況（サンプルサイズ・バイアス）
統計分析が可能なサンプルがあり、
属性にバイアスがかかっていない

統計分析が可能なサンプルはあるが、
属性にバイアスがかかっている

統計分析が可能なサンプルが
ない

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

効果検証に必要
なアウトカム指標が
取得できている

○
・適用事業者、非適用事業者のサンプルがあ
り、属性に偏りが見られない
・適用事業者、非適用事業者に関する効果
検証に必要なアウトカム指標のデータが取得で
きている

△
・適用事業者、非適用事業者のサンプルはあ
るが、属性に偏りが見られる
・適用事業者、非適用事業者に関する効果
検証に必要なアウトカム指標のデータが取得で
きている
→サンプルバイアスの解消を目指す必要

×
・適用事業者、非適用事業
者のサンプルがない

効果検証に必要
なアウトカム指標が
一部取得できてい
ない

△
・適用事業者、非適用事業者のサンプルがあ
り、属性に偏りが見られない
・適用事業者、非適用事業者に関する効果
検証に必要なアウトカム指標のデータの一部し
か取得できていない
→必要なアウトカム指標の取得を目指す必要

△
・適用事業者、非適用事業者のサンプルはあ
るが、属性に偏りが見られる
・適用事業者、非適用事業者に関する効果
検証に必要なアウトカム指標のデータの一部し
か取得できていない

×
・適用事業者、非適用事業
者のサンプルがない

効果検証に必要
なアウトカム指標が
取得できていない

×
・適用事業者、非適用事業者に関する効果
検証に必要なアウトカム指標のデータが取得で
きていない

×
・適用事業者、非適用事業者に関する効果
検証に必要なアウトカム指標のデータが取得で
きていない

×
・適用事業者、非適用事業
者のサンプルがない

介入前 介入後
適用事業者 (4) (2)
非適用事業者 (5) (3)

(1)

－ 160 －－ 160 －

25_CW6_A6260D22.indd   160 2025/06/20   15:08:58



第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

18

データの内容 地方拠点 研究開発
（中小型・OI型）

内航船舶 外航船舶 長期保有土地

(1) 租特適用事業者の
特定

実績報告書、部局
アンケートにより
ある程度特定可能

○

公的統計の対象範
囲については特定
可能

△

部局アンケートに
よりある程度特定
可能

○

部局アンケートに
よりある程度特定
可能

○

部局アンケートの
対象となる特定の
業界団体に所属す
る者のみ特定可能

△

(2) 租特適用事業者の
租特改正後のデータ

アンケートにより
一部把握可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計により把
握可能だが、標本
調査

△

分析に必要なアウ
トカム指標データ
を把握できない

×

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

(3) 租特非適用事業者の
租特改正後のデータ  

整備計画を提出し
たが租特を適用し
なかった事業者の
み把握可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

非適用船舶を正確
に把握できない

×

分析に必要なアウ
トカム指標データ
を把握できない

×

非適用事業者を正
確に把握できない

×

(4) 租特適用事業者の
租特改正前のデータ

適用前の状況を把
握できない

×

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計により把
握可能だが、標本
調査

△

分析に必要なアウ
トカム指標データ
を把握できない

×

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

(5) 租特非適用事業者の
租特改正前のデータ

適用前の状況を把
握できない

×

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

非適用船舶を正確
に把握できない

×

分析に必要なアウ
トカム指標データ
を把握できない

×

非適用事業者を正
確に把握できない

×

(6) アウトカム指標以外
の関連データ

一部把握可能
△

把握可能
○

一部把握可能
△

一部把握可能
△

一部把握可能
△

データの状況について（R6 効果検証案件）

・R6年度に効果検証を実施した租特のデータの状況は、以下のとおり

19

データの内容 経強 中促 研究開発
（一般型）

半島 高額医療

(1) 租特適用事業者の
特定

公的統計の対象範
囲については特定
可能

△

公的統計の対象範
囲については特定
可能

△

公的統計の対象範
囲については特定
可能

△

部局アンケートに
よりある程度特定
可能だが、サンプ
ルサイズが小さい

△

関係団体が実施す
るアンケートによ
りある程度特定可
能だが、サンプル
サイズが小さい

△

(2) 租特適用事業者の
租特改正後のデータ

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

アンケートにより
一部把握可能

△

(3) 租特非適用事業者の
租特改正後のデータ  

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

アンケートにより
一部把握可能

△

(4) 租特適用事業者の
租特改正前のデータ

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

アンケートにより
一部把握可能

△

(5) 租特非適用事業者の
租特改正前のデータ

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

公的統計の対象範
囲については把握
可能

△

アンケートにより
一部把握可能

△

(6) アウトカム指標以外
の関連データ

把握可能
○

把握可能
○

把握可能
○

把握可能
○

一部把握可能
△

データの状況について（R5 効果検証案件）

・R5年度に効果検証を実施した租特のデータの状況は、以下のとおり
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データの種類 地方拠点 研究開発
（中小型・OI型）

内航船舶 外航船舶 長期保有土地

実績報告書
（租特適用状況に
関するもの）

・整備実施期間中
の各事業年度終了
後1か月以内に都道
府県に提出

・求めていない ・求めていない ・省令に基づき定
期報告
（ただし船舶名等
最小限の情報）

・求めていない

計画書、認定書
（租特適用状況に
関するもの）

・計画書があるが、
実績報告書を活用
したため使用せず

・求めていない ・求めていない ・認定制度はある
が、実績報告書を
活用したため使用
せず

・求めていない

公的統計の個票
データ

・分析に必要なア
ウトカム指標デー
タが存在せず

・分析に必要な項
目を企活、中小実
及び民研から抜き
出し

・分析に必要な項
目を輸送調査から
抜き出し

・分析に必要なア
ウトカム指標デー
タが存在せず

・分析に必要な項
目を企活及び土地
調査から抜き出し

部局実施のアン
ケート、業務
データ（公的統
計以外）

・認定事業者に対
して実施

・アンケートを実
施しているが、分
析に必要なアウト
カム指標データが
存在せず

・業界団体を通じ
て接触可能な事業
者に対して税制利
用に関する調査を
実施

・アンケートを実
施しているが、分
析に必要なアウト
カム指標データが
存在せず

・特定の業界団体
に所属する事業者
に対して実施

関係団体が実施
するアンケート

－ － － － －

データの種類について（R6 効果検証案件）

・R6年度に効果検証を実施した租特のデータの種類は、以下のとおり

21

データの種類 経強 中促 研究開発
（一般型）

半島 高額医療

実績報告書
（租特適用状況に
関するもの）

・報告書があるが、
公的統計を活用し
たため使用せず

・求めていない ・求めていない ・求めていない ・求めていない

計画書、認定書
（租特適用状況に
関するもの）

・計画書があるが、
公的統計を活用し
たため使用せず

・求めていない ・求めていない ・確認申請書があ
るが、アンケート
を活用したため使
用せず

・求めていない

公的統計の個票
データ

・分析に必要な項
目を企活及び中小
実から抜き出し

・分析に必要な項
目を企活及び中小
実から抜き出し

・分析に必要な項
目を企活及び民研
から抜き出し

・分析に必要な項
目を企活及び法企
から抜き出し

・分析に必要なア
ウトカム指標デー
タが存在せず

部局実施のアン
ケート、業務
データ（公的統
計以外）

・分析に必要なア
ウトカム指標デー
タが存在せず

・分析に必要なア
ウトカム指標デー
タが存在せず

・アンケートを実
施しているが、分
析に必要なアウト
カム指標データが
存在せず

・確認申請書を発
行した事業者に対
して実施

・分析に必要なア
ウトカム指標デー
タが存在せず

関係団体が実施
するアンケート

－ － － － ・関係団体が当該
構成団体の会員に
対して実施

データの種類について（R5 効果検証案件）

・R5年度に効果検証を実施した租特のデータの種類は、以下のとおり
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時間

労
働
生
産
性

効果検証方法：差の差分析（DID：Difference in Differences）
‐中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制の効果検証（労働生産性）‐

「租特適用事業者群」と
「租特非適用事業者群」
の数字の動きの差の差を

比較

：租特適用事業者群

：租特非適用事業者群
：上記の租特適用事業者群において、もし介入がなかった場合の推定値（反実仮想）

金額
855万円

828万4千円

784万4千円
754万6千円

798万6千円

56万4千円

H28 H29

差の差分析の一例（R5 効果検証案件）

22

政策効果

【結果に関する留意事項】租特の適用範囲と分析で使用した統計調査（企業活動基本調査、中小企業実態
基本調査）の範囲が完全には一致していないため、分析結果に留意が必要

23

平均の差の確認の一例（R6 効果検証案件）

効果検証方法：平均の差の確認
‐地方拠点強化税制（オフィス減税）の効果検証（新規雇用者数）‐

適用事業者 非適用事業者 差

事業者数 36 36

新規雇用者
の平均（人） 50.2 18.1 32.1*

p値 *** : p<0.01, ** : p<0.05, * : p<0.1

政策効果
新
規
雇
用
者
数
の

平
均
（
人
）

50.2

18.1

32.1人*

適用事業者 非適用事業者

1. 資本金、総雇用者数、所在地の財政力指数等が類似
する企業を処置群、対照群としてサンプルを抽出
（プロペンシティスコアマッチング）

2. 抽出したサンプルで処置群・対照群の新規雇用者数
の平均を算出し、その差が統計的に有意であるか確
認（T検定）

処置群 対照群

プ
ロ
ペ
ン
シ
テ
ィ

ス
コ
ア

処置群 対照群

新
規
雇
用
者
数
の

平
均

効果

分析結果分析手法

【結果に関する留意事項】処置群・対照群ともに適用年度を揃えておらず、強い仮定の下で実施しており、
またサンプルサイズも小さいため、十分に信頼できる結果とはいえないことに留意が必要
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データの状況
・R4年度～R6年度の政策評価の点検対象となった租特について、実績報告書及び計画書の状況について整理した結果
は以下のとおり

※ 総務省行政評価局政策評価課調べ
※ 税制改正要望事項、政策評価書、概要等の公表資料から調べ、その存在を確認した

（ｎ＝36） （ｎ＝31）（ｎ＝43）

計画書のみ

14.0%

実績報告書のみ

9.3%

その両方

25.6%

いずれも

ない

51.2%

R４年度
計画書のみ

5.6%

実績報告書のみ

5.6%

その両方

22.2%いずれも

ない

66.7%

R５年度

計画書のみ

9.7%

実績報告書のみ

9.7%

その両方

35.5%

いずれも

ない

45.2%

R６年度
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租税特別措置等の効果検証手法の検討に係る調査・分析に関する報告書
（総論）

令和６年度総務省発注請負調査

1. はじめに P.3

2. 租税特別措置の効果検証 P.5

3. 本業務で得られた示唆と今後に向けた方向性 P.28

Appendix. 分析手法の説明 P.44

Appendix. パネルデータの説明 P.51

Appendix. 令和5年度調査の示唆 P.53
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1.はじめに

3

本調査の背景・目的と実施概要

本調査では、四つの租税特別措置に対して効果検証を実施し、EBPMのリーディングケース
の提示を目指した

4

背景・目的
 我が国において、エビデンスに基づく政策立案（EBPM：Evidence-Based Policy Making）を推進する必要性が高まっている。今後のEBPM
を効果的に進めていくために、総務省行政評価局としてEBPMのリーディングケースを提示することを目指し、実証的共同研究の一環として四つ
の租税特別措置を対象とした効果検証を実施した

 また、本調査研究は、今後、各府省が自ら効果検証を行う際に、どのような点に留意して進めるのがよいのか、着眼点や手法等を示したもので
あり、一連の流れを通じて、政策の見直し・改善、質の向上に資することを目指した

各分析結果を踏まえ、それらに基づいて導かれる今後における租税特別措置の効果検証に関する示唆を導出・整理した

ロジックモデルの作成

データ分析手法の提案

データの収集及び分析

租税特別措置に
対して実施した
効果検証の内容

ヒアリング調査の実施

総務省行政評価局にて実施

対象とした四つの
租税特別措置 地方拠点強化税制

地方における企業拠点の
強化を促進する税制措置

研究開発税制
試験研究を行った場合の
法人税額等の特別控除

船舶税制
船舶に係る特別償却制度

長期保有土地税制
長期保有土地等に係る事業
用資産の買換え等の場合の

課税の特例措置

－ 166 －－ 166 －
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2.租税特別措置の効果検証

5

効果検証の手順

効果検証を試行的に行うに当たり、「ロジックモデルの検討」「リサーチデザインの整理」「デー
タの取得」「定量分析の実施」「政策の見直し・改善」の流れで効果検証の手順を設定した

6 出所：「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン（令和7年1月総務省行政評価局改定）」を基にデロイト作成

ロジックモデル
の検討

リサーチデザイン
の整理 データの取得 定量分析の実施 政策の

見直し・改善

 現状の確認と課題を
整理

 政策手段と目的を整
理

 政策手段から目的に
至るまでの論理的なつ
ながりを整理

 必要な測定指標を設
定

 政府統計や部局所有
の業務データに、分析
に必要なデータ項目が
含まれているか、取得
可能かを確認

 実際にデータを取得
 必要となるデータ項目
が存在しない場合、民
間データ等の活用や、
新規のアンケート調査
等の実施を検討

 記述統計で把握すべき
状況を整理

 必要なデータを整理
 処置群・対照群、それ
ぞれの介入前後を意
識し、推測統計による
効果の把握・分析を行
う範囲を検討

 どのようなデータを基に、
どのような分析を行うか
を検討

 記述統計を実施し、措
置の活用状況や経年
の動き等を整理

 因果推論的な手法を
用いた推測統計を実
施

 分析結果を踏まえ、今
後における政策の見直
し・改善に活かすための
アプローチに関する考え
方を検討

定性分析の実施

因果推論等の手法を
用いる場合でも、まず
は記述統計で傾向を
把握し、様々な視点
で頑健性確認も行う

ポイント

効果検証結果を、単
に現状把握のツールに
留めず、その後の政策
見直し・改善を行う際
の材料として活用

ポイント

担当府省が保有する
租特に関連する行政
記録情報の確認や、
公的統計の利用申請
等を進める

ポイント
ロジックモデルで整理し
た、租特により発現が
期待される行動変容
のうち、検証可能なア
ウトカム指標を検討す
る

ポイント

租特の適用事業者側
に期待する行動変容
に着目して、アウトカム
等を定義する

ポイント

定量分析の補完として実施

1 2 3 4 5
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ロジックモデルの作成

効果検証で分析する測定指標を設定するため、ロジックモデルを用いて政策目的とその達
成経路を確認した

7 * EBPMガイドブック（内閣官房行政改革推進本部事務局）より

インプット アクティビティ アウトプット 短期アウトカム 長期アウトカム インパクト

本
調
査
で
の
整
理

根拠条文
（ex. 租税特別措

置法）
租税特別措置
法の改正

改正税制
の施行

短期目標
（ex. 設備投資の

増加）

長期目標
（ex. 労働生産性

向上）

最終目標
（ex. 地域経済の

活性化）

 ロジックモデルとは、政策手段から政策目的に至るまでの論理的なつながり（ロジック）を明確化するもの*

 ロジックモデルはアクティビティの特徴に着目した整理が重要であるが、租特における政策実施者側のアクティビティは制度
改正等であることから、租特の目的に応じて政策受益者側に期待する行動変容を深掘りすることで、どのようなアウトカム
を設定することが有効かを検討することが有効である

1

測定指標設定 測定指標設定 測定指標設定 測定指標設定

政策実施者

設備投資 売上増加
生産性向上

業績向上
雇用創出

政策受益者
設備投資によって、ビジネス拡大
や効率化が図られる

売上や生産性の改善で付加価
値の増加や新規雇用につながる

租特の性質として、政策実施者側の
アクティビティを掘り下げることは難しく、
政策受益者側に着目して深掘りする

（例）設備投資を促すことで地域経済の活性化を目指す場合のイメージ

リサーチデザインの整理：PICODA*による効果検証可能性の整理

効果検証に当たり、各租特の特徴を踏まえて、どのような効果検証が可能であるかについ
て、PICODAのフレームワークに沿って整理した

8 * 小林庸平（2020）「エビデンスに基づく政策形成（EBPM）のための政策効果分析とナッジ入門」経済産業省職員向け研修より

 政策の対象は誰か？

PICODA

Population

Intervention

Comparison

Outcome

Data Collection

Analytical Method

 検討している政策はどういったものか？

 誰もしくはどういったシチュエーションと比
較した場合の政策効果を知りたいのか？

 政策によって改善したい指標は何か？

 政策の対象者・非対象者のデータ・指標
をどのように収集するか？

 どういった分析手法を用いるのか？

P

I

C

O

D

A

 租特の適用対象事業者の定義は何か

 対象租特は、いつ、どのような介入をするものか

 租特の適用事業者との比較は何が適しているか

 ロジックモデルにおけるどの測定指標の変化を
確認するか

 適用事業者と非適用事業者の情報を把握する
ためには、どの調査データが有用か

 複数ある場合にはどのようにデータを接続するか

 データ制約を踏まえて実行可能な手法は何か
 因果推論まで行うか、記述統計に留めるか

歴史が古い租特の場合、租特が創設される前のデータを取得できる可能性が低いことから、租特の創設による効
果を把握することが難しいため、改正による処置効果を分析するアプローチとなるが、改正経緯の確認によって適し
た時期を特定する 制度改正の経緯（イメージ）

年度 N年 N+1年 N+2年 N+3年 N+4年 N+5年 N+6年 N+7年

改正 ー 軽微な改正 ー 大幅改正 ー ー ー 軽微な改正

租特のリサーチデザインで特に意識すべきポイント
2
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データの取得：必要なデータの整理

データの取得に当たり、利用したい分析手法に従ってどのようなデータが必要なのか整理を
行った

9

租特適用事業者の特定1

必要なデータ（観点）

プ
ロ
ペ
ン
シ
テ
ィ
ス
コ
ア
マ
ッ
チ
ン
グ

差
の
差
分
析

記
述
統
計

利用したい手法

3

租特適用事業者の租特改正後のデータの取得2

租特非適用事業者の租特改正後のデータの取得3

租特適用事業者の租特改正前のデータの取得4

租特非適用事業者の租特改正前のデータの取得5

租特以外のアウトカム指標へ影響する要因を考慮6

改正前 改正後

適用事業者

非適用事業者
1

4 2

35

• 上記のデータ条件のうち、①～
⑤は、右図のフレームワークに
沿って整理した

• 本調査における各租特のデータ
の整理状況は、p.22以降でま
とめている

データの取得：ミクロデータの取得にかかる期間（総務省行政評価局側の手続期間も含む）

本調査では、総務省行政評価局が主体となって、7種類の公的統計を対象として二次利
用申請を行い、調査に活用した

10
効果検証の際には、申請者側と承認者側双方のデータ取得にかかる手続期間を考慮して分析に取り組む必要がある

3

＜凡例＞
ⅰ：総務省による申請書類案の事前提出から、統計部局による事前審査完了までの期間
ⅱ：総務省による申請書類の正式提出から、統計部局による承認までの期間
ⅲ：総務省による依頼書・誓約書の正式提出から、データの受領が可能になるまでの期間
★：データの受領可能日
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分析の実施

ミクロデータ取得後はデータクレンジングを行いながらパネルデータを作成し、記述統計や可
能なものについては差の差分析を実施した

11

データクレンジング

記述統計

推論統計分析
（差の差分析等）

 作成したパネルデータを集計して、租特の適用事業者と非適用
事業者を比較することによって、それぞれにおいてどのような特徴
があるかを明らかにする

 アウトカム指標との相関が強い変数がある場合には、その後の
因果推論等における制御すべき変数として考慮する

 作成したパネルデータを基に、租特の適用事
業者における改正前後のアウトカム指標の変
化と、非適用事業者のアウトカム指標の変化
を比較する

 アウトカム指標以外にもデータ項目が存在する
租特については、プロペンシティスコアマッチング
を実施し、租特適用事業者と租特適用事業
者との類似性が認められる非適用事業者と
を比較する

 取得したデータを基に、パネルデータを作成する
 異なる調査を法人番号等で接続
 各年のデータを時系列で接続
 必要に応じて、データを組み合わせてア
ウトカム指標を算出

 欠損値を処理

4

本調査で効果検証の対象とした租特の一覧

本調査では四つの租税特別措置を対象として効果検証を実施し、調査結果を取りまとめ
た

12

地方における企業拠点の強化を
促進する税制措置

略称 概要

地方拠点強化税制

【オフィス減税】地域再生法に基づき、都道府県知事から地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた法人等が、地方活
力向上地域等内において特定業務施設を整備した場合に、建物等の
取得価額に応じて特別償却又は税額控除の適用を受けることができる
制度
【雇用促進税制】地域再生法に基づき、都道府県知事から地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた法人等が、地方
活力向上地域等内に整備した特定業務施設で雇用を増やした場合、
雇用者の増加数に応じて税額控除の適用を受けることができる制度

試験研究を行った場合の法人税
額等の特別控除

船舶に係る特別償却制度

長期保有土地等に係る事業用
資産の買換え等の場合の課税の
特例措置

研究開発税制

船舶税制

長期保有土地税制

企業が研究開発を行っている場合に、試験研究費等の額に応じて税
額控除の適用を受けることができる制度。一般試験研究費の額に係る
税額控除制度（一般型）と中小企業技術基盤強化税制（中小
型）、特別試験研究費の額に係る税額控除制度（オープンイノベー
ション型（OI型））がある

海上運送業を営む事業者が環境負荷の低減に資する船舶等（特定
船舶）を取得した場合に、特定船舶の取得価額に応じて特別償却の
適用を受けることができる制度

長期保有（10年超）の土地等の事業用資産を譲渡し、新たに事業
用資産（買換資産）を取得した場合に、譲渡した事業用資産の譲渡
益に応じて買換資産の圧縮記帳の適用を受けることができる制度

所管府省

内閣府

経済産業省

国土交通省

国土交通省

租税特別措置

出所：点検結果報告書（令和4（2022）年度及び令和5（2023）年度）等
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手法及び適用額算定基礎による分類（1/2）

各租特は①手法と②適用額算定基礎で分類できる。①は税収額や歳入時期に影響を
与え、②は間接的に政策目的（特定の企業行動の促進等）に影響すると考えられる

13

適用額
算定基礎 定義（上段）と例（下段）

資産
の
取得
価額

 租特の対象となる資産の取得価額に一定の割合を乗
じて適用額を算出するもの

 設備投資の促進を通じて政策介入対象である企業経
営を支援する場合は、新しく導入した設備等の取得価
額に、ある一定の率を乗じた税額控除等の租特が創設
されることが多い。この場合の適用額算定基礎を「資産
の取得価額」としている

対象
利益

（所得）
の額

 租特の対象となる利益（所得）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

 事業用資産の買換え等を通じて民間投資を喚起する
場合、その資産を譲渡することで得ることができる譲渡
益（所得）に対して一部課税の繰延べの租特が創設
されることがある。この場合の適用額算定基礎を「所得」
としている

対象
費用

（損金）
の額

 租特の対象となる費用（損金）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

 イノベーション政策の一環である研究開発税制では、試
験研究費の額に、ある一定の率を乗じた金額の税額控
除を適用することができる。この場合の適用額算定基礎
を「費用」としている

対象
収益

（益金）
の額

 租特の対象となる収益（益金）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

 火災保険等に係る異常危険準備金制度は、火災保
険等に係る正味収入保険料（収益）にある一定の率
を乗じて準備金を算定及び損金算入することができる。
この場合の適用額算定基礎を「収益」としている

手法 定義（上段）と例（下段）
課税の免除  法人税等を一部免除する効果を有するもの

 所得控除、税額控除、等

課税の繰延べ  法人税等の発生を翌期以降に繰り延べる効果を有するもの
 特別償却、割増償却、即時償却、圧縮記帳、準備金

課税の繰延べ
及び免除の混合

 課税の免除又は繰延べを選択適用できるもの
 特別償却又は税額控除、即時償却又は特別控除、等

租特の手法は、金額や計上時期に影響を与える
• 政府財政への影響：税収額及び歳入時期
• 企業財務への影響：会計上・税法上の金額及び計上時期

適用金額の算定には、企業会計の貸借対照表
上の資産（その取得価額）が使用される。また、
損益に関しては、以下のとおり企業会計上又は

法人税法上の概念も使用される
• 企業会計：利益=収益－費用
• 法人税法：所得=益金－損金

企業
会計

法人
税法

1

2

1

増税要因
（損金不算入、
益金算入） ※1

2

※1 損金不算入は、企業会計で費用としても税法で損金としないものをいう。例えば、交際費は
企業会計上で認められている費用の一部のみが税法上の損金として扱われ、所得増の要因にな
る。一方で、益金算入は、企業会計で収益としなくても税法で益金とするもの。例えば、過去の
課税の繰延べに係る準備金の取崩しが該当し、企業会計上の収益には影響がないものの、過去
から繰り延べられた所得が当期の税法上の益金となり、所得増の要因になる。

手法及び適用額算定基礎による分類（2/2）

前頁より、租特を手法（縦軸）と適用額算定基礎（横軸）で分類して掛け合わせた結
果、本調査において効果検証を行った四つの租特は以下のように位置付けることができる

14

手法＼算定基礎
資産の取得価額

租特の対象となる資産の取得価
額に一定の割合を乗じて適用額

を算出するもの

対象利益（所得）の額
租特の対象となる利益（所得）
に一定の割合を乗じて適用額を

算出するもの

対象費用（損金）の額
租特の対象となる費用（損金）
に一定の割合を乗じて適用額を

算出するもの

対象収益（益金）の額
租特の対象となる収益（益金）
に一定の割合を乗じて適用額を

算出するもの

課税の免除

法人税等を一部
免除する効果を有
するもの

 研究開発税制（試験研究
を行った場合の法人税額等
の特別控除）

課税の繰延べ
及び
免除
の混合

課税の免除又は
繰延べを選択適
用できるもの

 地方拠点強化税制（地方
における企業拠点の強化を
促進する税制措置）

 オフィス減税
 雇用促進税制

課税の繰延べ

法人税等の発生
を翌期以降に繰り
延べる効果を有す
るもの

 船舶税制（船舶に係る特
別償却制度）

 長期保有土地税制（長期
保有土地等に係る事業用
資産の買換え等の場合の課
税の特例措置）

1

2
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各租特のPICODAを用いた効果検証の整理（1/2）

租特適用による効果に焦点を当てた因果推論を目指してリサーチデザインを設計した

15

平成27（2015）年度～令和5（2023
）年度に整備計画の認定を受け、地
方拠点強化税制を適用した事業者

地方拠点強化税制

オフィス減税：特別償却又は税額控除
雇用促進税制：税額控除
平成27（2015）年度～令和5（
2023）年度に整備計画の認定を受け
、地方拠点強化税制を適用していない
事業者

• 適用件数
• 新規雇用者数（事業所別）

• 地方拠点強化税制アンケート調査
• 実績報告書

• 記述統計
• プロペンシティスコアを用いた平均処
置効果の推定

PICODA
(population)
租特の対象となる
個人や企業

(intervention)
措置の内容

(comparison)
比較対象

(outcome)
測定指標

(data collection)
活用するデータ

(analytical method)
分析手法

PICODA

P

I

C

O

D

A

令和3（2021）年度に中小型を適
用した中小企業者

研究開発税制

税額控除

令和3（2021）年度に研究開発投
資を行っているが、中小型を適用して
いない中小企業者

• 資本金
• 従業員数
• 経常利益
• 業種
• 研究開発費

• 売上高研究開
発費比率

• 特許所有数
• 研究開発費増
加率

• 中小実
• 企活

• 記述統計
• プロペンシティスコアを用いた差の差分析

平成31（2019）年度にOI型を適用
した事業者

平成31（2019）年度に研究開発
投資を行っているが、 OI型を適用して
いない事業者

• 民研調査
• 企活

中小型 OI型

• 資本金
• 従業員数
• 経常利益
• 研究開発費
• 売上高研究開
発費比率

• 研究部門人数
当たりの研究
開発費

• 特許所有数
• 研究開発費増
加率

各租特のPICODAを用いた効果検証の整理（2/2）

租特適用による効果に焦点を当てた因果推論を目指してリサーチデザインを設計した

16

平成29（2017）年度に土地を譲渡し
、長期保有土地税制を適用した事業
者

長期保有土地税制

圧縮記帳

平成29（2017）年度の時点で長期
保有の土地を所持している事業者

• 資本金
• 従業員数
• 経常利益
• 業種

• 長期保有土地税制アンケート調査
• 土地調査
• 企活

• 記述統計

PICODA

(population)
租特の対象となる
個人や企業

(intervention)
措置の内容

(comparison)
比較対象

(outcome)
測定指標

(data collection)
活用するデータ

(analytical method)
分析手法

PICODA

P

I

C

O

D

A

• 平成26（2014）年度～令和4（
2022）年度に船舶税制を適用し
た内航船舶

• 令和4（2022）年度に船舶税制
を適用し、船舶を建造した事業者

船舶税制

特別償却

• 平成26（2014）年度～令和4（
2022）年度に船舶税制を適用し
なかった内航船舶

• 令和4（2022）年度に船舶税制
を適用した内航事業者の、適用
前の状態

• 総トン数
• 船種
• 航海距離
• CO2排出量
（燃料消費量から算出）

• 内航貨物状況調査
• 輸送調査

• 記述統計
• 前後比較

令和元（2019）年以降に国内船
主によって建造され、国内オペレーター
に貸し出された外航船舶

令和元（2019）年以前に国内船
主によって建造され、国内オペレーター
によって運航中の外航船舶

• 各年における既存船舶の船齢デー
タ

内航船舶 外航船舶

• 対象船舶数

• 置き換え率の推移確認

－ 172 －－ 172 －

25_CW6_A6260D22.indd   172 2025/06/20   15:09:02



第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

本調査で利用したデータの一覧（1/2）

本調査においては10種類のデータを利用したが、租特適用事業者データを直接特定できる
データは少なかった

17

# 調査名 調査の種類、
頻度

調査
主体 調査対象 留意点

地
方
拠
点

強
化

研
究
開
発

船
舶

長
期
保
有

土
地

1
地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画に
関する実施状況報告書
（実績報告書）

報告書
（年次*）

都道府
県

整備計画の認定を受けた事
業者

整備計画認定事業者の租
特適用有無が把握できるが、
各年度の適用法人数自体
が少なく、サンプルサイズが小
さい

●

2
地方拠点強化税制に関す
る調査（地方拠点強化
税制アンケート調査）

担当部局等が
実施するアンケー
ト調査（公的統
計以外のもの、
年次）

内閣府 整備計画の認定を受けた事
業者

整備計画認定事業者の租
特適用有無が把握できるが、
各年度の適用法人数自体
が少なく、サンプルサイズが小
さい

●

3 中小企業実態基本調査
（中小実）

公的統計
（一般統計：
標本調査、年
次）

経済産
業省

中小企業（業種により企業
規模の範囲の指定あり）

租特適用有無を把握できる
が、標本調査であり、一部の
租特適用事業者しか把握で
きない

●

4
民間企業の研究活動に関
する調査
（民研調査）

公的統計
（一般統計：
全数調査、年
次）

文部科
学省

総務省「科学技術研究調
査」において、社内で研究開
発活動を行っていると回答し
た資本金1億円以上の企業

租特適用有無を把握できる
が、調査対象が限られており、
租特適用事業者の一部しか
把握できない

●

5 経済産業省企業活動基
本調査（企活）

公的統計
（基幹統計：
全数調査、年
次）

経済産
業省

従業者50人以上かつ資本
金又は出資金3,000万円以
上の企業

事業者の財務情報を経年で
把握できるが、対象範囲が
限られる

● ●

* 各事業年度終了後一月以内に実施

本調査で利用したデータの一覧（2/2）

本調査においては10種類のデータを利用したが、租特適用事業者データを直接特定できる
データは少なかった

18

# 調査名 調査の種類、
頻度

調査
主体 調査対象 留意点

地
方
拠
点

強
化

研
究
開
発

船
舶

長
期
保
有

土
地

6 内航船舶輸送統計調査
（輸送調査）

公的統計
（基幹統計：
標本調査、月
次）

国土交
通省

内航運送をする事業を営む
者であって、総トン数20トン
以上の船舶を使用し、貨物
を輸送する者

船舶の運航状況を把握でき
るが、標本調査であり、一部
の船舶しか把握できない

●

7
内航貨物船に係る税制利
用状況調査（内航貨物
状況調査）

担当部局等が
実施するアンケー
ト調査（公的統
計以外のもの、
年次）

国土交
通省

業界団体を通じて接触可能
な内航海運事業者

租特適用有無が把握できる
が、各年度の適用船舶数自
体が少なく、サンプルサイズが
小さい

●

8 各年における既存船舶の
船齢データ

担当部局による
提供資料*（年
次）

国土交
通省

国内船主から国内オペレー
ターへ貸し出されている外航
船舶

運航中の船舶について船齢
を把握できるが、対象範囲が
限られる

●

9 法人土地・建物基本調査
（土地調査）

公的統計
（一般統計：
全数・標本調査、
5年）

国土交
通省

日本国内に本所・本社・本
店を有する法人（※資本金
1億円以上の事業者は全数
調査、資本金1億円未満の
事業者は標本調査）

土地の所有状況を把握でき
るが、標本調査であり、一部
の事業者しか把握できない

●

10

特定の事業用資産の買換
特例の活用実績及び不動
産の売却・取得意向に関
する調査（長期保有土地
税制アンケート調査）

担当部局等が
実施するアンケー
ト調査（公的統
計以外のもの、3
年）

国土交
通省

特定の業界団体に所属して
いる全事業者

租特適用有無を把握できる
が、サンプルサイズが小さい上、
租特適用事業者の一部しか
把握できない

●

* 省令に基づく報告を抽出したもの
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各租特の分析結果概要と分析の限界点

本調査で実施した分析は、対象となる改正の小ささや、利用したデータの制約によって分析
の限界があったものの、可能な範囲で分析を実施した

19

地方拠点
強化税制

研究開発
税制

分析結果概要 分析の限界点

 まず記述統計にて、雇用促進税制よりもオフィス減
税の方が多く選択されていることを確認した

 適用件数については、製造業で適用が多く、中小企
業がより多く本措置を適用していることを確認した

 適用による新規雇用者数については、大企業がより
多くの新規雇用者を雇用していることを確認した

 プロペンシティスコアマッチングにて新規雇用者数への
影響を確認した。強い仮定の下ではあるが、オフィス
減税については新規雇用者数を増加させる可能性
が示唆された

 中小型については、まず記述統計にて、中小企業の
中でも、比較的企業規模が大きい事業者が積極的
に中小型を適用していることを確認した

 また、プロペンシティスコアを用いた差の差分析にて、
令和3（2021）年度の改正による効果を分析したが、
統計的に有意な結果は得られなかった

 OI型についても、まず記述統計にて、企業規模が大
きい事業者が積極的にOI型を適用していることを確
認した

 また、プロペンシティスコアを用いた差の差分析にて、
平成31（2019）年度の改正による効果を分析した
が、中小型と同様に、統計的に有意な結果は得ら
れなかった

 整備計画の認定を受けた事業者に実施したアンケー
ト調査結果を用いたが、認定を受けた事業者は、施
策パッケージ内の適用可能な特例措置のいずれかを
適用している可能性があり、施策パッケージ全体が及
ぼす影響ではなく、他の適用可能な施策オプションと
の比較による相対的な変化の分析に留まっている

 本措置の適用事業者数が少なく、特定の適用年度
を対象に分析するには十分なサンプルサイズがなかっ
たため、適用年度を揃えるのでなく、整備計画の認定
から2年経過時点の変化を分析することとした

 中小型とOI型のどちらも、分析に使用したデータの調
査対象範囲と本措置の適用範囲が一致していない
ことから、一部の適用事業者についてデータが取得で
きず、データにバイアスが生じている

 また、本措置は創設から長期間が経過しているため、
①本措置の存在が既に企業行動に織り込まれている
可能性が高く、本措置そのものの効果を分析すること
が難しい、②データの制約上、近年の改正が分析対
象となるが、改正が大きなものではない場合、統計的
に有意な結果が確認できない可能性が高いといった
問題が存在する

 上記を前提に定量的分析を実施しているため、分析
結果の信頼性は十分ではない

次々頁を参照

各租特の分析結果概要と分析の限界点

本調査で実施した分析は、対象となる改正の小ささや、利用したデータの制約によって分析
の限界があったものの、可能な範囲で分析を実施した

20

船舶税制

長期保有
土地税制

 内航船舶については、まず記述統計にて、総トン数が
大きい船舶や、航海距離が長い船舶、RORO船にお
いて本措置の適用が多いことを確認した。また、船種
ごとにCO2排出量を確認したところ、いずれの船種に
おいても、非適用船舶と比較して、適用船舶の1トン
キロ当たりのCO2排出量が小さいことが確認された

 さらに、前後比較にて、適用事業者において、租特
適用後の1トンキロ当たりのCO2排出量が、適用前
と比較して、小さいことが確認された

 外航船舶については、船齢データを用いて、より環境
負荷が低い先進船舶への置き換え率の推移を確認
した。その結果、平成16（2004）年～平成25
（2013）年に建造された船舶を中心に、先進船舶
への置き換えが進んでいることを確認した

 記述統計にて、資本金、従業員数、経常利益等で
規模の大きい事業者が本措置を適用している傾向
を確認した。ただし、適用実態調査では、資本金1億
円以下の事業者が、適用事業者の過半数を占めて
おり、分析に用いたデータでは規模の大きい事業者の
適用が多かった点と乖離している

 内航船舶については、データが不足しているため対照
群の設定が十分ではなく、「租特を適用しておらず、
かつ比較対象となる適用船舶と同時期に建造された
船舶」を対照群として設定できなかった

 外航船舶については、特に燃費効率について、個船
レベルでのアウトカム指標の取得ができていないため、
本措置がアウトカムへ与えた効果を検証できなかった。
また、船齢データの中で適用船舶の特定ができなかっ
たため、代替的な分析として、仮定を置いて先進船
舶の置き換え率の推移の確認を行った

 本調査の分析結果は、取得した適用事業者のデータ
において、規模や業種の面で明らかなバイアスが存在
している

 バイアスが生じる理由は、担当府省が適用事業者を
把握できないため、調査すべき対象事業者を特定で
きず、適用事業者がどの程度含まれるかがわからない
状態で、業界団体を通じて、団体に所属する事業者
を対象にアンケート調査を実施していることにあると考
えられる

分析結果概要 分析の限界点
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分析結果

分析手法

処置群・対照群の設定

地方拠点強化税制（オフィス減税）の結果イメージ

データについて強い仮定を置いているため十分に信頼できる結果とはいえないが、地方拠点
強化税制（オフィス減税）について、新規雇用者数を増加させる可能性が示唆された

21

【措置の概要】
地域再生法に基づき、都道府県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた法人等が、地方活力向上地域等内において
特定業務施設を整備した場合に、建物等の取得価額に応じて特別償却又は税額控除の適用を受けることができる制度

適用事業者 非適用事業者 差
事業者数 36 36

新規雇用者数
（人） 50.2 18.1 32.1*

処置群 整備計画が認定された年の2年後*に実績報告を行っており、
それまでにオフィス減税を適用している事業者

対照群 整備計画が認定された年の2年後に実績報告を行っており、
かつオフィス減税を適用していない事業者

1. 資本金、事業者全体の総雇用者数、製造業ダミー、施設類型ダミー、移転・拡充
先及び本社所在地の財政力指数でプロペンシティスコアを算出して、スコアが似て
いるサンプルを抽出

2. 抽出したサンプルで処置群・対照群の新規雇用者数の平均を算出し、差を確認

効果
新
規
雇
用
者
数

（
人
）

50.2

18.1

32.1人*

適用事業者 非適用事業者

p値 *** : p<0.01, ** : p<0.05, * : p<0.1

※p値は、分析結果として得られた係数が偶然によって生じたものでないかを統計的に
確認するものであり、その値が小さい場合統計的に有意と判断される

処置群・対照群を設定するに当たり、整備計画の認定年やオフィス減税
の適用年を統一していない

留意事項

対照群も整備計画の認定を受け、他の特例措置を
適用している可能性が高く、他の政策オプションとの
比較による相対的な変化の分析に留まっている

留意事項

* 施行規則では、各事業年度終了後一月以内に実績報告を行う必要があるが、今回は、サンプルサイズが最も多い、認定の2年後に実績報告を行った事業者に限定して分析を実施した

データ整理の基準

本調査の対象4租特について、効果検証に必要なデータの整理状況を評価するために六つ
の観点から基準を設定した

22

○ △ ×

租特適用事業者の特定
適用事業者全体を母数と捉えて
調査を実施しており、属性にバイ
アスがかかっていない

適用事業者への調査を実施でき
ているが、対象から特定の属性が
除外、又は多く含まれ過ぎている
等、属性にバイアスがかかっている

適用事業者をほぼ把握できてい
ない

租特適用事業者の
租特改正後のデータの取得

租特非適用事業者の
租特改正後のデータの取得

租特適用事業者の
租特改正前のデータの取得

租特非適用事業者の
租特改正前のデータの取得

租特以外のアウトカム指標へ
影響する要因を考慮

租特の適用有無以外にアウトカ
ム指標へ影響を及ぼす指標が適
切な粒度（事業者単位、事業
所単位等）で取得できている

租特の適用有無以外にアウトカ
ム指標へ影響を及ぼす指標は一
部取得できているが、取得できな
い指標がある、又は取得できてい
るが適切な粒度ではない

租特の適用有無以外にアウトカ
ム指標へ影響を及ぼす指標は、
ほぼ取得できていない

1

2

3

4

5

6

次頁参照

データ整理のフレームワーク
改正前 改正後

適用事業者

非適用事業者
1

4 2

35
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データ整理の基準

租特適用事業者と非適用事業者の改正前後のデータについて、サンプルのカバレッジとアウ
トカム指標の2軸で評価を実施した

23

サンプルのカバレッジ（サイズ・バイアス）
統計分析が可能なサンプルがあり、
属性にバイアスがかかっていない

統計分析が可能なサンプルはあるが、
属性にバイアスがかかっている

統計分析が可能なサンプルがない

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

効果検証に必要
なアウトカム指標が
取得できている

○

・適用事業者、非適用事業者のサン
プルがあり、属性に偏りが見られない
・適用事業者、非適用事業者に関す
る効果検証に必要なアウトカム指標
のデータが取得できている

△

・適用事業者、非適用事業者のサン
プルはあるが、属性に偏りが見られる
・適用事業者、非適用事業者に関す
る効果検証に必要なアウトカム指標
のデータが取得できている

×

・適用事業者、非適用事業者のサン
プルがない

効果検証に必要
なアウトカム指標が
一部取得できてい
ない

△

・適用事業者、非適用事業者のサン
プルがあり、属性に偏りが見られない
・適用事業者、非適用事業者に関す
る効果検証に必要なアウトカム指標
のデータの一部しか取得できていない

△

・適用事業者、非適用事業者のサン
プルはあるが、属性に偏りが見られる
・適用事業者、非適用事業者に関す
る効果検証に必要なアウトカム指標
のデータの一部しか取得できていない

×

・適用事業者、非適用事業者のサン
プルがない

効果検証に必要
なアウトカム指標が
取得できていない

×

・適用事業者、非適用事業者に関す
る効果検証に必要なアウトカム指標
のデータが取得できていない

×

・適用事業者、非適用事業者に関す
る効果検証に必要なアウトカム指標
のデータが取得できていない

×

・適用事業者、非適用事業者のサン
プルがない

データの整理状況

非適用事業者の把握は難しいため、中長期的には適用事業者を全数把握し、公的統計
と照らし合わせて適用事業者「以外」を非適用事業者として分析することが望ましい

24

地方拠点
強化税制 研究開発税制 船舶税制 長期保有

土地税制内航船舶 外航船舶

租特適用事業者の特定 〇 △ 〇 〇 △
租特適用事業者の
租特改正後のデータの取得 △ △ △ × △
租特非適用事業者の
租特改正後のデータの取得 △ △ × × ×
租特適用事業者の
租特改正前のデータの取得 × △ △ × △
租特非適用事業者の
租特改正前のデータの取得 × △ × × ×
租特以外のアウトカム指標
へ影響する要因を考慮 △ 〇 △ △ △

因果推論アプローチを
実施する上で必要な
データ項目が取得でき
ていない

有用な項目を概ね取
得できる状態であるが、
サンプルのバイアスが
大きい

非適用船舶の正確な
把握が困難

個別船舶単位の燃費
効率データを把握でき
ていない

非適用事業者を把握
できておらず、適用事
業者もデータにバイアス
が生じている

改正前のアウトカム指
標や拠点単位のデー
タ等のデータ項目を充
実させること

取得しているデータの
バイアスを解消すること

非適用船舶の実態を
正しく把握すること

個別船舶の燃費効率
を把握できるようデータ
を整備すること

適用事業者・非適用
事業者を正しく把握
すること

1

2

3

4

5

6

今後の課題

現状のまとめ

特に非適用事業者は、どの租特においても十分に取得できていないが、担当府省が非適用事業者に対してアンケート調査等を行うことは極めて困難
⇒中長期的には適用事業者を全数把握することで、公的統計等で適用事業者「以外」の事業者を非適用事業者として分析することが望ましい
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租特の4種類の効果

総務省にて事業者へのヒアリング調査も実施したところ、租特の効果にはトリガー効果、押
し上げ効果、波及的効果、副次的効果の4種類が存在すると考えられる

総務省調査結果

25

効果の種類 効果の内容
トリガー効果 租税特別措置があったことにより、期待される行動が引き起こされる

（例：設備投資の実施等）

押し上げ効果 租税特別措置があったことにより、期待される行動が助長される
（例：設備投資額の増加等）

波及的効果 租税特別措置があったことにより、キャッシュフローが改善し、波及的な行動が引き起こされる
（例：設備投資に加え、人件費の増額等）

副次的効果 租税特別措置の適用を受けるための申請書作成等の事務作業が他の文脈で役立つ
（例：経営計画等を検討する上で役立つ）

租税特別措置適用事業者へのヒアリング結果（1/2）

総務省によるヒアリングの結果、トリガー効果に関する意見が一部確認できたほか、押し上
げ効果に関する意見も多く聞かれた

総務省調査結果

項目 ヒアリング結果
トリガー効果
※租税特別措置があったことにより、期待され
る行動が引き起こされる
例：設備投資の実施等

【地方拠点強化税制】
・当初はあくまで人員増強という観点からの単なる拠点拡大として考えていたが、本措置を認知後、本措置が、本社
機能の移転に加えて、当初予定より大規模な社屋を建設し、研修施設や研究施設の追加設置の意思決定材料
となった。

押し上げ効果
※租税特別措置があったことにより、期待され
る行動が助長される
例：設備投資額の増加等

【地方拠点強化税制】
・財政状況が上向いたことが移転を決めた一番の理由ではあったが、税制優遇があるということは非常にありがたく、本
措置は十分に移転の後押しとなった。
・キャッシュの方がインパクトは強いのも事実であるが、減税によって「支払うべき金額を支払わなくてよい」ということも、
十分にインパクトがあることも間違いない。最終的な費用、減税額、補助金額については取締役会で報告しており、
「本措置があり助かった」という受け止めであったと認識している。
・適用可能な税制や補助金等を調べ、検討していく中で、取締役会でも本措置の積極的な活用が当初から議題に
上がっていた。本措置の有無に関わらず移転は実行しただろうが、移転の一助となる要素であったことは確かである。
・本措置は非常にありがたい制度だと考える一方、移転は会社としての意思決定があれば実行するものであり、本措
置がなければ行わなかったわけではない。一概には言えないが、「非常に助かる制度だが、制度がなくても実行しなけ
ればならないときは実行する」という感覚である。

【研究開発税制】
・研究開発は中長期的な計画で実施しているため、本措置があることにより研究開発を強力に推し進めているとは言
い切れないが、研究開発を継続して行うための下支えとなる有益な租特であり、相当程度の押し上げ効果があると
認識している。
・研究開発は会社目標に沿って進めており、研究開発費のうち本措置が適用されるものを後から集計する形となる。
本措置を適用できないため研究開発を行わないという選択肢はないが、研究開発継続のインセンティブとして認識し
ている。

  ・研究開発活動を拡大していくフェーズであるため、研究開発費増額ための後押しとなると考える。
・研究開発税制創設時から毎年本措置を活用しており、年度当初に予算案を精査する際は、本措置の適用は所与
のものとして控除額の試算を行っている。

26 * ヒアリングは、総務省行政評価局が計22者に対して実施したもので、本結果は各事業者の発言を忠実に再現し、信頼性を確保するためプラス、マイナス両方の受け止めを記載したもの
* ヒアリング対象には、租特の適用を目指していたものの、結果的に適用されなかった事業者を含む
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租税特別措置適用事業者へのヒアリング結果（2/2）

総務省によるヒアリングの結果、波及的効果や副次的効果に関する意見も聞かれた

総務省調査結果

項目 ヒアリング結果
押し上げ効果（続き）
※租税特別措置があったことにより、期待され
る行動が助長される
例：設備投資額の増加等

【船舶税制】
・本措置により特別償却が可能となり、それを元手に次なる資金確保につながり、新船舶の調達を行うことができる。
・本措置があることにより、燃費効率が高く環境に優しい新船舶への入替えが進む。

  ・燃料消費量が少なく環境にやさしい設備等の導入は高額となるが、新船舶購入推進に寄与する本措置は、環境
対応を含む最先端技術導入の取組の大きな後押しとなっている。
・船舶はスピード化と省エネ機能の両方を有することが求められるため、必然的に船価が高くなってしまうところ、本措置
により単年度の資金繰りが楽になり、新船舶購入の決断の一助になる。
・見積額も当然本措置の適用を踏まえたものとされており、本措置は当たり前にあるものと捉えている。

【長期保有土地税制】
・資産の売却益が多く出ることが見込まれる場合等には本措置をうまく活用すべく、本措置の情報を経理部門から総
務部門や事業部門に共有しており、試算の結果、本措置の活用によりキャッシュ面でのメリットが見込まれることが分
かり、資産購入時期の判断につながった。
・本措置によりキャッシュが手元に残り、そのまま次の投資が可能となることは、非常に大きな意義がある。

  ・本措置がなければ、資産の買換え時期が後になっていた可能性は十分にある。
波及的効果
※租税特別措置があったことにより、キャッシュ
フローが改善し、波及的な行動が引き起こさ
れる
例：設備投資に加え、人件費の増額等

【地方拠点強化税制】
・本措置の適用により会社全体としての負担が軽減され、財務状況が改善されるため、その軽減相当額を人員整備
や環境整備といった各方面の事業に活用できた。

副次的効果
※租税特別措置の適用を受けるための申請
書作成等の事務作業が他の文脈で役立
つ
例：経営計画等を検討する上で役立つ

【地方拠点強化税制】
  ・整備計画の作成作業において総務部門と管理部門にて連携をとったことにより、互いの部署に対する理解が深まり、
今後の事業運営に役立つと考えている。また、本移転を契機として、会社全体としても会社組織に対する理解が深
まり、連携が取りやすくなったものと考えられる。

27
* ヒアリング対象には、租特の適用を目指していたものの、結果的に適用されなかった事業者を含む
* ヒアリングは、総務省行政評価局が計22者に対して実施したもので、本結果は各事業者の発言を忠実に再現し、信頼性を確保するためプラス、マイナス両方の受け止めを記載したもの

3.本業務で得られた示唆と今後に向けた方向性

28
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効果検証の手順

前述した効果検証の手順は、大きく分けると五つのフェーズに分類される

29 出所：「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン（令和7年1月総務省行政評価局改定）」を基にデロイト作成

ロジックモデル
の検討

リサーチデザイン
の整理 データの取得 定量分析の実施 政策の

見直し・改善

 現状の確認と課題を
整理

 政策手段と目的を整
理

 政策手段から目的に
至るまでの論理的なつ
ながりを整理

 必要な測定指標を設
定

 政府統計や部局所有
の業務データに、分析
に必要なデータ項目が
含まれているか、取得
可能かを確認

 実際にデータを取得
 必要となるデータ項目
が存在しない場合、民
間データ等の活用や、
新規のアンケート調査
等の実施を検討

 記述統計で把握すべき
状況を整理

 必要なデータを整理
 処置群・対照群、それ
ぞれの介入前後を意
識し、推測統計による
効果の把握・分析を行
う範囲を検討

 どのようなデータを基に、
どのような分析を行うか
を検討

 記述統計を実施し、措
置の活用状況や経年
の動き等を整理

 因果推論的な手法を
用いた推測統計を実
施

 分析結果を踏まえ、今
後における政策の見直
し・改善に活かすための
アプローチに関する考え
方を検討

定性分析の実施

因果推論等の手法を
用いる場合でも、まず
は記述統計で傾向を
把握し、様々な視点
で頑健性確認も行う

ポイント

効果検証結果を、単
に現状把握のツールに
留めず、その後の政策
見直し・改善を行う際
の材料として活用

ポイント

担当府省が保有する
租特に関連する行政
記録情報の確認や、
公的統計の利用申請
等を進める

ポイント
ロジックモデルで整理し
た、租特により発現が
期待される行動変容
のうち、検証可能なア
ウトカム指標を検討す
る

ポイント

租特の適用事業者側
に期待する行動変容
に着目して、アウトカム
等を定義する

ポイント

定量分析の補完として実施

1 2 3 4 5

本調査における気付き（1/2）

本調査全体を通して得られた、昨年度調査からの追加的な成果や課題等の気付きについ
て、効果検証のフェーズごとに分類し、整理した

30

# フェーズ 成果や課題等の気付き

1 ①ロジックモデルの作成 担当府省がロジックモデル作成に直接関与することで、租特の目的や効果検証の方向性が関係者間で明確になり、
その後、担当府省も分析の議論に積極的に参加することが可能となった

2 租特の効果をより正確に捉えるためには、ロジックモデルにおいて、直接的な効果をきっかけに他の経済活動等へ広
がっていく波及的効果を考慮することも重要である

3 ②リサーチデザインの整理 非適用事業者を単純に対照群と扱って分析した場合には、分析結果に自己選択バイアスや分析結果に租特の適
用要件以外の要因によって租特が適用されないバイアスが存在することが懸念される

4 租特の目的やその効果に照らし、全ての租特において因果推論アプローチを用いた効果検証を行うことが必ずしも適
切とは限らない

5 ③データの取得 公的統計を用いる場合、公的統計の調査対象範囲と、検証したい租特の適用対象範囲が一致しないことがあり、
その際はデータにバイアスが発生する

6 公的統計の個票データを取得するまでには相当な時間を要する

7 担当府省がアンケート調査を実施する際、適用事業者がどの程度含まれるかがわからない状態で、業界団体を通じ
て、団体に所属する事業者を対象としているために、サンプルにバイアスが生じる場合もある

8 処置群と対照群をそれぞれ別のデータから取得する際、把握している適用事業者以外の事業者を単純に対照群と
みなすと、把握できていないだけで実際には租特を適用している事業者を対照群に含んでしまう可能性がある

令和5年度に実施した「租税特別措置等の効果検証手法の検討」にて、上記と同様に効果検証における基本的な成果や課題等の気付きを既に洗い
出しているため、今回実施した令和6年度調査では、令和5年度調査結果に加えて新たに得られた気付きに絞って取りまとめた。
なお、令和5年度調査結果は、Appendixに記載している
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本調査における気付き（2/2）

本調査全体を通して得られた、昨年度調査からの追加的な成果や課題等の気付きについ
て、効果検証のフェーズごとに分類し、整理した

31

# フェーズ 成果や課題等の気付き

9 ④定量分析の実施 アウトカム指標へ影響する要因を考慮して適用事業者と非適用事業者を比較するために、比較に適した単位に揃
えたアウトカム指標を算出する等、既存のデータ項目に一工夫加えることにより、より適切な比較を行うことができる

10 本来は因果推論を実施することが望ましいが、データ制約や高度な統計知見を持たずとも実施できる範囲を考慮し
た場合、記述統計のネクストステップとして、前後比較を目指すことが一定程度は有効と考えられる

11 類似の性質を持つ処置群・対照群を設定した上で平均処置効果を推定することにより、ある程度は効果を把握す
ることができる

12 注目する政策の変化点（創設や改正）のインパクトが小さい場合や、検証に用いるデータのサンプルサイズが小さい
場合、統計的に有意な結果が得られない可能性がある

13 複数の支援策が一つのパッケージとなる場合、そのうち一つの支援策の効果を切り分けて検証することは難しい

14 ⑤政策の見直し・改善 関係者間で議論を重ねた上で作成したロジックモデルであっても、その後の分析等を経て改めて検討・議論することに
より、更なる気づきが得られ、その結果、分析自体の精度向上と、分析結果を政策改善の検討ツールに繋げられる

15 効果検証結果を、単に現状把握のツールに留めず、その後の政策見直し・改善を行う際の材料として活用していくこ
とが重要である

令和5年度に実施した「租税特別措置等の効果検証手法の検討」にて、上記と同様に効果検証における基本的な成果や課題等の気付きを既に洗い
出しているため、今回実施した令和6年度調査では、令和5年度調査結果に加えて新たに得られた気付きに絞って取りまとめた。
なお、令和5年度調査結果は、Appendixに記載している

現状・限界と今後の方向性（ロジックモデルの作成）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

32

成果や課題等の
気付き

担当府省がロジックモデル作成に直接関与することで、租特の目的や効果検証の方向性が関係者間で明確になり、その後、担
当府省も分析の議論に積極的に参加することが可能となった

現状と限界 • 担当府省・行政評価局・請負事業者で議論した上で、それぞれがロジックモデルの案を作成し、更に議論を重ねることによって
ロジックモデルの完成に至った（共通）

今後の方向性 • 行政評価局や請負事業者が関与する形の効果検証を行う場合であっても、租特の目的や効果検証の方向性を固めるにはロ
ジックモデル作成を通じての議論が有用であるので、担当府省も自ら積極的に関与し、作成することが重要である

 示唆1

成果や課題等の
気付き

租特の効果をより正確に捉えるためには、ロジックモデルにおいて、直接的な効果をきっかけに他の経済活動等へ広がっていく波及
的効果を考慮することも重要である

現状と限界 • 担当府省にて既に整理していた生産波及の効果発現経路を示したスキーム図を参考にして、どの部分に着目した効果検証を
すべきか、ロジックモデルで整理した（長期保有土地税制）

今後の方向性 • ロジックモデル作成の際には、対象租特の波及的効果も含め、誰を対象に、どのような経路で、どのように効果発現することが
想定されるのか整理することが重要である

 示唆2
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現状・限界と今後の方向性（リサーチデザインの整理）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

33

成果や課題等の
気付き

非適用事業者を単純に対照群と扱って分析した場合には、自己選択バイアスや分析結果に租特の適用要件以外の要因によっ
て租特が適用されないバイアスが存在することが懸念される

現状と限界 • 研究開発税制の非適用事業者には、本措置の適用要件を満たしているが、税制メリットと煩雑な税務申告事務手続（OI
型）を比較衡量し、あえて適用しないという選択をする事業者（自己選択バイアス）が存在する可能性や、研究開発を行っ
ているが経常利益が赤字であるため適用されないといったバイアスを排除できず、正しい効果が推定されていない可能性も考え
られる（研究開発税制）

今後の方向性 • 要件を満たせないために適用できない事業者が存在する場合、それらの事業者を対照群に設定することが望ましい
• 自己選択バイアスの排除が難しい場合や、租特の適用要件以外の要因によって適用不可となるバイアスがある場合は、そのバ
イアスが分析結果にどのように作用している可能性があるかを考慮し、分析結果を解釈することが重要である

 示唆3

成果や課題等の
気付き

租特の目的やその効果に照らし、全ての租特において因果推論アプローチを用いた効果検証を行うことが必ずしも適切とは限らな
い

現状と限界 • 船舶税制において、租特の適用は、環境負荷が低い特定船舶を導入することを意味しており、詳細な分析を行わずとも、船
舶税制の適用によって、期待するアウトカムが改善することは自明である（船舶税制）

今後の方向性 • 各租特の目的やその効果に照らし、例えば対象租特とアウトカム指標の因果関係が明らかな船舶税制では記述統計や前後
比較等でアウトカム指標の変化や対照群との差を捉える等、因果推論に固執しない方法の検証も行うことが望ましい

 示唆4

現状・限界と今後の方向性（データの取得）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

34

成果や課題等の
気付き

公的統計を用いる場合、公的統計の調査対象範囲と、検証したい租特の適用対象範囲が一致しないことがあり、その際はデー
タにバイアスが発生する

現状と限界 • パネルデータを作成する際にベースとした企活では、従業者50人以上かつ資本金又は出資金3,000万円以上の企業が調査対
象であるため、それよりも小規模の事業者に対する効果は分析できなかった。特に中小型は中小企業を対象とした措置である
ため、影響が大きかった（研究開発税制）

• パネルデータを作成する際にベースとした企活では、不動産業等の一部業種が調査対象外であるため、それらの事業者に対す
る効果は分析できなかった。特に適用事業者の主要な業種である不動産業の一部が企活の調査対象外であるため、影響が
大きかった（長期保有土地税制）

今後の方向性 • 公的統計が租特の適用対象範囲を十分にカバーできない場合は、担当府省において租特の適用対象範囲全体を母数とした
アンケート調査を実施し、補完的に適用有無やアウトカム指標のデータを取得することが望ましい

• 適用実態調査と照らして、得られた分析結果にどのようなバイアスがかかっているかを確認し、バイアスを考慮して分析結果を解
釈することが重要である

 示唆5

成果や課題等の
気付き

公的統計の個票データを取得するまでには相当な時間を要する

現状と限界 • 本調査では、総務省行政評価局が主体となって公的統計の個票データを取得したが、事前相談に時間を要し、取得までに数
か月を要した事例もあった（共通）

今後の方向性 • 個票データの機密性を考慮して、特に政府外からの二次利用では引き続き十分な確認を伴う手続は欠かせないが、政府内部
において自らの政策に関する効果検証を実施する際には、手続の簡略化を検討していくことも重要である

 示唆6
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現状・限界と今後の方向性（データの取得）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

35

成果や課題等の
気付き

担当府省がアンケート調査を実施する際、適用事業者がどの程度含まれるかがわからない状態で、業界団体を通じて、団体に所
属する事業者を対象としているために、サンプルにバイアスが生じる場合もある

現状と限界 • 適用事業者を把握するために、担当府省が実施しているアンケート調査を用いたが、担当府省は適用事業者を直接把握して
おらず、適用事業者がどの程度含まれるかがわからない状態で、業界団体を通じて、団体に所属する事業者を対象にアンケー
ト調査を実施している。そのため、当該団体に所属していない事業者は捕捉できず、適用件数が多い租特であるにもかかわらず、
サンプルサイズが小さくなっている。また、分析結果と適用実態調査に乖離が生じているが、その原因は、アンケート調査対象が
特定の業界団体に偏っており、当該団体の特徴によるバイアスによるものと考えられる（長期保有土地税制）

今後の方向性 • 適用有無が事前にわからない集団に対してアンケート調査を実施する場合、アンケート調査上で対象租特の適用有無を質問し、
「適用していない」と回答した事業者を対照群とすることが重要である

• 処置群や対照群を正しく設定するためには、租特適用事業者の全数を特定する必要があるが、公的統計やアンケート調査で
は適用事業者の把握に限界があるため、より精度の高い効果検証のためには、政策担当者が適用事業者の全数を把握でき
るように税務データ等の活用も視野に入れることが望ましい

 示唆7

成果や課題等の
気付き

処置群と対照群をそれぞれ別のデータから取得する際、把握している適用事業者以外の事業者を単純に対照群とみなすと、把
握できていないだけで実際には租特を適用している事業者を対照群に含んでしまう可能性がある

現状と限界 • 国土交通省が実施したアンケート調査では、非適用事業者について土地の所有状況が分からず、長期保有土地を持つ非適
用事業者を対照群に設定できないため、土地調査により対照群を選定することとしたが、土地調査の中で対照群データを取得
する際に、アンケート調査結果を用いて把握した適用事業者以外の事業者を単純に対照群とみなしたため、実際には租特を
適用している事業者を対照群に含んでしまう可能性がある（長期保有土地税制）

今後の方向性 • アンケート調査にて本措置を適用していないと回答した事業者に対しても、アウトカム指標や、アウトカム指標へ影響する要因に
関する設問を設計し、適切な対照群として活用できるようにすることが重要である

• 中長期的には、税務データや部局で保有する業務データ等から租特適用事業者を全数かつ年次で把握でき、法人番号等で
統計データと接続できることが望ましい

 示唆8

現状・限界と今後の方向性（定量分析の実施）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

36

成果や課題等の
気付き

アウトカム指標へ影響する要因を考慮して適用事業者と非適用事業者を比較するために、比較に適した単位に揃えたアウトカム
指標を算出する等、既存のデータ項目に一工夫加えることにより、より適切な比較を行うことができる

現状と限界 • 平均総トン数や平均航海距離が異なる適用船舶と非適用船舶のCO2排出量の単純比較では適切な比較ができないところ、
1トンキロ当たりのCO2排出量に換算することによって、より適切に傾向を把握できた（船舶税制）

今後の方向性 • 記述統計を実施する際には、アウトカム指標へ影響する要因を考慮し、適切な比較ができるように、既存の指標で集計して問
題ないかを事前に検討する。必要に応じて、単位当たりアウトカム指標（10万人当たり、10km2当たり等）を、既存のデータ項
目を組み合わせ、新たな指標を算出した上で、分析を実施することが重要である

 示唆9

成果や課題等の
気付き

本来は因果推論を実施することが望ましいが、データ制約や高度な統計知見を持たずとも実施できる範囲を考慮した場合、記述
統計のネクストステップとして、前後比較を目指すことが一定程度は有効と考えられる

現状と限界 • 本来は因果推論を実施することが望ましい場合でも、現実的には利用可能なデータが限られることや、高度な統計知見を備え
た人材が限られることがあり、因果推論まで踏み込むことが難しい場合があるが、簡易な前後比較でも政策立案において参考
となる示唆が得られる可能性はある。ただし、前後比較は厳密な手法でないため、解釈に留意が必要である（船舶税制）

今後の方向性 • 因果推論の実施が困難な場合、記述統計の延長上で前後比較や回帰分析等を実施することを目指すとよい
• ただし、前後比較は、前後比較による分析結果を、あたかも因果効果のように拡大解釈することのないように十分に留意して実
施することが重要である

 示唆10
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現状・限界と今後の方向性（定量分析の実施）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

37

成果や課題等の
気付き

類似の性質を持つ処置群・対照群を設定した上で平均処置効果を推定することにより、ある程度は効果を把握することができる

現状と限界 • 移転・拡充前の新規雇用者数が取得できなかったため、プロペンシティスコアマッチングを実施して類似の性質を持つ処置群・対
照群を設定し、平均処置効果を確認した（地方拠点強化税制）

今後の方向性 • 適用前のデータが取得できない場合でも、類似の性質を持つ処置群と対照群の平均の差を測ることにより、その効果をある程
度は把握することができる

 示唆11

成果や課題等の
気付き

注目する政策の変化点（創設や改正）のインパクトが小さい場合や、検証に用いるデータのサンプルサイズが小さい場合、統計
的に有意な結果が得られない可能性がある

現状と限界 • 今回の分析対象となる改正が比較的小さなものであり、アウトカム指標への影響が小さかったため、今回の検証では統計的に
有意な結果がほぼ得られなかった（研究開発税制）

今後の方向性 • 改正によるインパクトや適用事業者数を踏まえ、適切な分析手法を選択して分析を行うべきである。例えば、インパクトが小さい
改正を対象とした分析や、サンプルサイズが小さい分析を実施する際には、今回のように、記述統計や定性分析等の併用も検
討することが重要である

• また、租特の効果については、特にアウトカム指標の変化を期待する特定の属性（企業規模や業種等）を持つ事業者におい
て租特が活用されているか、当該事業者に限定した分析を通じて確認することが適切である

 示唆12

現状・限界と今後の方向性（定量分析の実施）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

38

成果や課題等の
気付き

複数の支援策が一つのパッケージとなる場合、そのうち一つの支援策の効果を切り分けて検証することは難しい

現状と限界 • 地方拠点強化税制は、整備計画の認定を受けた事業者が適用できる複数の特例措置の一部という位置づけであるが、その
適用事業者は、地方税の課税免除等、他の特例措置を併用している可能性が高いため、本措置の効果を切り出して確認で
きず、効果の中には他の措置によるものが含まれる可能性があるということに留意しつつ分析を行った（地方拠点強化税制）

今後の方向性 • 個別の支援策について切り出して効果検証を実施したい場合、「対象措置は適用していないが、それ以外の措置の適用状況
等が処置群とできる限り同じ状態の事業者」を対照群として分析を行うか、対象措置にのみ大きな変更が生じた時期を対象
に分析を行うことが望ましい

• 一方で、このような個々の措置を切り出して効果を検証する場合、処置群及び対照群のサンプルサイズが小さくなる可能性が
あるため、大きいサンプルサイズで分析するためにパッケージで効果を検証することも、有益な手段として認識される

 示唆13
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今後の方向性（政策の見直し・改善）

得られた分析結果については、現状把握のツールに留めず、効果検証プロセスの改善や政
策改善の検討ツールに繋げることが重要である

39

今後の方向性 関係者間で議論を重ねた上で作成したロジックモデルであっても、その後の分析等を経て改めて検討・議論することにより、更なる
気づきが得られ、その結果、分析自体の精度向上と、分析結果を政策改善の検討ツールに繋げられる

詳細 • 当初関係者間で検討したロジックモデルに沿って分析まで実施することによって、例えばロジックに飛躍が見られないか、飛躍が
見られた時に中間的に設定すべきアウトカム指標としてどのようなものが考えられるか等の気づきが得られる場合がある。それを
踏まえたロジックモデルの見直し・改善を行うことが、分析自体の精度向上と、次なる政策改善に向けた検討の際のツールとして
活用することができる

 示唆14

今後の方向性 効果検証結果を、単に現状把握のツールに留めず、その後の政策見直し・改善を行う際の材料として活用していくことが重要であ
る

詳細 • 得られた分析結果について、例えば、担当府省内における政策見直し・改善の検討材料としながら税制改正要望における議
論への活用や、広く国民向けに透明性の高い説明責任を果たすための情報として活用することによって、単に現状把握のツール
に留まらない活用を進めていくことが考えられる

 示唆15

データ分析のステップ

本来は因果推論を実施することが望ましいが、実施が難しい場合、記述統計のネクストス
テップとして、前後比較や回帰分析を目指すことが一定程度は有効と考えられる

40

記述統計

 記述統計

前後比較

 前後比較

相関の確認

 回帰分析

因果推論

 差の差分析

 プロペンシティスコア
マッチング 等

 地方拠点強化税制
 研究開発税制
 中小型
 OI型

 船舶税制
 内航船舶

 長期保有土地税制

デ
ー
タ
分
析
の
ス
テ
ッ
プ

今
回
実
施
し
た
租
特

 船舶税制
 内航船舶

 （今回該当なし）  地方拠点強化税制
 研究開発税制
 中小型
 OI型
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フェーズ 留意点 重要度 難易度
①ロジックモデル
の作成

政策領域に精通している担当府省が主体的に関与する形で、租特の目的と手段の関係をロジックモデルで整理
することが第一歩である

★★★ ★

一度作成したロジックモデルは、議論のベースとして有用で、測定指標を検討する際にも活用できる。なお、作成
後も継続的にブラッシュアップすることが重要である

★★ ★

ロジックモデルの作成時には、「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン（総務省行政評価
局）」や「EBPMガイドブック（内閣官房行政改革推進本部事務局）」等を参照し、必要に応じて有識者にも
意見を聞くことが重要である

★★ ★

直接的な効果をきっかけに他の経済活動等へ広がっていく波及的効果が期待される場合は、それらの効果もロ
ジックモデルに含めることが望ましい

★ ★

②リサーチデザイ
ンの整理

効果検証の設計には、検証プロセスの整理が容易になるPICODAを活用することが重要である ★★ ★★
制度の背景や改正経緯、類似の租特をしっかりと把握し、効果検証に適した時期を見極めることが重要である ★★ ★★

推測統計として「処置群・対照群の比較」「介入前・介入後の比較」の可能性を検討することが重要である ★★ ★★★

推測統計の設計には、自己選択バイアスの考慮等、高度な知見を必要とするため、有識者に意見を聞いたり、
実際に分析を担当する作業者と密に調整したりすることが重要である

★★ ★★★

推測統計が難しい場合、記述統計だけでも有意義な示唆を得られる可能性があるため、原則、実施すべきであ
る

★★★ ★★

担当府省が効果検証に取り組む際の留意点（1/3）

昨年度及び今回の調査で得られた示唆を踏まえ、将来的に、担当府省が租特の効果検
証に取り組む際に留意すべき点を以下のとおり、重要度と難易度の観点から整理した

41

将来的に、担当府省が租特の効果検証に取り組む際に留意すべき点を以下のとおり整理した。これらの各取組には、重要度と難易度に濃淡があり、
全ての項目について実施することは困難であるため、各施策現場の状況から判断して、重要度が高く実現可能なものから着手することでよい

＜難易度の凡例＞
★・・・比較的平易なため、担当府省のみで実施可能

★★・・・一定の知見や手続は必要だが、担当府省で実施可能
★★★・・・高度な知見が必要であり、外部知見の活用が推奨される

フェーズ 留意点 重要度 難易度
③データの取得 「処置群（租特を適用した事業者）」を把握することが必須で、データを一定数以上取得することが望ましい。

処置群のデータは、公的統計や部局で保有する業務データ等から特定する必要がある
★★★ ★★

「対照群（租特の適用を受けていない事業者）」との比較が重要で、処置群と同様に特定、取得することが重
要である

★★ ★★

必要とするデータが存在しないため新規にアンケート調査等の実施が必要な場合や、公的統計の二次利用申請
に時間を要する場合があるため、調査に早めに着手すべきであり、事前に設計・準備・整備を進めることが重要で
ある

★★ ★★

得られたデータには、データの取得範囲と租特の適用範囲の違い等から、バイアスが生じている可能性があるため、
データにどのようなバイアスが生じているかを確認し、そのバイアスが結果にどのような影響をもたらす可能性があるか
を検討することが重要である

★★ ★★

外形的には条件を満たしていても、推測統計で必要なデータは、分析ごとに細かい要件があり、実際に分析を担
当する作業者と密に調整することが重要である

★★ ★★★

担当府省が効果検証に取り組む際の留意点（2/3）

昨年度及び今回の調査で得られた示唆を踏まえ、将来的に、担当府省が租特の効果検
証に取り組む際に留意すべき点を以下のとおり、重要度と難易度の観点から整理した

42

＜難易度の凡例＞
★・・・比較的平易なため、担当府省のみで実施可能

★★・・・一定の知見や手続は必要だが、担当府省で実施可能
★★★・・・高度な知見が必要であり、外部知見の活用が推奨される

－ 185 －－ 185 －

25_CW6_A6260D22.indd   185 2025/06/20   15:09:07



フェーズ 留意点 重要度 難易度
④分析の実施 推測統計は一定の専門知見が必要だが、記述統計や前後比較は比較的容易に実施できるため、内製化を目

指すことが第一歩である（ただし、あくまでも傾向しか把握できず、効果を把握することは難しい）
★★★ ★★

記述統計を実施する際には、比較に適した単位に揃えたアウトカム指標を算出する等、既存のデータ項目に一
工夫加えることにより、より適切な比較を行うことができる

★★ ★★

適用前のデータが取得できない等、データに制約がある場合でも、類似の性質を持つ処置群と対照群の平均の
差を測ることにより、その効果を一定程度把握することができる

★★ ★★

推測統計は、一定の時間を要することが多く、実施に至っても必ずしも統計的に有意な結果が得られるとは限ら
ず、それを考慮して進めることが重要である。特に改正によるインパクトが小さい場合や、サンプルサイズが小さい場
合は統計的に有意な結果が得られない可能性が高い。また、できる限り頑健性確認も行うことで分析結果に説
得力を持たせることも重要である

★★ ★★★

特に、高度な知見が必要な推測統計は、請負事業等での実施も考えられるが、結果の解釈時には担当府省
が積極的に関与し、示唆を導出することが必要である

★★★ ★★★

施策がパッケージとなる場合、一つの措置の効果を切り出して分析することは難しいため、他の措置を含めた施策
パッケージ全体の効果を検証するか、同じ施策パッケージ内の措置間の相対的な効果の違いに着目した比較を
行うことが重要である

★★ ★★★

定量分析の結果だけでは分からないこともあるため、ヒアリング等の定性分析の実施が必要である ★★★ ★★
⑤政策の見直
し・改善

分析結果を踏まえて、改めてロジックモデルに立ち返り、その妥当性を確認した上で必要に応じて見直しを行うこ
とが必要である

★★★ ★

効果検証結果を、単に現状把握のツールに留めず、その後の政策見直し・改善を行う際の材料として活用してい
くことが重要である

★★★ ★

担当府省が効果検証に取り組む際の留意点（3/3）

昨年度及び今回の調査で得られた示唆を踏まえ、将来的に、担当府省が租特の効果検
証に取り組む際に留意すべき点を以下のとおり、重要度と難易度の観点から整理した

43

＜難易度の凡例＞
★・・・比較的平易なため、担当府省のみで実施可能

★★・・・一定の知見や手続は必要だが、担当府省で実施可能
★★★・・・高度な知見が必要であり、外部知見の活用が推奨される

Appendix.分析手法の説明

44
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分析手法の選び方

各租特の特徴や取得可能なデータソースを確認することによって、今回の効果検証で利用
すべき分析手法を検討した

45

政策の非対象者
についてもデータを
把握可能か？

政策対象者数は
十分多いか？

政策対象者と
非対象者を

ランダムに振り分けられるか？

政策を受けるか
どうかの決定要因が

分かるか

政策実施前の
データを

入手可能か？

ランダム化比較試験

回帰不連続デザイン

プロペンシティ
スコアマッチング

差の差分析

回帰分析

合成コントロール法

前後比較

Yes Yes Yes

Yes

Yes

No No No

No

少数の客観的基準で
決定される

観察可能な要因で
決定される

比較的厳密
な手法

比較的簡便
な手法

主に利用した
分析手法

No

出所：小林庸平（2019）「エビデンスに基づく政策形成の考え方と本書のエッセンス」デュフロ・グレナスター・クレーマー『政策評価のための因果関係の見つけ方 ランダム化比較試験入門』日本評論社

分析手法の内容

本調査では、データが取得できた租特についてプロペンシティスコアマッチングと差の差分析
を用いて分析を行った

46

手法 分析方法 強み 弱み
ランダム化
比較試験

政策の対象者と非対象者をランダムに振り
分けて効果を測定する。

政策の効果を正確に測定することが可能
となる。

政策実務上、政策の対象者をランダムに
振り分けることは難しいことが多い。

回帰不連続
デザイン

政策を受けるかどうかが、ある一つの基準
（例えば補助金申請書から算出される得
点）で決定される場合、閾値（補助金を
受けられるかどうかの境目）の前後の個人
等を比較することで効果を測定する。

閾値（政策を受けられるかどうかの境
目）の前後においては、政策の効果をか
なり正確に測定することができる。
政策実務を変更しなくても実施できる可
能性がある。

閾値から離れた個人等については、政策
の効果が分からない。

プロペンシティ
スコア

マッチング

政策の対象者と非対象者のなかから、特
性の似通った個人をマッチングして、効果を
測定する方法。

政策を受けるかどうかが利用可能な変数
で決定されている場合、効果をかなり正
確に測定することができる。
政策実務を変更せずに実施できる。

利用可能な変数以外によって、政策の対
象者が選定されている場合、効果を正確
に測定することができない。

差の差
分析

政策対象者及び非対象者のそれぞれに政
策実施前後のデータを用いることで、トレンド
要因を取り除いた上で効果測定できる。

トレンド要因を取り除くことができるため、
前後比較よりも厳密な分析が可能となる。
他の手法と組み合わせることも可能。

「平行トレンドの仮定」が満たされている必
要がある。
政策実施前後両方のデータが必要となる。

合成
コントロール法

政策非対象者のデータを合成することによっ
て、政策対象者が政策を受けなかった場合
の仮想的な状況を推計し、政策の効果を
測定する方法。

一社・一人しか政策対象者がいなかった
としても分析ができる。
政策実務を変更せずに実施できる。

政策実施前後の長期的な時系列データ
が必要となる。

回帰分析 政策実施後のみのデータを用いて、政策の
効果を測定する方法。

簡便な方法であり、データさえあれば分析
ができる。

因果関係が逆方向である場合にはうまく
対処できない。

前後比較
政策対象者の政策実施前後のアウトカム
を比較することで政策の効果を測定する方
法。

前後比較の場合、政策対象者だけのデー
タで簡便に算出可能。

分析の仮定が厳しく、効果をきちんと測
定できるケースが少ない。

出所：小林庸平（2019）「エビデンスに基づく政策形成の考え方と本書のエッセンス」デュフロ・グレナスター・クレーマー『政策評価のための因果関係の見つけ方 ランダム化比較試験入門』日本評論社
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差の差分析（PSM-DID含む）

データが揃っている*租特については、差の差分析を行うことが有力である。その際、プロペン
シティスコアマッチングも組み合わせることで、より信頼度の高い分析が期待される

47

差の差分析
（DID：Difference in Differences）

：租特適用事業者
：租特非適用事業者

プ
ロ
ペ
ン
シ
テ
ィ
ス
コ
ア

（
＝
租
税
特
別
措
置
の
対
象
と
な
る
確
率
） 時間

一
人
当
た
り
付
加
価
値
額
等

政策効果

効果検証方法（イメージ）

処置群と対照群の
アウトカムを差の差
分析で比較企業規模等（売上高や

従業員数等）から算出さ
れるプロペンシティスコアが
近い企業同士をマッチング

プロペンシティスコアマッチング
（PSM：Propensity Score Matching）

：処置群
（租特適用事業者のうち、プロペンシティスコアマッチングでマッチした事業者）

：対照群
（租特非適用事業者のうち、プロペンシティスコアマッチングでマッチした事業者）

：上記の処置群において、もし介入がなかった場合の想定（反実仮想）

*処置群と対照群それぞれの前後データが存在している必要がある

差の差分析

差の差分析によって、政策効果を単純な前後比較ではなく、政策以外の要因が及ぼす効
果を調整した上で確認する

48

差の差分析とは、政策介入前後における、「政策介入を受けた群（処置群）」と「政策介入を受けなかった群（対照群）」を、
もし政策介入がなかった場合には同様に変化すると仮定（平行トレンド仮定）を置いた上で比較することによって、政策効果を
推定する手法

具体的な考え方
1. 政策効果を受けていない対照群の変化：

70 − 50 = +𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
2. 平行トレンド仮定を置いているため、

もし介入がなければ、処置群は同じように変化すると考えられる：
60 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐

3. 実際は120になっているため、
実際に変化した値から変化したはずの値を差し引くことで、
政策効果を計算できる：

120 − 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐 = +𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐
4. 手順1-3は以下のようにまとめることができる：

120 − 60 − 70 − 50 = +𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐

 処置群の差（変化分）から対照群の差（変化分）を差し引く（差を取る）ので、差の差分析と呼ばれる

差の差分析における重要なポイント
 政策効果を単純な前後比較で計算しない
 今回の場合、120 − 60 = 60には政策以外の要因が及ぼす効果（70 − 50 = 20）が含まれる
 そのため、その効果を調整（60 − 20 = 40）する必要がある

介入前 介入後

処置群

対照群 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐6𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟖𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐

政策
効果
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分析結果の読み方（差の差分析）

差の差分析では、「適用ダミーと介入後ダミーの交差項」に着目することによって、政策効果
を把握する

49

outcome 説明
定数項 (𝛼𝛼𝛼𝛼) 50 介入前の対照群の

平均値
適用ダミー(𝛽𝛽𝛽𝛽1) 10 介入前の処置群・対照

群の平均値の差
介入後ダミー (𝛽𝛽𝛽𝛽2) 20 介入前後の対照群の

平均値の差
適用x介入後ダミー (𝛽𝛽𝛽𝛽3) 40 平均的な政策効果

介入前 介入後

効果

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 50

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1 = 60

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2 = 70

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2 = 80

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2+ 𝛽𝛽𝛽𝛽3 = 120

= 40

反実仮想
処置群が介入を
受けなかったとき
のアウトカム

差の差分析に用いたモデル
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ∗適用ダミー+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2 ∗介入後ダミー+ 𝛽𝛽𝛽𝛽3 ∗適用ダミー×介入後ダミー+ 𝜀𝜀𝜀𝜀

注）上記指標は、あくまで回帰モデルによって推定された値であり、
現実で観測された値とは異なる

※各変数の説明：
1. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜: 政策対象となる変数（アウトカム指標）
2. 適用ダミー：処置群なら1、対照群なら0を取る変数
3. 介入後ダミー：介入後なら1、介入前なら0を取る変数
4. 適用ダミーx介入後ダミー：介入後に観察された処置群のアウトカムなら1、それ以外なら0を取る変数
5. 𝜀𝜀𝜀𝜀：誤差項

※𝛽𝛽𝛽𝛽は、各変数における係数を示す

政策効果

プロペンシティスコアマッチングのイメージ

なお、プロペンシティスコアマッチングを行ったうえで差の差分析を行うと、セレクションバイア
スの影響を除いた処置効果を推定できる

50

対照群 処置群

個体が政策介入を受ける確率は処置群と対照群で異なることが多い*

ため、前処理をせずに処置効果を推定すると、処置効果がこの確率の
違いの影響（セレクションバイアス）を含む可能性が高い

処置効果からセレクションバイアスの影響を除くためには、介入を受ける
確率が同等の集団に限定して、処置効果を計算すればよい。ここで用い
られる手法の一つがプロペンシティスコアマッチングである

具体的には、
❶介入を受ける確率（プロペンシティスコア）を計算
❷処置群と対照群の中からスコアが近いものを抽出（マッチング）
❸抽出された処置群・対照群を用いて処置効果を推定

❶介入を受ける
確率

❷政策介入を受ける確率が近い
個体同士で比較する

これらを含めて差の差分析を行うと、処
置効果がセレクションバイアスを含む

年齢

体重
高年齢・高体重低年齢・高体重

高年齢・低体重

低年齢・低体重

❸抽出された処置群・対照群で処置効果を推定
対照群 処置群

各個体

たとえば、健康増進のための施策を考えた場合、健康リスクが高い集団のほうが施策の対象になる可能性が高いといったことが挙げられる* 

－ 189 －－ 189 －

25_CW6_A6260D22.indd   189 2025/06/20   15:09:08



Appendix.パネルデータの説明
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パネルデータの概要

個体間の異質性を考慮でき、因果関係をより正確に推定できるパネルデータは特に有用で
あり、本調査では研究開発税制においてパネルデータを作成し、分析に用いた

52

調査対象 2020年 2021年 2022年

Aさん xx xx xx

Bさん xx xx xx

Cさん xx xx xx

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

パネルデータ

クロスセクション
データ

時系列データ

＜パネルデータの特徴＞
• クロスセクションデータ*1と時系列データ*2を組み合わせたデータであり、同一個体を対象として時間経過とともに複数回にわたって
収集したもの

• 個体が時間経過とともにどのように変化するかを観察するため、個体間の異質性を考慮でき、因果関係をより正確に推定でき
る。

• 対象個体が途中で観察できなくなる可能性がある等、データの収集が困難であることが多い
*1 ある時点で複数の対象からなる集団（個人、企業等）に対して収集されたデータ。例えば、一つの都市の住民の所得や教育レベル等を一定の日時に調査した
データ
*2 ある対象について、時間経過とともに収集したデータ。例えば、ある国のGDPやインフレ率等を年ごとに調査したデータ
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Appendix.令和5年度調査の示唆*

53

* 本調査は、令和5年度からの継続的な取組であり、「3.本調査で得られた示唆と今後に向けた方向性」には、令和6年度調査を通して新たに認識した内容を記載している。
一方、令和5年度「租税特別措置等の効果検証手法の検討に関する報告書（https://www.soumu.go.jp/main_content/000984409.pdf）」にて取りまとめた内容につ
いても引き続き有益であるので、参考情報として以下に再掲する

本調査における気付き一覧（1/2）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

54

# フェーズ 成果や課題等の気付き

1 ①ロジックモデルの作成 ロジックモデルの作成を通じて、関係者間の共通認識を持つことができる

2 ロジックモデル作成時に設定した、政策効果を把握するための測定指標は、捉え方によって様々なアイデアが考えら
れる部分であり、仮設定した後も、見直しの必要性が生じる場合がある

3 ②リサーチデザインの整理 創設から長期間が経過している租特の場合には、租特が創設されたことによる効果（当該租特自体が存在しな
かった場合との比較）の分析を実施することは難しい

4 内容や条件が類似している複数の租特が同時に改正される場合、それぞれの租特における効果を切り分けて分析
することは難しい

5 効果検証時の比較対象とすべき非適用事業者（対照群）を、適用事業者との類似性まで考慮した上で設定す
ることが難しい場合がある

6 推測統計分析に必要なデータをすべて入手することは現状では難しい

7 制度の前提や、大枠で利用可能性のあるデータを把握した時点で整理するリサーチデザインは、データ詳細を確認し
た後に、現実的には分析が不可能と判明することがある

8 ③データの入手 公的統計の個票データを入手するまでには相当な時間を要する

9 公的統計の個票データでは、ファイル名だけでは分析対象としたい年度が正確に識別できない場合があることに注意
が必要である

10 処置群として設定すべき租特の適用事業者を、網羅的に把握することは困難である

11 適用事業者を網羅的に把握できていない場合、対照群として設定すべき、租特を適用していない事業者も同様に
把握することが困難である

【参考】令和5年度調査報告書から再掲
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本調査における気付き一覧（2/2）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

55

【参考】令和5年度調査報告書から再掲

# フェーズ 成果や課題等の気付き

12 ④分析の実施 因果推論の手法を用いた統計分析を実施しても、必ずしも政策効果を解釈可能な、統計的に頑健かつ有意な分
析結果を得られるとは限らない

13 入手できたデータに限界があったため、記述統計分析にも積極的に注力したが、記述統計分析からも役に立つ情報
が得られる

14 もともと適用件数が少ない租特の場合には、信頼性の高い定量分析の実施は難しい

15 処置群と類似性の高い、対照群の設定は難しい場合もある

16 制御変数を入れた分析や、サンプルから一部を除外した分析を実施することで、分析結果が変化するか否かの頑健
性確認を行い、分析結果がモデルの構造やサンプルのバイアスに依存しないことを確認できる

17 定量分析には、測定できることの限界が存在するため、ヒアリングなどを通じて定性情報を収集することも有意義で
ある

現状・限界と今後の方向性（1/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

56

成果や課題等の
気付き

• ロジックモデルの作成を通じて、関係者間の共通認識を持つことができる

現状と限界 • 本調査の初期段階では、どこまでを当該租特の効果と想定するか、どの範囲を効果検証の対象とするかの認識が曖昧であっ
たが、ロジックモデルの整理を通じて、適した測定指標や実際に分析に使えるデータが明らかとなり、関係者間の議論を深めるこ
とで共通認識を醸成することができた。

• また、どの範囲を効果検証の対象とするかについては、先行研究も参考にした。経強・中促では、細野・布袋・宮川「中小企業
向け設備投資税制の因果効果」（2022）、研発では、大西・永田「研究開発優遇税制は企業の研究開発投資を増加さ
せるのか : 試験研究費の総額に係る税額控除制度の導入効果分析」（2009）を参考にした

今後の方向性 • 同様の検討においては、関係者間の議論を深めることで共通認識の醸成を図ることが必要である。また、効果検証の対象につ
いては、先行研究や先行事例も確認した上で議論できることが望ましい

 示唆1（①ロジックモデルの作成）

成果や課題等の
気付き

• ロジックモデル作成時に設定した、政策効果を把握するための測定指標は、捉え方によって様々なアイデアが考えられる部分で
あり、仮設定した後も、見直しの必要性が生じる場合がある

現状と限界 • 本調査においては、公開情報等から想定される範囲で測定指標を仮設定し、分析を進めることとした。担当府省や有識者と
の議論を経て、例えば、半島においては省力化を目的とした設備投資が実施されることが多いという実態の共有を踏まえて、当
初は設定していなかった資本装備率を測定指標に追加した。測定指標の設定時には、政策に精通したドメイン知識を十分に
反映しなければ考慮が難しい視点があることを認識した

今後の方向性 • 実態を踏まえた測定指標の設定が望ましく、政策に精通した担当府省が主導する形で効果検証の実践を行う、あるいは、担
当府省が請負事業等で効果検証を行う際には、請負事業者との密な議論を重ねながら実践を行うべきである

 示唆2（①ロジックモデルの作成）

【参考】令和5年度調査報告書から再掲
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現状・限界と今後の方向性（2/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

57

 示唆3（②リサーチデザインの整理）

成果や課題等の
気付き

• 内容や条件が類似している複数の租特が同時に改正される場合、それぞれの租特における効果を切り分けて分析することは難
しい

現状と限界 • 経強・中促では、措置の内容や適用条件が類似しており、さらに制度改正が同時に実施されていたため、それぞれの制度改正
による影響を区別することができず、それぞれの効果を切り分けて分析することに限界があった

今後の方向性 • 将来的に同時期ではない制度改正が行われることがあれば、効果を切り分けて分析できる可能性が高まるため、そのような機
会があれば確実に対応できるように準備する。そのような制度改正とならない場合は、今回のようにまとめて効果検証を実施す
ることが現実的には考えられる

 示唆4（②リサーチデザインの整理）

成果や課題等の
気付き

• 創設から長期間が経過している租特の場合には、租特が創設されたことによる効果（当該租特が存在しなかった場合との比
較）の分析を実施することは難しい

現状と限界 • 本調査で対象とした租特はいずれも創設から長期間が経過しており、創設前のデータを入手することが現実的ではなく、創設
前後の比較によって租特の導入による効果を検証することはできなかった。そこで、制度改正に着目して、これまでにおける制度
改正の経緯を確認した上で、効果検証に適した時期を検討し、制度改正による効果の検証を実施した

今後の方向性 • 租特が新規に創設される場合には創設前後の比較が望ましいが、そのようなケースは稀である。そのため、基本的には制度改
正による効果を検証することが有効で、その際には今回実践したように、大きな改正があり、その前後では改正が行われていな
い時期が候補となる

【参考】令和5年度調査報告書から再掲

現状・限界と今後の方向性（3/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

58

成果や課題等の
気付き

• 効果検証時の比較対象とすべき非適用事業者（対照群）を、適用事業者との類似性まで考慮した上で設定することが難し
い場合がある

現状と限界 • 対照群には、適用事業者である処置群と類似している非適用事業者を設定することが望ましいが、類似性の判断基準が難し
い。例えば、経強・中促では、「中小企業であること」を類似性ととらえ、中小実のデータに含まれる事業者のうち、経強・中促の
いずれも適用していない事業者を対照群と設定した。一方で、半島税制では、そもそも適用件数が経強・中促ほど多くなかった
ため、設定する対照群の設定に苦慮した。

• 当初は、税制適用地域（半島）以外の類似地域（半島に近い半島外地域）で対照群の設定を検討したが、入手したデー
タ（国税利用状況調査（国交省資料）、企活、法企）では、企業規模や地域経済の類似性の確保ができないと判断し、
「確認申請書を発行していること」を類似性ととらえ、半島地域内で確認申請書を発行したが適用に至らなかった事業者を対
照群とした。

• しかし、半島税制全体パッケージの中では、都道府県または市町村によっては、国の財政支援（減収補填）を受けて、事業
税、不動産取得税、固定資産税の税率を優遇する措置をとっている場合があり※、確認申請書を提出したが適用に至らな
かった事業者群は、地方税の適用を意図したバイアスが存在する可能性も考えられる

今後の方向性 • 対照群を設定する際には、政府統計における項目のほか、適用実態調査や税務データを活用し、処置群と対照群の類似性
を可能な限り確保できるように、設定することが考えられる。また、設定した対照群には、設定次第でバイアスを含む場合がある
ことを認識し、分析結果の解釈の際に留意する必要がある

 示唆5（②リサーチデザインの整理）

※【令和５～６年度版】半島地域の事業者の設備投資を応援する半島振興のための国税・地方税の優遇措置について（国土交通省）

【参考】令和5年度調査報告書から再掲
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現状・限界と今後の方向性（4/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した
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成果や課題等の
気付き

• 推測統計分析に必要なデータをすべて入手することは現状では難しい

現状と限界 • 本調査は①記述統計分析、②推測統計分析の順に分析を実施した。特に②推測統計分析では、分析手法を事前に検討
した上で、「処置群と対照群」「介入（租特改正）前後」の測定指標が把握できる必要があるが、今回入手したデータは、租
特の効果検証を想定して実施された公的統計調査等ではなく、条件が揃わないことがあった。事業者のアウトカム指標を参照
するために、経強・中促や半島では企活を、研発では民研調査を用いたが、分析可能な事業者が限られた。また、高額医療
では、四病協のアンケート調査のみでは十分にアウトカム指標を把握できず、高額な医療用機器の購入金額の合計を指標とす
ることになった

今後の方向性 • 効果検証に必要なデータを取得するためには、事前の設計が重要である。新規にデータ収集する方策を検討するか、すでに実
施しているアンケート等があれば、調査対象者、調査項目、回収率等の改善を目指すことが考えられる。ただし、実施現場での
負担感やフィージビリティについても留意が必要である

 示唆6（②リサーチデザインの整理）

成果や課題等の
気付き

• 制度の前提や、大枠で利用可能性のあるデータを把握した時点でリサーチデザインを整理しても、データの詳細を確認してみると、
現実的には分析が不可能と判明することがある

現状と限界 • 本調査では、いずれの租特においても、制度改正の経緯や入手可能なデータの項目・対象年度を考慮して効果検証に適した
時期を特定してリサーチデザインを整理したが、実際に入手したデータを確認すると十分なサンプルサイズが得られないことが判明
することがあった。例えば、半島では割増償却への改組があった平成25（2013）年度の改正に着目し、その時期のデータも入
手可能性があることを確認していたが、実際にデータを確認すると、サンプルの中には平成25（2013）年度の分析として使用
できるデータが少なく、平成27（2015）年度に着目することとなった。さらに、対象業種が拡大された影響の分析も検討したが、
適用件数が少なく、実施できなかった

今後の方向性 • リサーチデザインを整理する時点で、データの制約をある程度は想定しておくべきである。また、一度整理したリサーチデザインは、
データの入手後に、必要に応じてリサーチデザインを見直すことにも留意すべきである

 示唆7（②リサーチデザインの整理）

【参考】令和5年度調査報告書から再掲

現状・限界と今後の方向性（5/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した
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 示唆8（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 公的統計の個票データを入手するまでには相当な時間を要する

現状と限界 • 本調査では、総務省行政評価局が主体となって公的統計の個票データを取得したが、手続きに時間を要した。なお、取得まで
の期間は2か月～4か月程度であった

今後の方向性 • 効果検証の際は、個票データの入手に時間がかかることを想定して、計画を立てる

 示唆9（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 公的統計の個票データでは、ファイル名だけでは分析対象としたい年度が正確に識別できない場合があることに注意が必要であ
る

現状と限界 • 本調査で使用した公的統計の多くは、調査年度に前年度の事業者の状況を調査するものであったが、受領したデータのファイ
ル名は調査年度となっており、データの中身は前年度時点における状況であるため、1年ずらして利用する必要がある。例えば、
企活でファイル名に「2015年度」と記載されているデータは、平成26（2014）年度の事業者の状況を把握したデータが収録さ
れている。この点を考慮せずに利用してしまうリスクがある

今後の方向性 • 受領したデータについては、慎重に対象年度の確認を行った上で分析を行う

【参考】令和5年度調査報告書から再掲
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現状・限界と今後の方向性（6/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

61

 示唆10（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 処置群として設定すべき租特の適用事業者を、網羅的に把握することは困難である。

現状と限界 • 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基づく適用実態調査では、所得階級別の当該租特の適用件数及び
金額を把握することができるが、個社の適用／非適用の状況を把握することは困難である。当該租特の適用事業者（処置
群）については、実施報告書等の提出を求めることや、公的統計等に適用状況の項目があれば、把握できる可能性がある。

• 前者（実績報告書等）については、悉皆的に提出を求めれば、理論上は適用事業者を把握可能だが、現場で全て受付可
能な体制が確保できるか等のフィージビリティに留意が必要である。なお、半島税制では、国交省が確認申請書発行事業者を
対象に調査を実施し、適用事業者を把握できた。後者（公的統計等）については、例えば、経強・中促では、中小実におい
て適用状況に関する項目が存在したため把握可能であったが、標本調査であったことから、その一部しか把握することができな
かった。本調査で対象とした、いずれの租特においても、租特適用事業者の一部しか把握できなかった。

今後の方向性 • 効果検証の実施前の段階で、租特の適用事業者を捕捉するための仕掛けを設計しておくべきである。ただし、施策実施現場
での負担感やフィージビリティについて留意が必要である

 示唆11（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 適用事業者を網羅的に把握できていない場合、対照群として設定すべき、租特を適用していない事業者も同様に把握するこ
とが困難である

現状と限界 • 租特の適用事業者を全て把握している場合には、適用事業者以外を適用していない事業者とみなすことが可能だが、全件を
把握している場合は少ないのが現状である。本調査では、前述のとおり、半島税制では、適用事業者を把握していたため、適
用事業者以外の事業者を適用していない事業者とみなした。経強・中促では、中小実の対象となった事業者の適用状況のみ
を把握でき、租特を適用していない事業者も、租特適用事業者と同様に一部しか把握できなかった

今後の方向性 • 今後、個社データ（処置群、対照群とも）を捕捉するためには、公的統計による捕捉可能性を探る等、どのような方法が成
立する可能性があるか検討を進めることが望ましい

【参考】令和5年度調査報告書から再掲

現状・限界と今後の方向性（7/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

62

成果や課題等の
気付き

• 因果推論の手法を用いた統計分析を実施しても、必ずしも政策効果を解釈可能な、統計的に頑健かつ有意な分析結果を
得られるとは限らない

現状と限界 • データの限界もあり、統計的に頑健かつ有意な結果が出ることは多くなく、行きつ戻りつを繰り返し、手法、着眼点を変えて何
度か分析を行った。その結果、当初想定していた分析とは一部異なる手法、結果もあったが、効果検証を実践する際には柔軟
に様々な分析を試みることが不可欠であり、そうしたことも踏まえて分析を実行した。例えば経強・中促においては、一部のアウト
カム指標しか、政策効果を解釈できる分析結果を得ることができなかった

今後の方向性 • 分析に当たっては、入手できるデータや分析結果も含めて当初の想定どおり進まないことが多いことを事前に考慮し、スケジュー
ルも含めて分析を実施することが必要である。また、効果検証で、統計的に頑健かつ有意な分析結果を得られなかったことが、
「政策効果なし」と決定づけるものではないことに留意する必要がある

 示唆12（④分析の実施）

成果や課題等の
気付き

• 入手できたデータに限界があったため、記述統計分析にも積極的に注力したが、記述統計分析からも役に立つ情報が得られる

現状と限界 • 本調査は①記述統計分析、②推測統計分析の順に分析を実施したが、②推測統計分析については、入手できたデータに限
界があったため、十分な統計の頑健性が確保されない租特もあった。特に、半島と高額医療は分析で使用できたサンプルサイ
ズが非常に小さく、頑健性が確保されていなかった。しかし、①記述統計分析だけでも、傾向把握や議論のきっかけとなる素材
となり、現状の認識に役に立つことがあると確認できた

今後の方向性 • 推測統計分析に比べて、記述統計分析は比較的容易に行うことが可能であるため、積極的に担当府省でも内製することを目
指すことが望ましい

 示唆13（④分析の実施）

【参考】令和5年度調査報告書から再掲
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現状・限界と今後の方向性（8/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

63

成果や課題等の
気付き

• もともと適用件数が少ない租特の場合には、信頼性の高い定量分析の実施は難しい

現状と限界 • 半島税制は、新規適用法人数が毎年数十件程度であり、分析対象とした平成27（2015）年度の製造業における適用法
人数は25件であった。仮に、この事業者のすべてを分析に使用できたとしても、統計的に信頼性の高い分析としては限界がある。
なお、本調査では企活と接続可能な事業者に更に絞られたことで、分析に使用できた適用事業者数は7件であり、信頼性の
高い分析は実施できなかった

今後の方向性 • 資本金3,000万円未満の中小企業等が多く適用している租特では、所管省庁の調査（半島における国税利用状況調査
（国交省資料））だけでも、分析を完結できるように、測定指標等も把握することが考えられる。また、適用件数が少ない租
特では、できる限り多くの適用事業者に対して調査を行い、記述統計で効果を把握することも検討する

 示唆14（④分析の実施）

成果や課題等の
気付き

• 処置群と類似性の高い、対照群の設定は難しい場合もある

現状と限界 • 半島では、PSM-DIDで複数の条件を設け、それを満たす事業者のうち、プロペンシティスコアマッチングで処置群との類似性を
認められた事業者を対照群と設定した。このような対応において、分析に使用可能なサンプルサイズを確保することと、処置群と
の類似性を確保することがトレードオフにあることを認識する必要がある。半島の場合は、分析に利用可能な適用事業者数が
少なかったが、類似性を高めるために、条件を処置群と対照群で統一することを試みた。例えば、「過去（H25・26）に半島を
利用していない」という条件を設定する場合に、処置群と対照群の候補から、過去に適用したことのある事業者が除外され、
「過去の租特の適用の影響を受けていない」という類似性が確保され、より厳密な効果検証が実施できる。本調査で使用した
条件の他に、「決算月」の統一も試みたが、サンプルサイズが小さくなりすぎて、分析が実施不可能となり、設定できなかった

今後の方向性 • 理想的な効果検証では、処置群・対照群に高い類似性が確保されることが望ましいが、類似性の追求は、結果的にサンプル
サイズが小さくなる可能性があり、統計的な頑健性の確保が難しくなる問題が生じることを認識した上で判断し、分析結果を
解釈する。また、サンプルサイズとのバランスを考慮しつつ、類似性のための条件の設定を緩めた場合の分析も実施することが考
えられる

 示唆15（④分析の実施）

【参考】令和5年度調査報告書から再掲

現状・限界と今後の方向性（9/9）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

64

成果や課題等の
気付き

• 制御変数を入れた分析や、サンプルから一部を除外した分析を実施することで、分析結果が変化するか否かの頑健性確認を
行い、分析結果がモデルの構造やサンプルのバイアスに依存しないことを確認できる

現状と限界 • 本調査では、差の差分析を用いた経強・中促、半島、高額医療の分析において、制御変数を入れることによって分析結果が
変化するか否かの頑健性確認を行い、分析結果がモデルの構造に依存しないかまで確認した。また、高額医療の分析では、購
入金額1億円以上のサンプルを除外した分析も実施し、頑健性を確認した。分析結果の頑健性を確認することを通じて、分析
結果の信頼性を把握できた

今後の方向性 • 効果検証の際には頑健性の確認も実施し、分析結果の信頼性も確認した上で、結果を解釈する

 示唆16（④分析の実施）

成果や課題等の
気付き

• 定量分析には、測定できることの限界が存在するため、ヒアリング等を通じて定性情報を収集することも有意義である

現状と限界 • 定量分析で把握できるのは、指標で把握できる情報に限られ、意思決定の変化を直接把握することは難しい。研発では、租
特適用企業と非適用企業の傾向を記述統計で把握したが、適用する理由等の意思決定に関する租特の影響は定量分析
から把握することが難しい。そのため、本調査では並行して、総務省行政評価局において、ヒアリングを実施した

今後の方向性 • 租特の効果を把握する際には、定量分析のみではなく、定性情報からも把握することも検討する

 示唆17（④分析の実施）

【参考】令和5年度調査報告書から再掲
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担当府省が効果検証に取り組む際の留意点（1/2）

本調査で得られた示唆を踏まえ、将来的に、担当府省が租特の効果検証に取り組む際に
留意すべき点を以下のとおり、難易度の観点から整理した

65

フェーズ 留意点 難易度

①ロジックモデルの作成 政策領域に精通している担当府省が主体的に関与する形で、租特の目的と手段の関係をロジックモ
デルで整理することが第一歩

★

一度作成したロジックモデルは、議論のベースとして有用で、測定指標を検討する際にも活用できる。な
お、作成後も継続的にブラッシュアップすることが望ましい

★

ロジックモデルの作成時には、「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン（総務省行
政評価局）」や「EBPMガイドブック（内閣官房行政改革推進本部事務局）」等を参照し、必要に
応じて有識者にも意見を聞くことが有効

★

②リサーチデザインの整理 効果検証設計には、PICODAの活用が有効で、検証プロセスの整理がしやすい ★★

制度の背景や改正経緯、類似の租特をしっかりと把握し、効果検証に適した時期を見極める ★★

推測統計分析が難しい場合、記述統計分析だけでも有意義な示唆を得られる可能性がある ★★

推測統計分析として「処置群／対照群の比較」「介入前／介入後の比較」の可能性を検討すべき ★★★

推測統計分析の設計には高度な知見を必要とするため、有識者に意見を聞いたり、実際に分析を担
当する作業者と密に調整したりすることが重要

★★★

将来的に、担当府省が租特の効果検証に取り組む際に留意すべき点を以下のとおり整理した。これらの各取組には、取り組みやすさの濃淡があり、全
ての項目について実施することは困難であるため、各施策現場の状況から判断して、実現可能なものから着手することでもよい

＜凡例＞
★・・・比較的平易なため、担当府省のみで実施可能

★★・・・一定の知見や手続きは必要だが、担当府省で実施可能
★★★・・・高度な知見が必要であり、外部知見の活用が推奨される

【参考】令和5年度調査報告書から再掲

担当府省が効果検証に取り組む際の留意点（2/2）

本調査で得られた示唆を踏まえ、将来的に、担当府省が租特の効果検証に取り組む際に
留意すべき点を以下のとおり、難易度の観点から整理した

66

フェーズ 留意点 難易度

③データの入手 処置群（租特を適用した事業者）」を把握することが必須で、データが一定数以上あることが望ましい。
公的統計や行政記録情報等から特定する必要がある

★★

「対照群（租特の適用を受けていない事業者）」との比較が望ましく、処置群と同様に対応する ★★

これらは、新規取得が必要な場合や、利用申請に時間を要する場合があるため、早めに着手すべきであ
り、事前に設計・準備・整備を進めることが肝要

★★

外形的には条件を満たしていても、推測統計分析で必要なデータは、ケース次第で細かい要件があり、
実際に分析を担当する作業者と密に調整することが重要

★★★

④分析の実施 推測統計分析は一定の専門知見が必要だが、記述統計分析は比較的容易に実施できるため、内製
化を目指すことが考えられる（あくまでも傾向しか把握できず、効果を把握することは難しい点に留意が
必要）

★★

推測統計分析は、一定の時間を要することが多く、実施に至っても必ずしも統計的に有意な結果が得
られるとは限らず、それを考慮して進めることが必要。また、できる限り頑健性確認も行うことで分析結果
に説得力を持たせることが望ましい

★★★

特に、高度な知見が必要な推測統計分析は、請負事業等での実施も考えられるが、結果の解釈時に
は担当府省が積極的に関与し、示唆を導出することが重要

★★★

定量分析の結果だけでは分からないこともあるため、ヒアリング等の定性分析も有効 ★★

＜凡例＞
★・・・比較的平易なため、担当府省のみで実施可能

★★・・・一定の知見や手続きは必要だが、担当府省で実施可能
★★★・・・高度な知見が必要であり、外部知見の活用が推奨される

【参考】令和5年度調査報告書から再掲
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⑽�　政策の効果検証に関するポイント～租税特別措置を題材に～（令和６年９月26日�第４回EBPM
推進委員会）

第4回EBPM推進委員会資料
政策の効果検証に関するポイント
～租税特別措置を題材に～

総務省行政評価局
R6.9.26

2

租税特別措置の効果検証の目的、実施概要

○ 今回の調査研究は、どこまでを租税特別措置等による効果とするかの整理を通じて、今後、各府
省が自ら効果検証を行う際の着眼点を示すことを目的として実施したものである。

○ 分析の限界や、改善に向けたポイントを整理し、効果検証になじみのない各府省担当者が効果検
証を行うことになった場合、どのようなことに留意すればよいのか、分かりやすく伝えることを目
指している。

（１）本調査の目的

○ 本調査研究のうち、定量分析にかかる箇所については、請負業者（デロイトトーマツコンサル
ティング合同会社）を中心に実施、定性分析にかかる箇所については、総務省行政評価局を中心に
実施した。

○ ただし、分析に向けた事前準備（ロジックモデルの作成、データ収集等）から分析結果の解釈ま
での一連の流れについては、いずれの措置についても、総務省行政評価局が、関係府省（財務省、
経済産業省、国土交通省、厚生労働省）及び請負業者の協力を得つつ実施した。

○ 調査の結果、各租特について利用できるデータの制約等により、頑健な分析結果が得られたもの
は、ごく一部にとどまる。

（２）本調査の実施概要

総務省行政評価局では、令和５年度に租税特別措置の効果検証を実施した。本資料では、その取組結
果のポイントをお伝えするもの。詳細は総務省HP ※にて公表している。

(※)  https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/seisaku_ebpm.html#kenkyu
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リサーチデザインの整理ロジックモデルの作成 データの入手 分析の実施

ああ

現状、課題を整理
政策目的を確認
政策による効果の範囲を確
認

政策手段から政策目的の論
理的なつながりを整理し、
ロジックモデルを作成

必要な測定指標を設定

ああ

効果検証にて焦点を当てる
範囲を検討

利用可能性のある統計デー
タ等を確認し、どのような
効果検証が可能であるか、
リサーチデザイン（分析手
法）を検討

ああ

利用可能性のある統計デー
タ等の詳細を確認し、入手
可能性を検討し、入手

ああ

リサーチデザイン、入手し
たデータに基づいた定量的
な分析を実施

定量分析の結果だけでは、
適用事業者の受け止め・効
果が分からないため、ヒア
リングによる定性分析も必
要

租特効果検証の手順

「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン」※（R6.3総務省行政評価局）99ページ
の流れに沿って、以下の手順で実施 (※) https://www.soumu.go.jp/main_content/000935597.pdf

 ロジックモデルを整理、
作成するに当たっては、
有識者も交えて各省と
議論

 何と比較し、改善した
いアウトカム指標は何
かを検討

 その上で租特の適用事
業者（処置群）と非適
用事業者（対照群）を
検討し、どのような分
析手法を採用するか検
討

 詳細は「PICODA」によ
る整理（７ページ）参
照

 担当府省庁が保有する
データや、公的統計を
活用

 公的統計の個票データ
を入手する際には、所
管省庁に二次利用申請
を行い、個票データを
入手

 適用事業者と非適用事
業者を比較し、それぞ
れの特徴や傾向を把握
する記述統計分析を実
施

 可能な限り租特の適用
事業者と非適用事業者
の変化の差を比較する
差の差分析等、因果を
推論ための推測統計分
析を実施

 ヒアリングを通じた定
性分析を実施し、事業
者による租特の受け止
め・効果を確認

4

租特効果検証から得られた示唆等

本調査研究では、統計調査の調査票情報等を用いた定量分析のほか、ヒアリング調査も実施した。その結果、租税特別措置の効果に
は、4種類（①トリガー効果、②押し上げ効果、③波及的効果、④副次的効果）があるとの示唆が得られた。

租税特別措置の4種類の効果について

フェーズ 気付き 今後の方向性
ロジックモデルの
作成

ロジックモデルの作成を通じて、関係者間の共通
認識を持つことができる。

ロジックモデルの活用を通じて、関係者間の議論を深めるこ
とで共通認識の醸成を図ることが必要である。

リサーチデザイン
の整理

推測統計分析に必要なデータをすべて入手するこ
とは現状では難しい。

効果検証に必要なデータを取得するためには、事前の設計が
重要である。

データの入手 公的統計の個票データを入手するまでには相当な
時間を要する。

効果検証の際は、個票データの入手に時間がかかることを想
定して、計画を立てる。

処置群として設定すべき租特の適用事業者を、網
羅的に把握することは困難である。適用事業者を
網羅的に把握できていない場合、対照群として設
定すべき、租特を適用していない事業者も同様に
把握することが困難である。

効果検証の実施前の段階で、租特の適用事業者を捕捉するた
めの仕掛けを設計しておくべきである。
今後、個社データ（処置群、対照群とも）を捕捉するために
は、公的統計による捕捉可能性を探るなど、どのような方法
が成立する可能性があるか検討を進めることが望ましい。

分析の実施 因果推論の手法を用いた統計分析を実施しても、
必ずしも政策効果を解釈可能な、統計的に頑健か
つ有意な分析結果を得られるとは限らない。

分析に当たっては、入手できるデータや分析結果も含めて当
初の想定どおり進まないことが多いことを事前に考慮し、ス
ケジュールも含めて分析を実施することが必要である。

記述統計分析からも役に立つ情報が得られる。 記述統計分析は比較的容易に行うことが可能であるため、積
極的に担当府省でも内製することを目指すことが望ましい。

定量分析には、測定できることの限界が存在する
ため、ヒアリングなどを通じて定性情報を収集す
ることも有意義である。

租特の効果を把握する際には、定量分析のみではなく、定性
情報からも把握することも検討する。

効果検証を実施する過程で得られた示唆の概略
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5

（参考）租特効果検証テーマ一覧と効果検証の結果概要

府省名 措置名 概要 効果検証の結果概要

1 経産省
中小企業経
営強化税制
(経強）

中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づ
く設備投資について、税額控除（１０％※）又は即時償
却の適用を認める措置。※資本金3,000万円超の場合は
７％

経強と中促は、制度の内容や改正タイミングが類似
しており、それぞれの効果を切り分けた分析が困難で
あった。
このため、適用事業者（経強または中促を適用した

事業者）と、非適用事業者（経強や中促を適用してい
ない事業者）間で差の差分析を行った。
その結果、投資、売上、労働生産性へのプラスの影

響の可能性が示されたが、入手できたデータの範囲・
サイズにも制約があったことから、可能であった分析
範囲にも限界があること等の示唆が得られた。

2 経産省
中小企業投
資促進税制
（中促）

一定の設備投資を行った場合に、税額控除（７％）
（※）又は特別償却（30％）の適用を認める措置。※
税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る

3 経産省 研究開発税
制

法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合（最大
30％）を乗じた金額を控除できる制度。法人税額に対
する控除割合は45％が上限

研究開発に係る企業内部での意思決定過程において、
措置がどのように機能しているのかを明らかにするた
め、主に製造業の大企業に対するヒアリングを実施し、
措置が廃止された場合の影響等に関する示唆を得た。

4 国交省 半島振興税
制

半島振興対策実施地域における事業者の産業振興機械
等の取得等に係る確認申請書に基づく製造業、旅館業、
農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する
設備投資について、5年間の割増償却（機械は32％、建
物は48％）を認める措置

サンプルサイズが小さく、十分に信頼できる結果は
得られなかった（参考までに実施した差の差分析の結
果は、設備投資額や資本装備率を押し上げている可能
性を示唆）。

5 厚労省 高額医療用
機器

取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した
場合に12％の特別償却を認める措置

サンプルサイズが小さく、十分に信頼できる結果は
得られなかった（参考までに実施した差の差分析の結
果は、高額な医療用機器の購入金額を押し上げている
可能性を示唆）。
なお、当該措置については、分析に利用できるデー

タを収集するため、既存のアンケート項目の改善策に
ついても整理した。

© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group. 6

時間

労
働
生
産
性

効果検証方法：差の差分析（DID：Difference in Differences）
‐中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制の効果検証（労働生産性）例‐

「租特適用事業者群」と
「租特非適用事業者群」
の数字の動きの差の差を

比較

：租特適用事業者群

：租特非適用事業者群
：上記の租特適用事業者群において、もし介入がなかった場合の推定値（反実仮想）

金額
855万円

828万4千円

784万4千円
754万6千円

798万6千円

政策効果
56万4千円

H28 H29

（参考）差の差分析の一例
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効果検証にあたり、各租特の特徴を踏まえて、どのような効果検証が可能であるかについて、
PICODAのフレームワークに沿って整理した

 政策の対象は誰か？

PICODA

Population

Intervention

Comparison

Outcome

Data Collection

Analytical Method

 検討している政策はどういったものか？

 誰もしくはどういったシチュエーションと比
較した場合の政策効果を知りたいのか？

 政策によって改善したい指標は何か？

 政策の対象者・非対象者のデータ・指標
をどのように収集するか？

 どういった分析手法を用いるのか？

P

I

C

O

D

A

 租特の適用対象事業者の定義は何か

 対象租特は、いつ、どのような介入をするものか

 租特の適用事業者との比較は何が適しているか

 ロジックモデルにおけるどの測定指標の変化を
確認するか

 適用事業者と非適用事業者の情報を把握する
ためには、どの調査データが有用か

 複数ある場合にはどのようにデータを接続するか

 データ制約を踏まえて実行可能な手法は何か
 因果推論まで行うか、記述統計分析に留めるか

歴史が古い租特の場合、租特が創設される前のデータを取得できる可能性が低いことから、租特
の創設による効果を把握することが難しいため、改正による処置効果を分析するアプローチとなる
が、改正経緯の確認によって適した時期を特定する

制度改正の経緯（イメージ）

年度 N年 N+1年 N+2年 N+3年 N+4年 N+5年 N+6年 N+7年

改正 ー 軽微な改正 ー 大幅改正 ー ー ー 軽微な改正

租特のリサーチデザインで特に意識すべきポイント

（参考）PICODAのフレームワーク
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⑾　（令和５年度）租税特別措置等の効果検証手法の検討に関する報告書（総論）【概要】

租税特別措置等の効果検証手法の検討に関する報告書
（総論）【概要】
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令和6年3月
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本調査の目的等

4

本調査の目的等

4

○ 本資料は、2部構成で、第1部は、総務省行政評価局が発注した『租税特別措置等の効果検証手
法の検討』の成果物として、請負業者（デロイトトーマツコンサルティング合同会社）が取りま
とめた資料を掲載している。

○ 続く第2部は、総務省行政評価局が独自に行った調査研究結果のほか、第1部の調査研究結果も
含め、今回の調査研究全体を通じて得られた知見・示唆をまとめている。

（２）本資料の構成

○ 今回の調査研究は、どこまでを租税特別措置等による効果とするかの整理を通じて、今後、各
府省が自ら効果検証を行う際の着眼点を示すことを目的として実施したものである。

○ 分析の限界や、改善に向けたポイントを整理し、効果検証になじみのない各府省担当者が効果
検証を行うことになった場合、どのようなことに留意すればよいのか、分かりやすく伝えること
を目指している。

（１）本調査の目的

○ 本調査研究のうち、定量分析にかかる箇所については、請負業者（デロイトトーマツコンサル
ティング合同会社）を中心に実施、定性分析にかかる箇所については、総務省行政評価局を中心
に実施した。

○ ただし、分析に向けた事前準備（ロジックモデルの作成、データ収集等）から分析結果の解釈
までの一連の流れについては、いずれの措置についても、総務省行政評価局が、関係府省（財務
省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省）及び請負業者の協力を得つつ実施した。

（３）本調査の実施概要
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№ 府省名 措置名 概要 第1部 第2部

1 経産省
中小企業者等が特定経営力向上設
備等を取得した場合の特別償却又
は法人税額等の特別控除（中小企
業経営強化税制）

中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備
投資について、税額控除（１０％※）又は即時償却の適用を
認める措置。※資本金3,000万円超の場合は７％

○

2 経産省
中小企業者等が機械等を取得した
場合の特別償却又は法人税額等の
特別控除（中小企業投資促進税
制）

一定の設備投資を行った場合に、税額控除（７％）（※）又
は特別償却（30％）の適用を認める措置。※税額控除は資
本金3,000万円以下の中小企業者等に限る

○

3 経産省 試験研究を行った場合の法人税額
の特別控除

法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合（最大
30％）を乗じた金額を控除できる制度。法人税額に対する
控除割合は45％が上限

○
（定量分析）

○
（定性分析）

4 国交省 半島振興対策実施地域における工
業用機械等に係る割増償却制度

半島振興対策実施地域における事業者の産業振興機械等の取
得等に係る確認申請書に基づく製造業、旅館業、農林水産物
等販売業及び情報サービス業等の用に供する設備投資につい
て、5年間の割増償却（機械は32％、建物は48％）を認め
る措置

○

5 厚労省
医療提供体制の確保に資する設備
の特別償却制度（高額な医療用機
器に係る特別償却制度）

取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合に
12％の特別償却を認める措置 ○

全体取りまとめ・示唆等 ○ ○

効果検証テーマ一覧と第1部・第2部の記載内容
○ 効果検証の対象としたテーマと、第1部・第2部の記載内容は以下のとおり

なお、個別事例の詳細な分析結果は、「租税特別措置の効果検証手法の検討に関する
報告書（個別）」に別途記載している。

5
なお、本資料中、p27の分析結果は、「中小企業実態基本調査」（中小企業庁）及び「経済産業省企業活動基本調査」（経済産業省）の調査票情報
を利用し、独自集計したものである。

6

第１部
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1.はじめに

9

10

本調査の背景・目的と実施概要

本調査では、5つの租税特別措置に対して効果検証を実施し、EBPMのリーディングケースの
提示を目指した

背景・目的
我が国において、エビデンスに基づく政策立案（EBPM：Evidence-Based Policy Making）を推進する必要性が高まっている。今後のEBPMを
効果的に進めていくために、総務省行政評価局としてEBPMのリーディングケースを提示することを目指し、実証的共同研究の一環として5つの租税
特別措置を対象とした効果検証を実施した

各分析結果を踏まえ、それらに基づいて導かれる今後における租税特別措置の効果検証に関する示唆を導出・整理した

ロジックモデルの作成

データ分析手法の提案

ヒアリング調査の実施

データの収集及び分析

租税特別措置に対して実施した効果検証の内容

対象とした5つの租税特別措置

• 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場
合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業
経営強化税制）

• 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は
法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）

• 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
• 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割
増償却制度

• 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度
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2.租税特別措置の効果検証

11

12

効果検証の手順

効果検証を試行的に行うにあたり、まずは「ロジックモデルの作成」「リサーチデザインの整
理」「データの入手」「分析の実施」の流れで効果検証の手順を設定した

リサーチデザインの整理ロジックモデル
の作成 データの入手 分析の実施

 現状、課題の整理
 政策目的の確認
 効果の範囲を確認
 ロジックモデルの作成
 必要な測定指標の設定

 効果検証において焦点を
当てる範囲の検討

 PICODAに基づきリサーチデ
ザインを検討（利用可能
性のあるデータを確認して、
分析手法を検討）

 利用可能性のあるデータの
詳細確認と入手可能性の
検討

 実際にデータを入手

ロジックモデルで整理し
た、租特により発現が
期待される変化のうち、
検証可能なアウトカム
指標を検討する

ポイント
担当府省が保有する
租特関連の行政記録
情報の確認や、公的
統計の利用申請等を
進める

ポイント

 リサーチデザイン、入手した
データに基づいた定量的な
分析を実施

1 2 3 4

出所：「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン（令和6年3月15日総務省行政評価局発出）」を基にデロイト作成

因果推論等の手法を
用いる場合でも、まず
は記述統計で傾向を
把握し、様々な視点で
頑健性確認も行う

ポイント

租特の適用事業者側
に期待する行動変容に
着目して、アウトカム等
を定義する

ポイント
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ロジックモデルの作成

効果検証で分析する測定指標を設定するため、ロジックモデルを用いて政策目的とその達成
経路を確認した

インプット アクティビティ アウトプット 短期アウトカム 長期アウトカム インパクト

本
調
査
で
の
整
理

根拠条文
（ex. 租税特別措

置法）
租税特別措置

の改正
改正税制
の施行

短期目標
（ex. 設備投資の

増加）

長期目標
（ex. 労働生産性

向上）

最終目標
（ex. 地域経済の

活性化）

 ロジックモデルとは、政策手段から政策目的に至るまでの論理的なつながり（ロジック）を明確化するもの※

 ロジックモデルはアクティビティの特徴に着目した整理が重要であるが、租特における政策実施者側のアクティビティは制度
改正などであることから、租特の目的に応じて政策受益者側に期待する行動変容を深掘りすることで、どのようなアウトカ
ムを設定することが有効かを検討することが有効である

1

測定指標設定 測定指標設定 測定指標設定 測定指標設定

政策実施者

設備投資 売上増加
生産性向上

業績向上
雇用創出

政策受益者
設備投資によって、ビジネス拡大
や効率化が図られる

売上や生産性の改善で付加価
値の増加や新規雇用につながる

租特の性質として、政策実施者側の
アクティビティを掘り下げることは難しく、
政策受益者側に着目して深掘りする

（例）設備投資を促すことで地域経済の活性化を目指す場合のイメージ

※ （出典） EBPMガイドブック（内閣官房行政改革推進本部事務局）

14

リサーチデザインの整理：PICODAによる効果検証可能性の整理

効果検証にあたり、各租特の特徴を踏まえて、どのような効果検証が可能であるかについて、
PICODAのフレームワークに沿って整理した

 政策の対象は誰か？

PICODA

Population

Intervention

Comparison

Outcome

Data Collection

Analytical Method

 検討している政策はどういったものか？

 誰もしくはどういったシチュエーションと比
較した場合の政策効果を知りたいのか？

 政策によって改善したい指標は何か？

 政策の対象者・非対象者のデータ・指標
をどのように収集するか？

 どういった分析手法を用いるのか？

P

I

C

O

D

A

2

 租特の適用対象事業者の定義は何か

 対象租特は、いつ、どのような介入をするものか

 租特の適用事業者との比較は何が適しているか

 ロジックモデルにおけるどの測定指標の変化を
確認するか

 適用事業者と非適用事業者の情報を把握する
ためには、どの調査データが有用か

 複数ある場合にはどのようにデータを接続するか

 データ制約を踏まえて実行可能な手法は何か
 因果推論まで行うか、記述統計分析に留めるか

歴史が古い租特の場合、租特が創設される前のデータを取得できる可能性が低いことから、租特
の創設による効果を把握することが難しいため、改正による処置効果を分析するアプローチとなる
が、改正経緯の確認によって適した時期を特定する

制度改正の経緯（イメージ）

年度 N年 N+1年 N+2年 N+3年 N+4年 N+5年 N+6年 N+7年

改正 ー 軽微な改正 ー 大幅改正 ー ー ー 軽微な改正

租特のリサーチデザインで特に意識すべきポイント

出所：小林庸平（2020）「エビデンスに基づく政策形成（EBPM）のための政策効果分析とナッジ入門」経済産業省職員向け研修
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リサーチデザインの整理：分析手法の選び方

各租特の特徴や入手可能なデータソースを確認することによって、今回の効果検証で利用
すべき分析手法を検討した

政策の非対象者
についてもデータを
把握可能か？

政策対象者数は
十分多いか？

政策対象者と
非対象者を

ランダムに振り分けられるか？

政策を受けるか
どうかの決定要因が

分かるか

政策実施前の
データを

入手可能か？

ランダム化比較試験

回帰不連続デザイン

プロペンシティ
スコアマッチング

差の差分析

回帰分析

合成コントロール法

前後比較

Yes Yes Yes

Yes

Yes

No No No

No

少数の客観的基準で
決定される

観察可能な要因で
決定される

比較的厳密
な手法

比較的簡便
な手法

主に利用した
分析手法

2

No

出所：小林庸平（2019）「エビデンスに基づく政策形成の考え方と本書のエッセンス」デュフロ・グレナスター・クレーマー『政策評価のための因果関係の見つけ方ランダム化比較試験入門』日本評論社

16

リサーチデザインの整理：分析手法の内容

本調査では、データが入手できた租特についてプロペンシティスコアマッチングと差の差分析
を用いて分析を行い、データが限られたものについては回帰分析を実施した

2

手法 分析方法 強み 弱み
ランダム化
比較試験

政策の対象者と非対象者をランダムに振り
分けて効果を測定する。

政策の効果を正確に測定することが可能
となる。

政策実務上、政策の対象者をランダムに
振り分けることは難しいことが多い。

回帰不連続
デザイン

政策を受けるかどうかが、ある１つの基準
（例えば補助金申請書から算出される得
点）で決定される場合、閾値（補助金を
受けられるかどうかの境目）の前後の個人
等を比較することで効果を測定する。

閾値（政策を受けられるかどうかの境
目）の前後においては、政策の効果をか
なり正確に測定することができる。
政策実務を変更しなくても実施できる可
能性がある。

閾値から離れた個人等については、政策
の効果が分からない。

プロペンシティ
スコア

マッチング

政策の対象者と非対象者のなかから、特
性の似通った個人をマッチングして、効果を
測定する方法。

政策を受けるかどうかが利用可能な変数
で決定されている場合、効果をかなり正
確に測定することができる。
政策実務を変更せずに実施できる。

利用可能な変数以外によって、政策の対
象者が選定されている場合、効果を正確
に測定することができない。

差の差
分析

政策対象者及び非対象者のそれぞれに政
策実施前後のデータを用いることで、トレンド
要因を取り除いた上で効果測定できる。

トレンド要因を取り除くことができるため、
前後比較よりも厳密な分析が可能となる。
他の手法と組み合わせることも可能。

「平行トレンドの仮定」が満たされている必
要がある。
政策実施前後両方のデータが必要となる。

合成
コントロール法

政策非対象者のデータを合成することによっ
て、政策対象者が政策を受けなかった場合
の仮想的な状況を推計し、政策の効果を
測定する方法。

１社・1人しか政策対象者がいなかったと
しても分析ができる。
政策実務を変更せずに実施できる。

政策実施前後の長期的な時系列データ
が必要となる。

回帰分析 政策実施後のみのデータを用いて、政策の
効果を測定する方法。

簡便な方法であり、データさえあれば分析
ができる。

因果関係が逆方向である場合にはうまく
対処できない。

前後比較
政策対象者の政策実施前後のアウトカム
を比較することで政策の効果を測定する方
法。

前後比較の場合、政策対象者だけのデー
タで簡便に算出可能。

分析の仮定が厳しく、効果をきちんと測
定できるケースが少ない。

出所：小林庸平（2019）「エビデンスに基づく政策形成の考え方と本書のエッセンス」デュフロ・グレナスター・クレーマー『政策評価のための因果関係の見つけ方ランダム化比較試験入門』日本評論社
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データの入手：必要なデータの整理

データの入手にあたり、利用したい分析手法に従ってどのようなデータが必要なのか整理を
行った

3

租特適用事業者の特定が可能1
租特適用事業者の租特改正後におけるアウトカム指標が、個社ごとに
測定可能2

租特改正前のアウトカム指標が個社ごとに取得可能4
租特の適用有無以外に、アウトカムに影響する因子となり得るデータも
入手可能（所在地等の地域性、資本金・従業員数等の規模等）5

必要なデータ条件

非適用事業者についても租特適用事業者と同様のデータが取得可能3

プ
ロ
ペ
ン
シ
テ
ィ
ス
コ
ア
マ
ッ
チ
ン
グ

差
の
差
分
析

記
述
統
計
分
析

利用したい手法

18

データの入手：ミクロデータの取得にかかる期間

本調査では、総務省行政評価局が主体となって公的統計を対象にミクロデータを取得した
が、いずれも手続きに時間を要したことで、取得までの期間は2か月～4か月程度であった

＜凡例＞
ⅰ：事前相談（窓口に対し申請書類案を送付し、修正点等の指摘を受ける）
ⅱ：正式申請（窓口の了承が出た後、局内決裁を経て、正式に申請）
ⅲ ：利用開始（窓口から利用の承諾を受け、ミクロデータが利用可能になる）

効果検証の際には、データ取得にかかるリードタイムを考慮して分析に取り組む必要がある

3
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分析の実施

ミクロデータ取得後はデータクレンジングを行いながらパネルデータや繰り返しクロスセクション
データを作成し、記述統計分析や差の差分析を実施した

4

データクレンジング

記述統計分析

因果推論
（差の差分析等）

 作成したパネルデータや繰り返しクロスセクションデータを集計して、
租特の適用事業者と非適用事業者を比較することによって、
それぞれにおいてどのような特徴があるかを明らかにする

 アウトカムとの相関が強い変数がある場合には、
その後の因果推論などにおける制御すべき変数として考慮する

 作成したパネルデータや繰り返しクロスセクションデータを基に、租特の適用事業者におけ
る改正前後のアウトカムの変化と、非適用事業者のアウトカムの変化を比較する

 アウトカム指標以外にもデータ項目が存在する租特については、プロペンシティスコアマッチ
ングを実施し、租特適用事業者と租特適用事業者との類似性が認められる非適用事
業者とを比較する

 制御変数を入れることで分析結果が変化するか頑健性確認
を行い、分析結果がモデルの構造に依存しないか確認する

 入手したデータを基に、パネルデータや繰り返しクロスセクションデータを作成する
 異なる調査を法人企業番号等で接続
 各年のデータを時系列で接続
 必要に応じて、データを組み合わせてアウトカム指標を算出
 欠損値を処理

20

本調査で効果検証の対象とした租特の一覧

本調査では5つの租税特別措置に対する効果検証を実施した。事前認証に着目すると、
事前認証あり型が2件、事前認証なし型が3件であった

中小企業者等が特定経営力向
上設備等を取得した場合の特別
償却又は法人税額等の特別控
除（中小企業経営強化税制）

略称 概要 事前認証※

経強

中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中
小企業者等が、認定を受けた計画に基づく設備投資を行った
場合に、法人税又は所得税について、①即時償却又は②取得
価額の10％（一定の中小企業者等は7％）の税額控除が選
択適用できる制度

中小企業者等が機械等を取得
した場合の特別償却又は法人
税額等の特別控除（中小企業
投資促進税制）

試験研究を行った場合の法人税
額の特別控除

半島振興対策実施地域におけ
る工業用機械等に係る割増償
却制度

中促

研発

半島
税制

中小企業者等が、一定の設備投資を行った場合に、法人税又
は所得税について、➀取得価額の30%の特別償却又は➁取得
価額の7%の税額控除が選択適用（税額控除は資本金
3,000万円以下の法人、個人事業主のみ）できる制度

企業が研究開発を行っている場合に、法人税額から、試験研
究費の額に税額控除割合を乗じた金額を控除できる制度

半島地域のうち、市町村の長が産業の振興に関する計画を策
定する地区として関係大臣が指定する地区において、個人又は
法人が、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得
等をして対象事業の用に供した場合は、所得税又は法人税に
おいて、5年間の割増償却ができる制度

医療提供体制の確保に資する
設備の特別償却制度（高額な
医療用機器に係る特別償却制
度）

高額
医療

青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者
が、高額な医療用機器（500万円以上）のうち、高度な医療
の提供に資するもの若しくは先進的なものとして定められたものを
取得等して、事業の用に供した場合は、所得税又は法人税に
おいて、その取得価額の12%の特別償却ができる制度

事前認証なし型

市区町村への確認
申請書の提出

事前認証あり型

所管省庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

国土交通省

厚生労働省

事前認証なし型

事前認証なし型

中小企業等経営
強化法の経営力
向上計画の認定

事前認証あり型

租税特別措置

出所）点検結果報告書（令和4（2022）年度）

※事前認証に関する考え方の詳細は次頁

－ 211 －－ 211 －

26_CW6_A6260D23.indd   211 2025/06/20   15:10:04
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事前認証による租特の適用事業者の把握

「事前認証あり型」の場合、所管省庁の保有するデータから租特適用事業者を特定しやす
い可能性が高く、「半島税制」では「国税利用状況調査（国交省資料）」が活用できた

事前認証あり型※

事前認証なし型※

• 「事前認証あり型」の場合、租特の適用過程で行政記録情報が蓄積されて、
所管省庁では、事前認証を受けた事業者を把握できると想定される。ただし、
事前認証は必ずしも適用と一致しない点に注意に必要である（右図のように、
事前認証（確認申請書発行）を受けたが、適用しない事業者も存在）

• 例えば「半島税制」では、事前認証を受けた事業者を対象として、国交省が
「国税利用状況調査」を実施しており、租特の利用有無や適用額を把握して
いた。本調査では、これを活用することによって租特の適用事業者を特定した

• 「事前認証なし型」の場合、税務データを利用しない前提では、別途、幅広く
調査を実施しない限り、適用事業者は特定できない

• 本調査で対象とした租特は、関連する調査において適用有無に関する設問
があり、そこから租特の適用事業者を把握した

経強

半島税制

「中小企業等経営強化法の経営力向上計画」の認定を受けてい
る必要がある

市区町村から確認申請書が発行されている必要がある

中促

研発

中小企業実態基本調査

高額医療

民間企業の研究活動に関する調査

医療用機器等の特別償却制度に関するアンケート

事前認証あり型の適用までの手続きのイメージ
（半島税制）

設
備
投
資
の
実
施

市
町
村
へ
の
確
認
申
請

交
付

不
交
付

申
告

不
申
告

確認
申請書

割増
償却

租特適用＆
地方税特例

適用

租特適用

地方税特例
適用

適用なし

地方税
特例

申
請

不
申
請

地方税
特例

申
請

不
申
請

事前認証に該当するプロセス

租税特別措置等の適用前に行政機関からの承認は必
要なく、税務申告のみ必要とする租特

租特の適用要件としての事前認証

租特の適用事業者を特定可能な調査

※本調査では、まずは分析におけるデータの入手可能性を簡易に
アセスメントする際に、データが蓄積されやすい性質の制度であるか
を事前認証に着目することで確認した。便宜上、本調査において
は「事前認証あり型」「事前認証なし型」と呼称している
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手法及び適用額算定基礎による分類1/2

各租特は、①手法と②適用額算定基礎で分類できる。前者は税収額や歳入時期に影響を
与え、後者は間接的に政策目的（特定の企業行動の促進等）に影響すると考えられる

適用額
算定基礎 定義（上段）と例（下段）

資産
の
取得
価額

 租特の対象となる資産の取得価額に一定の割合を乗
じて適用額を算出するもの

 設備投資の促進を通じて政策介入対象である企業経
営を支援する場合は、新しく導入した設備等の取得価
額に、ある一定の率を乗じた税額控除等の租特が創設
されることが多い。この場合の適用額算定基礎を「資産
の取得価額」としている

対象
利益

（所得）
の額

 租特の対象となる利益（所得）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

 事業用資産の買換え等を通じて民間投資を喚起する
場合、その資産を譲渡することで得ることができる譲渡
益（所得）に対して一部課税の繰延の租特が創設さ
れることがある。この場合の適用額算定基礎を「所得」と
している

対象
費用

（損金）
の額

 租特の対象となる費用（損金）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

 イノベーション政策の一環である研究開発税制では、試
験研究費の額に、ある一定の率を乗じた金額の税額控
除を適用することができる。この場合の適用額算定基礎
を「費用」としている

対象
収益

（益金）
の額

 租特の対象となる収益（益金）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

 火災保険等に係る異常危険準備金制度は、火災保
険等に係る正味収入保険料（収益）にある一定の率
を乗じて準備金を算定及び損金算入することができる。
この場合の適用額算定基礎を「収益」としている

手法 定義（上段）と例（下段）
課税の免除  法人税等を一部免除する効果を有するもの

 所得控除、税額控除、等

課税の繰延  法人税等の発生を翌期以降に繰り延べる効果を有するもの
 特別償却、割増償却、即時償却、圧縮記帳、準備金

課税の繰延
及び免除の混合

 課税の免除又は繰延を選択適用できるもの
 特別償却又は税額控除、即時償却又は特別控除、等

租特の手法は、金額や計上時期に影響を与える
• 政府財政への影響：税収額及び歳入時期
• 企業財務への影響：会計上・税法上の金額及び計上時期

適用金額の算定には、企業会計の貸借対照表
上の資産（その取得価額）が使用される。また、
損益に関しては、以下のとおり企業会計上又は

法人税法上の概念も使用される
• 企業会計：利益=収益－費用
• 法人税法：所得=益金－損金企業

会計
法人
税法

1

2

1

増税要因
（損金不算入、
益金算入）※1

2

※1 損金不算入は、企業会計で費用としても税法で損金としないもの。例えば、交際費の損金
不算入額で、企業会計上で認められている費用の一部しか、税法上の損金扱いされず、その結
果所得増の要因になる。一方で、益金算入は、企業会計で収益としなくても税法で益金とするも
の。例えば、過去に課税の繰延べをされた準備金の取崩が該当し、当期に企業会計上の収益で
なくても、過去から繰延された所得が当期に税法上の益金となり、その結果所得増の要因になる。
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手法及び適用額算定基礎による分類2/2

前頁より、租特を手法（縦軸）と適用額算定基礎（横軸）で分類して掛け合わせた結
果、本調査において効果検証を行った5つの租特は以下のように位置付けることができる

手法＼算定基礎
資産の取得価額

租特の対象となる資産の取得価額に一定の
割合を乗じて適用額を算出するもの

対象利益（所得）の額
租特の対象となる利益（所
得）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

対象費用（損金）の額
租特の対象となる費用（損
金）に一定の割合を乗じて
適用額を算出するもの

対象収益（益金）の額
租特の対象となる収益（益
金）に一定の割合を乗じて適

用額を算出するもの

課税の免除

法人税等を一部
免除する効果を有
するもの

 試験研究を行った場合
の法人税額の特別控
除

課税の繰延
及び
免除
の混合

課税の免除又は
繰延を選択適用
できるもの

 中小企業者等が特定経営力向上設
備等を取得した場合の特別償却又は
法人税額等の特別控除（中小企業
経営強化税制）

 中小企業者等が機械等を取得した場
合の特別償却又は法人税額等の特別
控除（中小企業投資促進税制）

課税の繰延

法人税等の発生
を翌期以降に繰り
延べる効果を有す
るもの

 半島振興対策実施地域における工業
用機械等に係る割増償却制度

 医療提供体制の確保に資する設備の
特別償却制度（高額な医療用機器に
係る特別償却制度）

1

2

24

各租特のPICODAを用いた効果検証の整理

租特適用による効果に焦点を当てた因果推論を目指してリサーチデザインを設計した。なお、
研発は先行研究で因果推論が実施されており、本調査では実施しなかった

H29年度に租特（経強ま
たは中促）を適用した中
小企業者

経強・中促※1

(population)
租特の対象となる
個人や企業

(intervention)
措置の内容

(comparison)
比較対象

(outcome)
測定指標

(data collection)
活用するデータ

(analytical method)
分析手法

（経強）
即時償却又は税額控除
（中促）
特別償却又は税額控除

H29に租特を適用していな
い中小企業者

• 設備投資額
• 売上高、雇用者数
• 労働生産性、資本装
備率、資本生産性

• 中小企業実態基本調
査（中小実）

• 経済産業省企業活動
基本調査（企活）

• 記述統計による適用
事業者の特徴分析

• 差の差分析による因果
推論

R3年度に租特を適用した
事業者

研発

税額控除

R3に租特を適用していな
い事業者

• 研究開発費総額

• 民間企業の研究活動
に関する調査（民研
調査）

• 企活

• 記述統計による適用
事業者の特徴分析

H27年度に確認申請書を
提出し、租特を適用した
事業者

半島税制

割増償却

・H27年度に確認申請書を提出してい
るが、租特を適用していない事業者
・H27年度に租特を適用していない事
業者

• 設備投資額
• 売上高、従業者数
• 労働生産性、資本装
備率、資本生産性

• 国税利用状況調査
（国交省資料）

• 企活
• 法人企業統計（法
企）

• 記述統計による適用
事業者の特徴分析

• 差の差分析による因果
推論

R2年度・R4年度アンケートにおいて、それ
ぞれ直近2年間で、本措置を適用して購
入した機器が1つ以上ある医療機関

高額医療

特別償却

R2年度・R4年度アンケートにおいて、それ
ぞれ直近2年間で、本措置を適用して購
入した機器が1つもない医療機関

• 高額な医療用機器の購入
金額

四病協※2のアンケート調査
（令和2（2020）年度・令
和4（2022）年度実施）

• 記述統計による適用事業
者の特徴分析

• 差の差分析による因果推
論

半島税制と高額医療では、実証的共同研究の意義を踏ま
えて分析したが、サンプルサイズが小さく、差の差分析結果は
参考扱いとしている

※1経強・中促は効果の切り分けが難しく、同時に分析した

PICODA

P

I

C

O

D

A

※2一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本精神科病院協会、一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人全日本病院協会
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本調査で利用したデータの一覧

本調査においては主に６つのデータを利用したが、データの制約があり、租特の適用事業者
全てのデータを活用することはできなかった

# 調査名 調査の種類 調査
主体 調査対象 留意点 経

強
中
促

研
発

半
島

税
制

高
額

医
療

1 中小企業実態基本
調査（中小実）

公的統計
（一般統計：標本
調査）

経済産
業省 中小企業

租特適用有無を把握できるが、標
本調査であり、一部の租特適用
事業者しか把握できない

●

2
民間企業の研究活
動に関する調査（民
研調査）

公的統計
（一般統計：全数
調査）

文部科
学省

総務省「科学技術研究
調査」において、社内で
研究開発活動を行ってい
ると回答した資本金1億
円以上の企業

租特適用有無を把握できるが、調
査対象が限られており、租特適用
事業者の一部しか把握できない

●

3 国税利用状況調査
（国交省資料）

担当部局等が実施
するアンケート（公的
統計以外のもの）

国土交
通省

確認申請書を発行され
た事業者

租特適用有無が把握できるが、各
年度の適用法人数は少ない ●

4
医療用機器等の特
別償却制度に関する
アンケート

関係団体等が実施
するアンケート

四病院
団体協
議会※1

四病院団体協議会を構
成する各団体の会員※2 

租特適用有無を把握できるが、サ
ンプルサイズが小さい上、租特適用
事業者の一部しか把握できない

●

5 経済産業省企業活
動基本調査（企活）

公的統計
（基幹統計：全数
調査）

経済産
業省

従業者50人以上かつ資
本金又は出資金3,000
万円以上の企業

事業者の財務情報を経年で把握
できるが、対象範囲が限られる ● ● ●

6 法人企業統計
（法企）

公的統計
（基幹統計：標本
調査）

財務省 営利法人等
標本調査であり、毎年の調査対
象が変わるため、事業者の財務情
報を経年で把握することは難しい

●

※1 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本精神科病院協会、一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人全日本病院協会
※2 公益社団法人精神科病院協会は、四病院団体協議会が実施する「医療用機器等の特別償却制度に関するアンケート」の対象に含まれていない

26

各租特の分析結果概要と分析の限界点

本調査で実施した分析は、利用したデータの制約によって分析の限界があったものの、可能
な範囲で分析を実施しており、経強・中促では租特による効果を示唆する結果を確認した

経強・中促

半島税制

高額医療

研発

分析結果概要 分析の限界点

 製造業で適用が多く、営業利益や資本金、従業者
数などで比較的規模の大きい事業者が租特を適用
している

 租特は設備投資額や売上高、労働生産性を押し
上げている可能性が示唆された

 資本金・正社員数・売上高などで比較的規模の大
きい事業者が租特を適用している

 研究開発に重点を置いている事業者が租特を適用
している

 製造業で適用が多く、資本金や従業者数などで比
較的規模の小さい事業者が租特を適用している

 （参考）租特は設備投資額や資本装備率を押し
上げている可能性が示唆されたが、サンプルの限界
等から分析の頑健性は十分でない

 高額な医療用機器の購入金額が大きい医療機関
が租特を適用している

 （参考）租特は高額な医療用機器の購入金額を
押し上げている可能性が示唆されたが、サンプルの限
界等から分析の頑健性は十分でない

 経強と中促は、制度の内容や改正タイミングが類似
しており、それぞれの効果を切り分けた分析が困難

 データ項目の制約から、初回効果と継続効果を切り
分けた分析も困難

 企活を利用しており、分析できた範囲が限定的である

 民研調査を利用しており、分析できた範囲が限定的
である

 サンプルサイズが小さく、本調査の分析結果を基に政
策の効果検証を解釈することは難しい

 企活を利用しており、分析できた範囲が限定的である

 サンプルサイズが小さく、本調査の分析結果を基に政
策の効果検証を解釈することは難しい

 差の差分析には、パネルデータを用いることが望ましい
が、活用できたデータは繰り返しクロスセクションデータ
であった

➡次頁を参照
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経強・中促の効果検証の結果イメージ

経強・中促の効果検証では、差の差分析によって投資、売上、労働生産性への正の因果
効果を持つ可能性が示されたが、分析範囲等に限界があることには留意が必要

outcome
定数項 (𝛼𝛼𝛼𝛼) XX

適用ダミー(𝛽𝛽𝛽𝛽1) XX

H29年度ダミー (𝛽𝛽𝛽𝛽2) XX

適用xH29年度ダミー (𝛽𝛽𝛽𝛽3) XX

改正前 改正後

効果

𝛽𝛽𝛽𝛽0

𝛽𝛽𝛽𝛽0+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1

𝛽𝛽𝛽𝛽0+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2

𝛽𝛽𝛽𝛽0+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2

𝛽𝛽𝛽𝛽0+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2+ 𝛽𝛽𝛽𝛽3

 中小企業経営強化税制（経強）と中小
企業投資促進税制（中促）について、下
記の改組による効果を確認

 平成29（2017）年の改組：中促の上乗
せ措置が経強として分離され、全ての器具
備品等を適用対象に追加、取得価額要件
を一部引き下げ等の変更がなされた

＜凡例＞
処置群（政策介入を受けた群）
対照群（政策介入を受けなかった群）

H28 H29

設備投資額売上高比率
%

3.6%pt*

0.069

0.083

0.07

0.048

0.034

H28 H29

一人当たり売上高
百万円

131.6
万円**28.862

H28 H29

労働生産性
百万円

7.844

27.460 27.351

28.753

30.069

56.4
万円**8.284

7.546

7.986

8.55

※「中小企業実態基本調査」（2017年）「経済産業省企業活動基本調査」（2015-2017年）を使用して分析

結果の確認方法

p値 *** : p<0.01, ** : p<0.05, * : p<0.1

※p値は、分析結果として得られた係数が
偶然によって生じたものでないかを統計的
に確認するものであり、その値が小さい場
合統計的に有意と判断される

反実仮想
処置群が介入を
受けなかったとき
のアウトカム

平成29（2017）年度
のデータについて1となる

ダミー変数

租特を適用した事業者
について1となる
ダミー変数

3.本業務で得られた示唆と今後に向けた方向性

28
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効果検証の手順（再掲）

効果検証を試行的に行うにあたり、まずは「ロジックモデルの作成」「リサーチデザインの整
理」「データの入手」「分析の実施」の流れで効果検証の手順を設定した

リサーチデザインの整理ロジックモデル
の作成 データの入手 分析の実施

 現状、課題の整理
 政策目的の確認
 効果の範囲を確認
 ロジックモデルの作成
 必要な測定指標の設定

 効果検証において焦点を
当てる範囲の検討

 PICODAに基づきリサーチデ
ザインを検討（利用可能
性のあるデータを確認して、
分析手法を検討）

 利用可能性のあるデータの
詳細確認と入手可能性の
検討

 実際にデータを入手

ロジックモデルで整理し
た、租特により発現が
期待される変化のうち、
検証可能なアウトカム
指標を検討する

ポイント
担当府省が保有する
租特関連の行政記録
情報の確認や、公的
統計の利用申請等を
進める

ポイント

 リサーチデザイン、入手した
データに基づいた定量的な
分析を実施

1 2 3 4

出所：「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン（令和6年3月15日総務省行政評価局発出）」を基にデロイト作成

因果推論等の手法を
用いる場合でも、まず
は記述統計で傾向を
把握し、様々な視点で
頑健性確認も行う

ポイント

租特の適用事業者側
に期待する行動変容に
着目して、アウトカム等
を定義する

ポイント

30

本調査における気付き一覧（1/2）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

# フェーズ 成果や課題等の気付き

1 ①ロジックモデルの作成 ロジックモデルの作成を通じて、関係者間の共通認識を持つことができる

2 ロジックモデル作成時に設定した、政策効果を把握するための測定指標は、捉え方によって様々なアイデアが考えら
れる部分であり、仮設定した後も、見直しの必要性が生じる場合がある

3 ②リサーチデザインの整理 創設から長期間が経過している租特の場合には、租特が創設されたことによる効果（当該租特自体が存在しな
かった場合との比較）の分析を実施することは難しい

4 内容や条件が類似している複数の租特が同時に改正される場合、それぞれの租特における効果を切り分けて分析
することは難しい

5 効果検証時の比較対象とすべき非適用事業者（対照群）を、適用事業者との類似性まで考慮した上で設定す
ることが難しい場合がある

6 推測統計分析に必要なデータをすべて入手することは現状では難しい

7 制度の前提や、大枠で利用可能性のあるデータを把握した時点で整理するリサーチデザインは、データ詳細を確認し
た後に、現実的には分析が不可能と判明することがある

8 ③データの入手 公的統計の個票データを入手するまでには相当な時間を要する

9 公的統計の個票データでは、ファイル名だけでは分析対象としたい年度が正確に識別できない場合があることに注意
が必要である

10 処置群として設定すべき租特の適用事業者を、網羅的に把握することは困難である

11 適用事業者を網羅的に把握できていない場合、対照群として設定すべき、租特を適用していない事業者も同様に
把握することが困難である

－ 216 －－ 216 －

26_CW6_A6260D23.indd   216 2025/06/20   15:10:06



第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況

31

本調査における気付き一覧（2/2）

本調査全体を通して得られた成果や課題等の気付きについて、効果検証のフェーズごとに
分類し、整理した

# フェーズ 成果や課題等の気付き

12 ④分析の実施 因果推論の手法を用いた統計分析を実施しても、必ずしも政策効果を解釈可能な、統計的に頑健かつ有意な分
析結果を得られるとは限らない

13 入手できたデータに限界があったため、記述統計分析にも積極的に注力したが、記述統計分析からも役に立つ情報
が得られる

14 もともと適用件数が少ない租特の場合には、信頼性の高い定量分析の実施は難しい

15 処置群と類似性の高い、対照群の設定は難しい場合もある

16 制御変数を入れた分析や、サンプルから一部を除外した分析を実施することで、分析結果が変化するか否かの頑健
性確認を行い、分析結果がモデルの構造やサンプルのバイアスに依存しないことを確認できる

17 定量分析には、測定できることの限界が存在するため、ヒアリングなどを通じて定性情報を収集することも有意義で
ある

32

現状・限界と今後の方向性（1/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

成果や課題等の
気付き

• ロジックモデルの作成を通じて、関係者間の共通認識を持つことができる

現状と限界 • 本調査の初期段階では、どこまでを当該租特の効果と想定するか、どの範囲を効果検証の対象とするかの認識が曖昧であっ
たが、ロジックモデルの整理を通じて、適した測定指標や実際に分析に使えるデータが明らかとなり、関係者間の議論を深めるこ
とで共通認識を醸成することができた。

• また、どの範囲を効果検証の対象とするかについては、先行研究も参考にした。経強・中促では、細野・布袋・宮川「中小企業
向け設備投資税制の因果効果」（2022） 、研発では、大西・永田「研究開発優遇税制は企業の研究開発投資を増加さ
せるのか : 試験研究費の総額に係る税額控除制度の導入効果分析」（2009）を参考にした

今後の方向性 • 同様の検討においては、関係者間の議論を深めることで共通認識の醸成を図ることが必要である。また、効果検証の対象につ
いては、先行研究や先行事例も確認した上で議論できることが望ましい

 示唆1（①ロジックモデルの作成）

成果や課題等の
気付き

• ロジックモデル作成時に設定した、政策効果を把握するための測定指標は、捉え方によって様々なアイデアが考えられる部分で
あり、仮設定した後も、見直しの必要性が生じる場合がある

現状と限界 • 本調査においては、公開情報等から想定される範囲で測定指標を仮設定し、分析を進めることとした。担当府省や有識者と
の議論を経て、例えば、半島においては省力化を目的とした設備投資が実施されることが多いという実態の共有を踏まえて、当
初は設定していなかった資本装備率を測定指標に追加した。測定指標の設定時には、政策に精通したドメイン知識を十分に
反映しなければ考慮が難しい視点があることを認識した

今後の方向性 • 実態を踏まえた測定指標の設定が望ましく、政策に精通した担当府省が主導する形で効果検証の実践を行う、あるいは、担
当府省が請負事業等で効果検証を行う際には、請負事業者との密な議論を重ねながら実践を行うべきである

 示唆2（①ロジックモデルの作成）
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現状・限界と今後の方向性（2/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

 示唆3（②リサーチデザインの整理）

成果や課題等の
気付き

• 内容や条件が類似している複数の租特が同時に改正される場合、それぞれの租特における効果を切り分けて分析することは難
しい

現状と限界 • 経強・中促では、措置の内容や適用条件が類似しており、さらに制度改正が同時に実施されていたため、それぞれの制度改正
による影響を区別することができず、それぞれの効果を切り分けて分析することに限界があった

今後の方向性 • 将来的に同時期ではない制度改正が行われることがあれば、効果を切り分けて分析できる可能性が高まるため、そのような機
会があれば確実に対応できるように準備する。そのような制度改正とならない場合は、今回のようにまとめて効果検証を実施す
ることが現実的には考えられる

 示唆4（②リサーチデザインの整理）

成果や課題等の
気付き

• 創設から長期間が経過している租特の場合には、租特が創設されたことによる効果（当該租特が存在しなかった場合との比
較）の分析を実施することは難しい

現状と限界 • 本調査で対象とした租特はいずれも創設から長期間が経過しており、創設前のデータを入手することが現実的ではなく、創設
前後の比較によって租特の導入による効果を検証することはできなかった。そこで、制度改正に着目して、これまでにおける制度
改正の経緯を確認した上で、効果検証に適した時期を検討し、制度改正による効果の検証を実施した

今後の方向性 • 租特が新規に創設される場合には創設前後の比較が望ましいが、そのようなケースは稀である。そのため、基本的には制度改
正による効果を検証することが有効で、その際には今回実践したように、大きな改正があり、その前後では改正が行われていな
い時期が候補となる

34

現状・限界と今後の方向性（3/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

成果や課題等の
気付き

• 効果検証時の比較対象とすべき非適用事業者（対照群）を、適用事業者との類似性まで考慮した上で設定することが難し
い場合がある

現状と限界 • 対照群には、適用事業者である処置群と類似している非適用事業者を設定することが望ましいが、類似性の判断基準が難し
い。例えば、経強・中促では、「中小企業であること」を類似性ととらえ、中小実のデータに含まれる事業者のうち、経強・中促の
いずれも適用していない事業者を対照群と設定した。一方で、半島税制では、そもそも適用件数が経強・中促ほど多くなかった
ため、設定する対照群の設定に苦慮した。

• 当初は、税制適用地域（半島）以外の類似地域（半島に近い半島外地域）で対照群の設定を検討したが、入手したデー
タ（国税利用状況調査（国交省資料）、企活、法企）では、企業規模や地域経済の類似性の確保ができないと判断し、
「確認申請書を発行していること」を類似性ととらえ、半島地域内で確認申請書を発行したが適用に至らなかった事業者を対
照群とした。

• しかし、半島税制全体パッケージの中では、都道府県または市町村によっては、国の財政支援（減収補填）を受けて、事業
税、不動産取得税、固定資産税の税率を優遇する措置をとっている場合があり※、確認申請書を提出したが適用に至らな
かった事業者群は、地方税の適用を意図したバイアスが存在する可能性も考えられる

今後の方向性 • 対照群を設定する際には、政府統計における項目のほか、適用実態調査や税務データを活用し、処置群と対照群の類似性
を可能な限り確保できるように、設定することが考えられる。また、設定した対照群には、設定次第でバイアスを含む場合がある
ことを認識し、分析結果の解釈の際に留意する必要がある

 示唆5（②リサーチデザインの整理）

※【令和５～６年度版】半島地域の事業者の設備投資を応援する半島振興のための国税・地方税の優遇措置について（国土交通省）
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現状・限界と今後の方向性（4/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

成果や課題等の
気付き

• 推測統計分析に必要なデータをすべて入手することは現状では難しい

現状と限界 • 本調査は①記述統計分析、②推測統計分析の順に分析を実施した。特に②推測統計分析では、分析手法を事前に検討
した上で、「処置群と対照群」「介入（租特改正）前後」の測定指標が把握できる必要があるが、今回入手したデータは、租
特の効果検証を想定して実施された公的統計調査等ではなく、条件が揃わないことがあった。事業者のアウトカム指標を参照
するために、経強・中促や半島では企活を、研発では民研調査を用いたが、分析可能な事業者が限られた。また、高額医療
では、四病協のアンケート調査のみでは十分にアウトカム指標を把握できず、高額な医療用機器の購入金額の合計を指標とす
ることになった

今後の方向性 • 効果検証に必要なデータを取得するためには、事前の設計が重要である。新規にデータ収集する方策を検討するか、すでに実
施しているアンケート等があれば、調査対象者、調査項目、回収率等の改善を目指すことが考えられる。ただし、実施現場での
負担感やフィージビリティについても留意が必要である

 示唆6（②リサーチデザインの整理）

成果や課題等の
気付き

• 制度の前提や、大枠で利用可能性のあるデータを把握した時点でリサーチデザインを整理しても、データの詳細を確認してみると、
現実的には分析が不可能と判明することがある

現状と限界 • 本調査では、いずれの租特においても、制度改正の経緯や入手可能なデータの項目・対象年度を考慮して効果検証に適した
時期を特定してリサーチデザインを整理したが、実際に入手したデータを確認すると十分なサンプルサイズが得られないことが判明
することがあった。例えば、半島では割増償却への改組があった平成25（2013）年度の改正に着目し、その時期のデータも入
手可能性があることを確認していたが、実際にデータを確認すると、サンプルの中には平成25（2013）年度の分析として使用
できるデータが少なく、平成27（2015）年度に着目することとなった。さらに、対象業種が拡大された影響の分析も検討したが、
適用件数が少なく、実施できなかった

今後の方向性 • リサーチデザインを整理する時点で、データの制約をある程度は想定しておくべきである。また、一度整理したリサーチデザインは、
データの入手後に、必要に応じてリサーチデザインを見直すことにも留意すべきである

 示唆7（②リサーチデザインの整理）
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現状・限界と今後の方向性（5/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

 示唆8（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 公的統計の個票データを入手するまでには相当な時間を要する

現状と限界 • 本調査では、総務省行政評価局が主体となって公的統計の個票データを取得したが、手続きに時間を要した。なお、取得まで
の期間は2か月～4か月程度であった

今後の方向性 • 効果検証の際は、個票データの入手に時間がかかることを想定して、計画を立てる

 示唆9（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 公的統計の個票データでは、ファイル名だけでは分析対象としたい年度が正確に識別できない場合があることに注意が必要であ
る

現状と限界 • 本調査で使用した公的統計の多くは、調査年度に前年度の事業者の状況を調査するものであったが、受領したデータのファイ
ル名は調査年度となっており、データの中身は前年度時点における状況であるため、1年ずらして利用する必要がある。例えば、
企活でファイル名に「2015年度」と記載されているデータは、平成26（2014）年度の事業者の状況を把握したデータが収録さ
れている。この点を考慮せずに利用してしまうリスクがある

今後の方向性 • 受領したデータについては、慎重に対象年度の確認を行った上で分析を行う
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現状・限界と今後の方向性（6/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

 示唆10（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 処置群として設定すべき租特の適用事業者を、網羅的に把握することは困難である。

現状と限界 • 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基づく適用実態調査では、所得階級別の当該租特の適用件数及び
金額を把握することができるが、個社の適用／非適用の状況を把握することは困難である。当該租特の適用事業者（処置
群）については、実施報告書等の提出を求めることや、公的統計等に適用状況の項目があれば、把握できる可能性がある。

• 前者（実績報告書等）については、悉皆的に提出を求めれば、理論上は適用事業者を把握可能だが、現場で全て受付可
能な体制が確保できるか等のフィージビリティに留意が必要である。なお、半島税制では、国交省が確認申請書発行事業者を
対象に調査を実施し、適用事業者を把握できた。後者（公的統計等）については、例えば、経強・中促では、中小実におい
て適用状況に関する項目が存在したため把握可能であったが、標本調査であったことから、その一部しか把握することができな
かった。本調査で対象とした、いずれの租特においても、租特適用事業者の一部しか把握できなかった。

今後の方向性 • 効果検証の実施前の段階で、租特の適用事業者を捕捉するための仕掛けを設計しておくべきである。ただし、施策実施現場
での負担感やフィージビリティについて留意が必要である

 示唆11（③データの入手）
成果や課題等の
気付き

• 適用事業者を網羅的に把握できていない場合、対照群として設定すべき、租特を適用していない事業者も同様に把握するこ
とが困難である

現状と限界 • 租特の適用事業者を全て把握している場合には、適用事業者以外を適用していない事業者とみなすことが可能だが、全件を
把握している場合は少ないのが現状である。本調査では、前述のとおり、半島税制では、適用事業者を把握していたため、適
用事業者以外の事業者を適用していない事業者とみなした。経強・中促では、中小実の対象となった事業者の適用状況のみ
を把握でき、租特を適用していない事業者も、租特適用事業者と同様に一部しか把握できなかった

今後の方向性 • 今後、個社データ（処置群、対照群とも）を捕捉するためには、公的統計による捕捉可能性を探るなど、どのような方法が成
立する可能性があるか検討を進めることが望ましい
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現状・限界と今後の方向性（7/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

成果や課題等の
気付き

• 因果推論の手法を用いた統計分析を実施しても、必ずしも政策効果を解釈可能な、統計的に頑健かつ有意な分析結果を
得られるとは限らない

現状と限界 • データの限界もあり、統計的に頑健かつ有意な結果が出ることは多くなく、行きつ戻りつを繰り返し、手法、着眼点を変えて何
度か分析を行った。その結果、当初想定していた分析とは一部異なる手法、結果もあったが、効果検証を実践する際には柔軟
に様々な分析を試みることが不可欠であり、そうしたことも踏まえて分析を実行した。例えば経強・中促においては、一部のアウト
カム指標しか、政策効果を解釈できる分析結果を得ることができなかった

今後の方向性 • 分析に当たっては、入手できるデータや分析結果も含めて当初の想定どおり進まないことが多いことを事前に考慮し、スケジュー
ルも含めて分析を実施することが必要である。また、効果検証で、統計的に頑健かつ有意な分析結果を得られなかったことが、
「政策効果なし」と決定づけるものではないことに留意する必要がある

 示唆12（④分析の実施）

成果や課題等の
気付き

• 入手できたデータに限界があったため、記述統計分析にも積極的に注力したが、記述統計分析からも役に立つ情報が得られる

現状と限界 • 本調査は①記述統計分析、②推測統計分析の順に分析を実施したが、②推測統計分析については、入手できたデータに限
界があったため、十分な統計の頑健性が確保されない租特もあった。特に、半島と高額医療は分析で使用できたサンプルサイ
ズが非常に小さく、頑健性が確保されていなかった。しかし、①記述統計分析だけでも、傾向把握や議論のきっかけとなる素材
となり、現状の認識に役に立つことがあると確認できた

今後の方向性 • 推測統計分析に比べて、記述統計分析は比較的容易に行うことが可能であるため、積極的に担当府省でも内製することを目
指すことが望ましい

 示唆13（④分析の実施）
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現状・限界と今後の方向性（8/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

成果や課題等の
気付き

• もともと適用件数が少ない租特の場合には、信頼性の高い定量分析の実施は難しい

現状と限界 • 半島税制は、新規適用法人数が毎年数十件程度であり、分析対象とした平成27（2015）年度の製造業における適用法
人数は25件であった。仮に、この事業者のすべてを分析に使用できたとしても、統計的に信頼性の高い分析としては限界がある。
なお、本調査では企活と接続可能な事業者に更に絞られたことで、分析に使用できた適用事業者数は7件であり、信頼性の
高い分析は実施できなかった

今後の方向性 • 資本金3,000万円未満の中小企業などが多く適用している租特では、所管省庁の調査（半島における国税利用状況調査
（国交省資料））だけでも、分析を完結できるように、測定指標なども把握することが考えられる。また、適用件数が少ない
租特では、できる限り多くの適用事業者に対して調査を行い、記述統計で効果を把握することも検討する

 示唆14（④分析の実施）

成果や課題等の
気付き

• 処置群と類似性の高い、対照群の設定は難しい場合もある

現状と限界 • 半島では、PSM-DIDで複数の条件を設け、それを満たす事業者のうち、プロペンシティスコアマッチングで処置群との類似性を
認められた事業者を対照群と設定した。このような対応において、分析に使用可能なサンプルサイズを確保することと、処置群と
の類似性を確保することがトレードオフにあることを認識する必要がある。半島の場合は、分析に利用可能な適用事業者数が
少なかったが、類似性を高めるために、条件を処置群と対照群で統一することを試みた。例えば、「過去（H25・26）に半島を
利用していない」という条件を設定する場合に、処置群と対照群の候補から、過去に適用したことのある事業者が除外され、
「過去の租特の適用の影響を受けていない」という類似性が確保され、より厳密な効果検証が実施できる。本調査で使用した
条件の他に、「決算月」の統一も試みたが、サンプルサイズが小さくなりすぎて、分析が実施不可能となり、設定できなかった

今後の方向性 • 理想的な効果検証では、処置群・対照群に高い類似性が確保されることが望ましいが、類似性の追求は、結果的にサンプル
サイズが小さくなる可能性があり、統計的な頑健性の確保が難しくなる問題が生じることを認識した上で判断し、分析結果を
解釈する。また、サンプルサイズとのバランスを考慮しつつ、類似性のための条件の設定を緩めた場合の分析も実施することが考
えられる

 示唆15（④分析の実施）
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現状・限界と今後の方向性（9/9）

本調査で得られた気付きに対して、現状と限界を踏まえた上で今後の方向性を整理した

成果や課題等の
気付き

• 制御変数を入れた分析や、サンプルから一部を除外した分析を実施することで、分析結果が変化するか否かの頑健性確認を
行い、分析結果がモデルの構造やサンプルのバイアスに依存しないことを確認できる

現状と限界 • 本調査では、差の差分析を用いた経強・中促、半島、高額医療の分析において、制御変数を入れることによって分析結果が
変化するか否かの頑健性確認を行い、分析結果がモデルの構造に依存しないかまで確認した。また、高額医療の分析では、購
入金額1億円以上のサンプルを除外した分析も実施し、頑健性を確認した。分析結果の頑健性を確認することを通じて、分析
結果の信頼性を把握できた

今後の方向性 • 効果検証の際には頑健性の確認も実施し、分析結果の信頼性も確認した上で、結果を解釈する

 示唆16（④分析の実施）

成果や課題等の
気付き

• 定量分析には、測定できることの限界が存在するため、ヒアリングなどを通じて定性情報を収集することも有意義である

現状と限界 • 定量分析で把握できるのは、指標で把握できる情報に限られ、意思決定の変化を直接把握することは難しい。研発では、租
特適用企業と非適用企業の傾向を記述統計で把握したが、適用する理由などの意思決定に関する租特の影響は定量分析
から把握することが難しい。そのため、本調査では並行して、総務省行政評価局において、ヒアリングを実施した

今後の方向性 • 租特の効果を把握する際には、定量分析のみではなく、定性情報からも把握することも検討する

 示唆17（④分析の実施）
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担当府省が効果検証に取り組む際の留意点（1/2）

本調査で得られた示唆を踏まえ、将来的に、担当府省が租特の効果検証に取り組む際に
留意すべき点を以下のとおり、難易度の観点から整理した

フェーズ 留意点 難易度

①ロジックモデルの作成 政策領域に精通している担当府省が主体的に関与する形で、租特の目的と手段の関係をロジックモ
デルで整理することが第一歩

★

一度作成したロジックモデルは、議論のベースとして有用で、測定指標を検討する際にも活用できる。な
お、作成後も継続的にブラッシュアップすることが望ましい

★

ロジックモデルの作成時には、「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン（総務省行
政評価局）」や「EBPMガイドブック（内閣官房行政改革推進本部事務局）」等を参照し、必要に応
じて有識者にも意見を聞くことが有効

★

②リサーチデザインの整理 効果検証設計には、PICODAの活用が有効で、検証プロセスの整理がしやすい ★★

制度の背景や改正経緯、類似の租特をしっかりと把握し、効果検証に適した時期を見極める ★★

推測統計分析が難しい場合、記述統計分析だけでも有意義な示唆を得られる可能性がある ★★

推測統計分析として「処置群／対照群の比較」「介入前／介入後の比較」の可能性を検討すべき ★★★

推測統計分析の設計には高度な知見を必要とするため、有識者に意見を聞いたり、実際に分析を担
当する作業者と密に調整したりすることが重要

★★★

将来的に、担当府省が租特の効果検証に取り組む際に留意すべき点を以下のとおり整理した。これらの各取組には、取り組みやすさの濃淡があり、全
ての項目について実施することは困難であるため、各施策現場の状況から判断して、実現可能なものから着手することでもよい

＜凡例＞
★・・・比較的平易なため、担当府省のみで実施可能

★★・・・一定の知見や手続きは必要だが、担当府省で実施可能
★★★・・・高度な知見が必要であり、外部知見の活用が推奨される
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担当府省が効果検証に取り組む際の留意点（2/2）

本調査で得られた示唆を踏まえ、将来的に、担当府省が租特の効果検証に取り組む際に
おいて留意すべき点を以下の通り、難易度の観点から整理した

フェーズ 留意点 難易度

③データの入手 処置群（租特を適用した事業者）」を把握することが必須で、データが一定数以上あることが望ましい。
公的統計や行政記録情報等から特定する必要がある

★★

「対照群（租特の適用を受けていない事業者）」との比較が望ましく、処置群と同様に対応する ★★

これらは、新規取得が必要な場合や、利用申請に時間を要する場合があるため、早めに着手すべきであ
り、事前に設計・準備・整備を進めることが肝要

★★

外形的には条件を満たしていても、推測統計分析で必要なデータは、ケース次第で細かい要件があり、
実際に分析を担当する作業者と密に調整することが重要

★★★

④分析の実施 推測統計分析は一定の専門知見が必要だが、記述統計分析は比較的容易に実施できるため、内製
化を目指すことが考えられる（あくまでも傾向しか把握できず、効果を把握することは難しい点に留意が
必要）

★★

推測統計分析は、一定の時間を要することが多く、実施に至っても必ずしも統計的に有意な結果が得
られるとは限らず、それを考慮して進めることが必要。また、できる限り頑健性確認も行うことで分析結果
に説得力を持たせることが望ましい

★★★

特に、高度な知見が必要な推測統計分析は、請負事業等での実施も考えられるが、結果の解釈時に
は担当府省が積極的に関与し、示唆を導出することが重要

★★★

定量分析の結果だけでは分からないこともあるため、ヒアリング等の定性分析も有効 ★★

＜凡例＞
★・・・比較的平易なため、担当府省のみで実施可能

★★・・・一定の知見や手続きは必要だが、担当府省で実施可能
★★★・・・高度な知見が必要であり、外部知見の活用が推奨される
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差の差分析
（DID：Difference in Differences）

44

差の差分析（PSM-DID含む）

データが揃っている*租特については、差の差分析を行うことが有力である。その際、プロペン
シティスコアマッチングも組み合わせることで、より信頼度の高い分析が期待される

：租特適用事業者
：租特非適用事業者

プ
ロ
ペ
ン
シ
テ
ィ
ス
コ
ア

（
＝
租
税
特
別
措
置
の
対
象
と
な
る
確
率
） 時間

一
人
当
た
り
付
加
価
値
額
等

政策効果

効果検証方法（イメージ）

処置群と対照群の
アウトカムを差の差
分析で比較企業規模等（売上高や

従業員数等）から算出さ
れるプロペンシティスコアが
近い企業同士をマッチング

プロペンシティスコアマッチング
（PSM：Propensity Score Matching）

：処置群
（租特適用事業者のうち、プロペンシティスコアマッチングでマッチした事業者）

：対照群
（租特非適用事業者のうち、プロペンシティスコアマッチングでマッチした事業者）

：上記の処置群において、もし介入がなかった場合の想定（反実仮想）

*処置群と対照群それぞれの前後データが存在している必要がある

－ 223 －－ 223 －

26_CW6_A6260D23.indd   223 2025/06/20   15:10:09



45

差の差分析

差の差分析によって、政策効果を単純な前後比較ではなく、政策以外の要因が及ぼす効
果を調整した上で確認する

差の差分析とは、政策介入前後における、「政策介入を受けた群（処置群）」と「政策介入を受けなかった群（対照群）」を、
もし政策介入がなかった場合には同様に変化すると仮定（平行トレンド仮定）を置いた上で比較することによって、政策効果を
推定する手法

具体的な考え方
1. 政策効果を受けていない対照群の変化：

70 − 50 = +𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
2. 平行トレンド仮定を置いているため、

もし介入がなければ、処置群は同じように変化すると考えられる：
60 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐

3. 実際は120になっているため、
実際に変化した値から変化したはずの値を差し引くことで、
政策効果を計算できる：

120 − 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐 = +𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐
4. 手順1-3は以下のようにまとめることができる：

120 − 60 − 70 − 50 = +𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐

 処置群の差（変化分）から対照群の差（変化分）を差し引く（差を取る）ので、差の差分析と呼ばれる

差の差分析における重要なポイント
 政策効果を単純な前後比較で計算しない
 今回の場合、120 − 60 = 60には政策以外の要因が及ぼす効果（70 − 50 = 20）が含まれる
 そのため、その効果を調整（60 − 20 = 40）する必要がある

介入前 介入後

処置群

対照群 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟐𝟐6𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟖𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐

政策
効果

46

分析結果の読み方（差の差分析）

差の差分析では、「適用ダミーと介入後ダミーの交差項」に着目することによって、政策効果
を把握する

outcome 説明
定数項 (𝛼𝛼𝛼𝛼) 50 介入前の対照群の

平均値
適用ダミー(𝛽𝛽𝛽𝛽1) 10 介入前の処置群・対照

群の平均値の差
介入後ダミー (𝛽𝛽𝛽𝛽2) 20 介入前後の対照群の

平均値の差
適用x介入後ダミー (𝛽𝛽𝛽𝛽3) 40 平均的な政策効果

介入前 介入後

効果

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 50

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1 = 60

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2 = 70

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2 = 80

𝛼𝛼𝛼𝛼+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1+ 𝛽𝛽𝛽𝛽2+ 𝛽𝛽𝛽𝛽3 = 120

= 40

反実仮想
処置群が介入を
受けなかったとき
のアウトカム

差の差分析に用いたモデル
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ∗適用ダミー + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 ∗介入後ダミー + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 ∗適用ダミー ×介入後ダミー + 𝜀𝜀𝜀𝜀

注）上記指標は、あくまで回帰モデルによって推定された値であり、
現実で観測された値とは異なる

※各変数の説明：
1. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜: 政策対象となる変数（アウトカム指標）
2. 適用ダミー：処置群なら1、対照群なら0を取る変数
3. 介入後ダミー：介入後なら1、介入前なら0を取る変数
4. 適用ダミーx介入後ダミー：介入後に観察された処置群のアウトカムなら1、それ以外なら0を取る変数
5. 𝜀𝜀𝜀𝜀：誤差項

※𝛽𝛽𝛽𝛽は、各変数における係数を示す

政策効果
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プロペンシティスコアマッチングのイメージ

なお、プロペンシティスコアマッチングを行ったうえで差の差分析を行うと、セレクションバイア
スの影響を除いた処置効果を推定できる

対照群 処置群

個体が政策介入を受ける確率は処置群と対照群で異なることが多い※

ため、前処理をせずに処置効果を推定すると、処置効果がこの確率の
違いの影響（セレクションバイアス）を含む可能性が高い

処置効果からセレクションバイアスの影響を除くためには、介入を受ける
確率が同等の集団に限定して、処置効果を計算すればよい。ここで用い
られる手法の一つがプロペンシティスコアマッチングである

具体的には、
❶介入を受ける確率（プロペンシティスコア）を計算
❷処置群と対照群の中からスコアが近いものを抽出（マッチング）
❸抽出された処置群・対照群を用いて処置効果を推定

❶介入を受ける
確率

❷政策介入を受ける確率が近い
個体同士で比較する

これらを含めて差の差分析を行うと、処
置効果がセレクションバイアスを含む

年齢

体重
高年齢・高体重低年齢・高体重

高年齢・低体重

低年齢・低体重

❸抽出された処置群・対照群で処置効果を推定
対照群 処置群

各個体

たとえば、健康増進のための施策を考えた場合、健康リスクが高い集団のほうが施策の対象になる可能性が高いといったことが挙げられる※

48

分析結果の読み方（頑健性確認）

本調査では、差の差分析の結果について更に頑健性確認を行い、分析結果の確からしさ
を確認した

 頑健性確認
 分析結果が、現在分析しているモデルの構造や推定手法に依存せずに安定した結果が得られるかを確認することを頑健性確認（Robustness 

check）という
 具体的には、以下のように様々な制御変数を入れた場合と入れなかった場合のモデルを用いて分析した結果、係数の推定値やp値に大きなば
らつきがないかを確認する

 係数の推定値やp値に大きなばらつきがある場合は頑健性が低く、ばらつきがない場合は頑健性が高いと判断する

制御変数の組み合わせで、係数の推
定値やp値のばらつきを確認する。
この例の場合は制御変数（資本金・
営業利益）を入れても係数やp値が
大きく変化しておらず頑健性が高い

制御変数

（）内はp値 *** : p<0.01, ** : p<0.05, * : p<0.1
※p値は、分析結果として得られた係数が偶然によって生じたものでないかを統計的に確認するものであり、その値が小さい場合統計的に有意と判断される。
例えば「有意水準1%未満で有意」とは、偶然その事象が起こったに過ぎないのに、誤って意味があると判断している可能性が1%未満である。
一般的には、p<0.05を統計的に有意とすることが多く、本調査では「 *** : p<0.01, ** : p<0.05, * : p<0.1」で整理している

適用ダミーと介入後ダミー
の交差項

政策介入以外にアウトカ
ムに影響を与える可能性
がある要素を、制御変数
としてモデルに組み込むこ
とで制御している
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Appendix.パネルデータと繰り返しクロスセクションデータの
説明

49

＜繰り返しクロスセクションデータの特徴＞
• 同種のクロスセクションデータ※1を一定の頻度で繰り
返し収集したもの

• 集団が時間経過とともにどのように変化するかを観察
できるが、パネルデータのような個体間における異質
性の考慮はできず、得られた推定結果は各個体が
持つ要因の影響を含む可能性がある

• データの収集が比較的容易である

50

パネルデータと繰り返しクロスセクションデータ

本調査の経強・中促と半島の分析ではパネルデータを用いたが、高額医療の分析では繰り
返しクロスセクションデータを用いた

調査対象 2020年 2021年 2022年
Aさん xx xx xx

Bさん xx xx xx

Cさん xx xx xx

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

パネルデータ

クロスセクション
データ

時系列データ

調査対象 2020年 2021年 2022年
Aさん xx - xx

Bさん xx xx -

Cさん - xx xx

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・ 毎回の調査で同一の対象を調査しているわけではない

クロスセクション
データ

繰り返しクロスセクションデータ

＜パネルデータの特徴＞
• クロスセクションデータ※1と時系列データ※2を組み合わ
せたデータであり、同一個体を対象として時間経過と
ともに複数回にわたって収集したもの

• 個体が時間経過とともにどのように変化するかを観察
するため、個体間の異質性を考慮でき、因果関係を
より正確に推定できる。

• データの収集が困難であることが多い

※1 ある時点で複数の対象からなる集団（個人、企業など）に対して収集されたデータ。例えば、一つの都市の住民の所得や教育レベルなどを一定の日時に調査した
データ
※2 ある対象について、時間経過とともに収集したデータ。例えば、ある国のGDPやインフレ率などを年ごとに調査したデータ
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第2部

総務省行政評価局

租税特別措置等の効果検証手法の検討に関する報告書
（総論） 令和6年3月

52
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○ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（以下「研究開発税制」という。）
の狙いは、「民間企業の研究開発リスクを国が一部負担することで、研究開発投資
の維持・拡大を促す」※1こと等にある。

○ 他方、各企業において「研究開発税制の適用」という要因から「研究開発投資の
増加」という結果が出現するまでのメカニズム（因果メカニズム）がどのように
作用しているのかについては、研究開発税制の効果を定量的に分析した学術分野の
先行研究でも十分に検証されていない。

○ その理由として、この因果メカニズムは各企業の内部で行われる意思決定過程の
中で作動しているものであり、企業の外部からは観測が困難であることが挙げられる。

※1 経済産業省「研究開発税制の概要と令和5年度税制改正について」（https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/R5gaiyou2.pdf）
には、研究開発税制の機能として①研究開発に対するリスクテイクの下支えのほか、②分野や主体に関わらない幅広い支援、③研究開発投資によるスピル
オーバー効果、④国際的なイコールフッティング、⑤共同研究等の推進、⑥高度な研究人材の獲得が掲げられている。 55

○ したがって、本調査研究では、企業の内部で行われる意思決定過程を明らかに
することを目的に、7業種11企業（次ページ参照）を対象にしたヒアリング調査を
行った。

（１）分析手法とその選択理由

56

【ヒアリング企業一覧】

ヒアリング先 企業規模 業種
A株式会社 中小企業 化学工業(医薬品）
B株式会社 大企業 化学工業(医薬品)
C株式会社 大企業 非鉄金属製造業
D株式会社 大企業 金属製品製造業
E株式会社 大企業 鉄鋼業
F株式会社 大企業 化学工業（その他）
G株式会社 大企業 輸送用機械器具製造業
H株式会社 大企業 化学工業（その他）
I株式会社 超大企業 輸送用機械器具製造業
J株式会社 大企業 化学工業（その他）
K株式会社 大企業 機械製造業
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ア 研究開発テーマに与える影響

ヒアリングを実施した11企業からは、研究開発税制の存在が個別の研究開発テーマの
選定に影響を与えている事例は確認できなかった。
一方で、研究開発税制の存在が研究開発方法に影響を及ぼしている事例が確認できた

（1企業）。

（主な意見）
＜仮説を否定する意見＞
ｰ 総額で捉えると、税制の存在が研究開発を後押ししていることは間違いないが、個々の研究開発の意思決定
というレベルに落とし込んでみた場合、租税特別措置の有無によって、研究開発の実施可否が判断される訳
ではない。

＜仮説を一部肯定する意見＞
ｰ 研究開発テーマを選定する際に、単独研究か共同研究かを検討することがあるが、研究開発部門でも共同研究
の方が税制メリットが高いことを認識しているため、税制メリットも含めた総合的な判断のもと、共同研究を
採用するといったようなことはある。このように税制が研究方法に関する意思決定に影響を及ぼすことはある。

57

（２）調査結果

58

イ 研究開発予算に与える影響

ヒアリングを実施した11企業のうち4企業（※）は、研究開発税制の適用による控除額
も考慮して予算編成を行っている。
このうち3企業は、予算編成の際に当該予算年度に見込まれる控除額を推計している。
（※）なお、当該4企業は、それぞれ化学工業（その他）2社、輸送用機械器具製造業1社、機械製造業1社で

あり、業種ごとの傾向は見受けられない

（主な意見）
＜仮説を肯定する意見＞
- 当社では、次年度の業績予測を立てた上で予算編成を行っており、税制メリットを享受できる見込みが立つ場合
には、税額控除を織り込んだ上で研究開発費に係る予算編成を行っている。

- 当社の場合、研究開発費用が年度ごとにほとんど変わらないことから、期首時点において、おおよその税額
控除額が見込めるため、税額控除額も踏まえて研究開発費に係る予算編成を行っている。

＜仮説を否定する意見＞
- 当社では、税額控除と研究開発費は切り離して考えている。その理由として、税額控除は、必ず研究開発費の
何％が還付されるといったものではない不確定な要素を含んでいるからである。

58
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ウ 再投資効果
ヒアリングを実施した11企業からは、研究開発税制の適用による控除額をさらなる

研究開発投資の原資にしているとの事例は確認できなかった。

（主な意見）
＜仮説を否定する意見＞
- 租税特別措置の効果については、当社の場合、税額控除により浮いた金額を更に研究開発費に投入できると
いうような直接的な影響力を持つものではない。

- 当社の場合、税額控除によって得られた金額をさらなる研究開発に投資したり、雇用に結びつけたりしている
という考え方はしていない。

エ 研究開発税制が廃止された場合の影響
ヒアリングを実施した11企業のうち、５企業（化学工業（医薬品）2社、金属製品製造業1社、鉄鋼業1社、

輸送用機械器具製造業1社）は、措置が廃止された場合、業績面に影響が生じるとしている。
また、ヒアリングを実施した11企業のうち、7企業（化学工業（医薬品）1社、化学工業（その他）2社、

金属製品製造業1社、鉄鋼業1社、輸送用機械器具製造業2社）は、措置が廃止された場合、研究開発が縮小
するなどの影響が生じるとしている。

（主な意見）
- 研究開発税制がなかった場合、予算の総枠が減ることになる。そうなると、自ずと研究開発にかける費用も
縮小することになり、個別の研究開発の実施状況に影響が出てくることになる。

- 既に研究開発を行うために、外部のリソースを使っていたり、関係者との調整を行っているため、税制の廃止
をもって、直ちに既存の研究開発を大幅に減少させることはできない。持ち出しが増えても、研究開発は続け
ざるを得ないのではないか。

59

60

課題1 事例の代表性
○ 今回のヒアリング調査から得られた結果が代表的な事例に当たるかどうか
（どこまで全体の傾向を示しているのか）は判断できない。

○ 特に、今回は、中小企業については、十分なヒアリングができていない。
また、「分散型」の組織構造を有する企業にはヒアリングできていない。
さらに、 製造業以外の業種（卸売業、サービス業、建設業、小売業等）について
は、ヒアリングの対象としていない。

○ このため、今回のヒアリング調査を通じて得られた知見がどこまで一般化できる
のかについては、今後、さらに、ヒアリング対象とする企業の数、企業規模の幅、
業種等を増やした調査を行い、慎重に検討する必要がある。

課題2 企業の偏り
○ 今回の調査では、大企業（製造業）を中心にヒアリングを調査を行ったが、
「企業の成長ステージ」を念頭においた場合、今回の調査対象は、いずれも
ビジネスモデルが確立した「安定期」にあった。

○ これに対し、研究開発税制の適用によって、手元資金が増加するのであれば、
「創業期」や「成長期」の企業の方が、研究開発税制を利用して意識的に研究開発
費を増加させている可能性がある。ただし、この点については、今回の調査では
確認できていない。

60

（３）課題
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61

仮
説
①

大企業では経営企画部門と研究開発部門が分離していることから、研究開発部門の意欲が高かったとして
も経営企画部門が研究開発に前向きでなければ研究開発税制の有無は予算配分に大きく影響せず、研究開発
費総額に影響を及ぼさない可能性がある。

仮
説
②

中央研究所を設置している「集中型」企業は、基礎研究に力を入れている可能性が高い。
また、基礎研究は、応用研究や開発研究と比べて長期的に投資費用を回収することを狙いとして行うため、

比較的研究を行う切迫性が低く、研究開発税制の税額控除等による余力がないと、基礎研究に手を付けづら
いのではないか。逆に、余力があれば長期的にイノベーションを生む基礎研究を行う傾向にあると考えられ
るのではないか。
このため、中央研究所を設置しており、基礎研究に注力している企業の方が研究開発税制によって研究開

発費を増額させる傾向があるのではないか。
これに対し、分散型の企業は、主に既存の商品の改良などに関する研究に取り組んでいる可能性が高い。

その場合、既存の商品の改良などに関する研究は、研究開発税制がなくても行わざるを得ないことから、こ
ういった企業の研究開発費は、研究開発税制の有無とは独立に決まっているのではないか。

仮
説
③

中央研究所のように活動全てが研究開発費となる機関では、当該研究所に配分された予算だけでなく、事
業部門から研究開発を請け負って研究を行う場合がある（事業部の下に開発センターなどが置かれ、事業部
の予算の範囲内で研究開発を行う場合はなおさらではないか）。
この場合、中央研究所を保有する企業の研究開発費は、当初、中央研究所に配分された予算だけではなく、
事業部門から請け負ったものも含まれるが、事業部門から請け負うものについてはそもそも研究開発費とし
ての予算化がされていないため、企業全体の研究開発費は研究開発税制の有無とは独立に決まっている。

【仮説の一覧】
参考資料

62

仮
説
④

「シーズ・プッシュ」の特徴がある業種などは、長期的にイノベーションを生む基礎研究を重視する傾向
にある。以上から、「シーズ・プッシュ」の特徴がある業種は、研究開発税制によって研究開発費を増額さ
せる傾向があるのではないか。

仮
説
⑤

研究開発部門が研究開発税制の内容について把握している方が、財務部門との交渉材料として用いるため、
研究開発税制によって研究開発費を増額させる傾向があるのではないか。
また、予算の立案方法が、積み上げ式ではなく、予算総額等に対する比率によって決まるキャップ制の場

合、予算枠が限定されていることから、企業全体の研究開発費は、研究開発税制の有無とは独立に決まって
いる傾向にあるのではないか。

仮
説
⑥

研究開発部門が研究開発のロングリストを作成し、財務部門が採択を判断している場合、財務部門は、当
然、研究開発税制による税額控除を勘案した上で採択を判断しているはずなので、研究開発税制が研究開発
の後押しとなっている。
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2. 調査全体を通じた取りまとめ
（第1部での調査事項以外を中心に）

63

64

（１）ヒアリング調査の結果等から示唆される租税特別措置の効果

想定される効果 ヒアリング結果

【トリガー効果】
租税特別措置があったことにより、期待

される行動が引き起こされる
（例：設備投資の実施等）

【研究開発税制】
○税制があるから開発をするのではなくて、患者のニーズがあるから開
発を行う（製薬会社）

○期首に当該決算年度における具体の控除額を見通すことは困難である
ため、研究開発費の予算編成に当たり、税額控除額は考慮していない
（金属製品製造業、非鉄金属製造業、化学工業）

○研究開発税制は、個々の研究テーマの実施判断に影響を与えるもので
はない（鉄鋼業）

○税制があるから、研究テーマを増やす、という考え方はしていない
（輸送用機械器具製造業）

【中小企業経営強化税制】
○投資計画があった上で、使える税制がないか、総務経理課でパンフ
レットを確認している（金属加工会社）

○ 本調査研究では、租税特別措置の効果を把握するため、統計調査の調査票情報等を
用いた定量分析のほか、ヒアリング調査も実施した。その結果、租税特別措置の効果
には、以下の4種類（①トリガー効果、②押し上げ効果、③波及的効果、④副次的効果）
があるとの示唆が得られた。
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想定される効果 ヒアリング結果

【押し上げ効果】

租税特別措置があったことにより、期待
される行動が助長される
（例：設備投資額の増加等）

【研究開発税制】
○総額で捉えると、税制の存在が研究開発を後押ししていることは間違
いない（製薬会社、輸送用機械器具製造業）

○課税所得がある年に控除されることはありがたく、一定のインセン
ティブにはなると認識している（非鉄金属製造業）

○仮に研究開発税制が廃止された場合、全体的な予算総額が減る可能性
があり、その場合には、研究開発活動が縮小することも考えられる
（鉄鋼業）
○仮に研究開発税制が廃止された場合、研究開発予算が、一定割合カッ
トされるということはあり得る（化学工業）

【波及的効果】
租税特別措置があったことにより、

キャッシュフローが改善し、波及的な行動
が引き起こされる
（例：設備投資に加え、人件費の増額等）

【研究開発税制】
○税額控除によって得られた金額をさらなる研究開発に投資したり、雇用
に結びつけたりしているという考え方はしていない（金属製品製造業）

【副次的効果】
租税特別措置の適用を受けるための
申請書作成等の事務作業がほかの文脈で
役立つ
（例：経営計画等を検討する上で役立つ）

【中小企業経営強化税制】
○計画策定の際に設備の効果を数値で算出する必要があるため、導入設備
について、数値に基づいて検討するようになった（金属加工会社）

66

（２）今後に向けての示唆

○ 第1部で取りまとめた「本調査における気付き一覧」、「現状・限界と今後の方向
性」のほか、第2部及び本報告書全体を踏まえた気付きを取りまとめた。

○ 今後、租税特別措置（以下「租特」という。）の効果検証について検討する際は、
第1部での取りまとめ内容に加え、以下の点についても留意しながら、検討を進めてい
くことが重要となる。

着眼点 気付き

①効果検証全体 効果検証を実施する際には、各租特の目的、課題の整理が必要

②効果検証にかかるコスト 統計的に頑健な分析を行うには一定程度の時間と費用が必要

【本調査における気づき】
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67

成果や課題等の
気付き

・効果検証を実施する際には、各租特の目的、課題の整理が必要

現状と限界 ・効果検証の実施に当たっては、当該租特の担当者にしかできないことが多くある。例えば、
何が当該租特の本来の目的か、どこまで社会に影響を及ぼそうとしているのか（アウト
プットレベル～アウトカムレベル）、何を課題として考えているのかといった点について
は、今回のように、担当者が真摯に向き合い、整理することによって議論が深まる。

今後の方向性 ・リサーチデザインの検討～PICODAの整理～分析に至る一連の効果検証は、飽くまで手法、
ツールである。ロジックモデルの作成を通じて、当該租特の本来の目的や効果の発現経路
を整理することだけでも、改善の必要性や方向性に気づく場合もある。このため、ロジッ
クモデルを作成した上で、当該租特に関する議論を深めることが重要

・また、ロジックモデルは、関係者間で租特の目的に関する共通理解を醸成する上でも重要

①効果検証全体

成果や課題等の
気付き

・統計的に頑健な分析を行うには相当程度の時間と費用が必要

現状と限界 ・今回の効果検証のうち、主に定量分析の部分については、統計的手法に知見のある請負
業者が実施した。

・その結果、一定程度の頑健な分析が可能となったが、このような分析を行うには、相当
程度の費用と時間が必要となる。

今後の方向性 ・今後、実際に各省自ら分析を行う際には、分析にかかる時間及び分析結果を活用するタ
イミングを考慮して分析を実施することが重要となる。そのためには計画的に予算・人
員を確保し、必要に応じて調査事業として発注することも検討する必要がある。

・また、頑健なる統計分析を職員自らが実施する場合は、相当程度の分析スキルが必要

②効果検証にかかるコスト
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⑿　諸外国における政策評価、租特等に関する調査研究について

　総務省行政評価局は、令和５年度に「諸外国における租税特別措置等の効果検証の制度設計、実施手法等に係る調査研究」、
令和６年度に「アメリカにおける政策評価制度、租税特別措置等の効果検証等に関する調査研究」の請負調査を発注し、そ
の結果を以下のとおり公表しています。
　本調査は、今後、我が国において租税特別措置等の効果検証を行う際の参考とするため、諸外国の政府機関等に対してヒ
アリング調査等を実施し、それを踏まえて我が国への示唆を整理したものです。

１．諸外国における租税特別措置等の効果検証の制度設計、実施手法等に係る調査研究（令和５年度）
　対象国：オランダ、ドイツ、イギリス、スウェーデン、フランス
　https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/chousakenkyu/research_2402.html

２．アメリカにおける政策評価制度、租税特別措置等の効果検証等に関する調査研究（令和６年度）
　対象国：アメリカ
　https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/chousakenkyu/research_2502.html
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実証的共同研究の概要等 ◇事例１:府中市における府中駅周辺の活性化

概
要

府中市の子育て世帯向けの公的施設の利用者に対し、子ども連れを歓迎している旨の周知及び子ども連れ家族を対象とした特典付きチラシを配布することによる来客
数や売上高の変化を分析

分
析
の
考
え
方

●対象施設、対象ターゲットを介入群・非介入群に区分した「差の差の差分析」を実施
人流データ、事業者収集データ、アンケートデータの３種類のデータを使用し分析。
人流データは、性別・年齢などの属性情報が捕捉できる一方、測定誤差が生じるため、事業者から収集した売上データ、アンケートデータによる再訪意向等も活用し、
取組対象と比較対象の施設ごと、「40代以下」と「50代以上」に区分した来客者数の「差の差の差分析」を実施。

分
析
方
法
等

●人流データに売上、アンケートを併用した分析の方法
事業者から収集した売上データにより、試行的取組期間の売上、来客者数の前後比較分析を実施。さらに人流データを利用し、介入・非介入施設の「差の差分析」、
ターゲット・非ターゲットも加味した「差の差の差分析」を実施。アンケートデータも活用し、再訪の意向などの質的情報も分析。

分
析
の
結
果

改
善
の

方
向
性

「差の差の差分析」により、分析精度は向上したものの、特典付チラシの効果は、施設自体の認知度向上、施設の魅力、特典などによる複合的な要素があり、どの要
素が回遊促進に寄与したのか識別できない。地域課題の解決に向け、手段起点ではなく、課題起点でロジックモデルの整理を実施。地域活性化の目指すべき成果の
具体化や要素を整理した上での事業立案が必要。

<差の差の差分析イメージ>

前後比較分析では、対象4施設に共通的な傾向は確認できなかった。
「差の差分析」「差の差の差分析」を実施し、取組以外の要因による影
響を排除して分析したが、統計的に有意な差はみられなかった。
一方、アンケートデータでは、大部分が新たな利用者であること、再訪意
向も高い結果となり、子ども連れを歓迎している旨が特典付きチラシによ
り認知され、店舗利用につながったことが示唆される。

＜アンケート分析結果＞
店舗の利用回数 店舗を利用した理由

実証的共同研究の概要等 ◇事例２：地方学力・学習状況調査データを用いた効果測定

概
要

パネルデータである地方学力・学習状況調査データを用い、学力の伸びの要因分析、自治体ごとの分析結果の横断的解釈を実施し、学校現場での取
組事例も整理

分
析
の
考
え
方

●「学力と非認知能力の関係」を中心とした重回帰分析と自治体横断的解釈を実施
小学校４年生から中学校３年生まで継続して実施し、パネルデータとして捕捉している地方学力・学習状況調査データを活用。複数の自治体からデータ貸与を受け、
学力の伸びを目的変数とした重回帰分析を自治体ごとに実施。それらの結果を横断的解釈を実施し、分析結果の妥当性や共通的な傾向等について検証。

分
析
方
法
等

●今回の分析における学力の伸びの分析方法
パネルデータとして捕捉している学力の伸びを目的変数に、質問調査で捕捉している非認知能力などの学力発現の関連項目を説明変数とした重回帰分析を自治体ご
とに実施。それらの結果を横断的に解釈することで、分析結果の妥当性や共通的な傾向等について検証。

分
析
の
結
果

●非認知能力と学力の伸びの分析結果

改
善
の

方
向
性

単一指標による分析や複数の指標による相関関係の分析など現状把握を行うものから、取組の効果を把握を行うものまで、段階的な分析方法を提示することで、自治
体主導でのデータ分析を推進。今後、更に現場のニーズを踏まえた分析の実施を検討中。

図 横断的分析のイメージ

Aデータ Bデータ Cデータ Dデータ ・・・

A
分析結果

B
分析結果

C
分析結果

D
分析結果 ・・・

各分析結果を横断的に解釈

各自治体のデータを一つに集約すると、母集団が大きい自治体の傾向の影響
を受ける可能性があるため、個別自治体ごとに分析し、共通的な分析結果を
得る手法を採用。

非認知能力項目 学力（国語）との関係 学力(算数・数学)との関係

自制心 弱い正の関係 共通した傾向なし

自己効力感 強い正の関係 強い正の関係

勤勉性 弱い正の関係 弱い正の関係

やり抜く力 共通した傾向なし 強い正の関係

向社会性 共通した傾向なし 共通した傾向なし

学力発現経路には多くの要因が存在するが、パネルデータを用いるこ
とで、性別などの固定要因の影響を排除。非認知能力の多くの項目
にて、因果関係として有意な正の関係を確認。特に、自己効力感で
は、強い正の関係が認められたことから、高いスコアを算出した自治体
に焦点を当て、自己効力感を高める教育施策の事例収集を実施。
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⒁　「エビデンス等の収集・整理・提供」事業概要資料

「エビデンス等の収集・整理・提供」事業の概要
• 各府省等の職員が政策立案や政策効果の把握・分析を行う際に参考となる、国内外の研究機関等が

創出している先行研究（査読付き英文論文等）を収集し、各府省等の職員向けに解説講義も実施

• ポイントを整理した上で、分析の考え方等が参考になるものを、「効果的な政策立案・改善に向けた政
策評価のガイドライン」（令和６年3月）等を通じて各府省等に提供

• 各府省等に共通的なアクティビティ（「広報・普及啓発」「研修・人材育成」「窓口・相談」「補助金・交付
金」）に着目して収集

知見の整理・提供

国内外の
先行研究

各府省担当者
各自治体担当者

分析手法

エビデンスや
分析手法を参照

政策評価のガイドライン
（令和6年3月策定）

・課題・分析手法に即して各
エビデンスを整理

EBPM論文解説研修
・国内外の先行研究等につ
いて学識経験者による解説

政策の立案や効果の把握・分析
の参考として活用

行政機関の創出
した分析事例

イメージ図

（講義例）
発表年 対象国 対象アクティビティ 手法

食品のカロリー表示義務化 2011 アメリカ 広報・普及啓発 差の差分析

公共部門に使用される人工知能（AI)
チャットボットに対する信頼

2020 デンマーク 窓口・相談 ビネット調査（架空の人物や
状況の設定）を用いた実験

公共職業訓練 2022 日本 研修・人材育成 傾向スコアマッチング

※各回200名程の参加登録あり
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⒂　租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（概要）（令和６年11月 総務省） 第
１
節

政
策
評
価
制
度
に
係
る
取
組
状
況租税特別措置等に係る政策評価の点検結果

（令和6年度）

令和6年11月
総務省行政評価局

（参考） 租税特別措置等に係る政策評価の義務付け対象は、法人税（国税）、法人住民税・法人事業税
（地方税）関係の措置のうち、税負担を軽減・繰延べするもの

税制当局

総務省（行政評価局）

点検結果
の提供

公表

各行政機関

＋

税制改正要望 税
制
改
正
の
大
綱

政策評価

税制改正作業

点検

提出点検結果
の通知

⚫ 租税特別措置等に係る政策評価は、税制改正作業に有用な情報を提供するとともに、
国民への説明責任を果たすため、各行政機関自らが実施

⚫ 総務省は、政策評価書において十分な分析・説明がなされているかという観点から
点検を行い、各行政機関及び税制当局に結果を通知・提供

1

租税特別措置等に係る政策評価と総務省による点検

－ 239 －－ 239 －
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点検結果の概要

⚫ 令和7年度税制改正要望に係る31件の政策評価書を対象に以下の項目について
十分な分析・説明がなされているかという観点から点検を実施
＜31件の内訳＞
内閣府7件、金融庁1件、厚生労働省6件、農林水産省1件、経済産業省10件、国土交通省5件、環境省1件

⚫ その結果、「過去の効果」や「将来の効果」を中心に、不十分なものが一定数
みられる状況
分析・説明状況

※ 点検の観点ごとにA～Eの5段階で評定を付与し、これらの評定を4～0に
点数化して平均点を算出したもの

2

3.13 

3.85 

3.52 

3.62 3.26 2.88 

2.13 

3.77 

(1)達成目標

(2)過去の適用数

(3)将来の適用数

(4)過去の減収額

(5)将来の減収額

(6)過去の効果

(7)将来の効果

(8)他の政策手段

令和6年度点検結果 ＜点検の観点＞
(1) 達成目標：当該措置により達成しようとする目標
が具体的に設定されているか

(2)(3) 過去・将来の適用数：当該措置の適用数の実
績及び見込みが具体的に把握・予測されているか

(4)(5) 過去・将来の減収額：当該措置による当該措
置の導入による税収への影響を把握しているか

(6)(7) 過去・将来の効果：あらかじめ設定した達成
目標の実現状況（効果）が具体的に把握・予測さ
れているか

(8) 他の政策手段：当該措置によるべき理由が他の政
策手段との比較を踏まえて具体的に明らかにされ
ているか

《厚労02》生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却の適用期限の延長 (法人税、法人住民税及び
法人事業税)

適用数が僅少であり、効果の説明も不十分な例

措置の内容：生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合（飲食業・理・美容業・クリ－ニング業等の営業者による自主的な活動団体）が策定
する振興計画に基づく共同利用施設（一の共同利用施設の取得価額が400万円（建物にあっては600万円）以上のものに限
る。）に係る取得価額の６％の特別償却制度

3

点検結果の概要

達成目標 効果（達成目標の実現状況）

R3 R4 R5 R6
(見込み)

R7
(見込み)

R8
(見込み)

0 1 0 1 1 1

生活衛生同業組合等の共同利用施設整備
を通じ、生活衛生関係営業者の経営基盤の
安定・強化とともに、衛生水準の維持向上
を図ることで、令和8年度における生活衛
生関係営業の業況判断DIがプラスへ改善
することを目標とする。

【過去の効果】
生活衛生関係営業者については、長きにわたったコロナ禍の影響が残る事

業者もある中、物価高騰等の影響やゼロゼロ融資の返済が本格的に開始した
こと等により、生活衛生関係営業者の経営は依然として厳しい状況にある。
（中略）
結果として、本税制措置の近年の適用実績は令和4年度に1件であったが、

業況判断DIは当時から現在においてプラスへ向かって回復傾向ではあったが、
依然としてマイナスで低調であり、回復には至っていない。

【将来の効果】
日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の設備投資動向（2023年）」によれ

ば、引き続き、設備投資に意欲のある生活衛生関係営業者は一定数存在して
おり、これらの整備についても共同利用施設として生活衛生同業組合等が実
施することで、個々の営業者の経営基盤の安定・強化とともに、生活衛生関
係営業の業況判断DIがプラスに改善し、業況判断DIが年間を通じてプラスの
数値で安定的に推移するものと考える。

(件)
適用数

租税特別措置等が達成目標の実現に有効な手段であるかどうか、過去及び将来の適用数が僅少である
ことを踏まえた分析がなされていない。また、過去及び将来の効果（達成目標の実現状況）も定量的に
示されておらず、本特例措置が達成目標の実現にどの程度寄与するのか明らかにされていない。

事例1

※ 生活衛生関係営業の業況判断DIとは、株式会社日本政策
金融公庫が公表している「生活衛生関係営業の景気動向等
調査結果」による企業の景況感を示す指数のこと。
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適切な達成目標が設定されておらず、効果の説明も不十分な例

《経産04》中小企業者等の法人税率の特例の延長（法人税、法人事業税及び法人住民税）

中小企業を取り巻く事業環境の先行きが
不透明な中、厳しい経営環境の下で経営を
行っている中小企業を後押しするため、軽
減税率引き下げを含めた中小企業政策を一
体的に展開することにより、中小企業の経
営基盤を強化し、その成長力を高め、地域
経済の活性化を図り、日本経済の自立的な
経済成長に貢献する。
測定指標は、延長後の適用期限において、

中小企業を取り巻く業況、資金繰り状況、
売上高の状況が、本措置導入以前と比較し
ても同等程度の水準に持続的に回復してい
るかどうか。

措置の内容：中小企業者等に係る法人税について、年800万円以下の所得金額の部分については税率を15％に軽減する。

点検結果の概要

4

達成目標 効果（達成目標の実現状況）

達成目標が他の要因の影響を受けやすいなど適切に設定されておらず、また、将来の効果（達成
目標の実現状況）も予測されていないため、本特例措置が達成目標の実現に有効な手段であるのか
明らかにされていない。
※ 評価を適切に行うためには達成目標を定量的に設定し、事後的に検証可能なものとすることが必要

業況、資金繰り状況については、本措置導入以前と比較して
同等程度の水準に回復しているが、売上高の状況は未だ達成
できていないため、引き続き本制度が必要。

延長後の適用期限
において、中小企業
を取り巻く業況、資
金繰り状況、売上高
の状況が、本措置導
入以前と比較しても
同等程度の水準に持
続的に回復している
かどうかという達成
目標について、

（業況判断DIの推移）

事例2

出典：中小企業景況調査
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⒃　規制に係る政策評価の点検結果（概要）（令和７年２月公表）

○ 各行政機関が令和５年度に実施した規制の政策評価は、事前評価139件、事後評価46件の計185件。これ

らについて、ガイドライン（注）を踏まえ、規制の政策評価を行う際に重点的に取り組むべき以下の項目の実施

状況を中心に点検（義務付け対象外の府省令による規制7件を除く。）

注） ガイドラインは令和６年３月に全面的に改正されているが、令和５年度の活動は改正前のガイドラインを踏まえて実施されているため、本点検も改正前の
ガイドラインに沿って実施。

① 効果・負担の定量化が行われているか

② 他の規制手段・非規制手段との比較が行われているか

○ 各行政機関は、法律・政令により規制（注）を新設・改廃する際には、行政機関が行う政策の評価に関する

法律（平成13年法律第86号）などに基づいて、政策評価を実施する必要がある。

注） 国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用。

○ 規制の政策評価は、①発生する効果・負担を予測することにより、規制の新設・改廃の可否や規制の具

体的な内容・程度の検討に資すること、②規制対象者をはじめとした国民に①に関する情報をあらかじめ示

した上で、規制の新設・改廃に対する社会的コンセンサスの醸成を図ることを目的としており、各行政機関に

おいて適正に実施されるよう、「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）が定められている。

○ 総務省では、各行政機関における規制の政策評価の更なる改善に向けて、その実施状況を点検して具体

の改善点を指摘。

規制の政策評価の点検の目的

1

○ 規制の新設・改廃を公正・客観的なデータで検討するための効果・負担の定量化状況について（定量化
率）、「効果」は約15％、規制対象者の負担である「遵守費用」は約38％、最終的には国民全体の負担とな
る「行政費用」は約24％となっている。
注1） 遵守費用及び行政費用の定量化率は、費用が発生しないと記載されている又は影響の有無が記載されていないもののうち、実際に発生しないと考えられるも

のを母数から除外して算出している。

○ 効果・負担の定量化がされていないものの中には、規制の対象者や対象物の規模・構造等が異なる、規制
の適用対象者が評価時点では不明であるなどとして、定性的に記載しているものがみられた。

【点検項目①】事前評価における効果・負担の定量化の状況

○ ガイドラインにおいては、事前評価における効果・負担の推計に関して、「正確な推計を求めている
のではなく、概算が分かる程度で十分」、「単一の推定値ではなく、幅を持って示すことも可能」とさ
れている。
正確な推計が困難として定性的な記述にとどめるのではなく、一定の仮定を置いた推計や幅を持った

数量（上位値や下位値の設定等）を用いて説明するよう指摘するとともに、工夫して効果・負担の定量
化に努めている例を推奨事例として各行政機関に共有。

2

<遵守費用>（注3） <行政費用>（注3）<効果> （注2）

注2） 簡素化案件は効果の記載が不要であるため、合計値が一致しない。
注3） 費用が発生しないこととされており、実際に発生しないと考えられるものは除外しているため、合計値が一致しない。

約38％ 約24％約15％

16

89

33

55

全部又は一部定量化 定量化への対応なし

20

62
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【点検項目②】他の規制手段・非規制手段との比較の状況

注1） 緩和・廃止の案件で記載不要と考えられる場合、規制の内容や下位法令への委任内容によっては有効な非規制手段が想定し難い場合を除外しているため、
合計値が一致しない。

注2） 簡素化案件で代替案（他の規制手段との比較）の記載が不要である場合、規制の内容や下位法令への委任内容によっては有効な代替案が想定し難い場合を
除外しているため、合計値が一致しない。

○ 規制対象者の負担をより少なくするための検討について、「他の規制手段」との比較を実施しているのは
約59％、「非規制手段」との比較を実施しているのは約67％となっている。

○ 他の規制手段（注3）又は非規制手段（注4）との比較結果を簡潔に記載して、本規制手段を選択することの
妥当性を説明するよう指摘。また、当該比較を行わなかった場合は、その理由を記載するよう指摘。
注3） 規制をかける事業所の従業員規模を「300人以上」にする場合と「200人以上」にする場合による影響の違いや、「届出制」と「許可制」

との違いなど
注4） 補助金交付等による経済的手段、業界の自発的取組、行政指導、行政側の広報・啓発等

3

<他の規制手段との比較>（注1） <非規制手段との比較>（注2）

約67％約59％

48

33

検討した 検討しなかった

65

32

検討した 検討しなかった
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⒄　令和７年度行政評価等プログラム～ポイント～

○
政
府
の
自
己
改
善
機
能
を
的
確
に
発
揮
し
、
国
民
の
行
政
に
対
す
る
納
得
や
信
頼
を
高
め
て
い
く
た
め
、
本
省
・
地
方
機
関
を
通
じ
行
政
評
価
局

全
体
で
認
識
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
各
府
省
や
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
機
関
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
令
和
７
年
度
の
業

務
運
営
方
針
を
定
め
る
も
の
（
総
務
大
臣
決
定
）

○
行
政
評
価
局
は
、
政
策
評
価
、
行
政
運
営
改
善
調
査
、
行
政
相
談
の
各
機
能
を
本
省
・
地
方
機
関
を
通
じ
て
一
体
的
に
発
揮
で
き
る
よ
う
積
極
的

に
取
組
を
展
開
し
、
各
府
省
の
政
策
立
案
・
改
善
の
取
組
を
後
押
し

令
和
７
年
度
行
政
評
価
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

令
和
７
年
３
月

【
政
策
評
価
の
推
進
】

➢
各
府
省
が
直
面
す
る
課
題
・
悩
み
に
応
じ
て
、
各
府
省
の
取
組
を
伴
走
型
で
支
援
（
新
た
な
政
策
評
価
の
工
夫
の
検
討
、
個
別
の
政
策
・
事
業
の

効
果
の
把
握
・
分
析
等
）

➢
各
府
省
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
実
証
的
共
同
研
究
の
実
施
や
学
術
論
文
等
の
収
集
・
提
供
等
を
通
じ
、

の
実
践
や
人
材
育
成
を
支
援

➢
各
府
省
担
当
者
の
実
務
に
役
立
つ
よ
う
、
蓄
積
し
た
知
見
等
を
「
効
果
的
な
政
策
立
案
・
改
善
に
向
け
た
政
策
評
価
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
反
映

【
行
政
運
営
改
善
調
査
】

➢
従
来
の
制
度
で
は
様
々
な
社
会
的
問
題
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
事
象
を
捉
え
て
、
制
度
の
検
討
に
役
立
つ
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
も
視
野

に
入
れ
て
調
査
テ
ー
マ
を
選
定
（
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
、
共
生
社
会
の
構
築
、
国
民
の
安
全
・
安
心
の
確
保
な
ど
に
着
目
）

➢
各
府
省
所
管
業
務
の

の
実
現
可
能
性
や

の
前
提
と
な
る
実
態
把
握
、
課
題
発
掘
の
た
め
の
調
査
を
実
施
し
、
政
府
全
体
の

に
貢
献

➢
現
地
で
の
実
態
把
握
に
加
え
て
、
政
策
効
果
の
把
握
・
分
析
に
関
す
る
知
見
を
活
用
す
る
な
ど
、
調
査
手
法
を
多
様
化
す
る
と
と
も
に
、
迅
速
な

改
善
を
促
進
す
る
た
め
、
効
率
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行
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的
に
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民
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に
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・
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共
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ッ
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ボ
ッ
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（
搭
載
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野
の
拡
充
、

の
充
実
、
機
能
の
改
善
等
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
主
な
内
容
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⒅　令和７年度行政評価等プログラム

� 総　務　省

　政府の自己改善機能を的確に発揮するため、行政評価局（管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所を含む。以下同じ。）
全体で認識を共有するとともに、各府省や地方公共団体等の関係機関の理解と協力を得ることを目的として、令和７年度の
業務運営方針を下記のとおり定める。

Ⅰ　基本方針
　近年、我が国の行政が対応すべき課題は、より一層、不透明さ、複雑さ、困難さを増している。こうした中で、前例の
ない課題に果敢に挑戦し、社会経済の変化に対応できる行政を実現していくためには、政策の現状を適切に把握し、それ
までの進捗を評価した上で必要な軌道修正を行いながら前進する、機動的かつ柔軟な政策展開が有効であり、そのために
は、各府省の政策立案過程において、政策の実施状況や効果を的確に把握・分析し、改善方策の検討・実施に反映してい
くことが必要になる。
　このような問題意識の下、令和５年３月に「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定）等を改定し、
政府全体として、行政の無謬性にとらわれず、新たな挑戦や前向きな軌道修正を積極的に行い、政策を前に進める取組を
推進している。
　行政評価局は、引き続き、政策評価、行政運営改善調査、行政相談の各機能を有機的に連携させ、政策効果の把握・分
析等によって政策の設計上・運営上のボトルネックを発見し、その解消を図ることで各府省が自らの政策の効果を更に高
め、政策を前に進める取組に貢献するとともに、行政評価局の活動の成果を分かりやすい形で整理し、国民に対して広く
情報提供する。
　これらの取組を通じて国民に対する説明責任を果たし、国民の行政に対する納得や信頼を高めていく。

Ⅱ　具体的な取組方針
１　政策評価の推進
（業務の概要）
　政策評価は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）に基づき、各府省が自ら政策を評価
し、見直しや改善に反映させる取組であり、政府におけるEBPM（エビデンスに基づく政策立案）実践の一翼を担っ
ている。令和５年３月の「政策評価に関する基本方針」等の改定を踏まえ、行政評価局は、政策効果の把握・分析機
能の強化や、意思決定過程での活用の促進のため、各府省のこれまでの試行的取組における政策評価のポイントや、
適切な目標設定の考え方や効果測定・効果分析等に係る知見・ノウハウを整理し、各府省に共有するとともに、各府
省の政策評価に係る人材育成の支援を行っている。また、同法の規定に基づき、特定分野の政策評価の点検、政策評
価の実施状況等を年１回取りまとめて国会報告を行う等の役割を担っている。

（令和７年度の取組事項）
　令和５年３月の「政策評価に関する基本方針」等の改定を踏まえ、各府省で政策評価の機能を活用して、新たな挑
戦や前向きな軌道修正が積極的に行われることを目指して取り組む。当該改定から３年後をめどに政策評価審議会に
おいて、これまでの各府省の試行的取組や、行政評価局による政策評価の推進の取組について振り返り、総括を行う。

〈各府省の支援〉
　各府省が政策評価の試行的取組を行う中で直面する課題や悩みに応じ、新たな政策評価の工夫の検討や、個別の
政策・事業の効果の把握・分析等を伴走型で支援し、政策担当者が政策立案・改善の実務において活用できる政策
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評価が行われるよう取り組む。

〈特定分野の政策評価の点検〉
　規制及び租税特別措置等の政策評価について点検し、その結果を各府省に共有・公表するとともに、今後実施す
る政策評価の改善及び充実のため、事例の共有や説明会の開催等を行う。

〈効果分析の取組の推進〉
　実証的共同研究（各府省のニーズに応じ、具体的な政策を対象に共同で政策効果の把握・分析を行う取組）につ
いて、新たな知見やノウハウを得るため、分析の手法や用いるデータの多様化に努めるとともに、各府省のニーズ
を掘り下げ、具体的な政策の改善につなげるなど、より実務に役立つものとなるよう取り組む。
　また、各府省のニーズや、実証的共同研究の取組を踏まえ、国内外の研究成果や学術論文等を収集・蓄積し、専
門家の協力も得て分かりやすい形で各府省に提供する。
　こうした取組を通じ、各府省におけるEBPMの実践や、それを担う人材の育成を支援する。

〈ガイドラインへの反映〉
　以上の取組により蓄積した知見等は、個別の報告書等で各府省に共有するだけではなく、「効果的な政策立案・
改善に向けた政策評価のガイドライン」（令和６年３月策定。令和７年１月改定）を改定し、体系的に整理し各府
省に提供する。各府省の政策担当者の政策立案・改善の実務に役立つよう、各府省からのフィードバックを受けな
がら、当該ガイドラインをより使いやすいものに改善する。

２　行政運営改善調査
（業務の概要）
　行政運営改善調査は、政策担当府省とは異なる主体である行政評価局が政策効果の把握・分析を行い、各府省自身
では気付くことができない政策の設計上・運営上の課題を摘示し、各府省における政策改善・政策推進に資する情報
を提供する取組である。
　具体的には、以下のプロセスにより実施する。
①�　行政相談に寄せられた声や地方公共団体などの現場の声、国政の重要課題等を踏まえて調査テーマを決定し、管
区行政評価局等の全国的なネットワークを活用し、現場の実態について実地に調査
②�　調査で把握した課題やその解決方策等を取りまとめ、関係府省に対し情報提供（大臣からの勧告、局長からの通
知等）
③　課題の改善状況や調査対象とした政策の進捗状況について、適時にフォローアップを実施

（令和７年度の取組事項）
　各府省の課題認識を共有した上で、政策の効果に着目し、各府省の「政策の効果を上げる」、「政策を前に進める」
ために有益な情報を提供できるような調査の実施に引き続き取り組む。
　また、各府省の所管業務のDXの実現可能性やBPRの前提となる現場の実態の把握、課題発掘等のための調査を実
施し、政府全体のDXの推進に貢献する。

〈調査テーマの選定〉
　国民生活や社会経済への影響が大きいなど改善の必要性が高いと考えられるものや、各府省単独では対応が難し
い課題（複数府省に関係する政策課題、個別府省では解決が難しい分野横断的な課題等）などを中心に、関係府省
のニーズや政策改善に生かせるタイミングにも留意しつつ、政策評価審議会での議論を経て調査テーマを随時決定
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する。
　その際、社会経済の変化により、従来の制度では現在生じている様々な社会的問題に対応できなくなっている事
象を捉えて、制度の検討に役立つ課題を整理・提示することも視野に入れて、特に、急速に進む人口減少や少子高
齢化への対応、人格と個性を尊重し支え合う共生社会の構築、防災を始めとした国民の安全・安心の確保に着目し
て選定する。
　各府省における施策の実施状況や国民、社会及び地域が抱える課題から行政課題を把握する活動（常時監視活動）
によって得られた成果については、調査テーマの選定に活用するだけではなく、当該課題等の関係者に積極的に提
供し、行政課題の改善に資することを目指す。
　管区行政評価局等においては、上記を踏まえ、常時監視活動の際に、後述の地方公共団体等への「能動的に困り
ごとを「取りに行く」活動」の取組等も活用し、地域が抱える課題を端緒とした国の行政課題の把握に積極的に取
り組む。

〈調査の実施〉
　個別調査ごとに、政策効果がどのように発現しているかを測定する指標について調査設計時にできる限り具体的
に設定し、調査実施後のフォローアップにおいてこれを測定する。
　調査の実施に当たっては、現地での実態把握に加え、政策効果の把握・分析に関する知見を活用するなど、調査
手法の多様化に取り組む。
　また、行政課題の迅速な改善を促進するため、より効率的な調査の実施と迅速な調査結果の提供に努めるととも
に、勧告等を行うことに必ずしもとらわれず、調査途上において各府省が政策を前向きに軌道修正した場合も高く
評価する。
　調査実施後は、調査の各工程の状況、工夫した取組等について振り返り・評価を行うとともに、政策効果の発現
状況の測定結果も踏まえ、当該調査全体についての評価を行い、調査業務の改善方策を検討・実施し、調査の質の
向上を図る。
　また、管区行政評価局等では、行政相談や地域における課題を端緒として、独自に企画・実施する調査を含め、
行政課題の解決を図る取組を行う。

３　行政相談
（業務の概要）
　行政相談は、行政相談委員とともに、どこに相談したらよいか分からないものを含め、国民の行政に関する困りご
とを幅広く受け付け、関係行政機関にあっせん・通知を行うこと等により、個々の相談事案の解決や行政の制度・運
営の改善を図る取組である。
　行政の制度・運営の改善に当たっては、行政改善推進会議（行政相談のうち制度等の改善に係るものについて民間
有識者の意見を反映させるための懇談会）や行政運営改善調査等の行政評価局が有するツールを活用している。
　また、行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間有識者で、全国に約5,000人配置されている。国民に身近な
相談窓口として重要な役割を果たしており、その活動が円滑に行われるよう、地方公共団体に対する協力要請、研修
の充実等の支援を行っている。

（令和７年度の取組事項）
　行政相談を通じて地域の行政課題を把握し、その解決を図るため、行政相談月間の取組など前年度から新たに開始
した取組の成果を検証しつつ、引き続き行政相談制度の認知度の維持・向上や事案対応能力の向上に取り組むととも
に、地方公共団体との連携を更に強化する。
　これらの取組を充実させるため、既存業務の在り方の見直しに取り組む。
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〈令和６年能登半島地震を踏まえた今後の災害対応〉
　生活支援情報の提供や被災者からの相談への対応を行い、被災者に寄り添う特別行政相談活動について、今後の
災害でも被災者支援に万全を期するため、平時から地方公共団体との連携を強化し、生活支援情報をまとめたガイ
ドブックを地方公共団体にも活用してもらうといった国・地方公共団体共通の情報発信の基盤とする取組などを進
める。

〈能動的に困りごとを「取りに行く」活動〉
　地域の行政課題の現場を抱える地方公共団体、地域住民にとって身近な行政相談委員や郵便局等から、地域の行
政課題を把握し、そのうち国に関する事案については行政相談を始めとする行政評価局の３機能を活用して解決に
結び付ける取組を全国的に展開する。

〈国・地方共通相談チャットボット（G
ガ ボ ッ ト

ovbot）〉
　国・地方共通相談チャットボット（Govbot）については、国民が行政機関に直接問い合わせる前にまずアクセ
スするツールとし、国民の利便性向上や地方公共団体職員等の負担軽減に資するよう、関係府省、地方公共団体等
と連携して搭載分野の拡充、FAQの充実を進めるとともに、搭載分野の拡充に対応した環境の展開やガボットへ
の生成AI活用の実証を踏まえた取組等により機能改善を図る。
　また、ガボットを中心とした国の行政相談業務への生成AIの効率的な活用を目指した調査研究を実施し、その
結果をガボットの機能改善や国の行政相談業務に反映させることにより、より解決の難しい事案対応に多くの時間
を割けるようにし、国全体として相談対応の質の向上を目指す。

　以上のほか、行政機関が行う政策の評価に関する法律第13条に規定する計画は、別紙のとおりとする。
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（別紙）

総務省が行う政策の評価に関する計画

　行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。）第13条の規定に基づき、
令和７年度から９年度までの３年間についての総務省が行う政策の評価に関する計画を以下のとおり定める。

１　評価の実施に関する基本的な方針
　政策評価法第12条第１項及び第２項の規定に基づく評価に関して、令和５年３月28日に一部変更した「政策評価に関
する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定）を踏まえ、以下の取組を推進する。

⑴　統一性・総合性確保評価に関する活動方針（政策評価法第12条第１項の規定によるもの）
　総務省が行う統一性又は総合性を確保するための評価は、政府全体として目指す一定の方向性の下に、重要性・必
要性等を見極めた上で統一性又は総合性を確保する必要のある政策について積極的に実施する。
　また、EBPM（エビデンスに基づく政策立案）推進のための政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究の成果を
活用し、総務省が行う統一性又は総合性を確保するための評価の充実・強化を図る。

⑵　政策評価の客観性を担保するための評価活動（政策評価法第12条第２項の規定によるもの）
　政策評価の客観性を担保するための評価活動については、次のとおり取り組む。
①　各行政機関における政策評価の実施状況の把握
　各行政機関における政策評価の実施状況について、管区行政評価局等の現地調査機能も活用し、情報の収集・分
析を行う。
②　各行政機関が実施した政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための点検
　各行政機関が実施した政策評価について、必要な点検を行い、関係機関に結果を通知し、公表する。また、政策
評価の改善の検討状況も踏まえつつ、点検の見直し・改善の検討を行う。

２　令和７年度から９年度までの３年間に実施する評価のテーマ
　令和７年度に実施するテーマは、５年度から引き続き実施する「生活道路における交通安全対策」とする。このほか、
令和７年度から９年度までの３年間に実施するテーマについては、必要な情報収集を進めながら、国民生活や社会経済
への影響が大きいものなどを中心に、政策評価審議会の議論を経て、随時決定する。

３　その他評価の実施に関する重要事項
⑴　学識経験者の知見の活用
　評価の実施に当たっては、評価の中立性及び公正性の確保並びに評価の質の向上を図る観点から、学識経験者の知
見を活用する。その際、特に、評価の設計や分析に関し、政策評価審議会の調査審議に付議する。

⑵　改善措置状況のフォローアップ
　勧告に対する各行政機関の改善措置状況をフォローアップし、政策への反映状況と政策効果を十分に確認する。

⑶　評価に関する情報の公表
　「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」（平成22年５月28日政策評価各府省連絡会議了承）を踏まえ
て、総務省が行う政策の評価に関する情報を公表する。
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⒆�　EBPMに関する有識者との意見交換会報告（議論の整理と課題等）（概要）（平成30年10月�総務省）

【概要】ＥＢＰＭに関する有識者との意見交換会報告（議論の整理と課題等）①

ランダム化比較
試験（RCT）

ある政策手段の対象とするグループ（介入グループ）と対象としないグループ（比較グループ）の間の比較を行うもの。政策効果以外の
条件の介在を排除するため、上記グループ分けはランダムに行う。実施にコストがかかる上、場合によっては対象者にもどちらのグループ
か分からないようにする（自然な行動の結果を把握するため）など、厳密性を確保するためには様々な条件設定が必要である。学術的には、
「因果関係」の推論のためにはＲＣＴが最も有効であり、結果が分かりやすく示せるメリットもある。

疑似実験・
自然実験

何らかの理由で異なる取組の対象となっている複数のグループの間で効果の比較を行うことにより（あたかも実験が行われたような状況
を取り出して）因果関係を分析するもの。同じような条件の複数のグループをうまく見つけ出すことは容易ではなく、データが存在しなけ
れば分析できない。ＲＣＴに比べて不完全さがあるが、コストがかからないメリットがある。

その他の分析統計 上述に比べて、エビデンスのレベルは低くなるが、回帰分析等の分析統計の手法も有用である。

○ 政策立案に当たってのエビデンスとしては、分析統計（統計学の手法でデータを解析して政策効果の因果関係の推論を行うもの。）が強
調されるが、記述統計（平均、分散などが示すデータの特徴）についてもエビデンスたり得ると考えられ、どちらも政策立案にとって重要。

○ エビデンスに基づき、政策手段が政策目的に照らして効果を上げているか、複数の政策手段の選択肢の中で効果の高いものをいかに
選択するか、という観点から因果関係を分析することは、ＥＢＰＭが目指すべき重要な要素である。政策の効果を捉えるにはデータに
よる統計的分析手法を活用することが考えられ、例えば以下のような因果関係の推論の手法が存在。

○ 限られた資源を効果的・効率的に利用し、行政への信頼性を高めるためには、エビデンスに基づく政策立案の推進が必要という観点か
ら、小倉総務大臣政務官（当時）のもと、EBPMに造詣の深い有識者を招き、政府におけるEBPMの推進に向けた課題について計５回の意見交
換を開催。

○ 本意見交換は、一つの結論を得ることや、政府としての取組方針の提示を目指したものではないが、今後の取組を考えていく上で、示唆に
なり得る多様な見解が得られた。

～本報告書の位置づけとEBPMが求められる背景、意義～

※ 投入される資源（インプット）、実施される活動（アウトプット）、その結果生じる成果（アウトカム）の間における論理的関係を簡潔に表現する説明
図として、ロジックモデルがある。因果関係の分析の前提として重要であり、論理関係を整理する中で政策の見直しにつながるケースもある。

日時 有識者（役職名は開催日時点のもの）
第1回 平成30年3月16日 慶應義塾大学 総合政策学部 中室牧子 准教授／ＵＣＬＡ 津川友介 助教授

第2回 平成30年4月20日 早稲田大学政治経済学術院 大湾秀雄 教授／東京大学大学院経済学研究科 川口大司 教授

第3回 平成30年5月30日 東京大学大学院医学系研究科 橋本英樹 教授／一橋大学社会科学高等研究院 中村良太 准教授

第4回 平成30年7月10日 シカゴ大学公共政策大学院ハリススクール 伊藤公一朗 助教授／環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対
策事業室 池本忠弘 室長補佐／横浜市財政局財政部財政課 津田広和 課長

第5回 平成30年7月26日 東京大学大学院経済学研究科 大橋弘 教授／東京大学大学院法学政治学研究科 田辺国昭 教授

◇開催実績

◇エビデンスについて

【概要】ＥＢＰＭに関する有識者との意見交換会報告（議論の整理と課題等）②

○ EBPMを政策プロセスに活用していく上での意義や課題について、以下のような意見が出された。

意
義

・ 利害関係や、しばしば輻輳する目標の中で行われる現実の政策決定のプロセスにおいて、いわば普遍的なエビデンス（数字により示されるデ
ータ分析結果等）を踏まえ、具体的な課題の解決を探っていくことが重要と考えられる。このように、科学的・合理的な手法で得られたエビデ
ンスを踏まえて政策決定に至ることで、アカウンタビリティが果たされると考えられる。

課
題
・
留
意
点

・ 政策立案は、必ずしも数値化、客観化できるものだけではなく、価値観等の測定できない要素が重要なものもある。また、どんなに優れた方
法論を使っても、エビデンスの質には不確実性等の課題が残る。しかし、仮にエビデンスに基づき導かれる結果とは異なる政策決定を行う場合、
合理的な説明が求められるため、その場合でも、エビデンスは、透明性、説明責任の確保に重要な役割を持つ。

・ 政策の実施は、それが評価できるような形には必ずしもなっていない。関連する政策が同時に始まり、とても複雑な政策が実行される場合は、
一つの政策の効果の測定は困難である。

・ エビデンスとしては定量的なものだけでなく、定性的なもの（海外も含む文献調査、関係者からの聞き取り等）も同等に重要である。

◇政策の立案プロセスとEBPMに関する論点等

◇政策プロセスの中でのEBPMの取組例など

◇EBPMの定着に向けて必要な条件整備等

【ナッジ（人々が自発的に望ましい行動を選択するように促す手法）】
○ 米国の事例として、エネルギー供給事業者が行動科学の知見を活用した「ホームエネルギーレポート（両面１枚）」を送るだけで省エネ効果。
○ 我が国でも試行的取組が開始（節電等の効果検証）。実例の創出・蓄積等を行い、どのような適用が効果的・適切かを検討する必要。

【地方自治体レベルでの取組】
○ ニューヨーク市の事例として、「CEO（Center for Economic Opportunity、2006年設立）」が事業部局に対して施策のライフサイクルを
パッケージで支援。貧困削減、教育、雇用、健康、資産形成、犯罪対策等の分野でエビデンスを重視したパイロット事業の実施、戦略的な評価。

【エビデンスを踏まえた予算配分】
○ 米国の事例として、「十代妊娠防止プログラム」（エビデンスレベルに応じて予算を傾斜配分）、各省庁予算要求時のエビデンスの要件化。
○ 信頼度の高いエビデンスの創出を行政機関に促すために、予算配分における動機付け（インセンティブ）は有効な取組。

（１）行政部内における人材育成・確保
研修・教育のプログラム拡充、国内外への留学、データ分析等に関する博士号取得者など高い専門性を有する人材の採用・配置（例：英国に

おける各省に配置された政府エコノミスト）。専門的分析を的確に解釈するスキルが必要。
（２）大学・研究機関（研究者）との連携

研究者の側からも、行政側との普段からのコミュニケーションを図り、行政と連携したテーマ選定・調査設計に生かしていくことが重要。
（３）エビデンスの創出、伝達、蓄積等を行う専門組織（エビデンス組織）―諸外国の事例と我が国への示唆

諸外国のエビデンス組織（例：英国のWWC等）の機能や位置付け等を参考に、我が国において有効な仕組み、在り方を検討する必要。
（４）データの利用、アクセスの確保と個人情報保護

行政保有データ等の利活用・アクセスの円滑化、利用者側の規律確保が必要。（統計制度や個人情報保護制度の改正による個票データの利活
用の基盤整備、オンサイト施設の利用の仕組みの整備は進行。その実効ある運用等、円滑なエビデンス創出のための方策を検討する必要。）

（５）倫理規範
RCT、ナッジにおける介入実験の実施には倫理的な配慮が必要。倫理規範の在り方等（倫理的課題とそのクリアの方法）を検討する必要。
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⒇　政策評価（統一性・総合性確保評価）テーマ一覧

№ テーマ名 勧告等日
1 地域輸入促進に関する政策評価 H15. 1. 28
2 容器包装のリサイクルの促進に関する政策評価 H15. 1. 28
3 リゾート地域の開発・整備に関する政策評価 H15. 4. 15
4 障害者の就業等に関する政策評価 H15. 4. 15
5 政府金融機関等による公的資金の供給に関する政策評価 H15. 6. 6
6 特別会計制度の活用状況に関する政策評価 H15. 10. 24
7 経済協力（政府開発援助）に関する政策評価 H16. 4. 2
8 検査検定制度に関する政策評価 H16. 4. 2
9 少子化対策に関する政策評価 H16. 7. 20
10 湖沼の水環境の保全に関する政策評価 H16. 8. 3
11 留学生の受入れ推進施策に関する政策評価 H17. 1. 11
12 大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価 H18. 3. 31
13 少年の非行対策に関する政策評価 H19. 1. 30
14 リサイクル対策に関する政策評価 H19. 8. 10
15 PFI事業に関する政策評価 H20. 1. 11
16 自然再生の推進に関する政策評価 H20. 4. 22
17 外国人が快適に観光できる環境の整備に関する政策評価 H21. 3. 3
18 配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価 H21. 5. 26
19 世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価 H21. 6. 26
20 バイオマスの利活用に関する政策評価 H23. 2. 15
21 児童虐待の防止等に関する政策評価 H24. 1. 20
22 法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価 H24. 4. 20
23 ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価 H25. 6. 25
24 消費者取引に関する政策評価 H26. 4. 18
25 食育の推進に関する政策評価 H27. 10. 23
26 グローバル人材育成の推進に関する政策評価 H29. 7. 14
27 クールジャパンの推進に関する政策評価 H30. 5. 18
28 農林漁業の６次産業化の推進に関する政策評価 H31. 3. 29
29 高度外国人材の受入れに関する政策評価 R1. 6. 25
30 女性活躍の推進に関する政策評価 R1. 7. 2
31 地籍整備の推進に関する政策評価 R1. 12. 6
32 死因究明等の推進に関する政策評価 R3. 3. 12
33 外来種対策の推進に関する政策評価 R4. 2. 15
34 不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価 R5. 7. 21

（注）１　令和７年４月時点
　　　２ 　政策評価（統一性・総合性確保評価）結果の政策への反映状況については、

総務省ホームページを参照。
　　　　（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/ketsyka.html）
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㉑　外来種対策の推進に関する政策評価（令和４年２月15日 総務省） 

外来種対策の推進に関する政策評価の結果（ポイント） 総務省

令和4年2月15日、総務大臣から環境大臣に意見を通知
● 外国起源の外来種については、外来生物法(注)等に沿って、生態系の維持等の観点から様々な対策が講じられてきたが、
その分析や評価は、必ずしも明らかになっていない状況

⇒ 具体的な取組の実態を把握するため、四つの外来種（ヒアリ、アライグマ、オオキンケイギク及びセイヨウオオマルハ
ナバチ）を選んで、対策の取組状況を実地に調査

背景 (注)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号）

・ 環境省の生息分布調査結果を活用していない地方公共団体が多い
・ 捕獲頭数の数値が都道府県単位の情報となっているなど、市町村に
おける防除の準備に活用しづらい等の意見あり

もう少し知りたい（概要P3） もっと詳しくは（政策評価書）

アライグマ
防除に必要な情報の提供について、現在の

取組の検証や評価を行った上で、その在り方
の検討が必要

・ 国全体としての具体的目標など、現状や取組の効果の認識を助ける
情報や、環境省の取組が対策の中でどのように位置付けられ、実際に
どのような成果につながっているかの情報が提供されていない

もう少し知りたい（概要P4） もっと詳しくは（政策評価書）

オオキン
ケイギク

外来種対策の中でのオオキンケイギク対策
の位置付けの考え方を示し、それにふさわし
い目標設定・情報提供を行うことが必要

・ 総出荷数量を半減する目標は達成困難な状況
・ 国（環境省・農林水産省）、地方公共団体、関係団体による様々な
対策の現状について国が全体をどう評価しているかを示す情報が提供
されていない

もう少し知りたい（概要P5） もっと詳しくは（政策評価書）

セイヨウ
オオマル
ハナバチ

個々の主体が自ら積極的に取組を進められ
るよう、現在の取組の評価や達成した成果を
示す情報の提供が必要

・ 外来種対策の展開のためのPDCAに必要な情報の提供が不十分
・ 環境省における現行の政策評価は、国全体の取組の現状についての
評価に関する情報が提供されているとは言い難い

もう少し知りたい（概要P5） もっと詳しくは（政策評価書）

外来種対策
の評価の
課題

政策評価を含め、外来種対策のPDCAを適
切に回していくための方策の在り方について
検討が必要

意

見

もう少し知りたい（概要P2） もっと詳しくは（政策評価書）

ヒアリ
今後の水際対策におけるオペレーションや

取決めの在り方を進化させるため、現状の検
証や評価が必要

・ 地方公共団体の防除現場で、関係機関との連絡体制など実際の防除
に役立つ取決めが進んでいないところあり

・ 環境省が事前に各地で具体的に働きかけるなどの活動も確認されず

ヒアリ ・ 地方公共団体の防除現場で、関係機関との連絡体制など実際の防除に役
立つ取決めが進んでいないところあり

・ 環境省が事前に各地で具体的に働きかけるなどの活動も確認されず

今後の水際対策におけるオペレーションや取
決めの在り方を進化させるため、現状の検証
や評価が必要

アライグマ ・ 環境省の生息分布調査結果を活用していない地方公共団体が多い
・ 捕獲頭数の数値が都道府県単位の情報となっているなど、市町村における
防除の準備に活用しづらい等の意見あり

防除に必要な情報の提供について、現在の
取組の検証や評価を行った上で、その在り方
の検討が必要

オオキン
ケイギク

・ 国全体としての具体的目標など、現状や取組の効果の認識を助ける情報や、
環境省の取組が対策の中でどのように位置付けられ、実際にどのような成果
につながっているかの情報が提供されていない

外来種対策の中でのオオキンケイギク対策
の位置付けの考え方を示し、それにふさわしい
目標設定・情報提供を行うことが必要

セイヨウオオ
マルハナバチ

・ 総出荷数量を半減する目標は達成困難な状況
・ 国（環境省・農林水産省）、地方公共団体、関係団体による様々な対策の現
状について国が全体をどう評価しているかを示す情報が提供されていない

個々の主体が自ら積極的に取組を進められ
るよう、現在の取組の評価や達成した成果を示
す情報の提供が必要

・ 外来種対策の展開のためのPDCAに必要な情報の提供が不十分
・ 環境省における現行の政策評価は、国全体の取組の現状についての評価に関する情報が提
供されているとは言い難い

政策評価を含め、外来種対策のPDCAを適切
に回していくための方策の在り方について検討
が必要

◇ 人の移動や物流が活発になる中で我が国に持ち込まれてきた、外国起源の外来種
については、外来生物法(注)や政府の計画等に沿って、生態系の維持等の観点から
様々な対策が講じられてきたが、これらの取組についての分析や評価は、必ずしも明ら
かになっていない状況

◇ 本政策評価は、この状況を踏まえ、外来種対策の推進に関する政策について評価を
行うものであり、具体的な取組の実態を把握するため、法律により取引や飼養が規制さ
れている四つの外来種（ヒアリ、アライグマ、オオキンケイギク及びセイヨウオオマルハ
ナバチ）を選んで、対策の取組状況を実地に調査

【調査対象機関等】 環境省、農林水産省、国土交通省、都道府県（13）、市町村（26）、関係団体等
【実 施 時 期】 令和元年8月～4年2月

外来種対策の推進に関する政策評価（要旨）

主な調査結果 結果を踏まえた意見等

外来種対策の取組状況

調査の背景

(注)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号）

通知日：令和4年2月15日 通知先：環境省
※ヒアリ・アライグマ対策については、令和3年6月30日に中間報告

総務省

外来種対策の評価の課題

外来種対策

生態系、人の生命・
身体、農林水産業の

被害の防止

産業管理
外来種

総合対策
外来種

（防除・逸出
防止等）

定着予防
外来種

1
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1 ヒアリ対策

結果を踏まえた意見等

港湾等における水際対策の現状と課題

主な調査結果

外来種対策に係る主な制度の概要

H29年度 30年度 R元年度 2年度

確認事例数（計56） 26 12 10 8

うち生息調査（計22） 10 3 5 4

うち68港湾 （計34） 15 6 7 6

ヒアリが確認された56事例の年度別等事例数

（注1） 「うち生息調査」とは、ヒアリが確認された事例のうち、中国、台湾等からの定期コ
ンテナ航路を有する全国の港湾を対象に環境省が年2回以上実施しているヒアリ
の生息調査、突発的に発見された際の環境省が実施する周辺調査、地方公共団
体が独自に実施しているヒアリの生息調査等を端緒としたヒアリの確認事例数

（注2） 「うち68港湾」とは、ヒアリが確認された事例のうち、中国、台湾等からの定期コン
テナ航路を有する68港湾（令和元年度及び2年度は、休止航路を除く65港湾）にお
けるヒアリの確認事例数

（注3） 令和2年度は、2年8月までの事例数

● 環境省は、国土交通省と連携して、平成29年度から、中国、台湾等か
らの定期コンテナ航路を有する全国の港湾を対象に、ヒアリの生息調査
を年2回以上実施

また、国土交通省と空港管理者は、平成29年度から、国際線が就航す
る全国の空港を対象に、ヒアリの生息調査を年2回実施

● 調査対象とした12のうち7港湾管理者では、平成29年4月から令和元
年8月までに、上記国の調査とは別にヒアリの生息調査を実施

● 現場でのヒアリの発見事例をみると、定期的な調査だけではなく、突
発的に発見された事例が少なくない。このような場合の初動に際し、大き
な役割を果たしている地方公共団体において、関係機関との連絡体制
等の実際の防除に役立つ取決めが進んでいないところもあり、環境省が
事前に各地で具体的に働きかけるなどして、促している活動もみられな
かった

◇ 国は、外来生物法に基づき、生態系等に被害を及ぼすおそれのある外国起源の外来種を「特定外来生物」として指定（注1）し、飼養・
栽培・保管・運搬、輸入、譲渡、放出等を規制するとともに、対象とする生物ごとに防除の目標や方法などを定めて公示（防除の告示）し
た上で、防除を実施

◇ また、国は、愛知目標(注2)の達成に向け、外来種対策を推進するための基本的な考え方や国として実施すべき行動（各種施策・事務
事業）等を取りまとめた行動計画(注3)及び生態系等に被害を及ぼす又はそのおそれがある外来種を選定した「生態系被害防止外来種リ
スト」（特定外来生物を含む429種類）を策定し、対策を実施

これまでのヒアリ対策の成果

● 国内で56事例のヒアリが確認されているものの、その定着は未確認

○ 対象を重点化したモニタリングは、ヒアリの水際での
早期発見に効果を上げているものと評価

○ 環境省に情報を一元化し、環境省が専門家とともに
定める調査・防除の方針に則して対策が的確に講じら
れるために、現状の評価・検証が必要

ヒアリの防除の成否だけでなく、今後の外来種の水際対策における
実際のオペレーションやそのための取決めの在り方を進化させること
に役立てる目的で、検証や評価を行うことが必要

2

（注1）外来生物法の施行（平成17年6月）以降16回の指定により、哺乳類、両生類、魚類、昆虫類、植物等の各分類群のうち156種類を特定外来生物として指定

（注2）平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議で採択された生物多様性の保全に係る具体的な行動目標としての20の個別目標
（注3）「外来種被害防止行動計画」（平成27年3月26日環境省、農林水産省及び国土交通省）

政策評価書 P11～22

区 分 外来生物法 鳥獣保護管理法

目的
特定外来生物による被害の防止（被害未発生時

の予防的捕獲や根絶も含む）

野生鳥獣による生活環境、農林水産業、生態

系に係る被害防止等

狩猟免許非

所持者の取

扱い

適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有し

ていると認められる者は、わなの設置から捕獲、運

搬までの一連の作業が可能

小型の箱わな等を用いて自宅の敷地内や農

林業者が自らの事業地内などで鳥獣を捕獲す

る場合は許可対象とすることが可能

期間・数量
複数年の計画期間で、捕獲数量の上限なし 最長で1年以内の捕獲期間で、捕獲数量を決

めて許可申請

手続

地方環境事務所長及び地方農政局長に対し、防

除実施計画書とともに申請を行い、確認（認定）を

受ける必要

許可権者（都道府県知事等又は地方環境事

務所長）に捕獲許可申請を行い、許可を受ける

必要

2 アライグマ対策

結果を踏まえた意見等

生息分布情報等の提供の在り方

二つの制度を相互に活用した取組

3

主な調査結果

● 国は、地方公共団体における捕獲等の防除活動の具体的な
準備のために重要となるアライグマの生息分布や捕獲頭数など
の情報を提供

● 一方、調査対象30地方公共団体のうち、環境省のアライグマ
の生息分布調査結果を活用したとしているものは1、活用してい
ないとしているもの12、承知していないとしているもの17

● 環境省のアライグマの生息分布調査結果は5㎞メッシュで、
おおよその位置しか把握できず、生息密度が分からないため、
活用が進まないのではないかといった意見

● 環境省が公表しているアライグマの捕獲頭数の数値は、4年
前の実績である、都道府県単位の情報となっているなど、市町
村における防除の準備のために活用しづらいとの意見

● 「侵入初期段階」にあると考えられる9市町村及び
「定着・分布拡大段階」にあると考えられる11市町村で
は、いずれの市町村においても、アライグマの防除を
実施

● 外来生物法では、狩猟免許を持たない者でも捕獲活
動に参加できるようになるなどのメリットがあるが、上記
11市町村のうち4市町村では、外来生物法に基づく防
除を行っていなかった

● 住民にとっては、アライグマのみが防除対象とは限
らず、外来生物法の対象外となるイタチ（在来種）やハ
クビシン（外来種）といった鳥獣にも幅広く対応するため
には、鳥獣保護管理法(注)に基づく捕獲の方が対応し
やすいとの意見

○ 環境省は、アライグマ防除の取組がより効果的に行われるよう、外
来生物法と鳥獣保護管理法それぞれの効果、メリット・デメリットなどを
整理して、総合的な取組の方針を市町村に示すなど、実務における適
切な手段の選択を支援する取組が有用であり検討すべき

5㎞メッシュでのアライグマ分布情報（平成29年度）

（注）「平成29年度要注意鳥獣（クマ等）生息分布調査
報告書」（平成30年3月環境省自然環境局生物多
様性センター）から関東地方部分を参考に抜粋

○ 環境省は、地方公共

団体において捕獲等の

防除活動が効果的に実

施できるよう、各地域に

おけるアライグマの生

息分布状況など必要な

情報の提供について、

現在の取組の検証や評

価を行った上で、その

在り方について検討す

ることが必要

外来生物法に基づく防除と鳥獣保護管理法に基づく捕獲の特徴

政策評価書 P23～33

政策評価書 P29～34

(注)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律（平成14年法律第88号）

－ 253 －－ 253 －

31_CW6_A6260D28.indd   253 2025/06/20   15:10:40



3 オオキンケイギク対策

● オオキンケイギクの生育状況を詳細に把握することができる全国調査は
未実施

● 一級河川の水辺における生育状況をみると、生育が確認された河川数

の割合は増加しており、全国的に分布が拡大

● 調査した環境省10地方環境事務所等のうち6事務所等では、防除等の取

組を未実施。国における対策では、局所的な根絶・低密度化といった分布

拡大阻止のための取組や、そもそもどの地域で局所化を図ることが有効か

といった目標設定に資する分析などの取組はみられず

● 調査した33地方公共団体のうち、防除等の取組を実施していない地方公

共団体は13。取組を実施している地方公共団体の担当者にも「どのような

効果的な施策があるのかの情報が不足しており、根絶することは難しいた

め、どこまで何をすればよいかのゴールが見えていない」との意見

● オオキンケイギク対策の国全体としての具体的目標など、現状や取組の

効果の認識を助ける情報は提供されていない。環境省による啓発・支援活

動が対策の中でどのような成果に至るべく位置付けられ、実際にどのような

成果につながっているのかについても情報がほとんどない

● 調査した1地方公共団体では、特定外来生物（外来植物）のアレチウリに

ついて、防除活動を行うべき場所を特定して防除を進め、局所的な根絶（自

然保護区内）に成功した例あり

生育状況の把握

○ 環境省は、外来種対策の中でのオオ
キンケイギク対策の位置付けの考え方を
示し、当該位置付けにふさわしい目標設
定、情報提供を行うべき

主な調査結果

政策評価書 P35～47

結果を踏まえた意見等

4

国・地方公共団体の取組

24.4％

48.7％

71.1％
80.3％

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1巡目 2巡目 3巡目 4巡目

確認河川数の割合

（注1）「河川水辺の国勢調査」（国土交通省）に基づき、当省が作成
（注2）上記調査は、調査対象河川において、5年間を1巡（平成18年度

以降は10年間で1巡）として実施することとしており、5年又は10
年をかけて、全ての調査対象河川を調査し終えることとなる。調
査対象河川数は、1巡目が78河川、2巡目が119河川、3巡目が121
河川、4巡目が122河川である。

（注3）平成28年度以降5巡目調査を実施しているが、実施途上のため、
記載していない。

一級河川におけるオオキンケイギクの生育分布の拡大状況

（H3～7） （H8～12） （H13～17） （H18～27）

（％）

結果を踏まえた意見等

● 調査した10地方環境事務所等のうち7事務所等では、セイヨウオオマルハナ

バチ(注1)の飼養等施設について毎年行うべき現地調査を実施しておらず（平成

30年度）、環境省は飼養等の実状を十分に把握するに至っていない
(注1)トマトの花粉媒介昆虫として広く利用され、北海道で定着を確認。行動計画では、国が飼養等施設の適

正管理の徹底、在来種への転換の推進を行うこととされている

● 農林水産省は、在来種マルハナバチへの転換に取り組む農業者団体等を

国庫補助事業（養蜂等振興強化推進事業）により支援。同事業を活用し、在来

種マルハナバチの利用農家の割合が上昇した団体がある一方で、転換に理

解を示しつつも蜂の単価や活動量等から取りやめた農家もあった

● 調査した農業者団体等や地方公共団体の担当者からは、生産農家が在来

種への転換自体をリスクと感じている、また、在来種のメリットなど的確な情報

提供がされれば転換が進むのではないかといった意見

● 令和2年までに平成27年比でセイヨウオオマルハナバチの総出荷数量を半

減するとの目標(注2)は達成困難な状況。セイヨウオオマルハナバチにとられて

いる様々な対策の現状について、国が全体をどう評価しているかなどを示す資

料は見当たらない
(注2)「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方針」（平成29年4月環境省、農林水産省）による

4 セイヨウオオマルハナバチ対策

○ 環境省は、個々の主体が自ら積極的
に取組を進められるよう、現在の取組に
ついての評価やこれまでに達成した成
果を示す情報を提供すべき

5

主な調査結果

結果を踏まえた意見等

5 外来種対策の評価の課題

外来種対策の評価には、同対策の取組の個別性、活動主体の多様性、目標

設定の困難性といった考慮すべき点はあるが、

● 国以外の主体の自主的な取組を促すためには、国全体の取組の現状につ

いての評価を含め適切かつ必要な情報提供が重要であるものの、現在、外

来種対策の展開のためのPDCAに必要な情報の提供は不十分

● 環境省における現行の政策評価は、一部の外来種について個別の評価を

行うにとどまり、国全体の取組の評価に関する情報が提供されているとは言

い難い

（注）環境省資料に基づき、当省が作成

マルハナバチの全国における出荷量の推移政策評価書 P48～62

主な調査結果

○ 環境省は、政策評価を含め、外来種
対策のPDCAを適切に回していくための
方策の在り方について検討することが
必要

政策評価書 P63～66

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

H1
5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

セイヨウオオマルハナバチ クロマルハナバチ

半減目標
の基準年

特定外来生物
の指定

（コロニー）
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1 評価の対象とした政策
本政策評価においては、外来種対策の推進に関する政策として、次の法律、計画等に基づいて関係行政機関が実施している外来種対策

の推進に関する各種施策・事務事業を評価の対象としている。
○ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号）
○ 「生物多様性国家戦略2012-2020」（平成24年9月28日閣議決定）
○ 「外来種被害防止行動計画」（平成27年3月26日環境省、農林水産省及び国土交通省）

2 評価を担当した部局
総務省行政評価局 評価監視官（連携調査、環境等担当）

3 評価の観点
本政策評価は、行動計画等により取り組まれている外来種対策の推進に関する施策等について、関係行政機関等における各種取組の実施

状況を明らかにするとともに、当該取組の効果を検証し、関係行政の今後の在り方の検討に資するために実施したものである。

4 政策効果の把握の手法
関係省、都道府県、市町村、関係団体等を対象に、四つの外来種（ヒアリ、アライグマ、オオキンケイギク及びセイヨウオオマルハナ

バチ）に係る外来種対策の推進に関する各種取組の実施状況、国の各種取組の活用状況、関係機関の連携状況等について実地調査を行い、
その実施状況や効果等を把握した。

なお、本実地調査の結果（ヒアリ、アライグマ）については、令和3年6月30日に中間報告を行った。
（https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_030630000150527.html）

5 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
本政策評価の企画立案及び取りまとめに当たって、次のとおり、政策評価審議会の審議に付し、本政策評価の全般に係る意見等を得た。

① 令和元年7月10日 政策評価計画
② 令和3年5月26日 調査の状況（実地調査結果の中間報告）
③ 令和4年1月31日 調査の状況（政策評価の方向性）
なお、上記審議会の議事要旨及び議事録は、総務省ホームページで公開している。
（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyokashingikai_n/hyoukashingikai.html）
また、本政策評価の政策効果を把握するための手法の検討に当たって、国立研究開発法人国立環境研究所の協力を得た。

6 政策の評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項
当省が実施した実地調査結果のほか、主として次の資料を使用した。

① 行政事業レビューシート（環境省、農林水産省、国土交通省）
② 生物多様性国家戦略2012-2020の実施状況の点検結果（生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議）
③ 特定外来生物等専門家会合資料（環境省）
④ ヒアリ対策関係省庁連絡会議資料（環境省）
⑤ 特定外来生物ヒアリに関する情報（環境省）
⑥ 平成29年度要注意鳥獣（クマ等）生息分布調査報告書（環境省）
⑦ 河川水辺の国勢調査（国土交通省）

＜政策評価に当たっての基礎情報＞

6
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㉒　不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価（令和５年７月21日 総務省）

◇ 小中学校の不登校児童生徒数は9年連続で増加。令和3年度には約24.5万人と過去最多

◇ 平成28年に教育機会確保法が成立し、29年に国が同法に基づく基本指針を策定
→ 個々の児童生徒の状況に応じた必要な支援をすること、その際、学校への登校という結果のみを目標にせず、児童生徒が自らの
進路を主体的に捉えて、社会的自立を目指すとの方針を明確化

◇ 学校等において児童生徒の意向を踏まえ、必要な支援が届けられているか実態を調査

（小・中学校28校等における支援の実施状況を実地に調査したほか、児童生徒・保護者にアンケートを実施し、各支援に対する
受け止めを把握）

不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価（要旨） 総務省

調査の背景

情報を収集し、不登校に至る
経緯や本人の状態を把握

通知日：令和5年7月21日 通知先：文部科学省

本人等が望む支援内容に
ついての意向も確認しつつ
検討

学校外の場所に通う児童
生徒の状況等を把握し、
悩みや今後の意向を踏まえ
支援策を改善

支援策の検討

フォローアップ

現場で求められる方向性

○ 学校は、児童生徒や保護者の
状況に応じ、相談しやすい環境を
整える工夫の検討・実践を続けて
いくこと。

○ 国の方針を支援の前提として
共有しつつ、保護者等が求める
支援内容を把握し、必要に応じて
民間施設等の情報を提供すること。

文部科学省は、
左記のギャップを踏まえた支援策の
推進を図っていくべき。学校による支援と

その受け止めにギャップがある

当省の意見

アセスメント

【不登校児童生徒への支援の流れ】 主な調査結果

・ 相談体制を整備

・ 公的支援施設の情報を提供

・ フォローアップを実施

・ 「相談しづらい」との声が多い

・ 民間支援施設の情報も欲しい

・ 学校が登校を前提としている

・ 教職員によって、フォローアップ
の対応に差がある

1

Ⅰ 不登校児童生徒の状況把握（アセスメント）

個々の児童生徒・保護者の

状況に応じ、相談しやすい

環境を整える工夫の検討・実践を

続けていくこと（※）が期待される。

（※） 例えば、気持ちをうまく表現できない
場合にはSCによる心理面の支援を、
学校への不信感がある場合には、
学校外を含む相談先を紹介するなど。

現場で求められる方向性

◇ 学校は、不登校児童生徒やその保護者からの相談や家庭訪問等を通じて、不登校に至る経緯や支援策の検討に必要な情報を把握

2

 全校で相談体制を整備

➣ 相談室を設置し、電話やメール等でも受け付け、家庭訪問も実施

➣ 養護教諭やスクールカウンセラー（ＳＣ）など複数の者が対応できる体制を
整備

 全校で相談方法を周知

➣ 保護者等に対し、相談方法を周知（プリント・保護者会・朝礼など）

 「相談しづらかった」とする者が一定数存在

➣ 児童生徒 約51％、保護者 約35％

 理由： 大人への説明のしづらさ、学校への不信感

➣ 児童生徒 ： 「自分の気持ちをどう表現すればよいか分からない」
「言っても分かってもらえない」
「相談内容が漏れないか不安」

➣ 保護者 ： 「学校が信頼できない」
「気持ちの不安定な子に理解・知識のある人に対応してほしい」

相談体制を整えるだけでは「相談のしづらさ」等が改善できるとは限らず、
別途のアプローチが必要

児
童
生
徒
・
保
護
者
へ
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ト
結
果

小
・
中
学
校
へ
の

調
査
結
果

分
析

制度等の概要
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Ⅱ 支援策の検討（支援情報や国の方針の提供）

学校や教育委員会等は、

国の方針を支援の前提として

共有しつつ、児童生徒や保護者が

求める支援内容を把握し、

必要に応じて民間施設の情報や

それらについて相談できる環境等

を提供する取組が求められる。

現場で求められる方向性

◇ 教育機会確保法に基づく基本指針等では、「学校への登校という結果のみを目標にしない」との国の方針や、学校外で学べる施設や
相談窓口等に関する情報を学校が提供する方針も明確化

◇ その上で、学校のほか関係機関は、連携して児童生徒や保護者の意向を踏まえた支援の方向性を検討

制度等の概要

 約9割の学校が公的機関の情報を
提供していたが、民間施設の情報を
提供していたのは約3割

 公平性などの観点から民間施設の
情報提供には消極的

 保護者の約7割が民間施設の情報
提供を要望

 「専門的な知識のある者の相談窓口
がほしい」などの保護者の意見

 約8割の学校が、国の方針 を
保護者等に周知したとしている。

（※） 「登校という結果のみを目標としない」

国の方針の提供

 国の方針を知らない保護者は約6割
→ 同方針を知っていれば学校以外の
支援先を選択した可能性あり

（※） こどもが日中自宅で過ごす保護者の約７割

 「学校が支援に当たって登校を前提
にしていた」とする保護者の意見

3

児
童
生
徒
・
保
護
者
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

小
・
中
学
校
へ
の

調
査
結
果

分
析

 国の方針は、保護者等の支援策の
検討に影響を与える可能性あり

 多忙な個々の教職員や学校のみに
よる対応には限界

支援情報の提供

Ⅲ 学校外の支援施設に通う児童生徒の活動等の把握状況（フォローアップ）

学校においては、

「チーム学校」による対応を

進めるなどにより、児童生徒に

寄り添った支援策となっているか

振り返りつつ、フォローアップに

取り組んでいくことが期待される。

4

◇ 不登校児童生徒が学校外の支援施設で指導を受けている場合、学校がその学習活動の状況等を把握し、学習支援や進路指導を
行うことが必要

制度等の概要

28校のうち、学校外の支援施設に通う児童生徒が在籍しているのは22校

 全校が児童生徒の学習活動の状況等を継続して把握

 一方で、学校外の支援施設等からは、業務多忙等を背景に、「教職員によっては、
フォローアップの対応に差がある」との意見

⇔ 教頭などの担任以外の教職員が学校外の支援施設と意見交換等を行い、
その結果を担任等と共有するなど「チーム学校」 として取り組んでいる例

 約8割の保護者が「学校が気にかけてくれた」、「要望を伝える機会があった」と回答

 学校の関与を望む意見や、望まない意見など様々

➣ 児童生徒 ： 「放っておいてほしいときは、放っておいてほしい」

➣ 保護者 ： 「中学3年生になると学校から連絡がなくなり、学校での出来事が
分からず、行事への参加がしづらくなった」

「学校外の支援施設に通うようになってから、学校とのやり取りが

一切なくなった」

「「学校においで」とプレッシャーを与えると余計に通えないこともある」

児童生徒がどのような関与を求めているかにも配慮しつつ、
フォローアップに取り組んでいくことが重要

児
童
生
徒
・
保
護
者
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

小
・
中
学
校
や
学
校
外
の

支
援
施
設
へ
の
調
査
結
果

分
析

現場で求められる方向性

（※） 「チーム学校」
校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学

校内の多様な人材が、それぞれの専門性をいかして能力を発揮し、こどもたちに必要な資質・能力を確実に身に付けさ
せることができる学校
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第２節　EBPMに係る動向

１　EBPM関係
⑴　統計改革の基本方針（抄）

� 平成28年12月21日
� 経済財政諮問会議

１．基本的考え方
　経済統計は、より正確な景気動向判断だけでなく、我が国経済構造の正確な把握を通じて「証拠に基づく政策立案
（EBPM）」を支える基礎となり、また、国際社会で活躍する我が国民間企業の経営判断を始めとする国民の合理的意思
決定の基盤となるものである。

　このため、少子高齢化の進展、人々の働き方や世帯構造の変化、情報通信関連技術の発展と新サービスの誕生による経
済社会構造の変化に対応し、経済動向を的確に捉え、より正確な景気動向の把握を行うよう、最近の諸外国の取組も踏まえ
つつ、経済統計を整備・改善することは、経済財政政策運営だけでなく、民間経済主体にとっても重要な課題である。もち
ろん、こうした経済統計は、幅広い国民ユーザーに、わかりやすく、また利用しやすく情報提供されなければならない。

　利用者の視点に立った外部からの検証･チェックと、それを可能とする統計関連情報の徹底した情報開示を推進するこ
とを通じ、以下（別紙を含む）に掲げた取組を着実に実施に移しつつ、抜本的な統計改革、一体的な統計システムの整備
に取り組んでいく必要がある。こうした統計改革を強力に進めるため、統計行政部門の取組を政府として後押し・進捗評
価する仕組みの構築、統計行政部門の実施体制の強化等を通じて、我が国の統計システムのガバナンスを構築する。あわ
せて、そうした抜本的改革を進めるためにも、我が国統計分野が抱える構造的課題に対処していく。

　このような認識に立ち、以下により、政府一体となって統計改革を推進する。

３．統計改革推進会議（仮称）の設置
　政府全体におけるEBPMの定着、国民のニーズへの対応等の統計行政部門を超えた見地から推進するため、関係閣僚等
で構成する統計改革推進会議（仮称）を設け、改革の大きな方向性を取りまとめるとともに、改革の進捗状況をチェック
する。
　統計改革推進会議では、以下に掲げる抜本的な統計改革、一体的な統計システムの整備について検討し、具体的な方針
を取りまとめ、来夏の骨太方針に反映するとともに、統計委員会、関係府省等が連携して進める具体的取組の進捗状況を
チェックし、改革を後押しする。

・GDP統計の精度向上、生産面を中心に見直した GDP統計への整備等、経済統計の改善

・統計システムの再構築（利用者視点に立った信頼性向上等）

・統計行政部門の構造的課題への対応（人員・予算等の検討、人材の育成・確保、業務の効率化等）
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⑵　統計改革推進会議最終取りまとめ（抄）

� 平成29年５月19日統計改革推進会議決定

１．EBPM推進体制の構築
⑴　基本的な考え方

　EBPMの推進には、政策の前提となる関連事実と政策課題を的確に把握するとともに、具体的政策の内容とその効果
をつなぐ論理、政策効果とそのコストの関係を明示することが欠かせない。このようなEBPMの基盤をなすのが、統計
等データ（統計、統計ミクロデータ1及び統計的な利活用を行うために用いられる行政記録情報2をいい、それらのデー
タの利用や解釈を行うために必要な関連情報3（メタデータ）を含む。）を始めとする各種データなどの客観的な証拠で
あり、政策課題の把握、政策効果の予測・測定・評価による政策の改善と統計等データの整備・改善が有機的に連動す
るサイクル（EBPMサイクル）を構築することが必要である。
　すなわち、EBPMに際して、政策部局では、統計等データを用いて事実・課題の把握、政策効果の予測と測定、評価
を行う。このようなEBPMの取組に必要な統計等データに対するニーズ・要望が顕在化し、それが統計部局やデータ管
理部局に伝達される。要望を受けた統計部局やデータ管理部局は統計等データの整備・改善を行い、それが政策部局に
提供されて、改善された統計等データの利活用につながる。
　このようなEBPMサイクルの構築には、これを担う職員の意識改革を含めて、中長期的な視点に立った取組が必要と
なる。その第一歩として、EBPM推進の要となる機能を整備するとともに、政策、施策、事務事業の各段階のレビュー
機能における取組を通じてEBPMを実践し、手法の開発を行いつつその適用範囲の拡大を図るものとする。
　以上の考え方を踏まえ、官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号） に基づく官民データ活用推進基本計画
においてEBPM推進の基本的方針を定める。

１　統計の作成のために事実の報告を求める調査によって集められた情報や、当該情報を特定の個人や法人等の識別ができないよう加工した匿名
データのこと

２　行政機関の職員が職務上作成・取得した情報のこと
３　例えば、標本抽出法、用語の定義、回収・督促状況、母集団推定方法など

⑵　推進の要の整備
①　各府省においてEBPM推進に係る取組を総括する機能

　府省の行政に関し、EBPM推進に係る取組を総括するEBPM推進統括（仮称。以下同じ。） を各府省に置く。
　EBPM推進統括官は、以下に取り組む。

・ 　統計等データの利活用状況のモニタリングや利活用に関する指導・支援等を通じた、事実・課題の認識、政策の
立案と評価における統計等データの取得・整備・利活用や評価の質の向上

・ 　統計等データの所在案内や、民間を含む府省内外からの統計等データの問合せや要望への府省としての対応やこ
れに関する府省間の調整

・　国以外の機関（公的機関や補助金被交付団体など）が保有するデータ等に関する情報の把握・利活用
・ 　府省の行政に関し委託等を受けて地方自治体がデータを取得する場合に、府省側の規制等により、地方自治体内

部のデータ利活用が進まないようなケースへの対応
・　これらの活動を支える人材の確保と、適切な職務経験の付与等を通じた育成等
・ 　各府省における、統計部局と政策部局の連携、研究者との協働による分析、統計部局の府省横断的連携、各府省

と統計委員会の連携等の推進

　EBPM推進統括官は、これらの活動を通じてEBPMの取組を積極的に主導し、府省内におけるEBPMの浸透・徹底
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を図る。また、EBPM推進委員会（後述）への報告など、府省内の取組について対外的に説明する立場を担うものと
する。
　このための当面の業務の展開について、府省ごとの状況を踏まえた具体的な検討を行い、EBPM推進統括官の体制
について必要な整備を図るものとする。

②　政府横断的なEBPM推進機能
　EBPM推進統括官等から構成され、政府横断的なEBPM推進機能を担うEBPM推進委員会（仮称。以下同じ。）を
官民データ活用推進戦略会議の下に置く。
　EBPM推進委員会は、以下に取り組む。

・　各府省のEBPM推進統括官が行うEBPMの取組の政府横断的な推進
・　EBPMに係る重点推進分野の政府横断的な決定
・ 　統計等データに対する政府内外からのニーズ・要望ヘの対応について、府省をまたがる事案や、EBPM推進統括

官では対応が困難な事案への対応
・　各府省の行うEBPMを担う人材の確保・育成等に係る政府横断的な取組
・　EBPM推進統括官の取組に対するモニタリング、指導
・　統計等データの利活用を推進するに当たっての統計委員会との密接な連携

　なお、EBPM推進委員会の活動については、有識者がチェック、指導、助言を行うものとする。

⑶　政策、施策、事務事業の各段階における取組
　政策、施策、事務事業の各段階においてEBPMを推進し、政策の評価を、政策改善と次なる政策立案につなげていく。
このため、焦点を絞り、当面、本年度から順次、以下の取組によりEBPMの実践を進める。その際、EBPM推進統括官
は、これらの取組に係るEBPMサイクルが円滑に実行されるよう指導等を行うものとする。

ア　経済・財政再生計画の点検・評価における取組
　内閣府は関係府省と連携し、「経済・財政再生計画」（平成27年６月30日閣議決定）に盛り込まれた歳出改革等につ
いて、経済・財政一体改革推進委員会を中心に、政策効果が大きいと考えられる主要政策を対象として効果分析を深
掘りするなど、制度・政策効果分析等の歳出改革のミクロ分析等を進める。こうした取組の中で、必要な統計等デー
タや分析手法等の検討・開発を進め、各府省の政策におけるエビデンスの利活用を促す。

イ　政策評価における取組
　総務省は、統計等データ利活用の推進及び統計等データの評価書等への明記を、政策評価各府省連絡会議等を通じ
て改めて徹底する。また、統計等データの利活用状況、分析の妥当性等について、各府省から提出された評価書をチェッ
クするとともに、必要に応じ、具体的改善策を提示する。加えて、EBPMのリーディングケースの提示を目指し、総
務省、関係府省及び学識経験者による政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究を行う。

ウ　行政事業レビューにおける取組
　各府省が作成する行政事業レビューシートに成果目標の根拠として用いた統計等データを明記するとともに、成果
目標の比較検証性を高めるための取組を実施することにより、レビューシートによるエビデンスの明確化を図る。ま
た、行政改革推進会議の下で行われる「秋のレビュー」において具体的事例を取り上げて、EBPMの取組について、
外部有識者による試行的検証を実施する。
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⑶　EBPM推進委員会の開催について

� 令和５年３月31日
� 行政改革推進会議決定

１�　社会の複雑化や環境の変化が加速している中、統計等データに基づいて機動的・柔軟に政策を見直し、未知の課題には
試行錯誤も辞さず果敢に取り組むことにより、政策をより良いものとし、ひいては国民により信頼される行政の実現に資
するため、関係行政機関相互の緊密な連携の下、エビデンス（根拠）に基づく政策立案を政府全体として推進する体制と
して、行政改革推進会議の下に、EBPM推進委員会（以下「委員会」という。）を開催する。
　委員会は、行政事業レビューにおけるEBPMの実践を進めるため、各府省庁の行政事業レビュー推進チームに対して
EBPM推進の方針を示しつつ取組を進める。

２�　委員会の構成員は、次のとおりとする。ただし、会長は、必要があると認める場合は、行政事業レビュー推進チームの
メンバーを始めとする関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の関係者の出席を求めることができる。
　　　会　　　長　内閣官房副長官補（内政担当）
　　　副　会　長　内閣官房内閣審議官（行政改革推進本部事務局長）
　　　構　成　員　内閣府政策統括官（経済社会システム担当）
　　　　　　　　　デジタル庁統括官（戦略・組織担当）
　　　　　　　　　総務省行政評価局長
　　　　　　　　　総務省政策統括官（統計制度担当）
　　　　　　　　　会長の指定する官職にある各府省庁のEBPM統括責任者

３�　委員会の庶務は、内閣府政策統括官（経済社会システム担当）の助け並びにデジタル庁統括官（戦略・組織担当）、総
務省行政評価局及び総務省政策統括官（統計制度担当）の協力を得て、内閣官房において処理する。

４　前各項に掲げるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。

附　則
１　この決定は、令和５年４月１日から施行する。
２�　「EBPM推進委員会の開催について」（令和３年10月25日データ戦略推進ワーキンググループ主査代理決定）が廃止され
たことに伴い、当該決定に基づき開催された会議において決定した事項、検討した事項等（「EBPM推進委員会の開催に
ついて」（平成29年７月31日官民データ活用推進基本計画実行委員会会長決定）に基づき開催された会議から引き継がれ
た事項等を含む。）については、委員会に引き継がれるものとする。

参考資料３
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⑷　EBPM推進委員会の構成員の官職の指定について

� 令和５年４月10日
� EBPM推進委員会会長決定
� 令和５年９月28日一部改正
� 令和６年９月20日一部改正

　「EBPM推進委員会の開催について」（令和５年３月31日行政改革推進会議決定）第２項に規定する「会長の指定する官職
にある各府省庁のEBPM統括責任者」として、下記に掲げる官職を指定する。

記

人事院事務総局審議官
内閣府大臣官房政策立案総括審議官
宮内庁長官官房審議官
公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
警察庁長官官房政策立案総括審議官
個人情報保護委員会事務局次長
カジノ管理委員会事務局次長
金融庁総合政策局政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官
こども家庭庁長官官房長
復興庁審議官
総務省大臣官房政策立案総括審議官
法務省大臣官房政策立案総括審議官
外務省大臣官房政策立案参事官
財務省大臣官房政策立案総括審議官
文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官
農林水産省大臣官房政策立案総括審議官
経済産業省大臣官房政策立案総括審議官
国土交通省大臣官房政策立案総括審議官
環境省大臣官房政策立案総括審議官
原子力規制委員会原子力規制庁次長
防衛省大臣官房政策立案総括審議官
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⑸　EBPM・歳出改革等有識者グループについて

� 令和５年３月31日
� 行政改革推進会議決定

１．趣旨
　行政改革推進会議の下、行政全般におけるEBPMを推進するため、EBPM推進委員会に対する専門的な知見からの助言
や行政事業レビュー、調達改善、その他行政改革における重要な課題に係る具体的かつ個別的な調査審議等を行うととも
に、行政事業の公開点検・検証及び調達改善に係る外部評価等の取組を推進するため、EBPM・歳出改革等有識者グルー
プ（以下「有識者グループ」という。）の構成員により、必要に応じ、これらの取組等を行うこととする。

２．構成
⑴　有識者グループの構成員は、行政改革推進会議の了承を得て、行政改革担当大臣が指名する。
⑵　有識者グループに座長を置き、座長は、構成員のうちから行政改革担当大臣が指名する。
⑶　座長は、各構成員の具体的担務を定めるとともに、必要に応じ、構成員のうちから座長代理を指名することができる。

３．運営
⑴�　有識者グループの構成員は、EBPM推進委員会の求めに応じ、EBPMに係る専門的な知見からの助言をすることがで
きる。
⑵�　各府省等が行う行政事業の公開点検・検証及び調達改善に係る外部評価については、構成員のうちから専門的知見を
有する者が随時参画して推進する。
⑶�　座長は、調査審議等の必要があると認めるときは、当該課題に係る会議を開催することとし、当該課題を担務とする
構成員に加え、関係者の出席を求めることができる。
⑷　座長又は座長の指名する者は、適宜、調査審議等の状況を取りまとめ、行政改革推進会議に報告する。
⑸　座長又は座長の指名する者は、必要に応じ、行政改革推進会議に対し、担務に関する意見を提出することができる。

４．庶務
　有識者グループの庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房行政改革推進本部事務局において処理する。

５．その他
　以上に定めるもののほか、有識者グループの運営に関し必要な事項は、座長が決定する。

附　則
１．この決定は、令和５年４月１日から施行する。
２�．「歳出改革等ワーキンググループについて」（平成25年６月５日行政改革推進会議決定）、「独立行政法人改革等に関する
分科会の開催について」（平成25年９月20日行政改革推進会議決定）及び「アジャイル型政策形成・評価の在り方に関す
るワーキンググループについて」（令和４年１月21日行政改革推進会議決定）は廃止する。
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EBPM・歳出改革等有識者グループ構成員の指名について

　令和６年４月22日付けで、令和５年３月31日付けの指名に替えて、下記に掲げる者をEBPM・歳出改革等有識者グループ
構成員に指名する。

記

赤井　伸郎　　大阪大学国際公共政策研究科教授
デービッド・　株式会社小西美術工藝社代表取締役社長
アトキンソン
池田　肇　　　野村證券株式会社常務
石井　雅也　　太陽有限責任監査法人代表社員
石田　惠美　　弁護士、公認会計士（BACeLL法律会計事務所）
伊藤　伸　　　政策シンクタンク構想日本総括ディレクター
伊藤　由希子　津田塾大学総合政策学部教授
上村　敏之　　関西学院大学経済学部教授
上山　直樹　　ウィザーズ弁護士法人パートナー
太田　康広　　慶應義塾大学大学院経営管理研究科エーザイチェアシップ基金教授
大橋　弘　　　東京大学　副学長、公共政策大学院教授、大学院経済学研究科教授
大屋　雄裕　　慶應義塾大学法学部教授
金子　良太　　早稲田大学大学院会計研究科教授、公認会計士
亀井　善太郎　PHP総研主席研究員、立教大学大学院社会デザイン研究科特任教授
川澤　良子　　Social�Policy�Lab株式会社代表取締役
河村　小百合　株式会社日本総合研究所調査部主席研究員
小林　庸平　　�三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社政策研究事業本部経済政策部主任研究員、独立行政法人経

済産業研究所コンサルティングフェロー
小林　航　　　亜細亜大学経済学部教授
佐藤　孝弘　　山形市長
佐藤　主光　　一橋大学国際・公共政策大学院教授
島田　由香　　株式会社YeeY共同創業者、代表取締役
高島　宗一郎　福岡市長
瀧　　俊雄　　株式会社マネーフォワードグループ執行役員CoPA
瀧川　哲也　　ボストンコンサルティンググループマネージング・ディレクター＆パートナー
滝澤　美帆　　学習院大学経済学部教授
◎土居　丈朗　　慶應義塾大学経済学部教授
中空　麻奈　　BNPパリバ証券グローバル統括本部副会長
永久　寿夫　　名古屋商科大学経済学部教授
林　　隆之　　政策研究大学院大学教授
堀川　義一　　一般財団法人経済調査会監事
松村　敏弘　　東京大学社会科学研究所教授
水戸　重之　　TMI総合法律事務所パートナー弁護士
山田　真哉　　芸能文化税理士法人会長
横田　響子　　株式会社コラボラボ代表取締役
◎は座長� 注）肩書は令和６年４月１日時点
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２　行政改革推進会議関係	 	
⑴　政策評価と行政事業レビューの連携―効果的でムダのない行政に向けて―
	 （平成25年４月２日　行政改革推進会議　新藤議員提出）
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⑵　行政事業レビューの実施等について

� 平成25年４月５日
� 閣議決定

１�　政府は、毎年、行政事業レビュー（次に掲げる取組をいう。以下同じ。）を実施することにより、各府省庁が所掌する
事業のより効果的かつ効率的な実施並びに国の行政に関する国民への説明責任及び透明性の確保を図り、もって国民に信
頼される質の高い行政の実現を図るものとする。
⑴�　各府省庁自らが、事業に係る予算の執行状況等について、個別の事業ごとに整理した上で、毎会計年度終了後速やか
に必要性、効率性及び有効性等の観点から検証して当該事業の見直しを行い、その結果を予算の概算要求及び執行に反
映するとともに、それらの結果を公表すること。
⑵　⑴の検証を行うに当たっては、次に掲げる取組を行うこと。
①　事業に係る予算の執行状況等を分かりやすい形で公表すること。
②�　外部性が確保され、客観的かつ具体的で、厳格な検証となるよう、事業に係る予算の執行その他行政運営に関して
識見を有する者の意見を聴くこと。この場合、効果的かつ効率的に意見聴取を行うとともに、一部の事業については、
公開性を確保した上で行うこと。

２�　各府省庁は、補助金や出資等により造成された特定の基金を活用し、事業を実施している場合には、当該基金の執行状
況等を分かりやすい形で毎年公表することとする。

３�　行政事業レビューの実施等に当たっては、統一的かつ効率的に実施する観点から、内閣官房行政改革推進本部事務局に
おいて、各府省庁に共通する手続の策定等を行い、これを推進することとする。

４　行政事業レビュー（国丸ごと仕分け）の実施について（平成23年６月７日閣議決定）を廃止する。

資料１
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⑶　今後の行政事業レビューの実施等について

� 平成25年４月２日
� 行政改革推進会議

１　行政事業レビューの実施について
　行政事業レビューは、各府省自らが、外部性・公開性を確保しながら、予算の執行状況を点検し、その結果を事業見直
しに反映させる取組であり、予算のPDCAサイクルの具体化を図るものである。
　また、国の全事業についてレビューシートが公表されており、事業の実態に加え、予算の要求段階における検討過程が
国民に明らかになった。
　政府は、行政事業レビューを毎年実施することにより、事業のより効果的かつ効率的な実施、国民への説明責任の確保、
透明性の確保を図り、もって国民に信頼される質の高い行政の実現を図るべきである。
　この点について、政府の方針を明確にした上で、責任を持って推進することが望まれる。

２　実施方法等の改善の方向性について
　行政事業レビューの実施方法等については、次のような改善に取り組む必要がある。

【①外部チェック体制の明確化】
・�各府省の推進体制は、政務・職員・外部有識者を構成員とするチームから、職員を中心に構成されるチームに変更す
る。また、外部有識者のチェックは、そのチームとは独立して行われるようにする。

【②外部チェック対象の重点化】
・外部有識者のチェック対象を重点化し、より効果的・効率的な事業点検が行われるようにする。
【③熟議型による公開議論の実施】
・�公開の場での事業点検は継続し、無駄の削減の観点だけでなく、より効果の高い事業に見直すとの観点で熟議型によ
り議論を進める。また、議論の取りまとめ結果は外部有識者の意見として取り扱うものとする。

【④政策評価との連携強化】
・�政策評価との連携強化を進め、情報の相互活用や一覧性のある公表など、それぞれが効率的・効果的に実施されるよ
うにする。

　具体的な改善の方向性については別紙１「行政事業レビューの改善策について」に、改善策を踏まえた全体の実施方法
等については別紙２「行政事業レビュー実施要領」にまとめたとおりであり、政府においてはこれらを踏まえ、毎年の取
組を進めるべきである。
　また、基金を活用した事業については、これまでの行政事業レビューでは執行状況の把握、点検を十分に行えないこと
から、政府として、別途の取組により、これを点検、公表すべきであり、別紙３「基金シート実施要領」にまとめたとお
り進めるべきである。
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（別紙１）

行政事業レビューの改善策について

１．各府省における自律的な取組（事業の点検・見直し）のあり方
⑴　各府省の点検体制について
①�　各府省の職員による責任ある事業の点検が行われるよう、各府省は、大臣官房や各部局等の職員からなる「行政事
業レビュー推進チーム」（以下「チーム」という。）を設置し、行政事業レビュー（以下「レビュー」という。）の着
実な推進を図る。
②�　各府省は、チームとは独立して、外部有識者による事業の効率的・効果的なチェックができるよう体制整備を行う
とともに、外部有識者のチェック結果については、国民にわかるようレビューシートに明記する。
③　外部有識者は全てのレビューシートをチェックするのではなく、
・前年度に新規に開始し、当該年度が点検初年度の事業
・�当該年度に事業の最終実施年度又は最終目標年度を迎えるため、事業の終了又は継続等を判断する必要がある事業
についてチェックするとともに、
・�事業の実施期限がないものや期限途中に事業内容の大幅な見直しを行ったもの等について定期的にチェック（５年
に１度など）
を行い、重点を置いた、メリハリのある効果的・効率的なチェックを実施する。

⑵　事業の点検・見直しの視点・基準について
①�　レビューは、無駄の削減を進めるための取組というだけでなく、より効果の高い事業に改善するための取組であり、
事業担当部局をはじめ各府省の職員は、別添の視点・基準に基づき、特に、
・同じ予算でより多くの成果を引き出す工夫はないか
・より少ない予算で同等以上の成果を引き出す工夫はないか
といった観点から、点検・分析を行う。
②�　各府省は、点検・分析がより具体的かつ定量的で、国民にわかりやすいものとなるよう、外部有識者それぞれの特
性や専門性を十分に活用する。

⑶　点検結果の概算要求への反映について
　チームは、全ての事業に係る事業担当部局の点検結果についてチェック（サマーレビュー）を行い、適切な指導等を
実施するとともに、各府省は、チームのチェック結果について概算要求や予算執行に的確に反映する。

２．レビューシートの作成・公表のあり方
⑴�　全ての事業について統一のレビューシートを作成し、公表することは、税金の具体的な使い道について国民にわかり
やすく説明する取組として重要である。
⑵�　成果目標や活動指標、点検結果の記載は、外部有識者の知見も活用しながら、できる限り具体的、定量的なものにする。
⑶　基金や交付金などは、国からの交付先である地方公共団体等以降の交付先まで記載する。

３．公開の場における事業の点検のあり方
⑴�　公開性に関し、可能な限り透明性を確保できる形態で点検・議論を行う。この場合、国民への情報提供はインターネッ
ト中継を通じて行うなど、効率的な実施に努める。
⑵�　限られた時間の中で、一定の明確な結論を出していくことは、国民へのわかりやすい説明の観点からも重要である。
このため、論点を絞り、明確化して点検・議論ができるよう、外部有識者との事前勉強会の実施など事前準備を十分に
行う。
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⑶�　公開の場での点検・議論は、無駄の削減の観点だけでなく、より効果の高い事業に見直すとの観点から熟議型により行
うこととし、具体的な改善点や今後の方向性を共に考え、その結果を外部有識者の意見として取りまとめる形で進める。
⑷　対象事業については、
・�１の⑴の③に掲げる事業のうち、公開の場で検証を行うことが有効と判断されるものについて点検・議論を行うこと
を基本とする他、
・�当該年度に政策評価の対象となった施策を単位として、その施策に属する複数の事業についてどの事業を優先し、ど
の事業を見直すか等の視点での点検・議論なども行う。

⑸�　より効果的で厳格な点検・議論が行われるためにも、行政改革推進会議の一定の関与が必要である（公開の場で点検・
議論を行う対象事業や外部有識者の選定）。

４．行政改革推進会議等による関与のあり方
　行政改革推進会議は、
・�各府省のレビューの取組を検証し、良い取組については積極的に評価を行うとともに、検証結果を次年度以降におけ
るレビューの実施方法の改善に反映
・�個々の事業の内容についても、点検が十分なものとなっているか、点検結果が概算要求に反映されているかなどの観
点からチェック
・�上記のチェック結果について、政府の予算編成に反映されるよう意見としてとりまとめ等の取組を行うこととし、こ
のため、当会議の下にワーキングチームを設置する。

５．その他の効果的・効率的なレビューの実施のあり方
⑴�　レビューシートを概算要求の際の財政当局への提出資料とするなど、引き続き予算編成に十分に活用する。また、レ
ビューによる点検結果の概算要求や予算編成への反映について、政府の予算要求の方針等に明確に位置づける。
⑵　政策評価とレビューとの連携強化を進め、
①�　政策評価についても評価対象の重点化を行うとともに、政策評価において、レビューの対象事業がどの政策・施策
に位置づけられているか明確にする。
②�　施策と事業との関係やそれぞれの評価について、国民が一覧して見ることができるよう、政策評価書とレビューシー
トのホームページ上の公表の仕方を工夫する。

⑶　レビューの取組が広く国民に知られるよう、国民への意見募集などを通じ、効果的・効率的な周知・広報に努める。
⑷�　各府省は、職員が、レビューの取組を通じ、厳格な事業の点検や積極的な事業見直しを行った場合、当該職員の人事
評価に適切に反映されるよう工夫を行う。

６．今後の検討課題
　行政事業レビューを含め行政改革の取組にあたっては、各府省の事務負担にも配慮しつつ、より効果的・効率的な取組
となるよう、引き続き、積極的な改善に努めていく。
　このため、成果目標や活動指標の定量化のための技術、電子化による政策評価等と連携した記入システムの構築などを
検討するほか、国費が支出されている地方公共団体、独立行政法人等からの支出状況の点検に当たって、他の制度におけ
る対応も踏まえ、充実すべき事項や簡素化できる事項等について検討していく。
　また、レビューのような予算に関するPDCAサイクルの具体化の取組が地方公共団体等にも広がっていくことが期待さ
れる。
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（別添）事業の点検・見直しの視点・基準
○国費投入の必要性の観点からの視点・基準
・広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。
・地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。
・明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。

○資金の流れ、費目・使途などの事業自体の効率性の観点からの視点・基準
・競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。
・受益者との負担関係は妥当であるか。
・単位当たりコストの水準は妥当か。
・資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。
・費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。
・不用率が高い場合は適切な理由があるか。

○活動実績や事業効果などの事業自体の有効性の観点からの視点・基準
・事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的に又は低コストで実施できているか。
・活動実績は見込みに見合ったものであるか。
・整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

○その他
・類似事業があるか。他部局・他府省等と適切な役割分担・調整が図られているか。
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⑷　行政事業レビュー実施要領

� 平成25年４月２日策定
� 平成26年３月14日改正
� 平成27年３月31日改正
� 平成28年３月29日改正
� 平成29年３月28日改正
� 平成30年３月28日改正
� 平成31年３月29日改正
� 令和２年３月27日改正
� 令和３年３月26日改正
� 令和４年３月25日改正
� 令和５年３月31日改正
� 令和６年４月22日改正
� 令和７年３月31日改正
� 行政改革推進会議

第１部　総論
１　基本的な考え方

　行政事業レビュー（以下「レビュー」という。）は、エビデンス（根拠）に基づく政策立案（以下「EBPM」という。）
の推進が、政策判断の精度を向上させ、自らの政策立案（policy making）に資することを踏まえ、各府省庁自らが、自
律的に、原則全ての事業について、EBPMの手法等を用いて、事業の進捗や効果について成果目標に照らした点検を行い、
事業の改善、見直しにつなげるとともに、予算が最終的にどこに渡り（支出先）、何に使われたか（使途）といった実態
を把握し、外部の視点も活用しながら、過程を公開しつつ事業の内容や効果の点検を行い、その結果を予算の概算要求や
執行等に反映させ、また、行政事業レビューシート（以下「レビューシート」という。）を予算編成過程で積極的に活用
することで、事業の効果的、効率的な実施を通じ、無駄のない、質の高い行政を実現するものである。さらに、国の行政
の透明性を高め（「見える化」を進め）、国民への説明責任を果たすために実施されるものである。
　また、国からの資金交付により新設又は積み増し（以下「造成」という。）された基金（以下「基金」という。）につい
ては、適正かつ効果的、効率的に国費を活用する観点から、毎年度、各府省庁自らが執行状況等を継続的に把握し、基金
を用いて行う事業（以下「基金事業」という。）の進捗や効果等について厳格に検証を行い、執行の改善につなげるとと
もに、使用見込みの低い資金は返納するというPDCAサイクルを実践していくことが重要であることから、レビューの枠
組みの下、基金の適切な管理に向けた取組等を実施する。

２　体制整備
⑴　行政事業レビュー推進チーム

① 　各府省庁は、「行政事業レビュー推進チーム」（以下「チーム」という。）を設置し、レビューの責任ある実施に取
り組むこととする。
　チームは、統括責任者を官房長（官房長の置かれていない省庁にあっては総括審議官等同等クラス。以下同じ。）、
副統括責任者を会計課長（会計課長の置かれていない省庁にあっては同等クラス。以下同じ。）とし、チームの果た
す役割を踏まえ、EBPMに係る観点からの議論の促進や政策評価との連携等、地方支分部局等を含めた関係者が連携・
協力できるよう、関係する幹部、管理職職員等や各局総務課長等を各府省庁で適切に選任、参画させるものとする。
　なお、各府省庁の判断により、統括責任者、副統括責任者をより上位の職位の者とすることができる。その場合で
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も、官房長、会計課長はチームのメンバーとして参画するものとする。
②　チームは、レビュー等の的確な取組を図るべく、EBPM推進委員会との連携の下、以下の取組を行うものとする。
【事業の点検等】

ア 　事業所管部局によるレビューシート及びセグメントシート（以下「レビューシート等」という。）の適切な作
成及びアウトカムの設定等、EBPMに係る観点に基づく入力内容の指導かつ助言を含むレビューシート等の品質
管理並びに厳格な自己点検の指導

イ　外部有識者の点検を受ける事業の選定及び外部有識者からの点検結果の聴取
ウ 　外部有識者による公開の場での点検（以下「公開プロセス」という。）の対象となる事業の選定及び点検結果

の聴取
エ　ア、イ及びウを踏まえた事業の厳格な点検（サマーレビュー）及び点検結果（所見）の取りまとめ
オ　チーム所見を踏まえた事業の改善状況の点検
カ　当該府省庁全体の概算要求への反映状況の確認及び取りまとめ
キ　行政改革推進会議による検証結果の以後の予算等への反映に係る指導
ク　優良事業改善事例の選定、表彰及び普及
ケ　職員の資質向上に係る取組

【基金の点検等】
コ 　基金事業所管部局による基金の適切な管理を確保するための以下の取組に関する指導及びそれを通じた基金

シートの品質管理
　・基金シート及び地方公共団体等保有基金執行状況表の作成対象となる基金事業の正確な現況把握等
　・基金シート及び地方公共団体等保有基金執行状況表の適切な作成及び公表
　・基金事業の適切な自己点検の推進及び実施体制の整備
サ　外部有識者の点検を受ける基金事業の選定及び外部有識者からの点検結果の聴取
シ　コ及びサを踏まえた基金事業の厳格な点検並びに点検結果（所見）の取りまとめ
ス　チーム所見を踏まえた基金事業の改善状況の点検
セ 　官民ファンド等の出資の所管部局による、出資状況表の作成対象となる出資の現況把握等及び同表の適切な作

成・公表等の取組の指導

⑵　行動計画の策定
① 　各府省庁は、毎年度、原則４月中旬までに、現年度におけるレビューの行動計画を策定し、各府省庁のホームペー

ジにおいて公表するものとする。
② 　行動計画には、当該府省庁におけるレビューの取組体制、取組の進め方、スケジュール等を定めるものとする。特

に、チームによる厳格な点検・指摘が確実に実施されるよう、チームの取組である２⑴②ア～セについて、具体的な
取組の内容やその取組の担当者をチームで決定し、それを行動計画に位置付けることとする。

⑶　政策評価及びEBPMアクションプランとの連携・事務負担の軽減
　政策評価及びEBPMアクションプランの取組との連携・事務負担軽減を図るため、各府省庁は、チームと政策評価担
当部局及びEBPMアクションプラン担当部局との連携による、レビューと政策評価及びEBPMアクションプランの一体
的・効率的な推進を図るものとする。
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第２部　事業の点検等
１　レビューシート等の作成

⑴　レビューシート等の作成
　各府省庁は、別紙で対象外としている事業を除く全事業について、内閣官房行政改革推進本部事務局（以下「事務局」
という。）が整備するレビューシートシステム（以下「RSシステム」という。）を用いて、毎年度、⑵の「前年度事業」、

「新規開始事業」及び「新規要求事業」について、翌年度予算の概算要求を検討する過程でレビューシートを作成する。
　上記のほか、現年度の補正予算の措置や予備費の使用決定がなされた場合、新規開始する事業については新たにレ
ビューシート等を作成し、このほかの既存の事業については既存のレビューシート等を更新することにより作成する。
　なお、独立行政法人に対する運営費交付金に係る事業については、運営費交付金に係るレビューシートとは別に、当
該独立行政法人所管部局において、勘定単位の財務諸表におけるセグメント単位ごとに、RSシステムを用いて、毎年度、
セグメントシートを作成する。

⑵　事業単位の整理等
①　事業単位の整理

　点検の対象となる事業の単位（以下「事業単位」という。）の整理に当たっては、予算編成過程での活用を前提と
して、また、国民への分かりやすさや成果の検証可能性等に配意することとし、適切な事業単位を設定した上で、「１
事業１シート」の原則にのっとりレビューシート等を作成することとする。その際、当該事業の概算要求額が300億
円を超える事業につき１シートにより作成する場合は、その理由及び国民への分かりやすさなどを担保するために
行った作成上の工夫について説明することとする。

②　用語及び事業の定義
・現年度：レビューシート等を作成する年度
・前年度：現年度の１年前の年度
・翌年度：現年度の１年後の年度
・前年度事業：前年度の事業（同年度限りで終了した事業を含む。）
・新規開始事業：現年度に新規に開始した事業
・新規要求事業：翌年度予算概算要求において新規に要求する事業

⑶　レビューシート等の作成主体
　レビューシート等は、各府省庁の全事業を対象に予算の計上府省庁において、事業所管部局が事業単位ごとに、RS
システムで作成する。

⑷　事業所管部局等による点検
　事業所管部局又は独立行政法人所管部局は、活動・成果実績、予算の支出先、使途等を踏まえ、事業の厳格な点検を
行い、その結果をレビューシート等に分かりやすく入力する。

２　外部有識者による点検
　外部有識者による点検は、レビューでEBPMを実践するという観点を踏まえて、「アウトカムが適切に設定されている
か」、「事業の進捗や効果について成果目標に照らした点検及び改善が行われているか」、また、「同じ予算でより多くの成
果を引き出す工夫はないか」、「より少ない予算で同等以上の成果を引き出す工夫はないか」、「そもそも国費投入の必要性
はあるのか」等の観点から、外部性を確保し実施するものである。
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⑴　外部有識者の選任
①　各府省庁は、外部有識者を複数名選任する。
　その際、外部有識者による点検の対象事業の数に応じ、点検を十分に行うことが可能な数の外部有識者を確保するこ
ととする。
②　外部有識者は、以下のいずれかの要件を満たす者の中から、過去の実績、職歴等を勘案して選任するものとする。

ア　予算の実際の使われ方など予算執行の現場に知見を有する者
イ　EBPMに深く知見を有する者
ウ　行政全般、個別の行政分野の在り方等に識見を有する者
エ　独立行政法人や公益法人の仕組み、実態、問題等に知見を有する者
オ　民間取引の実態や、地域や現場で生じている問題等に知見を有する者

③ 　外部有識者の選任や、⑵の行政事業レビュー外部有識者会合の意思決定等への関与に当たっては、特に利益相反が
生じることのないよう留意する。このため、外部有識者のうち、点検対象事業の執行に関し利害関係がある者及び過
去３年間において点検対象事業に関係する審議会、検討会等（点検対象事業が審議対象に含まれる審議会、検討会等
のみならず、それらの上位の審議会、検討会等を含む。）の委員、専門委員等になっていた者は、当該事業に係る点
検を行うことができないこととする。

④ 　各府省庁が選任する外部有識者が②及び③に照らして不適当であると認められる場合は、事務局は、各府省庁に対
し、意見を述べることができる。

⑤　各府省庁は、選任した外部有識者のリストを各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。

⑵　外部有識者会合
① 　各府省庁は、⑴で選任した外部有識者によって構成される「行政事業レビュー外部有識者会合（以下「外部有識者

会合」という。）」を設置する。また、公開プロセス対象事業の選定に係る外部有識者会合の開催に当たっては、事務
局が選定した公開プロセスに参加する外部有識者を加えた上で開催するものとする。

② 　外部有識者会合は、外部有識者それぞれの特性や専門性を十分に活用しつつ、以下の取組を行うものとする。その
際、チームは外部有識者に期待される役割や事業を点検する上での留意点について、外部有識者に対し周知する。ま
た、必要に応じ、事務局から外部有識者に対して当該留意点を説明する機会を設けるものとする。
ア　外部有識者による事業の効果的、効率的な点検のための調整
イ　当該府省庁におけるレビューの取組状況の随時点検、必要に応じた意見の提出
ウ 　当該府省庁におけるレビューの取組を踏まえた、翌年以降の取組に向けた改善点に関する意見の提出（レビュー

シート等公表後）
③　各府省庁は、外部有識者会合の議事概要及び資料を速やかに各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。
④ 　政策評価の取組との連携・事務負担軽減を図るため、各府省庁は、レビューの外部有識者会合と、政策評価に関す

る外部の有識者によって構成される同種の会合の合同開催など一体的な運用に努めるものとする。

⑶　対象事業の選定
①　チームは、以下の基準のいずれかに該当する事業について、外部有識者に点検を求める必要がある。

ア　前年度に新規に開始したもの（前年度の補正予算に計上され、又は予備費の使用決定がなされたものを含む。）
イ　現年度が事業の最終実施年度又は最終目標年度に当たるもの（類似事業を継続する場合に限る。）
ウ　前年度のレビューの取組の中で行政改革推進会議による意見（第４部１）の対象となったもの
エ 　新たに定性的なアウトカムを設定するもの（主たるアウトカムを定量的に設定した上で、定性的なアウトカムを

付記した場合を除く。）又は既に定性的なアウトカムを設定しているものでその進捗状況について確認する必要が
あるもの（委員会、審議会等の第三者機関においてアウトカムの進捗状況を確認しているものを除く。）
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オ　その他、翌年度予算の概算要求に向けて事業の見直しの有無等を判断する必要があるもの
　なお、アに該当する事業のうち、前年度の補正予算に計上等がなされ、何らかの事由により現年度に事業に着手し
たものについては、外部有識者の点検を翌年度に実施してもよいこととする。また、予算の計上府省庁を変更するこ
とのみをもって、ア及びイに当たるものではない。

② 　チームは、①のほかに、全てのレビュー対象事業が少なくとも５年に一度を目途に外部有識者の点検を受けること
になるよう、前年度事業（補正予算に計上された事業を含む。）の中から事業を選定し、外部有識者に点検を求める
ものとする。この場合、特に、
・現年度に政策評価における実績評価の対象となる施策に関連する事業
・ 前年度に事業内容が大幅に見直され、実施されたもの又は翌年度予算の概算要求に向けて事業内容の大幅な見直し

を検討している事業
・ 入札等において一者応札・一者応募となった契約又は競争性のない随意契約に基づいて、前年度に、一者当たり10

億円以上の支出を行った支出先（国庫債務負担行為等による場合は、契約総額が10億円以上となった契約先）を含
む事業

・ 事業の執行等に関して、国会の審議はもとより、会計検査院、総務省行政評価局、マスコミなど内外から問題点を
指摘されたもの等、外部の視点による事業の点検の必要性が高いと判断される事業

を重点的に選定する。
　その際、客観性を向上させ、外部有識者の知見が十分に活かせるよう、外部有識者会合を活用し、選定の考え方に
ついて外部有識者の理解を得て選定を行うとともに、対象事業数に年ごとの偏りが生じないよう選定を行うこととする。
　また、対象事業を政策・施策単位でまとめて同一の外部有識者に点検を求める、目標年度における効果検証や過去
の外部有識者による点検の結果を踏まえたメリハリ付けを行うなど、効率的な実施に努めるものとする。

③ 　外部有識者は、各府省庁が選定した事業に対して、追加や変更を申し出ることができる。各府省庁は、外部有識者
の申出に対して誠実に対応するとともに、申出のとおり対応しない場合は、当該申出の内容及び申出のとおり対応し
ない理由を各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。

④ 　外部有識者による追加や変更の申出の機会を確保するため、各府省庁は、対象事業を決定した後、各有識者に対し
て、速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付期間を通知した日から起算して少なくとも５日間（行政
機関の休日を除く。）設けることとする。

⑷　所見欄への入力
①　チームは、外部有識者による点検の結果を、外部有識者の所見として、レビューシートの所定の欄に入力する。

　この際、外部有識者による事業の改善すべき点の指摘や、検討すべき課題についての提案等（定性的なアウトカム
を設定している事業については、設定理由が適切かの評価、事業の進捗や効果についての評価を含む。）を入力する
ものとし、また、このような外部有識者による指摘・提案等が積極的に行われるよう、外部有識者会合を活用して周
知を行うものとする。

② 　外部有識者による点検の実効性と透明性を確保するため、外部有識者の所見を入力する際に、当該所見が事業の問
題点に関する指摘を含まないものである場合は、点検を行った外部有識者の氏名を明記することとする。

⑸　外部有識者への情報提供等
　各府省庁は、外部有識者による点検の効果的、効率的な実施の観点から、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分
な情報を提供するとともに、外部有識者から資料の提供、ヒアリングの実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速
に対応するものとする。
　また、外部有識者が上位の政策・施策に遡った点検を行うことができるよう、政策評価におけるデータ等も積極的に
提供するものとする。
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⑹　外部有識者所見の取扱い
① 　各府省庁は、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討において活用するとともに、異なる対応を行う場

合には、十分な説明責任を果たす必要がある。
② 　①が徹底されるよう、次に掲げる取組を行うものとする。

ア　チームは、自らの役割として、指摘を行った外部有識者と関係事業所管部局との調整を行う。
イ 　関係事業所管部局は、外部有識者の所見を踏まえてどのように点検・改善を行ったのか、その調整過程について、

レビューシートの所定の欄に入力する。

⑺　外部有識者による講評
　各府省庁は、公開プロセスを含む外部有識者による点検終了後、翌年度予算概算要求提出前を目途に、各府省庁にお
けるレビューの取組全般について、外部有識者が大臣、副大臣又は大臣政務官に対して、講評を行う機会を設けなけれ
ばならない。講評を行う外部有識者には、事務局が選定した外部有識者を必ず含むものとする。なお、公正取引委員会、
個人情報保護委員会、カジノ管理委員会及び原子力規制委員会においては、大臣、副大臣又は大臣政務官に代えて、各
委員会の委員長（委員長に事故がある場合、各委員会があらかじめ定める委員長を代理する者を委員長とみなす。）に
対して講評することができるものとする。

３　公開プロセス（各府省庁による公開事業点検）の実施
　公開プロセスは、国の行政の透明性を高め、国民への説明責任を果たすために、各府省庁が外部有識者を入れて公開の
場で自らの事業の点検を行う取組である。

⑴　対象事業の選定
① 　チームは、以下の基準のいずれかに該当するもののほか、事務局が、公開プロセスの候補事業に追加すべきと判断

したものから公開プロセス対象事業を選定することとする。
　なお、公開プロセス対象事業には、第３部１⑵に規定する基金事業も含めることができる。
　その際、客観性を向上させ、公開点検が望ましいと判断されるものが国民の視点で選定されることが重要であるこ
とから、外部有識者の知見が十分に活かせるよう、チームが幅広い候補事業を外部有識者会合に示し、外部有識者の
理解を得て絞り込みを行うこととする。
　また、外部有識者への候補事業の提示に当たっては、政策評価書等を活用して、所管事業全体の中で対象事業の位
置づけを明示するとともに、その対象事業の中から候補事業を選定した理由、候補事業の問題点を的確にとらえた論
点案を具体的に提示するものとする。
ア　アウトカムの設定など、EBPMに係る観点から点検する必要があるもの
イ　事業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの
ウ　長期的又は継続的に取り組んでいる事業等で、執行方法、制度等の改善の余地が大きいと考えられるもの
エ 　事業の執行等に関して、国会の審議はもとより、会計検査院、総務省行政評価局、マスコミなど内外から問題点

を指摘されたもの
オ　現年度に政策評価における実績評価の対象となる施策に関連するもの（複数も可）
カ　その他公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判断されるもの

② 　公開プロセス対象事業の選定にあたり、論点が専門的・技術的に過ぎ国民の関心を惹起することが期待し難い事業、
事業内容の改善の余地が乏しいと考えられる事業など、公開の場で議論するのにふさわしくない事業は対象としない
ものとする。

③ 　公開プロセス対象事業について、全体として予算規模が少額のものに偏ることのないよう、バランスに配慮した選
定を行うものとする。また、公開プロセスを効果的かつ効率的に実施するため、原則として、事業単位で１億円未満
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のものについては対象としないものとする。ただし、複数の１億円未満の事業を一括りにして、その総額が１億円を
超える場合や、１億円を超える事業の数が限られている府省庁において、公開の場での外部の視点による点検を行う
ことが有効と判断される事業がある場合などは、この限りではない。

④ 　各府省庁は、公開プロセス対象事業の数を当該府省庁の外部有識者による点検の対象事業数の多寡等を踏まえて判
断する。また、公開プロセスの実施期間はおおむね１～２日程度を目途に、事業数に応じて設定するものとする。
　なお、レビューの対象事業数が少なく、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省庁は、公開プロセスの
取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に事前に協議を行うものとする。

⑤ 　公開プロセスに参加する外部有識者は、各府省庁が選定した事業に対して、追加や変更を申し出ることができる。
各府省庁は、外部有識者の申出に対して誠実に対応するとともに、申出のとおり対応しない場合は、当該申出の内容
及び申出のとおり対応しない理由を各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。

⑥ 　公開プロセスに参加する外部有識者による追加や変更の申出の機会を確保するため、各府省庁は、対象事業を決定
した後、各有識者に対して、速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付期間を通知した日から起算して
少なくとも５日間（行政機関の休日を除く。）設けることとする。

⑦　 事務局は、各府省庁が選定した公開プロセス対象事業のほかに、又はその一部若しくは全部に替えて、上記に照ら
し、例えば、過去に公開プロセスの対象となった事業や行政改革推進会議において指摘のあった事業など、公開プ
ロセスの対象に追加すべき事業があると判断する場合、各府省庁に対し、対象事業を追加させることができる。

⑧　公開プロセスの対象とした事業については、２の外部有識者による点検を実施したものとみなす。

⑵　外部有識者の選定方法
① 　公開プロセスに参加する外部有識者は４名以上とし、各府省庁が２名以上を選定し、行政改革推進会議の意見を踏

まえて事務局が２名以上（原則、各府省庁が選定する有識者と同じ人数とする。）を選定する。各府省庁は、外部有
識者から取りまとめ役を指名する。

② 　各府省庁においては、２⑴で選任した外部有識者が公開プロセスに参加することを基本とするが、やむを得ない事
情がある場合は、同じ基準で外部有識者を追加的に選任し、公開プロセスに参加させることができる。

⑶　事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等
　各府省庁は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公開プロセス対象事業に係る事前勉強会及び現地ヒ
アリングの機会を随時提供するとともに、外部有識者から資料の提供、現地ヒアリングの実施等の要請があった場合に
は、誠実かつ迅速に対応するものとする。
　また、事務局は、公開プロセスの事前準備や当日の議事運営に関し留意しなければならない点を運営要領としてまと
め、各府省庁を通じ事前に公開プロセスの参加者に周知徹底するものとする。

⑷　公開プロセスの進め方
①　公開プロセスは、６月中を目途に実施することを原則とする。
② 　公開プロセスは、チームの統括責任者又は副統括責任者の進行の下で実施する。進行役は、それぞれの事業の点検

の冒頭に論点を説明するとともに、議事の公正な進行に努めるものとする。
③ 　公開プロセスは、インターネット生中継により公開性を担保することを原則とし、傍聴も可能とするよう努めるも

のとする。特に、生中継を行わない場合には、必ず何らかの形で同時性を確保した公開を実施するものとする。
④　公開プロセスの結果及び議事録は速やかに各府省庁のホームページにおいて公表するものとする。
⑤ 　公開プロセスにおいては、より効果の高い事業とすべく、事業の必要性、効率性（無駄の削減）及び有効性の観点

から、点検・議論を行うこととする。
⑥ 　取りまとめ役は、外部有識者のコメント、質疑及び議論の内容等を総合的に勘案して、取りまとめコメントの案を
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提示する。外部有識者は、提示された取りまとめコメントの案に対し意見を述べることとし、それらの意見を踏まえ、
取りまとめ役は、必要な修正を加えた最終的な取りまとめコメントを公表するものとする。

⑦ 　また、他の事業の徹底した見直しを通じて財源を捻出することを前提として、「伸ばすべきものは伸ばす」との観
点から、対象事業を強力に推進する旨の意見を取りまとめコメントに反映することも可能とする。

⑧　チームは、公開プロセスの取りまとめコメントを、レビューシートの所定の欄に入力するものとする。

⑸　結果の取扱い
　取りまとめコメントは、事業見直しの方向性や見直しの内容を外部の視点から提示するものであって、概算要求に当
たっての各府省庁の判断を示すものではない。しかしながら、公開の場での議論の結果であることを踏まえ、各府省庁
は概算要求に向けての事業の検討において尊重するとともに、異なる対応を行う場合は、十分な説明責任を果たす必要
がある。

４　チームによる点検（サマーレビュー）及び概算要求等への反映
⑴　チームによる点検（サマーレビュー）

　チームによる点検（サマーレビュー）は、外部有識者による点検結果も踏まえつつ、EBPMの手法等を活用して、事
業所管部局の指導を行い、事業の必要性、有効性、効率性の観点から、事業全体について点検・改善につなげるもので
ある。
　チームは、特に、新規開始事業及び新規要求事業については、上記の観点から、計画が適切に立てられているか、資
金が効果的、効率的に用いられる仕組みとなっているか等について点検を行うほか、十分な情報の開示など透明性が確
保されているか等について点検を行うものとする。
　また、チームは、点検結果を所見として、所見に至った過程・理由とともに、レビューシートの所定の欄に具体的に
入力する。

⑵　点検を行う体制
　点検を行う事業の数が数百にも及ぶような府省庁においては、事業の十分な点検を行う観点から、チームの下に複数
のワーキングチームを設け分担して点検を行うなど、厳格な点検を効率的に行える体制を整備するものとする。

⑶　概算要求等への反映
　各府省庁は、チームの所見を翌年度予算の概算要求や予算執行等に的確に反映するものとする。この際、国民への説
明責任を果たす観点から、チーム所見を踏まえてどのように点検を行ったのか、どのように改善を行ったのかなど、そ
の反映状況等について、レビューシートの所定の欄に分かりやすく入力するものとする。
　なお、改善点・反映状況が、外部有識者の所見や公開プロセスの取りまとめコメントと異なる内容となる場合には、
その理由を具体的に入力することとする。

５　点検結果の公表等
⑴　レビューシート等の公表

　各府省庁は、レビューシート等を翌年度予算概算要求提出期限の翌日（行政機関の休日に当たるときは、その翌日）
までに、行政事業レビュー見える化サイト（以下「レビュー見える化サイト」という。）において公表するものとする。
　ただし、翌年度予算概算要求提出期限の２週間前以降に現年度の補正予算が成立した場合には、レビューシート等を
作成の上、当該補正予算成立後２週間以内（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日まで）に公表す
るものとする。
　また、翌年度予算概算要求提出期限の２週間前以降に現年度の予備費の使用決定がなされた場合には、レビューシー
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ト等を作成の上、原則として、当該使用決定後２週間以内（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日
まで）に公表するものとする。

⑵　概算要求への反映状況の公表
　各府省庁は、チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等を取りまとめ、レビューシート等の公表後、速や
かにレビュー見える化サイトにおいて公表するものとする。

第３部　基金の点検等
　各府省庁は、基金について、毎年度、以下の取組を通じ透明性を確保するとともに、基金事業の進捗や効果等の検証を踏
まえ、執行の改善や余剰資金の国庫返納につなげる厳格な点検を行うものとする。また、各府省庁は、国からの出資により
事業を実施している場合には、毎年度、執行状況等を分かりやすい形で公表するものとする。

１　基金シートについて
⑴　基金シートの作成

　各府省庁は、独立行政法人、公益法人等に造成された基金について、以下の定めにより、RSシステムを用いて基金シー
トを作成するものとする。
　なお、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平成18年８月15日閣議決定。以下「「基金基準」」とい
う。）に基づく見直しの状況等については、基金シートにおいて明示するものとする。

⑵　基金シートの作成対象となる基金事業
　基金シートの作成の対象となる基金事業は、次の①～④の全ての条件に該当するものとする（２⑴～⑷により地方公
共団体等保有基金執行状況表を作成、公表している基金事業を除く。）。
①　造成の原資

　国から交付された資金（補助金・交付金・貸付金・拠出金等）の名称や資金の交付方法（直接交付・間接交付）の
別を問わず、国から交付された資金（地方交付税交付金を除く。）の全部又は一部を原資として造成したものである
こと。

②　資金の保有期間等
　次のア～ウのいずれかに該当するものであること。
　なお、保有される資金の名称（○○積立金、○○勘定、○○資金等）の如何は問わない。
ア 　国から資金の交付を受けた年度内に当該資金の全額を支出せず、次年度以降にかけて支出することを目的として

保有されているもの（独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「独立行政法人等」という。）
に係る運営費交付金債務を除く。）

イ　上記目的の如何にかかわらず、２年を超えて資金が保有されているもの
ウ 　資金の保有の有無にかかわらず、貸付等（出資を含む。以下同じ。）の事業を実施するもののうち、返済等を原

資として複数年度にわたり再度又は繰り返して貸付等を行うもの
③　基金残高

　次のア～エのいずれかに該当するものであること。
ア 　前年度末に基金残高（国費を含むものに限る。）を有するもの（既に廃止が決定されたが国庫返納をせず残高を

有しているものを含む。）
イ 　事業の終了や国庫返納等に伴い前年度中に基金残高（国費を含むものに限る。）が無くなったもの（新規募集の

終了後、補助事業者の成果報告や財産処分等の完了後の事務処理など後年度において費用が発生する事務のみを実
施するもの等を含む。）
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ウ　前年度末に基金残高を有していないが、基金（国費を含むものに限る。）を原資とする貸付等の残高を有するもの
エ　現年度に開始したもの（開始予定のものを含む。）

④　基金の造成法人等
　国から直接交付又は間接交付された資金により次に掲げる法人等に造成したものであること。
・ 独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法

人格のない組合等

⑶　基金シートの作成府省庁
　基金の造成に充てられた資金を予算計上した府省庁が、当該基金の基金シートの作成を行う。
　その際、基金事業別に基金シートを作成するものとする。なお、基金事業の単位の整理に当たっては、国民への分か
りやすさや余剰資金の有無の検証可能性等に配意し、適切な基金事業の単位を設定するものとする。

⑷　基金事業所管部局による点検
　基金事業所管部局は、「基金基準」及び「基金の点検・見直しの横断的な方針について」（令和５年12月20日行政改革
推進会議。以下「「方針」」という。）を踏まえ、以下のとおり基金事業の厳格な点検を行い、その結果を基金シートに
分かりやすく入力するとともに、執行の改善や余剰資金の国庫返納を行うものとする。
　なお、⑵③エに該当する基金事業については、事業の進捗状況等を踏まえ、少なくとも、①のうちア～エ及びカ～ケ
並びに②についての厳格な点検等やその結果の入力を行うものとする。
①　基金事業の点検等

【基金方式の必要性】
ア 　各年度の所要額がおおむね予測可能なものについては、基金によらない通常の予算措置によるものとする。個別

具体の事業を基金方式により実施することの必要性については、個々の事業の性質に応じて適切に判断する。特に、
以下の３類型に該当しない事業については、基金方式によることなく実施できないかについて真摯に検討する。
・不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業
・資金の回収を見込んで貸付け等を行う事業
・事業の進捗が他の事業の進捗に依存する事業

【予算措置】
イ　基金への予算措置は最大でも３年程度とし、成果目標の達成状況を見て、次の措置を検討する。

【具体的な成果目標、成果の達成状況の検証】
ウ 　短期（３年程度）のものも含めて、当該事業の事業目的にかなった定量的な成果目標や短期・中長期の成果目標

を達成するためのロジックモデル（効果発現経路）を基金シート等において明らかにする。
エ　事業効果を円滑・効率的に検証するためのデータ収集・分析の体制が構築されているかについて点検する。
オ　事業目的達成に向けて、効果的、効率的に基金事業が実施されているかについて厳格に検証を行う。

【終了予定時期】
カ 　終了予定時期については、設置から10年以内を原則として中長期の成果目標を踏まえたものとなっているか点検

する。その後の対応については成果の検証を踏まえたものにする。
【事業見込み・保有規模】

キ 　終了予定時期に照らし、足元の執行状況等を踏まえた合理的な事業見込みを算定し、保有資金規模が適正なもの
となるよう点検する。基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合（以下「「保有割合」」という。）の基礎
となる事業見込みに合理性や現実性を欠くことがないよう、過去の執行実績や具体的な需要等を基に、精度の高い
事業見込みを算定し、これに基づく「保有割合」の計算を実施する。

ク 　「保有割合」が「１」を上回る場合は、その上回る部分を残置する必要性について、基金事業の性格に照らし、
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合理的・具体的なものとなっているか厳格に点検する。
ケ 　将来に発生し得る損失への備えを目的とした事業を行っている場合は、当該事業で備えるべき損失の範囲（対象

とする期間や経費の内容等）を明確にした上で、当該損失に応じた合理性ある事業見込みを算定し、これに基づく
「保有割合」の計算を実施する。

コ　需要の大幅な減少等により低調な執行が継続している基金事業については、廃止できないか検討する。
サ 　執行促進を目的として事業執行期間中に行う条件緩和や制度拡充には厳格に対応し、原則として余剰資金を国庫

返納させるとともに、終了期限の延長についても、同様に厳格に対応する。
【事業費の支出がない基金事業】

シ　支出が管理費のみとなっている基金事業については廃止を検討する。
ス 　将来に発生し得る損失への備えを目的とした事業を行っているものについて、３年連続して事業費の支出がない

基金事業は、事業を終了し、国庫へ返納することを検討する。
セ　事業が終了し、管理費のみの支出となる基金は廃止することを原則とする。

②　基金の設置法人等の適格性の点検
　基金を造成する法人等の適格性を担保する観点から、基金の設置法人等の選定について以下のとおり点検を行うも
のとする。
ア 　基金事業を開始した場合における基金の設置法人等の申請条件や審査項目、選定経緯について、基金事業の目的

に照らし恣意的なものとなっていないか、事業執行能力の審査が適切に実施されているか等の観点から点検する。
イ 　既存の基金事業について、基金の大幅な積み増しにより事業量が拡大した場合や所期の円滑な業務運営が実現し

ない場合等、必要に応じ基金の設置法人等の適格性を点検する。
ウ 　担当府省庁及び基金を設置する法人において、補助金交付の基準策定や個々の補助金の審査がしっかりできる体

制が構築され、こうした根幹的な業務が実質的に民間企業に外注されていないか厳格に点検する。

⑸　外部有識者による点検
　外部有識者による点検は、外部性を確保し客観的かつ具体的で厳格な検証を行うことを目的に、⑷を踏まえて実施す
るものである。
①　外部有識者による点検

　チームは、原則全ての基金事業について第２部２⑴で選任した外部有識者に点検を求めるものとする。ただし、⑵
③エに該当するものについては、この限りではない。
　チームは、外部有識者による点検の結果を、外部有識者の所見として基金シートの所定の欄に入力する。
　なお、第２部３の公開プロセスの対象とした基金事業については、本規定の外部有識者による点検を実施したもの
とみなす。

②　点検対象基金事業
　全ての基金事業について、外部有識者による点検を行うことを原則とするが、個別の基金事業の性質や執行状況に
加え、過去の指摘等を踏まえ、アウトカムの目標年度時や事業終了年度の翌年度等、一定の期間ごとに重点的に実施
する対応も可とする。

⑹　チームによる点検
　チームによる点検は、外部有識者による点検結果も踏まえつつ、基金事業所管部局の指導を行い、基金事業全体につ
いて見直し・改善につなげるものである。
　チームは、点検結果を所見として、所見に至った過程・理由とともに、基金シートの所定の欄に具体的に入力する。
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⑺　基金シート等の公表
　⑶の作成担当府省庁は、基金シート及び公益法人等に造成された基金の執行状況一覧表を９月中旬までに、レビュー
見える化サイトにおいて公表するものとする。
　ただし、９月以降に現年度の補正予算により、既存の基金事業への予算措置が行われた場合には当該補正予算成立後
２週間以内（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日まで）に、新規造成の基金事業への予算措置が
行われた場合には翌年度の４月14日（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日）までに、基金シート
を更新又は新たに作成の上、公表するものとする。
　また、９月以降に現年度の予備費により、既存の基金事業への予算措置が行われた場合には、原則として、当該予備
費の使用決定後２週間以内（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日まで）に、新規造成の基金事業
への予算措置が行われた場合には、原則として、翌年度の４月14日（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、
その翌日）までに、基金シートを更新又は新たに作成の上、公表するものとする。
　複数府省庁において、同一の基金事業に係る資金が予算計上（共管）されている場合は、入力内容について相互に調
整した上で、１つの基金シートを公表する。
　また、移替経費を原資に基金を造成した場合は、当該予算を執行した各府省庁の協力を得て、予算を計上した府省庁
が取りまとめて公表する。

２　地方公共団体等保有基金執行状況表について
⑴　地方公共団体等保有基金執行状況表の作成

　各府省庁は、地方公共団体等に造成された基金（以下「地方公共団体等基金」という。）について、RSシステムを用
いて、「方針」を踏まえ、地方公共団体等保有基金執行状況表（以下「執行状況表」という。）を作成するものとする。

⑵　執行状況表の作成対象となる基金事業
　執行状況表の作成の対象となる基金事業は、次のア又はイのいずれかに造成された基金であって、１⑵①～③に定め
る条件全てに該当するものとする。
ア　国から直接交付又は間接交付された資金を原資として基金を造成した地方公共団体
イ　国から資金交付を受けた地方公共団体から間接交付された資金を原資として基金を造成した次に掲げる法人等

・ 独立行政法人等、特別民間法人、公益法人、一般法人、特殊法人、認可法人、特定非営利活動法人、株式会社、法
人格のない組合等

⑶　執行状況表の担当府省庁
　執行状況表の作成・公表の担当府省庁は、１⑶及び⑺のとおりとする。

⑷　執行状況表の公表等
①　執行状況表の公表

　⑶の担当府省庁は、執行状況表を９月中旬までにレビュー見える化サイトにおいて公表するものとする。
　ただし、９月以降に現年度の補正予算により、既存の基金事業への予算措置が行われた場合には当該補正予算成立
後２週間以内（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日まで）に、新規造成の基金事業への予算措
置が行われた場合には翌年度の４月14日（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日）までに、執行
状況表を更新又は新たに作成の上、公表するものとする。
　また、９月以降に現年度の予備費により、既存の基金事業への予算措置が行われた場合には、原則として、当該予
備費の使用決定後２週間以内（公表期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日まで）に、新規造成の基金
事業への予算措置が行われた場合には、原則として、翌年度の４月14日（公表期限の日が行政機関の休日に当たると
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きは、その翌日）までに、執行状況表を更新又は新たに作成の上、公表するものとする。
②　公表単位

　執行状況表のうち、総括表は基金の造成原資別とし、個別表については基金の造成団体等別とする。

⑸　地方公共団体等基金の精査等
　各府省庁は、地方公共団体等基金について、地方公共団体の事務負担に留意しつつ、１⑷を踏まえて精査を行い、余
剰資金があれば、地方公共団体に国庫納付を促すものとする。

３　出資状況表の作成・公表等
⑴　出資状況表の担当府省庁

　国から出資を受けた法人等を所管する府省庁が出資状況表の作成・公表を行うものとする。また、複数の府省庁によ
り同一の法人等を共管している場合は、入力内容について相互に調整した上で、それぞれ出資状況表を公表する。

⑵　出資状況表の作成・公表
　各府省庁は、RSシステムを用いて出資状況表を作成し、９月中旬までにレビュー見える化サイトにおいて公表する
ものとする。

第４部　行政改革推進会議による検証等
１　行政改革推進会議による検証

　行政改革推進会議は、各府省庁の点検が十分なものとなっているか、点検結果が的確に概算要求に反映されているか、
公表内容が十分なものとなっているか等について検証を行い、必要に応じ、検証の結果が予算編成過程、制度改正等で活
用されるよう意見を提出するものとする。

２　秋の年次公開検証の実施
　レビューシート等の公表後に、秋の年次公開検証（以下「秋のレビュー」という。）を実施する。また、公開性を担保
するほか、公開方法の充実や双方向性の確保などにより、国民の関心を高めるものとする。
　各府省庁は、秋のレビューにおける指摘事項を、以後の予算等に適切に反映することとする。

３　レビューの取組に係る行政改革推進会議への報告等
⑴　各府省庁は、行政改革推進会議からの求めに応じ、レビューの取組に係る報告等を行うものとする。

⑵ 　事務局は、１及び２の意見等に対する各府省庁の対応状況について、適時にフォローアップを行い、その結果を行政
改革推進会議に報告するものとする。

４　チーム責任者会合の開催
　各府省庁のレビューの取組の改善につなげるため、チームの責任者を集めた会合を必要に応じ行うものとする。

第５部　その他重要事項
１　優良な事業改善の取組の積極的な評価

⑴　各府省庁による自主的な事業改善の選定、表彰及び普及
① 　各府省庁が自律的にレビューシートの品質管理を進め、事業の改善に向けた職員の意識改革・行動変容を促すため、

各府省庁において、チームは、その活動を通じて把握した事業所管部局による自主的な事業改善の取組のうち、優れ
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た取組を優良事業改善事例として積極的に選定し、チームの統括責任者等（統括責任者より上位の職位の者を含む。）
から表彰するとともに、府省庁内に普及させていくものとする。
　なお、優良事業改善事例については、９月末までに評価内容等を各府省庁のホームページにおいて公表することと
する。

② 　自主的な事業改善の取組については、レビューシートの「事業所管部局による点検・改善」の「点検・改善結果」
欄に、その具体的内容を入力するものとする。

③　優良事業改善事例の選定に当たっては、例えば、次の観点を考慮するものとする。
ア 　事業を実施する背景（現状）、事業により解決すべき課題について、データ等を用いつつ、的確な抽出がなされ

ていること。
イ 　活動指標について、活動状況を的確に測定でき、かつ、活動状況の異変を早期に検知することができるような指

標が設定されていること。
ウ　成果指標について、事業の効果を的確に測定できるような指標が設定されていること。
エ 　事業の活動状況及び効果の確認が的確に行われ、効果が認められない場合における廃止等を含め、その結果が翌

年度以降の事業（同様の事業目的を有する他の事業を含む。）の改善に効果的に活用されていること。

⑵　優良事業改善事例等を参考とした積極的な事業改善
　各府省庁は、優良事業改善事例を参考として、積極的な事業改善に努めるものとする。

２　その他重要事項
⑴　レビュー見える化サイトを通じたデータの利活用と国民への周知広報等

① 　事務局は、レビュー見える化サイトを通じ、国民による府省庁横断的な分析・検証などのデータ利活用の促進を図
るものとする。

②　事務局は、レビューの取組が広く国民に知られるよう、これらの取組を通じ、効果的、効率的な周知・広報に努める。

⑵　レビューシート等の活用
　各府省庁は、作成したレビューシート等の予算編成過程での活用や、EBPMの考え方に基づく事業の品質管理等を通
じた政策効果の点検・改善を推進する。

⑶　人事評価への反映
　各府省庁は、優良事業改善事例を始め、レビューの取組を通じ、職員が厳格な事業の点検や積極的な事業見直しを行っ
た場合、当該職員の人事評価に適切に反映されるよう努めるものとする。

⑷　職員の資質向上等
① 　予算に対する公務員の意識改革や政策立案能力の底上げを図る観点から、レビューを活用した若手職員の研修を充

実させるものとする。
② 　各府省庁の幹部・管理職は、政策判断の精度向上及び若手職員の意欲や能力の向上につなげられるよう、レビュー

シート等を関係者とのコミュニケーションツールとして一層活用するものとする。
③ 　チームは、レビューにおける自己点検をより一層実効性のあるものとするため、研修等を活用して、職員に対して

指導を行うものとする。
　なお、指導の際には、レビューシート等の各入力項目の趣旨を的確に捉えて作成されており、国民の目から見て分
かりやすい記述と評価できるレビューシート等を例として用いるものとする。
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⑸　その他レビューの実施に必要な事項
　事務局は、レビューの適切な実施のために必要と認めるときは、各府省庁に対し、必要な資料の提出及び説明を求め
ることができる。各府省庁は、事務局から求めがあった場合には、適切に対応するものとする。
　また、事務局は、各府省庁における個別事業の事業改善の取組に効果的な支援を行うよう努める。
　本実施要領のほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局から随時提示し、各府省庁においては、事務局と調整し
ながらレビューを実施するものとする。
　行政改革推進会議は、本実施要領や事務局から提示された事項に則してレビューを行っていない府省庁があると認め
る場合は、必要な改善が行われるよう意見を提出するものとする。

（別紙）

行政事業レビューにおける点検の対象外の事業又は経費について
　以下の事業又は経費については、行政事業レビューにおける点検の対象外とすることができる。

①　個別事業と直接関連づけることが困難な共通経費
・人件費（定員管理している国家公務員に限る。）
・ 各府省庁の事務的経費（「（項）○○府省庁共通費」のうち「○○本省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費

として計上・執行している分に限る。）
※　類似経費として取り扱うものの参考基準については参考参照

②　国債費、地方交付税交付金
③ 　そのほか、別表の対象目整理表で対象外としているもの又は正規職員が直接費消する旅費や備品、消耗品等の庁費（庁

費であっても、調査研究等外部に発注し行うような経費は、類似経費には該当しない。）のうち、各府省庁による政策
的な判断や自由裁量がほとんどないとみなせるもの

（参考）

類似経費として取り扱うものの参考基準
１ 　名称が「○○府省庁共通経費」ではないが、一般行政経費として扱っているもの

例：○○庁共通費（○○庁一般行政に必要な経費）
２　共通経費に計上していないが、一般行政経費として取り扱っているもの

例：○○○○総合研究所（○○○○総合研究所に必要な経費）
　　○○業務費（○○大学校に必要な経費）

３　特別会計の業務（事務）取扱費（業務（事務）取扱いに必要な経費）
４　共通経費に計上しているが、一般行政経費として扱っていないもののうち、

①　法令に基づき設置されている審議会の経費
②　職員に直接支出する旅費のみで構成されている事業

５ 　予算上、個別事業と関連づけできるため共通経費以外の（項）に計上している事務的経費で、正規職員が直接費消する
旅費や備品、消耗品等の庁費のみで構成されている事業（庁費であっても、調査研究等外部に発注し行うような経費は、
類似経費には該当しない。）

注）これらの経費について、各府省庁の判断で、行政事業レビューにおける点検対象とすることを妨げるものではない。
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（別表）
対象目整理表

目番号 目 対象／非対象 備考

01 議員歳費 × 立法府経費のため

02 職員基本給 ○ 定員管理している国家公務員に係る人件費のみ対象外

03 職員諸手当 ○ 　　　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　　　　

04 超過勤務手当 ○ 　　　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　　　　

05 諸手当 ○

06 雑給与 ○

07 報償費 × 現在使途を明らかにしているものは対象

08 旅費 ○

09 庁費 ○

10 原材料費 ○

11 立法事務費 × 立法府経費のため

12 議員調査研究費 ― 該当なし

13 渡切費 ― 該当なし

14 委託費 ○

15 施設費 ○

16 補助金の類 ○

17 交際費 ○

18 賠償償還及び払戻金 ○

19 保証金 × 訟務関係のため

20 補償金 ○

21 年金及恩給 ○

22 他会計へ繰入 × 繰入れ先の支出目で対象か否か判断

23 貸付金 ○

24 出資金 ○

25 供託金利子 × 訟務関係のため

00 公共事業関係費の目 ○

その他（予備費） × 使用時は支出目で対象か否か判断

注）　「○」は対象であることを、「×」は非対象であることを意味する。
　  　また、「（項）○○府省庁共通費」のうち「○○本省一般行政経費に必要な経費」及びその類似経費として計上してい

るものは対象から除く。
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⑸　行政改革推進会議による検証の強化について（案）

� 平成27年３月31日
� 行政改革推進会議決定

　事業実施府省の自律的なPDCAサイクルの徹底を図る取組である「行政事業レビュー」については、行政改革推進会議に
おいて「秋のレビュー」やそのフオローアップ等を通じて各府省の点検が十分なものであるか検証を行ってきた。
　先月25日に開催された行政改革推進会議有識者懇談会においては、この検証を強化する観点から、「秋のレビュー」の定
例化（「27年度の行政事業レビューの実施に向けた改善の方向性について」）やフォローアップの強化（「今後の行政事業レ
ビューについて」）等に取り組むべきとされた。
　これらを受け、行政改革推進会議による検証を以下の通り強化することとする。

１．「秋のレビュー」の充実強化
⑴　「秋のレビュー」の定例化（「秋の年次公開検証」）
　これまで「秋のレビュー」は、レビューシートの最終公表後、更なる見直しの余地がある事業が存在する場合に、そ
の都度行政改革推進会議における決定を基に実施してきたが、各府省の取組を公開の場で検証する機会として有効に機
能していること、早期に準備に着手できた方が「秋のレビュー」においてより深みのある議論が行えるとともに、広報
も積極的に行えることから、「秋のレビュー」を定例化し、秋の年次公開検証として明確に位置付けることとする。
⑵　「秋のレビュー」の公開・広報の強化
　これまで「秋のレビュー」では、インターネット中継により公開性を担保してきたが、より国民の関心を高める観点
から、例えば大学・大学院のゼミ単位での傍聴を募る等、公開方法の充実を図る。また、視聴者からの質問や指摘に対
するコメントを各府省や有識者に求めるなどして双方向性を向上することとする。
　あわせて、「秋のレビュー」の取組について、その趣旨や対象事業の論点を事前にわかりやすく提示する等、広報用
資料の充実を検討する。
⑶　「秋のレビュー」の対象事業と視点
　昨年の秋のレビューでは、事業を個々に取り上げるだけでなく、「地方創生」や「女性活躍・子育て支援」といった
内閣の重要政策・施策に関連して複数の事業を府省横断的に検証した。本年の「秋のレビュー」においても、重要政策・
施策を中心に複数の事業を府省横断的に検証する取組を行う。また、事業の検証にあたっては、政策・施策の意義や政
策・施策における事業の位置づけを見極める等のため、政策評価に係るデータ等を積極的に活用する。

２．新しい検証（「重要課題検証」）の実施
⑴　趣旨
　行政改革推進会議において、「秋のレビュー」や「公開プロセス」で取り上げた重要テーマ・事業について指摘事項
の反映状況やそれによる政策効果の向上度合等を、複数年も視野に継続的に検証する取組（以下、「重要課題検証」と
いう。）を新たに実施する。この取組を通じて、フォローアップの有効性を高めるとともに、行政機能や政策効果の向
上と無駄撲滅の徹底を図る。
⑵　体制
　この取組のため、歳出改革ワーキンググループに「重要課題検証」担当を設ける。
⑶　対象テーマ・事業
　対象テーマ・事業は、①指摘事項が反映されるか不透明、②指摘事項の反映には制度改正など大幅な見直しが必要、

資料１-３
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③「秋のレビュー」等による対応が真に政策効果の向上に結びつくか検証が必要、等の点に着目し選定する。その際、
財政当局及びその他の制度官庁と連携しつつ、所管省庁等から意見を聴取する。
　また、ベストプラクティスの共有も図るため、指摘事項が事業の改善に十分に反映されている好事例も取り上げる。
⑷　検証の視点
　事業の政策効果の向上度合を見極めるため、厳しい財政状況や社会・経済構造の中長期の変化（少子高齢化の進展、
地域社会の衰退等）を見据えつつ、行政の無謬性にとらわれず、個々の事業から施策・政策（制度）にまで遡り、ゼロ
ベースで事業の必要性・有効性等の検証を行う。その際、
イ．施策・政策（制度）の分析にあっては、政策評価に係るデータ等を積極的に活用するとともに、
ロ�．本会議と連携しながら開催した「国・行政のあり方に関する懇談会」の議論を参考に、例えば下記の切り口等に
着目する。
①　大胆かつ柔軟な民間の活用
　…社会課題の解決を行政が一手に担う“丸抱え”行政からの脱却。
②　各府省、国・地方の連携強化
　…各部局が垣根を越え協働することにより、課題解決力を最大限強化。
③　行政の革新
　…国民への説明の徹底、科学的な政策立案、無謬性の弊害除去等

　併せて、上記の切り口に沿った民間や地方における先進的な改革事例等を全国から収集し分析する。その際、効率的
に情報交換等を行える「ネットワーク」を構築することとする。
⑸　検証の進め方
イ�．「重要課題検証」担当に指名された歳出改革ワーキンググループ委員は、必要に応じ、事業所管府省に資料提出や
出席を求め、選定された重要テーマ・事業の検証のための調査審議を行う。調査審議にあたっては、行政の実態調査・
把握を行う部局など制度官庁との連携を図るとともに、有識者等に対して協力を適切に求め、多面的・実証的な検証
となるよう留意する。
ロ�．「重要課題検証」の審議は公開を原則とするが、担当座長代理の判断で非公開の会議を設けることができる。配布
された資料は、原則として、会議終了後に公表する。また、会議後、議事概要を公表する。
ハ�．検証の進捗状況及び結果は適宜取りまとめ、本会議に報告することとする。また、検証の結果は、各府省及び制度
官庁において、施策・政策（制度）の改善、予算及び事業の執行等に的確に反映することを求める。

⑹　当面の対応
　６月を目途に、対象テーマ・事業の選定作業を進める。ただし、特に早急に検証すべきテーマ・事業については、他
に優先して審議を進める。その他、実施にあたり必要な事項は担当座長代理が定める。
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H9 

 

 

H10 

 

 

 

H11  

 

 

 

 

 

 

 

 

H12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H13  

 

 

 

 

 

 

 

H14 

 

 

 

12 月 

 

 

6 月 

 

 

 

4 月 

 

 

 

 

 

 

7 月 

 

1 月 

 

 

 

 

 

7 月 

 

 

 

 

12 月 

 

1 月 

3 月 

 

 

6 月 

 

 

12 月 

3 月 

 

4 月 

  

中央省庁等改革基本法成立（10. 6.12） 

中央省庁等改革の基本方針として政策評価機

能の強化が盛り込まれる 

成立（11.7.16）→13.1.6 施行 附 帯 決 議 （ 11.6.9 、

11.7.8） 
「行政評価法（仮称）」

制定について検討 各府省組織令（各府省に政策評価担当組織を

設置）（13.1.6 施行） 
総務省組織令／政策評価･独立行政法人評価

委員会令（総務省及び総務省に置かれる第三

者機関の体制を整備） （13.1.6 施行） 

行政改革会議最終報告（9.12.3） 

政策評価の導入を提言 

「政策評価の手法等に関

する研究会」（ 11.8.27～
12.12.11） 

「政策評価に関する標準

的ガイドラインの案」策定・

公表（12.7.31） 

政策評価の基本的な枠

組みを構築 

法律の早期制定についての

総理指示（12.7.14） 

成立（13.6.22）→13.6.29 公布 

「行政機関が行う政策の評価に関

す る 法 律 案 」 を 国 会 に 提 出

（13.3.21） 

政策評価制度導入（13.1.6～） 
「政策評価に関する標準的ガ

イドライン」の策定（13.1.15） 
各府省が実施要領等策定 

行 政 改 革 大 綱

（12.12.1） 

「政策評価制度の法制化に関する研究

会」（12.9.11～12.11.13）（12.12.26 報告取

りまとめ・公表） 

14.4.1 法施行 

「中央省庁等改革の推進に関

する方針」（11.4.27） 

政策評価の実施等に関する

基本的な方針を決定 
ガイドラインの策定を明示 

内閣府設置法案／ 

国家行政組織法改正案 

各府省が行う政策評価が法律

上位置付けられる 

総務省設置法案 

総務省が行う政策評価が

法律上位置付けられる 

※政策評価の大枠を決定 

「政策評価に関する基本方針」を閣議決定

（13.12.28）（※17.12.16 改正） 

「行政機関が行う政策の評価に関する法律

施行令」を閣議決定 

（14.3.15）→14.3.20 公布 

政策評価制度に関する経緯～法施行まで～
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H16 

 

 

H17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H18 

 

 

 

 

 

 

 

H19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 

 

 

6 月 

 

 

 

 

 

 

9 月 

 

 

 

12 月 

 

 

 

 

3 月 

 

 

 

 

 

6 月 

 

3 月 

 

 

6 月 

8 月 

 

 

 

 

  

 

 

10 月 

 

法施行令の一部改正（19.4.4）及び基本方

針の一部変更（19.3.30） 

事前評価の義務付け対象に規制を追加 

「政策評価法施行規則」

の制定（19.8.24） 
規制の事前評価の義務

付け対象としないもの

を規定 

「規制の事前評価の

実施に関するガイドラ

イン」の策定

（19.8.24） 
規制の事前評価の内

容、手順等の標準的

指針 

規制改革・民間開放推進３

か年計画（再改定）

（18.3.31） 
規制影響分析の義務付け 

規制の事前評価の義務付け開始（19.10.1～） 

「行政改革の重要方針」を閣議決定

（17.12.24） 
・政策評価法の枠組の下で規制について

事前評価を義務付けるために必要な措

置を講ずる 

・施政方針演説等で示された内閣の重要

政策を踏まえ、各府省の政策の体系化

を図り、それらに応じた政策評価の重

点化・効率化を推進 

「経済財政改革の基本方針

2007」（19. 6.19） 
経済財政諮問会議と総務省・各

府省の政策評価に関する連携

を強化 

「政策評価に関する基本方針」の改正（17.12.16）及び「政策評価の

実施に関するガイドライン」の策定（17.12.16） 

規制影響分析の試行的実施

（16.10.1～19.9.30） 

「政策評価制度に関する見直しの方向性」（17.6.17） 
・重要政策に関する評価の徹底 

・評価結果の予算要求等政策への反映 

行政改革推進法（18.6.2） 
内閣の重要政策に係る政策評

価の重点的かつ効率的な実施

を推進する 

政策評価の重要対象分野に関する

取組開始（19.6.19～） 

※平成 21 年以降行われず 

「規制の政策評価に関する研究会」

（17.9.8～19.9.14）最終報告

（19.9.26） 

「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針 2005」を閣議決定（17.6.21） 
・政策ごとに予算と決算を結びつけ、予算

と成果を評価できるよう、予算書、決算

書の見直し 

・政策評価と予算の連携強化を含め、政策

評価制度に関する見直しを着実に推進 

政策評価制度に関する経緯～法施行３年経過後の制度見直し以後～
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H21 

 

 

 

 

 

 

 

 

H22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 

 

11 月 

 

 

 

  

12 月 

 

1 月 

 

 

 

2 月 

 

 

4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12 月 

 

 

  

法施行令の一部改正

（22.5.28）、基本方針の一部変

更（22.5.25）及び「政策評価の

実施に関するガイドライン」の

一部変更（22.5.28） 

事前評価の義務付け対象に

租税特別措置等を追加 

「政策評価に関する情報の公

表に関するガイドライン」の策

定（22.5.28） 
基本方針に定められている

政策評価に関する情報の公

表に関する基本的な事項を

踏まえた、評価書の作成等

についての標準的指針 

「行政評価機能強化検討会」 
（22.2.17～3.26） 

行政刷新会議「事業仕分け」（21.11.13） 
・総務省行政評価局の担う行政評価機能（政策評

価、行政評価・監視）が対象とされ、結果は「抜

本的な機能強化」 

・これを受け、総務省では、機能強化の取組を開始 

「行政評価機能の抜本的強化方策」の策定（22.4.13） 
※「行政評価等プログラム」に盛り込み 

「行政評価機能の抜本的強化ビジョン」を受け、政策評価推進機能

の強化方策を以下の方向で具体化 

・政策評価に関する情報の公表 

・政策達成目標明示制度への対応、成果志向の目標設定の推進 

・事前評価の拡充（租税特別措置に係る政策評価等） 

・予算編成に資する政策評価の推進 

・政策評価の推進における現地調査機能の活用 

・政策評価の取組の人事評価への反映の推進 

「行政評価機能の抜本的強化ビジョン」の

策定（22.1.12） 

「租税特別措置等に係る政策

評価の実施に関するガイドラ

イン」の策定（22.5.28） 
租税特別措置等に係る政策

評価の内容、手順等の標準的

指針 

「平成 22 年度税制改正大綱」を

閣議決定（21.12.22） 
租税特別措置の抜本的な方針が

示される中で、政策評価を厳格

に行うことを明記 

「予算編成等の在り方の改革について」

を閣議決定（21.10.23） 
「政策達成目標明示制度」の導入  

等 

「平成 23 年度予算編成の基本方針」を閣議決定（22.12.16） 

政策達成目標明示制度等の施策の取扱いを含め、関係府省・部

局において政府全体におけるＰＤＣＡサイクルの整理・強化に

ついて検討を行う                    

 

政策評価制度に関する経緯～政策評価の機能強化の取組～
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H23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24 

 

 

 

 

 

 

H25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 

 

 

 

 

4 月 

 

 

 

 

 

6 月 

 

 

 

 

 

3 月 

 

 

 

 

11 月 

 

4 月 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 

 

 

 

 

6 月 

 

 

 

 

「平成 23 年度における政策評価の実施について」（目標管理型の政策評価の改善方策に

係る試行的取組について）（23.4.27） 

「平成 23 年における「国丸ごと仕分け」（行政事業レ

ビュー）について」（23.3.2） 

政策評価との連携について、政策評価との関連

性に留意しながらレビューを行うこと   等 

「行政事業レビュー（国丸ごと仕分け）の実施

について」を閣議決定（23.6.7）  

行政事業レビューを政府において毎年実

施していくこと         等 

 

「政策評価の実施に関するガイドライン」の一部改正（24.3.27）及び「目標管理型の政策評

価の改善方策に係る取組について」の策定（24.3.27）  
目標管理型の政策評価について、行政事業レビューと連携しつつ、メリハリのある

分かりやすい政策評価を実現するため、平成 24 年度からの取組についての標準的な

指針を策定し、全政府的に事前分析表及び評価書の標準様式を導入      等 

「目標管理型の政策評価の改善方策に係る取組について」の一部改正（25.4.26） 
事前分析表と行政事業レビューシートで事業名と事業番号を共通化    等 

「今後の行政事業レビューの実施等について」を行

政改革推進会議で取りまとめ（25.4.2） 

・外部チェック体制の明確化 

・政策評価との連携強化        等 

政 策 評 価 ポ ー タ ル サ イ ト の 開 設

（24.11.27） 

各行政機関の政策評価に関する情報を

一元的に閲覧・利用できるよう、総務

省ホームページ上に開設 

政策評価と行政事業レビューの相互リン

ク設定を開始（25.6.20～） 

「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済

再生～」を閣議決定（25.6.14） 

「実効性あるＰＤＣＡサイクルの実行」 

・政策評価と行政事業レビューの連携強化 

・規制の事前評価、政策税制の政策評価の改善 

 

「「実効性あるＰＤＣＡサイクル」－政策評価と行政事業レビューの連携－」（経済財政諮

問会議 新藤議員提出）（25.5.20） 

当面取り組む具体的な課題として、「評価基準の標準化」、「重点化による質の向上」

を提示 等 
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H27 

 

 

 

 

 

 

 

H28 

 

 

 

H29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 

 

 

12 月 

 

 

 

 

 

3 月 

 

 

 

4 月 

 

 

 

4 月 

 

 

 

5 月 

 

  

 

6 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」の一部改正（25.8.5） 

租特透明化法及び地方税法に基づく適用実態調査結果等の分析・活用を明記 

「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」の策定（25.12.20） 

行政事業レビューとの連携強化に加え、政策評価の標準化・重点化を規定 

・目標の達成度合いについて、各行政機関共通の５区分を導入（標準化） 

・毎年度の評価対象の重点化を図りつつ、評価内容の深掘り（重点化） 

「政策評価・独立行政法人評価委員会の提言」（27.3.9） 

（目標管理型評価の課題）企画立案時における目標及び測定指標のより適切な設定 

（規制の事前評価の課題） 費用や便益の定量・金銭価値化、評価書作成・公表のタイミング 

「政策評価審議会」の発足（27.4.1） 

・審議会の下に「政策評価制度部会」を設置 

・部会の下にさらに「目標管理型評価ＷＧ」、「規制評価ＷＧ」を設け、上記の課題を中心に検討 

政策評価制度部会の下に「公共事業評価ＷＧ」を設置（28.4.1） 

「政策評価に関する基本方針」の一部変更及び「規制の事前評価の実

施に関するガイドライン」の一部改正（29.7.28） 

規制制定の段階ごとの評価の活用方法及び基本的評価手法を見直

し、簡素化した評価手法及び事後評価を導入 

「統計改革推進会議最終取りまとめ」（29.5.19） 

・総務省において EBPMのリーディングケースの提示を目指し、総務省、関係府省

及び学識経験者による政策効果の把握・分析手法の実証共同的研究を行う 

「経済財政運営と改革の基本方針 2017～人材への投資を通じた生産性向上～」を閣

議決定（29.6.9） 

・EBPM と統計の改革を車の両輪として、一体的に推進 

・政策、施策、事務事業の各段階のレビュー機能における取組を通じて EBPM の実

践を進め、EBPM 推進体制を構築 

官民データ活用推進戦略会議官民データ活用推進基本計画実行

委員会の下に「EBPM 推進委員会」を設置（29.7.31） 
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H29 

 

 

 

 

H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 

 

 

 

 

 

 

8 月 

 

 

 

 

3 月 

 

 

 

 

4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 

 

 

 

6 月 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 

 

 

 

5 月 

 

 

 

 

 
 

第 2 回 EBPM推進委員会（30.4.27） 

「EBPM 推進に係る行政評価局の取組状況」につい

て説明 

１．総務省及び各府省の提案に基づき実際の政策

を題材として実践を進める取組 

２．各府省の政策評価書を題材として実際の評価

活動の中で実践を進める取組 

３．実践を進めるのに必要な人材育成の取組 

「目標管理型の政策評価に係る評価書の検証結果」 
目標・測定指標の適切な設定を図る上で有効な方策の１つとして、ロジ

ックモデルの作成・活用に関する考え方を整理 

第 3 回 EBPM推進委員会（30.8.28） 

各府省におけるEBPM推進体制整備(政策立案総括審議

官等の設置等)が整った後の初会合 

 

第 1 回 EBPM推進委員会（29.8.1） 

「EBPM 推進に係る行政評価局の取組」について説明 

・今後の取組①：目標管理型政策評価を通じた EBPM の推進（評価書の検

証） 

 

総務省、関係行政機関、学識経験者による

政策効果の把握分析手法の実証的共同研究

（平成 30 年度）を開始 

第 4 回 EBPM推進委員会（元.9.9） 

「EBPM 推進に係る行政評価局の取組状況 

― 実証的共同研究の実施 ―」について説明 

「経済財政運営と改革の基本方針 2019～「令和」新時代：「Society 

5.0」への挑戦～」を閣議決定（元.6.21） 

「EBPM をはじめとする行政改革の推進」 

・データを積極的に活用する行政サービスの構築に向け、公的統

計の整備や EBPM を着実に推進 

・EBPM を推進し、人材の確保・育成と必要なデータ収集並びにロ

 

第 5 回 EBPM推進委員会（2.5.20）（持回り開催） 

「EBPM 推進に係る行政評価局の取組状況 

― 実証的共同研究の成果と今後の取組 ―」に

ついて説明 
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11 月 
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6 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 

 

 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2020～危機の克服、そして新しい

未来へ～」を閣議決定（2.7.17） 

・ＥＢＰＭの仕組みと予算の重点化、ワイズスペンディングを徹底

する。 

・経済財政諮問会議の下、ＥＢＰＭの枠組みを強化する。 

・規制を新設・変更する際に、デジタル化の視点を踏まえた制度設

計となっているか事前評価を行う標準的な手続を整備する。 

政策評価制度部会の下に「政策評価制度の運用実態の把握等に関するＷＧ」を設置（2.10.9） 

第 6 回 EBPM推進委員会（2.11.6） 

EBPM 課題検討ＷＧ・データ利活用ＷＧの開催報

告、各府省における EBPM の取組状況等 

 

第 7 回 EBPM推進委員会（3.6.30） 

「EBPM 推進に係る行政評価局の取組状況について」

を説明 

「経済財政運営と改革の基本方針 2021 日本の未来を拓く４つの原

動力 ～グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策～」を

閣議決定（3.6.18） 

・エビデンスによって効果が裏付けられた政策やエビデンスを構

築するためのデータ収集等に予算を重点化する。 

・政策評価等の基盤であるデー夕活用を加速するため、全ての基幹

統計をデータベース型で原則公表するよう、データ公表様式の標

準化方針を策定する。 

「政策評価審議会提言」（3.3.17） 

ポストコロナ新時代の「行政の評価」に転換し、政府の政策改善機能の強化を目指す 

・「行政の評価」のあるべき姿を提示（役に立つ・しなやかな・納得できる評価） 

・改善のアイデアを提示 

政策評価審議会・政策評価制度部会に設置するＷＧを改編（3.5.26） 

・審議会の下に「行政機関が行う評価に係る実態の把握等に関するＷＧ」を設置 

・部会の下に「政策評価の改善に関するＷＧ」を設置。「目標管理型ＷＧ」及び「政策評価制度の

運用実態の把握等に関するＷＧ」を廃止 

 

デジタル庁の設置に伴う官民データ活用推進戦略会議官民データ活用推進基

本計画実行委員会の廃止により、デジタル社会推進会議データ戦略推進ワーキ

ンググループの下に「EBPM 推進委員会」を開催（3.11.4） 
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6 月 

 

 

 

 

 

 

12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 回 EBPM推進委員会（4.6.17）開催 

「令和 3 年度実証的共同研究の取組と今後の各府省への支援等について」 

を説明 

「政策評価審議会提言」（4.5.31） 

令和 3 年の政評審提言を基に、「デジタル時代にふさわしい政策形成・評価の在り方」と、政

策評価制度の改革の方向性について取りまとめたもの 

・政策の企画立案等の中で実際に行われる効果検証等を「評価」と捉え、政策過程において重

要な役割を担うものと位置付けるべき 

・予測困難な課題にスピーディかつ的確に対応するため、機動的かつ柔軟に政策の見直しが

行えるようプロセスを見直し。 

 

「政策評価審議会答申」（4.12.21） 

令和 4 年の政評審提言を基に、機動的かつ柔軟に政策の見直し・改善が行われ、社会経済の変

化に対応できる行政の実現のため、見直しの方向性を示した。 

・効果検証の取組の推進 

→「有効性」の観点を重視し、政策の効果検証に積極的に取り組む。 

・政策の特性に応じた効果検証が可能となる評価枠組みの導入 

 →今後は画一的・統一的な評価方法ではなく、政策の個別性・多様性を重視した制度運用に

転換する。 

「政策評価に関する基本方針」等の一部変更（5.3） 

新たな挑戦や前向きな軌道修正を積極的に行うことが、行政の無謬性にとらわれない望まし

い行動として高く評価されることを目指すよう、基本方針等を変更。 

・政策効果の把握・分析機能の強化のため、画一的・統一的な制度運用を転換し、政策の特性

に応じた評価が可能となるよう評価方式等を見直し 

・評価関連情報を集約することで、評価書等の質的充実を図り、意思決定過程での活用を推進 

・各府省は、次期基本計画期間を試行的取組の期間と位置付け、政策の特性に応じた評価を試

行 

・制度官庁は、評価手法の改善や知見を随時整理・共有し、政策評価の取組の継続的な改善を

促進。各府省の試行的取組を整理・分析し、結果を「新ガイドライン」に反映して、政策評価

制度の PDCAサイクルを確立 
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3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

 

 

第１回 EBPM推進委員会（5.4.13）開催 

「EBPM 推進委員会の開催について」（3.10.25）が廃止されたことに伴い、行政

改革推進会議の下に EBPM 推進委員会を開催。 

予算編成過程でのロジックモデルの重要性やレビューシートの活用等につい

て議論 

第 33回政策評価審議会（5.4.28） 

・「行政機関が行う政策に係る実態の把握等に関するワーキング・グループ」を廃止 

第 34回政策評価審議会（5.6.15） 

・新たに「政策効果の把握・分析に関するワーキング・グループ」を設置 

第２回 EBPM推進委員会（5.9.29）開催 

・行政事業レビューシートや EBPMの取組状況について各府省から紹介。 

第４回 EBPM推進委員会（6.9.26）開催 

・行政事業レビューシートや EBPMの取組状況について各府省から紹介。 

・租税特別措置の効果検証の取り組みについて行政評価局から説明。 

第３回 EBPM推進委員会（6.1.18）開催 

・行政事業レビューシートや EBPMの取組状況について各府省から紹介。 

・政策効果の測定のポイントについて行政評価局から説明。 

 

「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」の全面的改正（6.3.15） 

・規制の効果を「規制による課題の解消・予防」と定義づけた上で、効果と負担

を公正・客観的なデータで定量化して比較考量できるようにしておくことを原

則化。 

・また、利害関係者をはじめとした国民からの意見を受け付けて、その調整状況

や対応状況を明らかにすることを原則化。 

 

「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン」の策定（6.3 月） 

・効果の把握・分析の手法等について得られた知見や方法を共有し、各府省等に

おける政策評価の取組の継続的な改善を促進するためのガイドラインを改定 
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１月 

 

 

 

 

 

２月 

 

 

 

６月 

 

第 39回政策評価審議会（7.6.24） 

・「公共事業評価ワーキング・グループ」を廃止 

第５回 EBPM推進委員会（7.2.21）開催 

・EBPM アクションプランや、政策ダッシュボード等について担当府省から紹

介。 

・「行政事業レビューシート 政策効果の測定と点検・改善のポイント」につい

て行政評価局から説明。 

「効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドライン」の改定（7.1 月） 

・各府省における工夫の事例、政策効果の把握・分析や政策の点検・改善を行う

上でのポイントを追加するなど。 
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⑵　行政改革会議最終報告（抄）

� 平成９年12月３日
� 行政改革会議

５　評価機能の充実強化
⑴　評価機能の充実の必要性
①�　従来、わが国の行政においては、法律の制定や予
算の獲得等に重点が置かれ、その効果やその後の社
会経済情勢の変化に基づき政策を積極的に見直すと
いった評価機能は軽視されがちであった。
②�　しかしながら、政策は実施段階で常にその効果が
点検され、不断の見直しや改善が加えられていくこ
とが重要であり、そのためには、政策の効果につい
て、事前、事後に、厳正かつ客観的な評価を行い、
それを政策立案部門の企画立案作業に反映させる仕
組みを充実強化することが必要である。
③�　また、評価機能の充実は、政策立案部門と実施部
門の意思疎通と意見交換を促進するとともに、その
過程において政策立案部門、実施部門の双方の政策
についての評価や各種情報が開示され、行政の公正・
透明化を促す効果があることも忘れてはならない。

⑵　各省における評価機能の強化
①�　政策の企画立案には、政策の効果分析や評価が不
可欠なものであり、政策の評価は各省の重要な機能
となるべきものである。このため、各省の本省組織
に、明確な位置付けをもった評価部門を確立すべき
である。
②�　評価の客観性を確保するために、評価指標の体系
化や評価の数量化・計量化など合理的で的確な評価
手法を開発していく必要がある。
③�　同時に、全政府的な観点から、政策評価の総合性
とより厳格な客観性を確保するため、各省における
評価機能とは別に、各省を超えた全政府レベルの評
価機能の充実強化を図る必要がある。
　このためには、現行の行政監察機能の充実強化に
加え、民間有識者などを加えた第三者的評価を可能
とする仕組みが是非とも必要である。
④�　なお、実施部門については、目標の設定と達成度
評価といった仕組みを導入するが、これは評価機能
の充実方策の一環と位置付けることができる。また、
実施段階での実情や問題点の把握は、政策評価の一

部と考えられ、これらの情報が政策立案部門に適切
に提供される必要がある。

⑶　評価結果の公開
①�　政策評価の眼目は、政策に必要な修正を加えると
ともに、評価過程を通じて、可能な限り透明に、政
策の目的、内容、実現状況、修正の必要性の有無な
どの議論を明らかにし、幅広く政策選択の在り方に
ついての国民的議論を喚起していくことにある。そ
の意味で、評価機能の的確な発揮に当たっては、評価
の迅速化や情報の公開を積極的に進める必要がある。
②�　政策評価は、評価が政策に反映されてこそ意味が
あるものである。政策評価の実効性を確保するため
にも、評価結果の政策への反映について、政策立案
部門による説明責任を明確化することが必要である。
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⑶　中央省庁等改革基本法（抄）

� 平成10年法律第103号
� 最終改正　平成11年法律第160号

（中央省庁等改革の基本方針）
第四条　政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中央省
庁等改革を行うものとする。
六� 国民的視点に立ち、かつ、内外の社会経済情勢の
変化を踏まえた客観的な政策評価機能を強化すると
ともに、評価の結果が政策に適切に反映されるよう
にすること。

（総務省の編成方針）
第十七条　総務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方
を踏まえて編成するものとする。
二� 行政の評価及び監視の機能について、府省の関係
部門との連携、客観的かつ公正な評価方法の確立、
評価の迅速化、評価結果の公開及び府省の政策への
反映、調査対象の拡充及び権限の明確化等その充実
を図るとともに、当該機能を公共事業における費用
効果分析の仕組みの確立及び実効性の確保のために
活用すること。

（政策評価等）
第二十九条　政府は、第四条第六号の基本方針に従い、
次に掲げるところにより、政策評価機能の充実強化を
図るための措置を講ずるものとする。
一� 府省において、それぞれ、その政策について厳正
かつ客観的な評価を行うための明確な位置付けを与
えられた評価部門を確立すること。
二� 政策評価の総合性及び一層厳格な客観性を担保す
るため、府省の枠を超えて政策評価を行う機能を強
化すること。
三� 政策評価に関する情報の公開を進めるとともに、
政策の企画立案を行う部門が評価結果の政策への反
映について国民に説明する責任を明確にすること。
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２　参議院改革協議会報告書

� 平成30年６月１日

参議院議長　伊　達　忠　一　殿

� 参議院改革協議会座長　吉　田　博　美

参 議 院 改 革 協 議 会 報 告 書

　本協議会は、「参議院の組織及び運営の改革に関する諸問題」について調査検討を行い、「参議院における行政監視機能の
強化」について結論を得たので、別紙のとおり報告する。

参議院における行政監視機能の強化
―新たな行政監視サイクルの構築と行政監視委員会の通年的な活動―

　参議院は、これまで取り組んできた決算審査の充実とともに、行政の適正な執行を監視、監督することを活動の柱の一つ
とし、行政監視機能の強化に議院全体として取り組む。このため、以下のとおり本会議を起点とした新たな行政監視の年間
サイクルを構築し、併せて参議院改革によって設置された行政監視委員会の活動を一層充実させる。
１　本会議での政府報告聴取、質疑

　毎年、常会の本会議において「政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」等について、
政府から報告を聴取し、これに対する質疑を行うものとする。
２　行政監視委員会の通年的な活動

　行政監視委員会は、１の本会議報告及び質疑等を踏まえ、調査項目を選定し、計画的かつ継続的に行政監視を行うもの
とする。その際、継続調査の手続を経て閉会中も活動するとともに、省庁別の調査の実施、小委員会の設置、副大臣の活
用などの方策も検討する。なお、参議院ホームページ上に苦情窓口を開設し、国民から寄せられる苦情も調査の端緒とし
て活用する。
　行政監視委員会は、行政監視の実施の状況を翌年の常会の本会議において報告するものとする。
　また、より充実した調査を行うため、行政監視委員会の委員数の増員を行うものとする。
３　適正な行政の執行を実現するための改善勧告

　２の行政監視委員会の報告に基づき、必要に応じて、本会議において適正な行政の執行を実現するための改善勧告を行
うものとし、政府に対し、当該勧告の結果講じた措置についての報告を求めるものとする。
４　スタッフの充実・強化等
　以上の実施に当たり、行政監視委員会の活動を支えるスタッフの育成、外部人材の活用も含めた充実・強化についても、
所要の措置を講ずる。

行政監視委員会の機能強化における申合せ

○調査項目の選定
　調査項目の選定に当たっては、本会議報告・質疑にとどまらず、行政の組織・運営上の課題、国民の関心の高い事項に
ついても、幅広く考慮する。
　また、調査項目選定後においても、理事会での協議により、柔軟な対応できるよう努める。
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○委員長の割当
　委員長割当についての取決めはしないが、小委員会が複数設置されれば、小委員長ポストは、与野党で分担することに
したい。
○副大臣の活用

　副大臣制度の趣旨にのっとって副大臣を活用しようとするものであり、大臣の出席を排除するものではない。

（案）

参議院規則
第七十四条　各常任委員会の委員の数及びその所管は、次のとおりとする。
十五 行政監視委員会　三十五人
１ 行政監視（これに基づく勧告を含む。第七十四条の五において同じ。）に関する事項
２ 行政評価に関する事項
３ 行政に対する苦情に関する事項
第七十四条の五　行政監視委員会は、計画的、継続的かつ効果的な行政監視に資するため、少なくとも毎年一回、その実

施の状況等（勧告を行う必要がある場合には、その旨を含む。）を議院に報告するものとする。
 ※　現行の第七十四条の五は第七十四条の六に移動させる。

 参議院改革協議会　　　　　　　　　　　
 座　長　　　吉田　　博美（自民）
 協議員　　　石井　　準一（自民）
 同　　　　　岡田　　直樹（自民）
 同　　　　　塚田　　一郎（自民）
 同　　　　　石川　　博崇（公明）
 同　　　　　西田　　実仁（公明）
 同　　　　　榛葉　賀津也（民主）
 同　　　　　福山　　哲郎（立憲）
 同　　　　　井上　　哲士（共産）
 同　　　　　室井　　邦彦（維新）
 同　　　　　青木　　　愛（希会）
 同　　　　　松沢　　成文（希党）
 同　　　　　薬師寺みちよ（無ク）
 同　　　　　糸数　　慶子（沖縄）
 同　　　　　藤末　　健三（国声）
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３　政策評価制度に関する決議

� 平成27年７月８日
� 参議院本会議

　政府は、平成十三年の中央省庁等改革を機に、政策評価制度を全政府的に導入し、平成十四年からは、行政機関が行う政策の
評価に関する法律、いわゆる政策評価法を施行するとともに、平成十七年には、同法に基づく施行後三年の見直しを行っている。
　このような政策評価制度の歩みにあわせ、参議院改革の一環として創設された行政監視委員会及び本会議においては、平
成十五年及び平成十七年に、それぞれ決議を行ったところである。
　本年は、平成十七年の政策評価法見直しから十年が経過するとともに、独立行政法人通則法の改正に伴い、政策評価と独
立行政法人評価について、それぞれ独立した審議体制が発足したほか、地方創生推進の観点から、地方公共団体はPDCAサ
イクルの整備が求められている。
　また、国際連合の評価グループなどが、本年を、評価と証拠に基づく政策形成を提唱する「国際評価年」として指定し、
昨年十二月の国連総会でも、国単位での評価能力の向上についての決議が行われている。
　このような状況を踏まえ、政府においては、国民目線に立って、行政について不断の見直しを行うとともに、国民への説
明責任を果たす観点から、今後とも、政策評価制度の実効性を高め、国民の行政への信頼向上を図るため、次の事項につい
て、適切な措置を講ずべきである。
一�、政策評価の結果を政策に十分反映するためには、時宜に適した政策評価の実施と的確な政策効果の把握が重要であるこ
とに鑑み、事後評価においては、適切な目標設定と達成手段を事前に明示し、数値や明確な根拠に基づく評価を実施する
とともに、事前評価においては、政策の効果と政策費用の的確な把握を徹底するよう、最大限努めること。なお、政策効
果の把握のため、政策目標や測定指標に影響を与える様々な要因について、踏み込んだ分析をするよう十分配意すること。
二�、目標管理型の政策評価については、目標の適切な設定が評価の良否を左右することから、各府省は、適切な目標設定の
下で意義ある評価が行われるよう、事前分析表の作成段階において設定される目標や測定指標の改善を図ること。なお、
測定指標については、国民生活及び社会経済に及ぼす影響を客観的・定量的に示すことができるよう、更なる開発・設定
に努めること。
三�、PDCAサイクルを通じた行政運営の向上、説明責任の徹底の観点から、政策評価と行政事業レビューとの役割分担、有
機的連携を一層強化することにより、メリハリのある分かり易い政策評価を推進するとともに、事務事業レベルまで含め
た政策の体系化、一覧性の確保をさらに推進すること。
四�、主要な評価方式である総合評価については、政策体系のより上位の政策等の評価に用いることが想定されており、制度
改善など政策の大幅な見直しへの活用が期待されることから、評価手法の開発や外部シンクタンクの活用などの改善方策
を検討し、一層の活用を図ること。
五�、総務省が担う総合性・統一性確保評価については、府省横断的政策の評価という極めて重要な役割を果たしていること
から、適切なテーマの選定、量的拡大、実施体制の強化、外部シンクタンクの活用などにより、その充実・強化を図ること。
六�、総務省の客観性担保評価活動については、政策評価制度全体の質の向上に大きな役割を果たすことが期待されており、
今後とも、政策評価法第十二条及び政策評価に関する基本方針の趣旨を十分勘案し、一段の見直し・改善に努めること。
七�、地方創生推進諸施策の実施に当たっては、従来の関連諸施策の十分な検証が不可欠であることから、総務省は、政府内
における第三者的な評価専担組織の立場から、地方公共団体における中心市街地活性化、地域再生、都市再生などの地域
活性化策の実施状況、効果の発現状況、国の支援施策の活用状況等について、早期に調査・検証を行うこと。
八�、政策評価推進機能を担う総務省においては、地方人口ビジョンや地方版総合戦略の策定等を行う地方公共団体がPDCA
サイクルを十分活用できるよう、国の関係部局及び地方公共団体への評価手法等の情報提供等の支援に努めること。
　右決議する。
� （松村祥史君外十六名発議）
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